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市長への要請
==j

大津市立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会は.市長に

対し.本報告番記載の提言実現に向けて,市教育委員会に対して以下の

要請を行う｡

1 本報告書を,本件中学校の全教員に配布すること

2 本件中学校及び市教育委員会は.本報告書全体の検討を行いそ

の結果を文番で市長に報告すること

3 市教育垂員会は,本報告再記載のいじめを無くすために各提言

の実現に向けて行動し,今後5年間,毎年 1回その実現の有無.

成果を文啓で市長に報告すること

はじめに

● l

大枠市立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会 (以下,｢本妻員会｣と

いう｡)は､平成24年8月25日施行の ｢大津市立中学校におけるいじめに関する

第三者調査委且会設置要綱｣に基づいて設固された｡その後.市社会において法令上

の没摩損抱について疑弟が出され.同年 10月11日に ｢大津市附属機関設置条例｣

とともに.｢大枠市立中学校におけるいじめに関する第三者凋査委員会類別｣が制定

されたことにより.条例に基づき市長の附属機関となった｡

本番貝会の設置日的は.平成23年 10月に自殺した大津市立中学校2年の男子生

徒に対するいじめの事実関係を調査し,自殺の原因,学校の対応等について考察する

とともに.再発防止について青少年の健全育成の観点も掩まえて審議することであっ

た｡なお.本委員会設匿の当初から.自死の原因に関係して白虎した子どもの家庭窮

境を調査対魚とすべきかどうか絵描となったが.条例の制定によりこの点も含んだ調

丘対象となることが確経された｡

本委員会の構成は.元教員で教育評論活動をする大学教授,教員として生徒指導に

従申した経験のある大学教授.学校長の磯を経た後に醸床心理士としてスク-ルカウ

ンセラーの職務に就いている大学教授.学校現場を研究の対象とする大学教授.元裁

判官で少年事件に放り乱んでいる弁将士.学校事故･事件の遭族のサポートに取り組

んできた弁博士であり.各香色の立場や考え方は多様であった｡そこで.議論を建設

的なものとし.報告者を有意益なものとするために.以下の事柄を共通事項として調

鹿に取り組んできた｡

先ず何よりも蛮凝したのは.第三者という立場で ｢公平｣.｢中立｣の視点で.先入

観なく事実網盃に徹するということであった.そのためには,関係者からの事情の聴

き取りには労を倍しまず.学校.教育垂見会を通して収集した糞料の正確性を可能な

かぎり検証しなければならないということを合意した｡ その結果.本委員会で行った●
申倍の聴き取りは全62回に及び.聴き取り対象者措重積者を含め全56人.延べ9

5時間に及んだ｡

また.各垂良問で癌絃した調査のポイントは.①教育現場の生徒や教員たちに寄り

添いその昔集に耳を傾けること｡②亡くなった生徒が何故死を選んだのかを忘れない

こと.③丑族の視点 (我が子の教育を学校に垂託し倍頼してきた親らが,学校で何が

あったかを敏<知りたいと願うことは当然のことである｡学校の設田者である大津市

には,迫族に対し説明氏任があり,本番負会はその斑任を誠実に果たさなければなら

ないと考えた｡)を忘れないこと｡④加宙をしたとされる生徒の視点をしっかりと受

け止めること｡⑤その上で事実解明に当たること.であった｡

本報告辞の柵成は.第 Ⅰ部として.起こった事実を明らかにし.いじめか否かを確

定し.自死の原因について考察した｡具体的には.先ず.学校内で起きたいじめと日



される事実及び教員の動き等を時間の流れに従って忠実に記載し,また.学校外と亡

(なった生徒の家庭の簡域で起きた事実も記載した｡次に.アンケート等に指摘され

たいくつかの重要な事虫で明確に路定できなかった事実について検討した｡さらに.

亡<なった生徒に家庭間魔 術 に■ ■ があったのかについて検討した｡その上で.
明らかにした事実をもとに.①加啓をしたとされる生徒それぞれについて姥定したい

じめと目される行為がいじめと舌えるのかどうか｡②自死の原因は何処にあったのか

についての考察をした｡虫後に.本香員会が法定した事乗関係から浮き彫りになった

同軸点を抽出した｡

第Ⅱ部として.学校.市教育委員会の事後の対応を検討し.第 Ⅰ部と同様に.亡く

なった生徒の自死以後の学校.市教育委員会の軌きを具体的に記述し.そこから浮か

び上がる学校.布教青春BL会.両者共通の各開襟点を抽出した｡その他.マスコミの

同軸など.その他の岡鮎を抽出した｡

第Ⅲ部として.以上の検討を踏まえて.子どもが健やかに生きるための環境整備の

視点も蹄まえた.再発防止に関する避雷をした｡

本委員会は.本報告番の作成に駄して.過去に作成された複数の同様の報告杏を可

能な限り入手して参考とした｡こうした過去の某紙を踏まえつつさらに教育現場を良

くする方法は何かという規点せも拭鼓したことも付言しておく｡

■.

活動の桂掩

本報告番完成に至るまでの本番員会の括軌の軽掛 ま.焚料 1のとおりである｡私た

ちが先ず取り組んだのは.学校,市教育香旦会から収集した本件に関する資料の読み

込みであった｡関係資料は.段ボール10籍程度であった｡ それらは散見たちの生徒

持寄上のメモ.本件に開し生徒から聴き取った際のメモ.学校及び市教育委員会の事

件後の動きを示す啓類など多様であった｡そして.沓類に不足がある場合には追加で

提出を促し.沓類の一節 こ黒塗りの部分があるものについてはその全面開示を求める

などして,収集可能な資料はできる限り典めて.全容解明に努めた｡

こうした充科を読み込んで整理する作業を,多忙な菓掛 こ追われる委員だけではや

り遂げることはできないと判断し.早速大阪弁韓士会所属の弁損士3名を網査員とし

て遜任し.菌類の生理と学校.布教育香色会関係の事後対応の事実関係の集理を依鎖

した｡さらに本報告宙完成にあたって.文体の統一.士料引用の正稚性のチェック.

事実の見逃し等の囲楚作業について歴史的観点から教育学を研究する調査員のサポ

ートを得た凸こうした有能な調査員の助力な<して本報告番の完成は無かったと考え

ている｡

以上の作業を継続しながら.実際に学校及び校区内を回って状況視察をした｡その

後.10月初旬から暫時開儒者からの聴き破りを始めたが.先ず教員からの聴き取り

から始めた｡本番且会では.教員の方々は.マスコミ等の批判の鼠の中で当然私たち

にも不倍を抱いておられるであろうことを予想した｡私たちの聴き取り要諦にすんな

り応じていただけるのか.仮に応じていただいても,本音を滑ってくれるのか.不安

は尽きなかった｡ こうした教員の方々の心情に配慮しながら.学校現場の大変さや悩

みをお聴きしたいというメッセージを伝えた｡次に生徒たちの聴き取りについて札

一層の配慮をして.依頼昔の内容を入念に吟味した｡そして､聴き取りに先だって,

予め聴き取りをする生徒が以前に教員に話している内容を痘理した背面･依頼沓 (宋

科2)などを添えて送付することにより.可能な限り不安を解消するように努めた｡

校長,教頭といった管理聴,敦曹長以下の教育香見会関係者,スクールカウンセラー,

迫族にも聴き取りを虫髄いした｡点綴段階で.加啓をしたとされる生徒のうち2名か

ら蕗を聴<ことができた｡2名に対しては事前に保超音の方と由をし.本章且会が公

正.中立の立場で.まっさらな状態から事実を調査し.そこから明らかになった事実

がいじめと認められるのかという視点で活動を行っているということを理解頂き.聴

き取りが実現した｡しかし,その聴き取りを行っていた時期に.後述するような読売

新聞社の事実と異なる虚偽の記事が掲載された｡そのことから.本妻良会に対する信

頼を失ったとして.複数回聴き取りに応じていた1名の生徒か.らの聴き放りが.予定

されていた回数を実揺することができず途中で中断されてしまった｡本委員会から保

辞者に対して.恥亘された内容は事実ではない旨説明させて頂いたが,最後まで理解

■ ■
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頂けず,聴き取りの再開には至らなかった｡また.担任に対する聴き取りについては.

体調不良により実施することができなかったが.質問事項を送付したうえで紙面での

回答を得た｡関係者への聴き取りは平成24年内で完了できず.本報告啓完成ぎりぎ

りまで行った｡

ただ.正接的な聴き取りを通じて.様々な立場の生の声を聴けたことは.本件の全

体像を理解するのに大いに役だった｡

また.関係者からの聴き取り仰臥 2回にわたり.専門家からの話を聴<機会を持

った｡耕神科医の斉藤環氏 花陸は 学教授の細 管朗氏,大阪市立大学名誉教授 ･駒

大阪枠麟大学学長の森田洋司氏からは.各分野における現在の状況等.政重な藤を伺

うことができた｡

当初の報告啓の完成予定時期は.平成24年末であった｡しかし.まず膨大な米料

を痘理して沈み込んでいくことに時間を要した｡その後に聴き取り調査を行ったもの

の,調査を進めれば進めるほどに新たな事実.岡越点が搾 ヒし.さらに聴き取り調査

等を続けた｡見終段階においても二事実認定をはじめ.いじめ綻定の圃越.提雷内容

等について括発な諸点をした｡正規の金城だけでは時間が不足し.鮭時の打ち合わせ

を何回も行った｡その結鼠 完成が今日まで延びてしまった｡

委員が大枠に通った回数も鹿も多い垂員で41回に及んだが,委員全員これほどま

での回数大陣に通うとは夢にも考えていなかった｡委員全員多忙な業務を担っ̀ていた

那.それでも.これほどまでの労力を費やすことができたのは.子どもが命を絶つと

いう不幸を今回限りにしたいという思いでからあった｡

第 l部 自死に至るまでの事実

第 1華 中央経過

以下,特に断らない取り.日時については ｢平成23年｣である｡事実綻定のため

に使用した資料は.学校及び市教育重点会から提出された茸科.関係機関から投出さ

れた黄料.迫族から提出された資料.本委員会の聴き放り結果である｡

1節 背袋となる歩兵

1 本件中学校

(日 本件中学校の概要

本件中学校の生徒数は学校全体で879人 (平成25年 1月現在).各学年は約3

00人で.鍵額県内では屈指の大規模校と膏える｡

本件中学校は4つの小学校区からなり.その屯担削ま広屯園に及び.公共交通機関を

利用して通学している生徒も少なからずいる｡

本件中学校の特徴として.学校選択制が採用されていることが挙げられる｡また.

平成21･22年度文部科学省指定の ｢道徳教育実践研究事業｣推進指定校として.

道徳教育を推進してきた｡研究主題として.｢自ら光り輝<生徒を求めて一心に轡<

道徳教育実践｣というテーマを設定し.教育目標を.①たくましく生きる生徒.②情

操豊かな生徒,③社会性のある生徒をめざすとし.学校健は.①確かな学力と規律の

ある集団づ<り.②当たり前のことが当たり前にできる.(罫ビギン･オン･チャイム

(チャイムと同時に授業を始める｡)というものであった｡そして.環境宣言として,

- いじめのない学校づくり.- ゴミのない学校づくり.一一 あいさつあふれる学

校づくりが定められた｡

(2)担任に対する生徒,叔良の見方

4月に別の中学校から異動してきた敦且で.まじめで授薬が判りやすくやさしい先

生という評価がある反面.生徒に対し注意しているときでも.毅然としておらず.ま

た迫力もないと一部の生徒から見られていた｡例えば.厳し<叱らなければならない

のに, ｢やめときや-｣という軽い程度の注意で終わってしまったという生徒もいた｡

ある教員によれば.担任は前任校の生徒の質の速いに戸惑っていたようで.また.職

員室では口数が少なく,研究肌でコツコツと積み上げていくタイプと見られていた｡

さらに.抱え込むタイプで.学年生徒措辞担当であることから.自分でなんとかしよ

うと抱えていたのではないかと評する教員がいた｡



(3)2年●姐の状況 (以下 ｢当妓クラス｣ という｡)

7 当骸クラスの概要

後に詳述するように.このクラスが時間の経過とともに.迎柿感一体性が崩れて

いったように考えられる｡当該クラスは,当初は,特に注意しなければならない生

徒もいない平穏なクラスと見られていた.現に.1学期の印象は,生徒がまじめで

勉強ができる生徒も多<.成毒削ま学年上位であった｡ しかし一方で.女子は活発だ

が.クラスを引っ頗るような男子はいなかった｡男子はそれぞれクラス内に居場所

を求めている感じであった｡授業中に.典子を食べたり,携辞型デジタルオーディ

オプレーヤーを闘いたりする生徒もいたという｡ある教員によれば.二学期になっ

てから.授集中･一部の男子が集中せず.ペンを投げて貸し借りしていた｡また.加

害をしたとされる生徒のうち2名がアイコンタクトを取り.周辺の生徒もそれを許

して実って娯威化しているような雰囲気があり,学級全体がなんとなく冷たい.そ

の場とは追うところにいるように感じたという教員もいた｡また.このクラスの生

徒の関係がグループごとにばらばらで.クラス全体の雰囲気への船窓感から.隣の

クラスで授某を受けたという生徒もいた｡さらに.このクラスも含めてではあるが.

多くの生徒が遊びとしてプロレスごっこに興じていた｡

イ 学級日牡にみる当鞍クラスの変化

(ア)当披クラス (36名)では,-学期の終わりごろから学級の塩練がゆるみ出し

た｡授英中の私静.ー寝る生徒が現れ 二学期になるとこの傾向はさらに強まった｡

授業中の立ち歩き.トイレに出る.舵飛行機を飛ばす.消しゴムのカスを友達に

かけるなど.徐々に学級が ｢いじめを許容する空間｣に変化していく状況があっ

た｡その変化は.当該クラスの学報日誌から見てとれる｡

(イ)始某式のあった4月8日 (金曜日)の学級目蓋割ま担任が記入しており.翌週の

はじめより日直が紀人している｡月曜日の日直は しっかりとした文字で次のよ

うに記した｡

ごせているなと思いました.凝力墳壷の2日日なのに●組は仲が良く壌しくす

時,うるさくて注意されたのでこれからは気をつけたいとおもいます｡教科昏

配布はしっかり配れなかったけど,みんな協力して出来たと思います｡

この感想に対して担任は ｢きっちりかけています｡･これを見本にしていきまし

ょう｣とコメントしている｡木曜日の日誌には ｢音楽も初めてでみんなと歌を耽

ったのでいい授業になりました｣と記されており.当該クラスのスタートは順調
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であった｡

6月上旬の日掛 二は次のように記されており,おおむね落ち着いた授兼見放だ

ったことが窺えるB

1時間日英錆

2時間日数学

3時間R体育

4時同日国籍

5時間R理科

6時間目道徳

しずかだった

しすかだった

しっかりできた

少しうるさかった

しっかりできなかった

たのしくできた (教材 ドラえもん)

(ウ)ところが.6月中旬になると当該クラスの荒れが目立ち始めたふ

授業中の消しゴム投げについての記述が.6月13日の日誌に初めて表れた｡

El掛 二は.｢先生が見ていない間に男子数名が消しゴムのふんさい粒を投げ合っ

ている.非常に日ぎわりだった｣と記されている｡これに対して担任は ｢けじめ

をつけることも必要です｣と注意を与えている｡

以下.学級の荒オ=こ関わる記述が7月にかけて断続的にみられるようになった｡

いくつかの事例を次に挙げておきたい｡

･｢あばれてしまった 数学2時間だったのできつかった｡｣

-担任コメント:｢反省の気持ちが大切｣(6月14日)

･r一路の人がさわがし<て一部の人がしすかだった｡｣ (6月1三日])

･r点近,クラスの雰囲気が乱れてきていると思う｡その証拠に授菜によって

はBeginonChimeができていない｡授業中位ている人も前よりかなり多く

なっていた｡それをしている人は大体同じ人なのでそのひとたちには注意し
Lヽ

てほしいと思いました｡｣ (6月17日)

･担任コメント:｢今日は遅刻が多かったですね｡｣(6月20ー日)

･r最近授集中立ち酔いている人がいる｡国静では私蹄が多(辞してしまった

と患う｡次回から私胎をなくしたい｡｣

-担任コメント:｢授華中騒がしくなっているのですか?｣(6月20日)

･r新開を紙飛行機にして手酌まさない｡Polrerを出していない人はだす｡牡の

間適いあり｡｣(7月7日)

｢社会科 ガラスが割れてあまり集中できなかった｡｣(7月8日)

(エ)夏休み明けの9月の始まりは私静が多くなることは広くみられることであるが.

とくに中旬頃から授業中にトイレに行く生徒も多くなった｡｢紙飛行機飛ばし繋lL

● l



をJ(10月4日)とも記されているように,耗飛行機飛ばしが頻掛 二行われてい
●

たこともわかる. 10月3日の日誌には ｢今日は全体的に静かにできていた｣ (付

点は本妻月余)と記されているように.二学期になると学級の集中力の扱みがEl常

化していたことがわかる｡

本番見金が検討する日死事件は10月11日に発生したが.事件が当該クラスの

生徒にまだ伝えられていなかった時間のクラスの雰囲気は.次のようなものであっ

た｡

(2)加尋をしたとされる生徒Bについて (以下 ｢B｣という｡)

こんな状況の学級は今まで見たことがない｡生徒がてんでばらばらで勝手

帝をしており.教員の方を向<こともない.しかも熱のない雰囲気｡典様な光

度だった｡

2 当中春グループ

(1)亡くなった生徒Aについて (以下 rA｣という｡)

(3)加番をしたとされる生徒Cについて ･(以下 rCJという｡)

(4)加串をしたとされる生徒Dについて (以下 ｢D｣という)



(5)その他の生徒

当中音グループに札 後述するAに対する行為に直接には関わらないものの行動

をともにし.現場に居合わせていた生徒として.E (以下 ｢Ejという｡)とF (以

下 ｢F｣というJ の2人がいた｡BやCのようにグループの会静や行動を引っ張る

ことはなく.受身的な立場であった｡

(6)一学期後半から夏休みまでのAの行動について

ア AとB,Cは.二年生になって同じクラスになった.-学期の終わり頃から.

同じ換帝ゲームソフトで遊んでいたことがきっかけとなり.Aは.C.B.E.
Fのグループと交流をするようになった｡そのため.Aは.-学期に付き合って

いた仲間と一緒に昼食をとるようなことはなくなった｡

イ AとB.Cは.-学期のころから.教室や蹄下で他の同級生も交えて.互い

に対戦するようにプロレスごっこをするようになった｡その内容は,お互い向か

い合って互いの月那二手を砕き.足払いなどをして倒した方が勝ちというものであ

った｡当初は.対戦はいろいろなメンバーでしていたが.次萌に体格の大きいA

とBの組み合わせで行うようになった｡こめようなことは各10分撫みの時にや

っており.ほぼ連日であった｡

ウ 通倍機能をもつ同じゲームソフトを持っていたAとB,Cの3人は学校以外

でもしばしば遊ぶようになり.夏休み前には.Bの家に集まり.Bの父親のJl:串

を見学させてもらったり,Bの父親が運転する碑で棚まで行き,ポートに乗るな

どの遊びもしていた｡

エ 夏休み期間中に.Aは.Aの小学校時代からの友人宅にCと遊びに行ったこ

とがあった｡この友人宅では.友人を交えゲームなどをしていたが,その途中.
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友人宅でお典子や飲み物などが用意されていたにも関わらず.CがAを引き連れ

て.2度.外へお菓子を筑いに行ったことがあった｡

オ 8月10日頃.A.B.Cの3人に加え. Bから連絡を受けたDとも一緒に

花火大会を見に行くことになった｡この時.Dも通僧槻能をもつ同じゲームソフ

トを持っていたことで.それ以来4人一緒で遊ぶ機会ができた｡

カ .8月30日.A.B.Cの3人で.日怜りでテーマハ-クに並びに行った｡

これは.Bが企画した｡費用七しては.入場料として6000円かかった｡食事

は値段が高いので.Cはテーマパークの外で食べた｡

キ 対して.E及びFといったグループの他のメンバーとは夏休みを通して遊ぶ

機会はなかった｡

2琴 Aに封する行為について

以下.9月上旬からAが自死した10月11日までにAに対して加えられた行為

を中心に.R撃した生徒らの酪乱 Aの苫軌について..事実の経過を辿っていく｡

19月上旬

(1)二学期になり.AとB. Cが仲良くなっていたことを見たEとFは.3人の

話をただ聴くだけという関係になった｡

(2)9月8臥 グランドで綱引きの予選があり.綱引きの職番を待っている時.

何回か,Cが,掩っているAの後ろからヘッドロック (後ろからAの顎付近に腕を

横向きに回し.もう一方の腕を横向きに回した腕と直角lこ交差させ.自分の側に引

き寄せる形｡そのようにした場合,俄に回した腕が,Aの顎あるいは首部分を圧迫

するようになる｡)をかけて後ろに倒すということがあった｡Bが倒れたAの上に_乗

って居を押さえていた｡また.Bも.ヘッドロックをかけたことがあった｡その後.

ll



Bは,毎日のように.Aに対してヘッドロックをかけ,後ろに倒すということをし

ていた｡しかし.Aが,Bに対して同様のことをすることはほとんどなかった｡

(3)Bは1-学期の際は.Aと7ロレスごっことして.お互い立って互いの厨に

事を乗せた状態から足でこかすということをしていたが,9月になってからは.倒

すだけではなく.仰向けやうつぶせになった状態から抜け出せるかということをす

るようになった｡対戦はBのカがAの上になることが多かったが.Aと入れ替わっ

て行うこともあった｡このようなことは.Aが嫌がることもあ-7たが.10分の休

み時間､ほぼ行っていた｡

(4)教室のAの席のあたりで.B.C.E,Fが典まっていたところ,CがAに

rおまえ.きもいな｡｣.｢ほんま.おまえきもいねん｡｣ とAの肩をたたいていた.

また.Cは.Aを見て,｢イライラする｡やられているのにニコニコしてうれしがっ

ているみたいで腹が立つ｡｣ と言っていた｡

(5)BがAを押さえつけ.Aの腺を殴って.｢やり返してこい｡｣ と言うことが起

こり.二学期になってから同じようなことが20件ぐらいはあったが.Aはやり返

すこ_とはなかった｡

2 9月中旬

(1)9月初旬頃は.Bらと廊下でふざけていたようだが.中頃から雰囲気が変わ

った｡

(2)部晴が休みの日にA.B.C.Eの4人が.スーパーマーケットで万引きを

した｡スーパーマーケットで万引きしたのは,ベン.お典子などであった｡Aは ｢ガ

ムほしいな-｡｣と育って.ガム売り場で.他の子どもたちの分を含め万引きをした｡

Cは.食べ物.ベント Bは,ガム,食べ物,Eは,ガム,ベンを万引きした｡別の

機会に.A.ち.C.Eの4人でスーパーマーケットに行き.食品売り場でE以外

の3人が薬子パン1個,グミ1袋を万引きしたこともあった｡

(3)この頃以後.昼休みや 10分休憩時にトイレや教壷のうしろで.BとCがA

にトイレに行こうと声をかけて誘うようになった｡他の生徒2人ないし4人が同行

した｡トイレに来たAに,Bらが何も音わずに一発殴り.抵抗しないAに ｢やり返

してこないのか｡｣と挑発した｡Aが反応しないのを見て.Bが.きつくたたき出し

た｡10回ぐらい殴られるとさすがにAも痛いので.事を出して抵抗したりした｡

Bからの挑発にのって.Aが殴り返さないとやめてもらえないので.Aも事を出し.
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以後本気での殴り合いとなった｡そして.Aが泣きそうになったら殴るのを止めた｡

挑発するまではB,Cの2人でなぐり.本気に殴り合いをするのは,Bであったe

Bが挑発をするように敦宅のうしろで殴り合った後,トイレで本気の殴り合いをすl
ることもあった｡Aが,ほぼ一方的にやられ.本気で殴り海したのは1回だけであ

った｡こうした時,Bがメガネをとって投げた｡ 場所はトイレの典で,B.C以外

の者は,手前の洗面所で見ているだけであった｡こうしたことは,文化祭が行われ

た9月28日の前後で5回ぐらいあった｡

(4)当妓クラス教室の摘掃ロッカー近<で.AとBが殴り合いをしていた｡Aの

メガネをFがAの顔から取って持っていた｡Cが ｢やれ-｡｣と扇動していた｡本気

の殴り合いであった｡BがAの顔面を右の拳で2発殴った｡CがrAもやり返せよ｡｣

と雷うので,Aが顔面を1発殴り返したが,相打ちでBの顔に軽くあたった｡続い

て.Bが3発顔面を殴ったのを見て, Cは笑っていた｡BがAの居を持って屈ませ

た状態でAの膜を1回膝蹴りした｡この状況をクラスの生徒の半分以上は見ていた｡

(5)当鼓クラスの教養前廊下後ろ入日付近で,Aがうつ伏せで椴になり.その上

にBがまたがり.その腕をAの首に回して上にあげて首を絞めていた｡Aは苦しそ

うだった｡Cは傍に立って笑っていた｡その周りには生徒がたくさんいた｡

(6) 10分休みの時間に.クラスの生徒がAのメガ皐を隠しながら回していた｡

こうしたことは.ほぼ毎日のことで. 1日に2回のときもあった｡ メガネを取るの

は.最耕はB,Cであった｡その後,E,Fにも回っていく｡メガ皐が放られ.回

されてしまったときは,Aは.視力が惑いことから,机にうつ伏せるようにしてい●
た｡

(7)C.Bが.Aに.｢(クラスの一人の女子生徒に)告白しなければ友達やめる

ぞ｡｣と青い.さらに,その女子生徒に聞こえるように｢コタレよ !~｣と言っていた.

Aは ｢そんなん無理やし｡｣と言うと.BとCが.｢あいっ (女子生徒)やばいしな｡｣

と言っていた｡こうしたことが3回ほどあった｡

(8)廊下で.BとCがAに r土下頗しろ｡Jと育って.他のクラスの生徒たちに土

下座することを強いていた｡Aは,大声で ｢すいませんでした !Jと2回ほど言わ

された｡

(9)担任は,掃除の時間にAの机から物が落ちてきたのを確誰し,片付けをした

際.机の中に教科番と一緒にぐちゃぐちゃになった成耕カー ドがあったことを確誼
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した｡成笥カードの提出日 (9月20日頃)の前日.BとCがAの机の側に立ち.

CがAの机からAの成紙カードを破り出し.それを破っていた｡成斌カー ドの提出

日に.Aは担任に対し ｢なくしました｡｣ と言った｡ 樫出目に提出がなかったことか

ら.担任はAにテストカードの提出を求めたところ.Aは｢どっかいった｡｣と答え.

担任が以前に蹄記のぐちゃぐちゃの状態のテストカードを碓綻したことを音うと,

Aは ｢知らん｡｣と答えた｡その後.9月未か 10月の初旬に.Aは.ピリピリに破

られた成故カードを同級生にノートの切れ渇やセロテープで貼り付けて直してもら

って提出した｡その際.担任がAに ｢なんでこんなひどい状態になったか｡｣ と開く

と.Aは ｢わからん｡｣答えた｡担任は.そのカードを頂かった上.シュレッダーに

かけ.新しいカードを作成した｡

(10)9月20日頃.教室や廊下で.Aがうつ伏せの状旗で.Bが宵を絞めたり.

体の上に乗ったりしていた｡このようなことは数回あったが,Aも他の男子も笑っ

ているように見えた｡また.当妓クラス前の廊下で.Aがうつ伏せになって.Bが

上から軽た状態で乗って.Aの首に腕を回して上に上げていた｡こうした時,傍ら

にはC,Dがいた｡こうしたプロレスごっこを見た山人の先生は.だいたいAがや

られる側で表情が真剣だったので.止めたことが何度かあり,その度に学年に連絡

した｡

3 文化祭 (9月28日開催)前

(1)当該クラス前の廊下で..A,ち.C.あと2人が固まっていて.Cが厳しい

衷情でAを拳で顔を一発殴り,その後.CがAを倒し.起き上がろうとしたところ

香.上靴のまま顔を踏みつけ.その勢いでAは頑を廊下に打ち付けメガネが珊んだ｡

その後.Aは泣いていた. 後からCに ｢あれ,やばない｡｣と声をかけた生徒に対し

て.Cは ｢大丈丸 あれ遊びやし｡｣ と諾った｡次の授薬の際.Aの右首辺りが赤(

なっていたので.担当の教員が ｢首どうしたの?｣と開いた臥 Aは.｢00-∫
･.･.丁 二三 にやられた｡｣ と嘘をついた:

(2)この頃,Cが.仰向けになっているAの上にまたぐように乗り,これに対し

Aは抵抗せず寝ころび.苦しそうな表情をしていたことがあった｡

(3)この頃から,Dが教室に物を砕いて r俺も行こう｡｣と育って当抜クラスの駒

に行くようなった｡この頃.Dが笑いながら1回.肺からAを拭ったことがあった｡

また.Cは笑いながらAを何度も殴っていた｡Aは ｢やめてよ｡｣●と育っていたが.

笑っているように見えた｡
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(4)この頃のある日の5時限が蝉まる昼休みの終わりと.教室の後ろで.BがA

の顔を手拳で殴っていた｡ CはBの後ろに立ってこれを見ていた｡Bは何回も顔ば

かり集中的に拳で殴った｡ 殴っていた部位は,Aのメガ皐の周りやほほの辺りであ

った｡この時.BもCも笑っていた｡ AがBにやり返そうとするが,反撃する勢い

はな<.Aがやり返すとBが史に力を強くして何回も殴っていた｡

(5)この頃のある日の数学の授皐の終わり頃.Aの前に座っていたCが後ろを振

り向いたときにAの故にベンが当たりラインがついた｡Aは教員に ｢トイレに行っ

ていいですか｡｣と許可を求めたのに対し.教員はだめだと音ったがAはこれを無視

して洗いに行った｡授業が終わり,BはCに ｢猫のひげみたいにしたらおもろいな

あ｡｣と育った｡Cは ｢やったろうか｡｣と言って.BがAの上に馬乗りたなり,C
がAの手と有を押さえ.CがAの顔に2.3本ひげ様の串を書いた4このとき担任

が ｢やめなさい｡｣ と3.4回注意したにも関わらず.やめなかったことから,担任

は.CをAから藤し.Bを押さえつけて止めさせた｡その後.Aはトイレに行った｡

(6)この頃にも,7ロレスごっこのようなことは常にやっていた｡ BがAの首を

締めたり.BがAの上に乗ってヘッドロックをしていた｡

(7)この頃.トイレの中で,Bが横からAの腰のあたりを絞り.Aがよろけたと

ころ,AがBを殴ったことがあった｡ Cはトイレの奥の恵の前でこの二人を見てい

た｡ Cの両サイドにあと何人かいた｡その後.AとBがトイレから出てきたが.千

の時にAが涙を流して泣いていた｡ Bは半泣きの状態だった｡

(8)この頃の休み時間に.Aがメガネを取られていたことがしばしばあった｡

(9)この頃.Cが,Aの朝に消しゴムの消しカスをかけたり.配布されたプリン

トをまるめてAの口に入れるようなことがあった｡その際,他の生徒は ｢やりすぎ

ちゃう｡｣. ｢止めときや｡｣などと声をかけることがあったが.やまなかった｡

(10)9月25臥 Aは.二二 =二二に泊まiTいたところ.その日の乱 声

■の作った朝食を取っていた際.突然涙を流しながら ｢こんなおいしい朝ご伝を食

べたことはない｡｣と何度も何度も首った｡_Aは･食事が終わり･霊 i l幹と一緒
にソファーに搾っていた臥 突然十 の首に肺から抱きつき.泣きじゃくりながら

｢暗(て静かな山の中に行って死にたいねん｡｣と言った｡… は突然のこと
であったが.Aの様子がおかしかったので ｢つらいことがあったのか｡｣ と聴いたと

ころ.Aは何も話さなかった｡そこで.三 は r寓でつらいことがあったの
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か?｣と聴くと首を横に振り.r学校?｣と聴くと首を鰍 こ振った｡さらに ｢学校で

どんなことがあったの?｣と聴いたが.Aは.一･切強さなかった｡ 二 二 二 Tは.rそ
んなにつらかったら学校は行かないでもいい｡おとうさん.おかあさんに頼んであ

げてもいい｡｣と富った｡ ､

(11).その日の夜.『 ■ま.家に遠宅したAと改めて鰯 で配 し.曲後に我慢

できな<なったら.1』 に連絡して欲しい.その時は一緒に暗い山の中でも何処で

も行くからと鼓した｡その後.Aは,午後 11時頃.宮を出て.近くのマンション

内のソファーで一夜を明かした｡

4 文化祭当日 (9月28日)

(1)昼休み頃.敦皐にB.C,他二年生3人が入ってきて.Aの席の周りに来て.

Aの机の中にあるプリント類を取り出して.机の上や足元にぐちゃぐちゃに研いた｡

Bが英藷の教科番を持って ｢めちや.破れそうやん｡｣と言って破ろうとし.Cは｢イ

ライラする｡｣ときいながら.Aが ｢やめてよ｣と育っても止めずAの目の前で.英

緒の教科番.社会の資料典やプリントなどを破った｡その場面はクラスのみんなが

見ていた｡

5 体育大会当日 (9月29日)

(1)体育大会は.各組ごとに観覧席で見学をしていたが,時間が過ぎるに従い.

場所を移動するような生徒が出てきていた｡ Dは.自分のクラスから麻Tl.当該ク

ラスの場に来ていた｡

(2)A,B.C.E.Fらがいるところで.Dが.持ってきたガムテ-7で拘束

ごっこをしようとE]%い出した｡そこで.拘束される役を誰がするかということにな

り.一人一人聞いていった｡そうしたところ.Aは.別にいいよと昏い.断らなか

った｡B. C,Dは.鉢巻でAをしぼり.通路の楯に後ろ手に結び,口にガムテー

プを貼った｡また.ガムテ｢丁でAの癖･事･足をぐるぐる巻きにしていた｡ Bは.

鉢巻きで後ろ手にする際.Aが体が麿かったから.府の部分を押して.胸が開くよ

うにした｡tjに貼ったガムテー7について吐.息ができた<なるのを防ぐため.3

分の2くらいを剥がして浮かせるようにした｡このような状況があった中.ある生

徒から ｢いじられているから助けてあげて｡｣と頼まれた生徒が,｢縛っているのは

や りすぎだ｡｣ と注意した｡また.教員Aが来て,rなにやってんの｡｣ と注意した｡

(3)A.B.C.D,E.Fらは.じゃんけんゲームとして.負けた者が指定さ

れた嗣ゲームを行うという遊びをしていた｡罰ゲームの内容を事前に決めるので.
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参加した<ない者は参加しないことができるというルールであったCガムテ-7:杏

持ってきていたDは.ガムチーフをすねに貼って剥がす嗣ゲームを提案した｡Bは.

参加した<ないと宮い.その他の者でじゃんけんを行った｡Aが負けたことから,

D,･Cは.ガムテープをAの足のすねに貼り.それを剥がしていたcAは痛そうに

しつつも実っていた｡また.Dもじゃんけんに負けたため.ガムテープをすねに貼

られ剥がされるという嗣ゲームを受けた｡

(4)また.じゃんけんゲームで.蜂の死骸を食べるという罰ゲームをすることと

なった｡A.B.C.E.Fが居たが.Fは嫌だと膏って抜けた｡じゃんけんの飴

果,BとAが負け.二人でのじゃんけんでAが負けた｡ Aは.負けたものの ｢いや

や｡｣と言ったため.じゃんけんに参加した以上食べろということになり.BがAを

倒した｡そして.仰向けに倒れているAにBが乗って有を押さえ.Cが蜂の死骸を

Aの唇に近づけて.｢口をあけなかったら-｣と言っていた｡Aは.抵抗しながら.

宙の上に乗せられた蜂を吹き飛ばすようにした｡

(5)Cが.Aに ｢万引きしたと言え｡｣と言ったところ.Aは何も言わなかった｡

そのためAは何回か叩かれたので.Aは ｢万引きした｡｣ と言った｡

6 9月下旬 (文化祭 ･体育大会の前後も含めて)から10月上旬

(1)9月30日か10月上旬頃.Cが轟い果板消しを持って.Aの鞄の中で1.

2回叩き.その後ファスナーを閉めて.｢Aには内緒な｡｣と言って,分からないよ

うにした｡

(2)9月下旬頃.帰りの会で当妓クラスの生徒が ｢あれ,いじめちゃうん｡｣ と噴

くのを開いた担任は,放瓢後Aに ｢そう言っていた人がいたけど｡｣と訊ねるとAは

｢別になんともない｡｣と答えた｡

(3)9月下旬頃.Dが持ち込んだ制汗スプレーをCが朝から教室で吹き付けてい

た｡その後.BがDからもらったスプレーを自分の脇にかけたり.Cにかけたりし

ていた｡BとCがAの机を挟んでかけあいをしていたところAが教室に入ってきて

自分の席に掩った｡ そこへ._BがAの頑にスフレーをかけたのに対し.Aが頑を手

でか でこし.スプレーが手にかかりAが痛がっていた｡また.昼休みにCがAの机

にスプレーを吹き付けたりした｡その場にはB.Eがおり.その状態をAは見てい

たが.何も宵わなかった｡

(4)9月下旬から10月上旬の3.4時間日の間の休み時間に,軟毛で,BがA
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の後ろから近づいてズボンをずらしかけた｡Aが廊下に逃げて.廊下に腹ばいにな

ったところ.BがAに穫いかぶさるように片手で背中を押さえ.片手でズボンをず

らそうとした｡Aは ｢やめろ｡｣と言って両手でズボンをあげようとしていたが.C

が笑いながら続けた｡パンツが見えたころからAは真剣に rやめろ.やめろ｡｣と宮

ったが.Bは何も答えずに実って続けた｡何回かやってパンツが見えるほどズボン

がずれ.続けていたらパンツも割れRが半分見えるくらいまでずれた｡Bが ｢ここ

までやったらあかん｡｣と亘ってやめて在れた｡Aが:ll.ち上がってズボンをあげよう

とした時.Bが 1-ぉ軌 パンツ反対にはいている｡｣と昏い.他の者も ｢アホや-｡｣.

｢他のやつにも言おう!｣と膏って敦垂に入った｡ Aは.Bの事を押さえてひっは

っていたが振り切って入っていった｡その後.Bらは各自の席について.くすくす

笑っていた一方で,Aはうつむいていた｡

(5)このころ.Aの表情が暗くなり.彼本来の明るさがなくなったと感じる生徒

がいた｡

(6)9月29日あるいは30日頃.亀の帰りに.Aは.同じ塾に通う友人に.｢ガ

引きさせられている｡止めようと思って断ったらCとかに殴られる｡｣と･話した｡ま

た.その頃,弓削二居た際.Aはその友人に rおれ死にたいわ｡Jとぼそぼそと一日に

2.3回口にしていた｡告白された友人は.r死ぬなよ｡｣と声をかけると.Aは r分

からん｡｣ あるいは ｢ありがとう｡｣という音盤を返してきており.このようなやり

とりを繰り返した｡

7 10月3日,10月4日

(1) 10月3日の10分休みの際,教室で.BがA由上に馬乗りになり.機から

顔面を拳で何党も殴っていた｡Aは.Bに ｢やめて-｡｣と育っていたものの.Bは

止めなかった｡見ていた生徒はひどいなと思ったものの.どう接して良いか分から

ない状態だった｡

(2)同臥 昼休みの時間に.トイレにAが連れて行かTlた後に.｢パン｣と殴られ

る音がした｡その1削こA.B.C.E,Fがいたが.Fが rAが殴られている｡｣と

育っていた｡

(3)同日.5校時の理科が始まってすぐに.教員Bは.Aのメガネがゆがんでい

ることに気づいた｡Bが.r保健室に行きたい｡｣と育ってきたところ.Aも一緒に

行くと言って2人で保健室に行った｡

保健室には.AとBが2人で一緒に来宅した｡保健宅の登時教組は,Bが少し興
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沓ぎみであったので.心配となり.Aを待たせた上で.Bと小声で話をした｡養殖

教組が ｢どうしたのか｡｣と開くと,Bは.｢人を殴った｡Aを殴った｡j と言ったの

で.｢どうして?｣と聞くと.rAのしゃべり口調がいらいらするから｡｣と言った｡

卓越敦曲は.Bに湿布の処匿をした上.Bの態度が気になったため ｢そういうスト

レス解消の仕方はあかんやろ｡放麻雀担任の先生から指萌してもらうからね｡｣と告

げた｡次にAを処常したが.左頼あたりを冷やすための保冷剤を潰した｡

養時政曲は.Bの態度が気になったため.BがAを殴ったという事実確誼をした

うえで指導をして欲しいと思い.メモを作成し.職員室の担任の机に鮎り付けに行

った｡

授皐終了後,教員Bは,AとBが ｢行ってきたのか?｣という同いに ｢行ってき

た｡｣と返串するものの.保健室からの報告の紙を持ってきていなかったので.本当

に行ったのかどうか状況を確かめるため.授黄後保健室に行った｡ 普段顔を見せな

い教員Bが央たため,重婚教組としてもAとBとの間でただならぬことが起きてい

ると思った｡そして,養輯叔胎は,担任と話をするため.教員白と職員竜に赴いた｡

喪韓教曲は.担任1ニ対し.｢メモを見て.事実を確認して<ださい｡指等をお願いし

ます｡｣と依頼したところ,担任は.･rとうとうやりましたか｡｣ と返答した｡

(4)放課後,担任が.Aを呼び.｢殴られたん連うんか｡j と問うと.Aは rBの

手が顔に当たった｡｣と答えたので.さらに ｢大丈夫か｡｣と開くと.｢大丈夫｡｣ と

答えた｡一方.担任はBからは何ら聴き取りをしなかった｡翌日.Aの目が腫れて

いるのを見て ｢大丈夫か?｣と開くと.Aは ｢大丈夫｡｣と答えた｡

(5) 10月4日の4髄Rの道徳 (挙措)の授繋が終了した後.教室で.BがAを

押し倒して馬乗りになり.拳でAの顔面を殴っていた｡授毛が終わり教室にいた担

任は.｢止めとけよ｡｣と育っただけで職員垂へ戻っていった｡BはAを殴り終わっ

た後.｢トイレ行くぞ｡｣と富って.Aとトイレに行った,

(6)同日の栂りの会の臥 教員Cが教員Dとともに当該クラスの前の廊下を通っ

たら人だかりができていた｡その場にいたBは興宙した様子だった｡当該クラスと

は別のクラスの生徒に聞いたところ.AとBとの間でケンカがあったと答えたので,

教員Cは担任にその旨を伝えた｡

8 10月3日から10月5日頃

(1)10耳3日から5｢日頃までの問.当該クラスの前の廊下の忠の枠にBが座り.

両手で忠と壁を持って体を反ら.し.完全に体が外に出るような状態を取っていた｡

傍らにはAとCがいた｡ Bは.へらへら笑いながら ｢自殺の練習をするから早よせ
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いよ｡｣とAに向かって言った｡Aは嫌そうな曲をして何度も ｢舷や｡｣ と言った.

Cはずっと笑っていた｡Aがやろうとしなかったため.Bは共顔になって,｢もうい

いし｡｣と切れたような様子でその場を後にした｡AとCは｢ちょっと待って-な｡｣

と言ってBの後を追いかけた｡

(2)別の臥 放電の窓枠に設置されている転倒防止用の鉄棒の上に腰をかけ.窓

枠を逆手で押さえ.体を外に乗り出しながら,Aに対し｢やらな放るで｡｣と言った｡

このときもAは味な顔をしながら ｢ほんま無理やから｡J と育って断ったところ.B
は切れた口調で ｢根性なしやな｡｣と育った｡ ｢またやってんの !あほみたい !そん

なんやって死んだらどうすんの｡｣という声が上がったものの.Bは無視をしていた｡

9 10月-5日

(1) 10月5日の午前の授其中.教員が黒板に擬音している最中.Aの前lニ頼っ

ているCが.後ろを振り向いて.Aの新しい筆箱に入っていたベンのインク (オレ

ンジ色)を取り.折って.机やAの収に付けた.筆箱の中はインクまみれになった｡

Aは小声で ｢やめて｡｣ と言っていた｡

Aは,インクで汚れたため.｢トイレに行ってきます｡｣と言って.トイレに行き.

弄ってきた時には雑巾を持って幡ってきて,授其中に机を拭いていた｡

(2)この日の3限日の体育の授業の時.マット運動をした臥 Aはいつもであれ

ば自分から前に出て率先してやる性格なのに.その時は端でおとなしくしていた｡

一人で前を見て少し笑ったりしていた｡みんなが楽しく騒いでいると普,離れて無

口になっていた｡

(3)同日6取Rが終了し.帰りの会が始まる前の10分休みに.Bが.A.C.
Dを誘って トイレに行った｡トイレでBがAの胸倉を掴み.兵制な表僻をして拳で

殴っていた｡Aはメガネをしたままの状態で.メガネは曲がっており.また.鼻当

てが当たっている部分に脇ができ潜んでいるような状態だった｡その場面草目撃し

た生徒が教室にいた担任に ｢A君がやられてるから.止めに行ってあげて｡｣と頼ん

だところ.親任は.崎~りの会を始めており虫亜晶を生徒に速していた所だったので.

その生徒に r放生晶を先に取りに来て｡｣ と育ったのみであり.対応をして<れなか

った｡生徒は担任の態度にもういいやと患い.廊下に居た政見 Ⅰに ｢A君がやられ

ているから助けに行ってあげてください｡｣と宮ったところ,敦旦 Ⅰはトィ､レに向か

った｡崎りの会が終わった壊.｢いちいち.ちくらんでいいねん l｣という声が上が■
っていた｡
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(4)放裸後.担任は.AとBを呼び.宰相を開いた｡ そうしたところ.Aは,｢メ

ガネをCにとられたので.トイレへ追いかけた｡トイレにはすでにB,C.D.E,

Fがいた｡ Bの F殴るぞ｡1の言葉に Fいいよ｡』と声をかけた｡その育英でBが胸

を一発殴った｡そのあと.AがBの胸から府の辺りを一発殴った｡その後散発ずつ

殴った｡その後.Bからやめようと言われたので終えた｡町やり返さないと.もっと

強くするぞ｡』 とすわれたので.今日はやり返そうと思っていた｡｣ と述べ.Bは.

｢以前から『やり返せよ｡』と育っていたのにやり返してこなかった｡ うじうじして

いる話し方や態度に腹が立っていたので.この日は話さないようにしてきた｡でも.

Aがトイレに来て他の人に曲をしている様子を開いて.またうじうじしていたので

『殴っていいか｡』と尋ねた｡｣と述べた｡拘任が,Aに誠を再度開くと.Aは r今

まで,強くやり返したことはなかったが.初めて強く殴り返した｡｣.｢今日やられた

このことについては姥だった｡｣ と述べた｡その後.Lg.いにハグさせ謝罪させ.二人

は笑顔を交わしていた｡その後.担任はAのみ残し.ケンカのことより家のことを

lPJいこ約20分話したが.その際.Aは.全<何とも思っていない.Bとは友達で

いたいという誠をした｡

(5)その後,担任は,AとBの双方の親を学校に呼び出して,学年主任と一緒に

事情を醗明した｡このとき.父親は.担任から.生徒に掩認したところ ｢あれはじ

ゃれているのではなく.いじゆだ｡｣と育っていたことを聞いたが.担任らはケンカ

であると鋭明を続けた｡この日以外にAに暴行が加えられていたことについて説明

はなかった｡

(6)教員Eは.事務重刑に落ちつきのない様子で誰かを待っているAを見かけた｡

不安気な梯子で事務垂前をうろうろしていた｡このようなAは初めてであったとい

う｡同教員は.今思い出すとAがすごく不安でさみしそうな感じであったと感じて

いた｡

(7)その臥 Aと父親は,学校での聴き取りを終え.自宅へ帰る途中に.試験対

韓のために関越集を買うためにスーハ-マーケットに向かった｡スーパーマーケッ

ト内でAはB._Cと出会った｡Bらは,Aに対して.茶化すように ｢00(Aの名

辛)～｣などと声をかけてきた｡
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一′

(8) 10月5日頃から.いつも楽しくしているAとは適う感じがあり,B.Cと

離れて学校生晴を送っているように見えた｡そこで.その生徒がAに ｢大丈夫｣と

聞くと.Aは ｢大丈夫｣と返答した｡

10 10月6日

(1)ある生徒は.9月頃に廊下でAが仰向けに倒され その上に乗られ一方的に

顔を平手で叩かれていたような場面を二度ほど見かけ.Aが嫌そうな顔をしていた

ので.大丈夫かと思っていた｡地域紳輔についての脱明会がなされた時,その生徒

はAを見かけたので.｢大丈夫か｡先生に爵えへんのんか｡代わりに苫おうか｡｣ と

声をかけたが,Aは r大丈夫.大丈夫｡平気やし.いいよ｡｣とおした｡

ll 10月6日か10月7日の中間就腺の時

日 )10月6日か7日の中間拭験の時にCは.Aに対し ｢キモいねん｡｣ と言い.

Aの定規を割った｡

12 10月7日

(1)I0月7日の休み時間.CがAの鞄を開けて八ンを探していた｡Clまハンを

一つ凝り.食べていた｡なお.文化祭前に1度.10月になって本件以外にも同様

のことがあった｡文化祭繭の時は一口食べて元に戻していたが,後の二回は全部食

べた｡どのときかはっきりしないものの.Aは ｢やめて｣と抵抗し,それをBが近

くで見ていたことがあった｡また,ハンを食べられた際に.Aが.｢もういいねん｡

あれは｡｣と友人に給った時もあった｡

(2)同日の昼食時,Aは.-学期によ<暴食を一緒に破っていた友人たちに対し.

rOOちゃん (Bの名耐)とかに殴らTlてから話しに(くなった｡ 一緒に食べてい

い?｣と開いた｡友人の一人はこれを断ったものの.他の者はこれを受け入れ.一

緒に食事をした｡

(3)同日中間テストが終わった後.Aが怪我の処田のためではなく.一人保健室
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に来毒した｡▲椅子に座ったAが.rああ,拭故終わった｡｣と手を伸ばした｡蕃泣教

組が.Aの顔を触りながら.｢A.殴られてもへらへら笑ってたらあかんで.自分の

気持ちをいわなあかんで｡｣と育ったところ.顔を触られたのがいやなのか.Aは腰

を引いた｡さらに.同救細が ｢いつからこんなんになった｡｣と聞くと.｢二学期か

ら殴るのきつ(なった｡｣と答えた｡｢あんたのストレス解消はなんや｡｣と闘うと.

｢ゲ-ム｡｣と答えた｡さらに■.｢テストが終わったところやから.ス-/ト マーケ

ットに行ったら生徒指導の先生に全うで｡｣と昏うと ｢大丈夫｡｣と答えた｡

(4)同日4校時後.トイレの中に.ち.Cを含む当紘クラスの男子10人<らい

がおり.CがAに ｢なんで泣いてんねん !｣と叫び.当綾クラスの男子が笑ってい

た｡

(5)同日の拭験後に地域晒将に行く肘の昼休み,BとCとDが.当該クラスの教

竜内で.｢A死ね｡00 (Aの父親の名柵)死ね｡｣と言い.教室から出る際に,B

がAの尻を蹴った｡

(6)地域晴耕の際,同じ校区の友人と行動を共にしていた際,久しぶりに一緒に

があったので,そのことについて聞いたところ.Aは ｢あれは訓練や｡｣と言い,ま

た ｢B宙とはきまずい｡｣とも育っていた｡

このとき,別れ際にAから.｢今日.遊ぼう｡｣と友人に声をかけたところ.この

友人は蔀合が惑かったから.連休中に遊ぼうと誘ったが.Aは予定が入っていたよ

うなので.友人がさらに ｢来週の水曜日に遊ぼう｡｣と誘った｡しかし.Aは ｢考え

てお<｡｣と返事をしただけだった｡友人は.今まで携ってAが斬ったことがなかっ

たので.rその日何かあるの｡｣ と聞いたが.Aは ｢別に何もない｡｣と普ったので.

いつもと途うので.おかしいと思った｡

なお.Aは.クラスの中で無視されたりして一人孤立していた友人が同じ地域摘

榊に参加していたことから.地域晴櫛の間に肋配友人と一緒に話しかけにいった｡

13 10月8日

(1)CとDがAの束に来た｡Dは,Aからマンガ18冊と時計を貰った｡またC

は.AをAの虚底から出した上で. 10秒数えさせて.その間にAの部屋に囲かれ

ていた物を落とすなどして都塵の中を荒らした｡またその日.AはCのきょうだい

に波して欲しと言-)てCにカードを放した｡
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(2)C.Dが輸った後.Aの部屋に入ったAは.財布が無いことに気付いた｡そ

のためAは.Cの携荷電誘引こ電話して ｢財布持ってる?｣と聴いた｡その後もAは

｢ほんまに持ってないの?｣と怒るような感L-でCに電話をしていた｡Aは,自宅

からCの携荷電掛 こ午後5時30分頃から午後6時15分頃までの開.4回奄許を

架けた｡

その後,Aは.近くの公園にいるCに会うために1時間程度外出した｡

(3)A宅を後にしたC.Dは.-Eiスーパ-マ-ケットに行った後.他の友人と

祭りに出かけた｡その時Aから上記の内容の電藤があったので.Aと公開で会うこ

とにした｡.Aは,指定された公園に行うたところ.他の仲間は帰り,A.C,Dが

残った｡

Aは.Cに対し.財布を持ちていないかと確認し.Cの鞄の中を見て確認した｡

Aが.余りにも疑う態度をしたことから.Cが切11て.AとCは,険悪な穿開気に

なった. いっも温厚なAもCに対し.｢やんのけ｡やったろやんけ｡｣など青い返し

たが.Dが中に入り.ケンカにはならなかった｡

(4)Aは.C,Dに会って掃ってきた際,家族に ｢ナンカしてきた｡｣と述べた｡

その後Aは.再度室内で財布を探したものの.見つからなかった.なお,財布は.

Aの死後,いつも野いてある場所とは異なり.Aの机と壁の隙間にあったのを父親

が発見した｡ ～

14 10月9日

(1)Aは.部括動の試合があり.参加した｡Aの様子を見て.朝の時点で下を向

いて歩いており.元気がないと感じている部員がいた｡

(2)拭合後.Aは.コンビニで友人と出会ったところ.その友人とコンビニの店

舗内で鬼ごっこをして遊び,店員から叱られた｡その時,その友人は.Aが.めち

ゃくちゃ元気そうに見えたという｡

(3)Aの- が家に来て.女食にシチュ-を作ろうという話となった｡ Aの』

- がAをスーパーマーケットに行こうと鋳った臥 Aは.rBとかがいるから行き

たくない｡｣と避けるような姑をした｡Aの■ ■ は,｢仲が良かったんじゃないの｡｣
と開<と.Aは rお前の父さん殺すぞ.｣と言われたからと説明をした｡Aの｣ ■

は,｢相手がいたら私が言ってやるから｡｣などと育って,Aと一緒にス丁パーマー

ケットへ行った｡
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(4)Aの｣ ■ が夕食の準備をしている際,珍し■くAが手伝うと言ってきた｡手

伝っている最中,Aは,Aの} lに対して.rどうしたらばれずに学校を休めるか｡｣

と許しかけてきた｡Aの■ } が ｢何で｡｣と聴<と.Aは rいいね｡｣と返答した｡

15 10月10日 ●

(1)Aは,母親と- と他県へ母親の運転する串で行った｡そこでは墓参りを

するなど.特段変わった様子はなかった｡帰りがけには.父親の好きなビール酵母

が入ったパウンドケ-キを父親の土産として選んで購入した｡また.車中では.A
が母親の母校でもある00高校に行きたいと酵したり.誕生日のプレゼントは何が

いいか. と話し合ったり,コンビニで購入したおにぎりや

チキンをみんなで食べたりして.特段,変わった表情は見せていなかった｡また.

Aは,焼き肉の食べ放題に行きたいと言ったが,母親は.温泉に入って疲れていた

ことや焼き肉を食べれば飲んでしまいその後の作菜がしんどくとなってしまうこと

からどうしようかという話になっていた際.父親からおでんを作って待っていると

いうメールが入ったこともあり.焼き肉屋に行<ことは止めて.そのまま帰宅する

ことにした｡渋滞に巻き込まれていたこともあり.疲れていた母親が.家に近付い

た時に,｢やっと着くわー｡｣ と言った際.Aは.rもう着くんか｡嫌やな-｡｣と言

った｡

(2)Aは,午後7時20分頃帰宅したところ.帰宅後,Aら柱.父親が好きなピ

ール酵母が入ったパウンドケーキをお土産として父親に渡し,父親はそれを食べた｡

その後,父親が作っていたおでんを食べ.時流スターが出ているテレビを見ながら

全面を続けた｡

16 10月11日

(1)10月11日,午前6時頃.父親は仕事のため家を出た｡その後.Aは.自

宅の固定電削 らゝ.午前6時31分.午前6時46分の二臥 Aのl芦 E の携帯電
話へ電話を架けた｡しかし.いずれも轟をすることはできなかった｡

(2)午前7時ころ,父親が自宅に奄醇をして.子ともたちが起きたかどうかの確

港をした｡その後.午前7時50分過ぎには.テレビの後ろにハンの袋が放密され

ていたことを前日Aの『 ■ から指摘されていたので,それを片付けるように電爵
連絡を入れた｡両方の電話ともAが対応した｡

(3)Aは.同日午前8時過ぎ頃に,自宅マンションの14階から飛び降りた｡A

の■ ■ 如Aと確認し.父親に連絡をした｡午前8時29分,現掛 =救急車が到着
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し.Aは.Aの- カ1.F)乗して病院に搬送され 午前9時03分.搬送先の病院
で死亡が確辞された｡Aの父親は.午前8時30分頃.学校に連絡を入れ.担任が ~

搬送先の病院に向かい.学年主任が事故現場に向かった｡

(4)通夜の準備のため.一旦自宅に戻った父親は.Aの机の上に事般及び小学校

時代の写真放牧があったのを発見した｡

13 その他

(1)時期は特定できないが.当鼓クラスの生徒が.Aの状況を見るに見かねて.

Aに対し ｢あんた,いじめられているんやで｡先生に相親しい｡｣と宵うとともに.

担任に対して.!-Aがいじめられているので.聴いてあげて｡｣と話していた｡その

後.その生徒がAに対して.担任に相故したか否かを開いたところ.Aは.｢先生は

忙しそうやったから･･｡Jとあいまいなことを言っていた｡

(2)調理実習のまとめと反省の用紙や文化祭7ログラムにtL.Cの銘のある印鑑

が押捺さわている｡

(3)証が穿いたのかは不明であるが.Aの二学期の中間テストの勉強計国表の表

紙には ｢キモイ｣,rKIMOI｣.｢00(Aの名商)キモイシネ｣.｢デス｣との市

き込みの他.格子状に線を引き,そこに ｢アカサタナ｣.｢ハヒフへホ｣.｢なにぬね

の｣を綻背きに呑き.見た剛二は上記50音が列挙されているように見えるが､格

子状の塀額 r-｣ と rタ｣.rヒ｣.｢ね｣を組み合わせて ｢死ねJと読める記載があ

った｡
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3節 個別串項についてわ検討

1 自殺の操習と葬式ごっこ

生徒の第二回Rのアンケートに.自殺の練習をした.葬式ごっこがあった旨の記

載があったので.そのような事実の有無について.個別に検肘を加える｡

(目 白殻の練習について

耐述したとおり.10月に入り2度.教室及び廊下の窓でBが身を乗り出すよう

な形を見せて.Aに対して同じようにやれと命じている｡しかし.Aはこれを頑な

に拒否したため.Bが命じたような体勢をとることはなかった｡

以上のとおり.自殺の練習を実際にさせられていたということは言えないものの.

自殺の練習をしろと音われたことは組めることができる｡

なお.第二回のアンケートには.r自殺の練習といって首をしめる｡｣ ということ

が配収されていたものの.記載した生徒はこの事実を見ているということではな<.

このような方法で自殺の練習をさせたということを認めることはできない｡

(2)葬式.ごっこについて

そのような事実があったとは誰められなかった｡

アンケートを記載した生徒は.直接そのような行為を見たことはなく.同級生か

ら聴いたことであり.その同級生はきょうだいから聴いたということであった｡情

報源といわれたアンケートを記載した生徒の同級生めきょうだいも.アンケートの

後そのようなことがあったと知ったということであり.現場を見たということでは

なかった｡

以上から.葬式ごうこがなされていたと認めることはできない｡

2 万引きと金且の強要

また.生徒のアンケートには,裡数名から.Aが万引きをさせられていたと聴い

たということ.金員の交付を強要されていたと聴いたことが記載壱れていたので.

万引きの強要及び金且交付の強要の有無についても.個別に検討する｡

(1)万引きの強要について

ア Aが万引きをしていたことについては.Aが友人や父親にその旨を告白して

いたこと.一緒に万引きをしたことがあるという生徒からの聴き放りから認めら

れる.

イ ところで.Aが.万引きを強要されたところを見ていたという直接的な資料
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は存在しなかった｡また.A,B.Cと行動を共にし.自らも万引きをしたと認

めている仲間は.自分が一緒に居るときに.Aが万引きを強要されていたことは

ない旨を述べている｡

ウ しかし.一方で.Aの友人は.9月29日か30日の鞄からの帰り.Aから.

r万引きをさせられている｡止めようと思って断ったちCとかに殴られる.｣と言

われた.と教員からの聴き取りの際に述べている｡この点について.同人からは

直接聴き取りはできなかったものの.同人から聴き取りをした教員によれば.そ

の友人は,正義感の強いしっかりした人物であり.聴き取りを実施したのは.そ

の生徒からAのことで話をしたいというと申し出たからであったという｡そして.

上記の内容は.何か話したいことがあるならば辞して欲しいと投げかけた際に.

一番始めに出てきた回答であるという (この点.生徒の話を聴き取った教員のノ

ートにも.一番最初に rOO塾の帰り9月29日 (禾)o I･30日 (金)相談 q万

引きをしてると皆言ってるから.止やようと思って断ったら殴られる｡』-00(C
の名前をひらがなで番いている｡)とかに｣という記載がある｡)｡生徒自ら.教員

に対して,自らの知っていることを話したいと申し出たこと.Aとのやりとりに

ついても.Aから ｢自分は万引きをさせられている｡｣.｢止めようと思っても,そ

れを育ったら殴られる｡｣ と言われた.r弘に殴られるんや?｣と聞<と ｢00と

か｡｣とCの名所を音ったので.｢そんなん.でも止めなあかんのちゃう?｣と青
い.さらに｢殴られたりとか.そういうことするんやったら.俺らの○組に来い｡｣

というような話をした.というように具体的である｡この友人の話からすれば.

この友人が作り話として教員に括したとは思えない｡また.Aも.何ら強要され

ていないにも関わらず強要されていたということは考えがたい｡ これらのことか

らすれば,その友人が聴いたように.少なくともCから万引きの強要がなされて

いたので嘩ないかと推測はできるとこ.Bである｡しかし.Aから許を聴いた友人

からの聴き痕りはできておらず,万引きにつノいて,いつころ.どのようなことを

強要され それを断った際にどのような暴力を受けていたのかということまでは

わからないことからすれば.前記のとおり.万引きの強要があったのではないか

と_の推判は働(ちのの.事実としてそのようなことがあったとまでは轄鞄づける

ことには路傍を覚えざるを得ない｡

よって.万引■きの強要があったと務めることはできない｡

(2)金員鮒 の租草について

ア Aのお金にまつわることとしては.次のような出来事があった｡
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(イ)9'月21臥 台風で休校となったときに.朝7時台kcからAに遭びの誘い

∩
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∴ 金員の持ち出しを強要さ11ていたことがあったからではないかという

疑問が生じないわけではない｡

しかし1. とれらはあくまで推潤の域に止まるものであり.上記各事実からそこ

まで推認することは曲理的に飛紐があると吾わざるを得ない｡

よって.Aに対して金員の持ち出しの強要があったと組めることはできない｡

3 自死前日 日 0月10日)夜のAからCに電宙があったか否かについて

(1) 10月11日の3時間円と4時間目の休み時間.Aが亡くなったという噂が

流れていた際.Cが.｢Aから昨日の夜に r供.死にます｡Bと葡鼓してきた｡あほ

かあいつ｡｣と,敦垂で諦していた｡

(2)ところで,肺日の10月10日,Aは.朝から.母親と■ ■ と料 =母親の
運転する串で他県に旅行に行った｡墓参りをした後.温泉や観光地を巡った後に婦

路につき.,午後7時30分には自宅に韓った｡自宅に戻ったAは.父由と■ ■と
一緒に夕食を取り.その後は一緒にテレビ鑑貧し,鹿軽している｡その間.自宅の

固定電宙からの発僧はなく,このことはA宅の確宙履歴から明らかである｡Aが,

テレビを鑑貨した後.外出したか密かは不明であり.外から砲辞を無けたか密かは

明らかでない｡また.Aは.携帯電話を持っておらず.携帝簡辞から確静を無けた

ということもありえない｡さらに.旅行からの帰り道で.Aが奄誠を如けたという

.ことを踏める資料はない｡
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(3)以上のことからすれば.10月10日の衣に.Aが,Cに電簿を架けて,｢死

ぬ｡Jと伝えた可能性はゼロではないものの.あくまでもその可能性があっ-たに過ぎ

ず.そのような事実があったとまではいえない｡

(4)なお.電話がなかったにも関わらず.何故,Cが10月11日に rAから昨

日の夜に 『供.死にます｡』と唱酵してきた｡ あほかあいつ｡｣と.教室で許した理

由については.明らかにできなかった｡

4 10月11日の朝のC,_Dの行為について

学校提出売掛には,Aが自死した10月11日の1校時が始まる前の5分休みに,

Aの■ ■ のクラスに､CとD机 ｢00 いる?Jと育って来

たこと.そして.r死んだ.｣と叫んで実ったことがあったということが見て取れた.

しかし.本尊旦会での聴き攻りによっては.その事東を確謬することはできなかっ

た｡

かえって.学校提出丑科及び本尊見合での聴き放りの鈷巣からすると.一そのよう

な事虫があったとすれば.翌12日のことではなかったかと患われた｡

4蔀 Aに泰盛問題■(特に虐待)があったのか

1 学枚及び市教育萎且会が持病した家庭問題

Aの自死の原田を考察するに当たり.学校及び市教育香且会臥 Aの家庭の問題

が絡んでいる旨述べている｡敦曹長は.平成24年7月12日の会見で r亡<なっ

た子どもが家庭内でどんな帝脚 =政かれていた中れ 家庭内や何が起きていたのか.

個人情報で辞し<首えない机 いじめと自殺が直接籍びつ<とは判断できないと考

える｡｣.r自殺の原田には学校のl軸 1.家庭などさまざまな要因が考えられ いじめ

2 調査によって明らかになった家庭の状況

(1)Aの母親は.
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(219月15日の3時限R.Aは腹痛で早退した｡同日,午後5時頃.Cの母親

が来校し担任に.Aが,夏休み期間中にB.C･とテーマパークに行ったこと.無断

外泊をしていたこと. こっそりC宅に来てゲ

-ムを返そうとし.午前2時30分頃に帰ろうとしたので止めたことなどを話した｡

午後6時45分頃.担任が.Aの父親にCの母親から聞いたことを連絡した｡ これ

を開いたAの父親は,Aとの間で.無断外泊や無断で遊びにいくことなどはしない

という約束をしていたにも関わらず,その約束を破ったこと･また.二 二

が分かったことから.

その理由を問い辞めたところ,Aははっきりと答えなかったことなどの理由でAを

(3)岡臥 午後8時30分頃.一Aは, ,担任と話がし

たいと考えて学校に確辞をした｡電酵対応した救点Aは.すでに担任が帰宅してい

たことを伝え,氏ねりに話を聴<と育ったものの.Aは頼任と蕗がしたいとの一点

張りであった｡電辞を切った後.学校の判断としては.学年主任などとも相鼓した

しかし.教員Aは,Aが砕きながら喝夢をしてきて担任と話がしたいといった状況

であったので,Aから電酷があったことを担任に伝えた方がよいと判断し電話連絡

をした｡担任は,明日Aと鼓すと青い.電藩を切った｡その後.担任は父親に連絡

をとったところ,父親がAの所在を把握していたため,後は父親に任せて両論を切

った｡

(4)9月16臥 Aは体調不良で欠席した｡同臥 夕方担任がAに電話したとこ
ち.Aが出た｡Aは,束には今日帰ってきて.今父親はいないと述べた後.夕べ,

テーマパークに黙って行ったこと.
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,友達の家

lこ泊まっていたことが父親にばれ.そのため

えた｡喜郎こ.Aは.今は大丈夫.部括lこも.行(と辞すとともに.担任に対して,

担任がCの母から聴いたことを父親よりも先に.自分に帝して欲しかったと訴えた｡

(5)9月20臥 担任が登校してきたAに様子を聞くと.Aは ｢大丈夫｣と答え

(6)9月21臥 父親は.Aと共に菓子折を持ってB宅に訪問して,Bから借り

ていたゲーム機を返した｡同日夜.Bの母親から簡辞があったので.今後Aを豪に

泊らせないようにお願いした｡同様に.C宅を訪問し.Cの母親に今後泊まらせな

いように依頼をした｡
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たので･Aの母親に連祐して･ ~~~~~~~~~~~~に居るAに会いにいってもらった｡母

親はAと会い.その後.Aと母親は.Aの墳れたメガネを新しい物に代えるため.

メガネ店に早いに赴き.新しいメガネを肋入した｡その際Aは.母親に対して.r何
もない｡心配しなくてよい｡｣ と言った｡

(8)その日の夜. は.家に帰宅したAと改めて奄苗で話をし.-
良後に我慢できな<なったら.連番して欲しい.

その時は一緒に暗い山の中でも何処でも行くからと話した｡その後.Aは.午後1

1時頃,家を出て.近くのマンション内のソファーで一夜を明かした｡

(9)_9月26臥 Aは 一旦東に戻り.風呂に入った乱 父親が作っておいた弁
当を持って.3時阻日から授英に出た｡Aは.担任に ｢今日の朝.出がけに父親と

出会った｡｣.｢野宿した｡マンションの横q)ソファーで午後11時頃から一夜明かし

た｡｣と話した｡

Aの学校での様子について特段醇はなかった｡

(ll)9月27臥 父親は.午後4時30分から
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中開拭助が抵わった後の■10月12日l=

(12)9.月27日.担任は.跡目父親から連結を受けたことから,放辞.後にAを

呼び.家七の様子.友人的係の辞を聴いた｡Aは.友人関係では特に囲ったことは

(13)10月吉日にAとBが殴り合った件I=ついて学校から呼び出しを受けたA

であり,伸報が知りたい.ゲームのこと.一皮B束に返しに行ったのに.また.束

にあったのでBとの辞儀で何かあるのではないか,普.傍の時代でもいわゆるパシ

リみたいな人がいたので.そうなっているのではないか｡

Lそう腰われ-Tいるのではないか. Bの母親にいろいろ尋ねてみたいので.名刺
を嘘して連絡を放り合いたい｡｣などと伝えた｡

(14)10'月5日.学校からの呼び出しが終わってから,柑宅途中に試験対策の

ために岡地典を厨入した｡喝宅役.Aと父親は.只って来た同軸集を解いて.翌日

から始まる中岡拭験に備えた｡

(15)10月7臥 中岡拭験を終えたAは.父親に対してt拭験ができた旨を報

告した｡
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3 市教育垂員会が作成した ｢家庭内の状況に関わる聴き取り状況｣

次に.市教育重点全学校教育課旗長補佐が平成23年12月1｡5日に作成した舌

面によれば.Aの泰盛に関する情報として.次のような記載がな.されている (ゴシ

ック及び下殻については.同番面に記載されたとおりである｡)｡
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4 虐待行為の有無について

(1)以上のことをもとに.虐待行為があったか否かを検討する｡

ア まず.上記赤面によると.Aに対する虐待に関しては,Aが小学校6年生で

(イ)ところが､この教育相軌が先箱となり.平成21年 11月11日付けで.当
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哩 _豊年23.年度 (本人中学2年時)について.AがJ~_ ____r "I｣■~L

『 二 一■と申告した件は.9月15日に.Aが父掛 こ無断で夏休みPl_I_f_-

マJi-クに行ったり.友人宅に無卿 唖 ,tfT=_こと.書阜l二は.

Aが脱明することが

せきなかっTたことなど血塊由か･BR.行われ恵ものでありn.~女親自身その事喪を港

そこで.蹄t=明らかt=した事実から.親子としての倍額関係がどのようなもの

であったのかについて,墳肘してみる｡

いたり.拭放散は拭験ができたと父親に報告したり.自戒前日には.母の運転

する串で母親と一緒に日婦り旅行 (品参り)をした際の父親への土産として.

父親の好きなど-ル酵母が入ったパウンドケーキを選んで購入したり∴帰宅後

は一緒に父親の作ったおでんの夕食を食べているなど.父親との関わりは保た

れている｡
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~｢~~~~~___一一一を決めるなど.子どもに対する関わりは強いものがある｡

うことはないことなどからすれば.Aと父親との間の親子関係に問題が生じて

いたとは音えない｡

うなことが起こっているのがを明確にしておちず,Aと父親との僧頼嗣係を崩

すよう･な事情があったと倦めるに足るものとはいえない.

また.仮に.学校が. Aに対して父親

と意曲していたならば.少な<とも.Aが泣きながら担

任宛に喝肺を架け.対応をした教員が学年主任にまで相鼓した翌臥 Aが担任
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ということを香った9月16日に.学

校としては調査を行なわなければならなかった｡場合によっては二 二 二二
しなければならな

かったはずである｡しかし.学校はそのような行動を-切取っていない｡かえ

って.担任は.学校から旬詩連結を摂った掛 =Aの父掛 こ電話をし.A舟¶■
tにいることを確認できたため.後は父親に任せ.特段自分がAの元に射 すつ
けるなどの対応することな<.本件を終了させている.もし学校が.虐待を疑

っていたのであれば.後の処理を父親に任せるということはあり得ないことで
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カ 以上墳肘してきたとおり.Aと父親との親子関係について.特段僧酵関係が

なお.担任の記録によれば.-学期の行動税額で.Aについて.次のような見

方をしていた｡r友人や担任に対してにこやかな表情で話しかけていた｡担任が家

族との関係を訊ねること数回あり.雷につい七は轟に碓経できたことは紀憶に
残っていない｡しかし.終始ではないが.変わった様子はないかを確認したり.

見ていたりしていた｡｣

5 その他の窮屈問題について

次に,虐待以外に家庭の弔悼といわれるものがあるか否かについて検討する｡

係についても特段由陶掛は絡められない.

いたことlこついては容易に想偉できるところではあり.その意味においては遍 醇

- Aに何らかの影響を与えていたことは認めらTlるところであるB
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このように.Aのお金に対する同軸については.家族親族内で対雑を考えて取り組

で適正な対応をしていこうという姿勢が忠われる.このことからすすりま.この間越

によって.家族親族間で混乱が生じていたと認めることはできない｡

ア 前述したとおり,AとAの父親との間の親子関係については,特段倍軸関係

が触れているといえないことは前述したとおりである｡

イ･ ところで,市教育委員会作成の前記番面に,よれば,Aが自戒した前日の10

月 10日に母親と日幡り旅行をした帰りに.
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ウ しかし. 10月 10日のAの発雷については.墓参りからの旅行からの帰り

の道.車中では.Aが母親の母校でもある00高校に行きたいと話したり.喪生

日-(10月25日)のプレゼントは何がいいか. とおし

合ったり.コンビニで購入したおにぎりやチキンをみんなで食べたりして.特段.

変わった表情は見せていなかったところ.渋将に巻き込まれていたこともあり.

疲れていた母親が,束に近付いた時に,｢やっと着くわー｡｣と言った臥 Aは,

｢もう着くんか｡嫌やな- ｡｣ と言ったというものである｡｢束に略りたくない｡｣

といった表現ではない｡この流れの中で出て来た膏薬からすれば,薬しい時間を

過ごしていたので.まだ瀞いて欲しくないなという思いから発せられた育英であ

るとも解することができる青葉である｡また.帰宅後.Aは.父親が好きなビー

ル辞母が入ったパウンドケーキをお土産として父親に虚し.父親はそれを食べた｡

その後.父親が作っていたおでんを食べ.軸流スターが出ているテレビを見なが

エ 自死直前の父親の舶 であるが.Aの■ ■ によれば.父親が出勤後家に.鶴
話を無けて<ることはあるし.テレビの盛に物が持てられていることはあり,A

の部屋にはペットボトルなどを酔いたりすることもあった｡テレビの盛のゴミの

ことは約日にAの- が育っていた

たとも青いがたいところである.

ことでもあったという｡また.確論を切っ

族間の掃頼関係を崩すような出来事であっ
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日もAと- を連れて.日帰りで盛参りをするなど.刺 青を持って接している
ことが認められる｡母親の愛情不足があったとはいえない ｡

(5)生歯

以上のとおり∴ ー ~~~~二L_~しているということについては.Aに何らかの影
響があったと考えられるが.その他特に家庭の間脳と◆してAの心理に盤大な膨轡を

与えたものがあったと澄めることはできない｡
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第2章 串喪の考轟

1節 車重且会のいじめの定丑

いじめの定並については.文缶科学省が定める ｢当鼓児亜生徒が一定の人間関係の

ある者から.心理的･吻理的攻撃を受けたことt=より.椅神的な苦痛を感じているも

の｡｣.(2007年)がある｡しかし.この定義も万全ではなく.今回の-gf案の鹿討に

あたってや課題を有していたことを記しておかなければならない｡この定掛 ま.当該
児童生徒が括神的苦痛を感じているものを救且や学校がいじめと絃定するのだが.局

実にはいじめの凌辱者の多くは報復を恐れて他者に相故しない傾向にあり.また聴き

取りに対しても ｢いじめられていない｡｣と否定する場合が多いので.いじめの改定

に唆味さが生じる｡したがって.文部科学省が.定故の後に ｢個々の行為がいじめに

当たるか否かの判断は.表面的･形式的に行うことな<.いじめられた児亜生徒の立

場に立って行うように徹底させる｡｣と但し古きをつけている点は重曹である｡

今回の事案でも.担任は.Aが寵鴇ないじめを被っており.しかも積数の生徒.教

員から ｢いじめでは｣との指摘があったにも陶わらず.Aが ｢大丈夫｣ と答えたとし

て対応を洪ったのである｡

一方.いじめの定並をめぐっては.いじめは幅広い行為を含むので ｢犯罪行為Jに

限定する方が対応しやすいとの鹿兄がある｡しかし.これはいじめを犯罪と同一凝す

ることであり.いじめは啓寮に任せればよいとの安易な対応I=陥り.その冶果は学校

での教育的対応をおろそかにすることにつながりかねない｡いじめは,犯罪部分を含

みつつも.からかい,いたずらなども含む広い概念であり.とりわけ ｢軽微だと｣思

われる初期段階の対応が藍要であり.この段階での指噂か十分でなければ.やがて｢犯

罪行為｣̀を含むいじめに至るのである｡本事案でも.生徒への聴き取り.当該クラス

の学級日誌等によると.-学期末には消しゴムの屑をかける行為が行われていた｡A

に対しても.少なくとも9月の文化祭前に行われていた｡亜鵜になる駒の段階を捉え

る対応が十分でなかったことを洗わせる｡

他方.いじめか密かの甲賀経定にあたって札 加背をしたとされる側の行為史任を

明確にすることも大切である｡その意味で.唾味な定弓削こよって.加啓をしたとされ

る佃の行為宜任が拡大してしまうことも防がなくてはならない｡

本番旦会では,いじめの定弓削二間するこのような舘点畢騰まえ.本事案をいじめと

虚定するか否かにあたって,文榔科学省によるいじめの定希 r当故児東生徒が一定の

人間圃係のある者から.心理的･物理的攻撃を受けたことにより.柵神的な苦痛を感

じているもの｡｣を酪礎にした上で.森田洋司氏のいじめの定点 rいじめとは.同一

集団内の相互作用過程において悔位に立つ一方が.澄曲的に.あるいは生田的に他方

に対して椅神的･身体的若林をあたえることである｣(『いじめとは何か』2010年)
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の考え.つまり.いじめといえるためには.同一集団内の人間関係において.力閑偉

のアンバランスが生じていることが重要であるという視点を取り入れた｡そこで..文

部科学省の定務の-項目である.｢一定の人間関係のある者｣といえるためには.そ

関係に差異がない関係にある者の問でなされた攻撃.あるいは.力関係で弱い立場に

あった者が強い者に対して行った攻撃についても･.文部科学省の定轟からするといじ

めと判断されることになってしまう｡それでは.いじめ概念をむやみに広げてしまい,

その概念をあいまいにしてしまうと考えたからである｡

2節 いじめの静定

1 認定の要件

文部科学省の定義 (｢当該児亜生徒が一定の人間関係のある者から.心理的 ･物理

的攻撃を受けたこ阜により.椅神的な苦痛を感じているもの｡｣)は三つの項目からい

じめを定義づけている｡その一つ剛ま ｢一定の人間関係のある者｣(本委員会では,

力関係にアンバランスがあること.という縛りをかけた｡)について.二つ剛ま.い

じめの内容が ｢心理的･物理的攻撃を受けた｣ こと.三つ目は.被害者が ｢精神的苦

痛を感じているもの｣である｡

2 具体的当てはめ

今回の事実誼定からB,C.Dの各行為が上記のいじめの定義にあてはまるか否か

について.以下に検討する｡

(1)一定の人間関係のある着 く当液生徒の関係性)

ア グループ内のつながり

ます.Aとち.C,D.さらに.同じグルー7-を作っていたE.Fとがどのよう

なつながりがあったのかについて考えてみる｡

A.B.C,E.Fは.当該クラスに所属していた｡2年生の-学期の初めころ.

Aは.当披クラスの他の生徒6名くらいと昼食をとったり遊んだりしていた｡しか

し.-学期の終わりの7月頃からB.C.E.Fと親し<なった｡特に.Aは,B.

Cとはゲーム機を使ったゲームをするようになってからよく行動を共にするよう

になった｡夏休みに入ってからは,A,B,Cの3名は,-一緒に花火大会を見に行

ったり.テーマパークへ遊びに行ったり等.学校外でも親しく行動を共にしていた｡

E.Fはゲーム機を持っていなかったので.ゲーム仲間として加わることはなか

った｡そのようなこともあったため.二学期になってからは.A.B.Cの3名の

結束が強い状況であった｡しかし.E.Fも仲間から外れることはな(.当該タラ
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ス内においては仲間としての付き合いはあった｡後述するように.E.FはAには

直接暴力を振るうことはないが.常にB.･Cの周囲におり.Aのメガネを回すなど

の行為はしており,B.CのAに対する加啓行為については ｢観衆｣的存在であっ

た｡また,学校外においては,A.B.C.Eが万引きを行うこともあった｡

Dは､当該クラスには属していない｡Cとは以肋から親し<.またBとも小学校

時代からの遊び友達であった｡しかし.Aとは.特に親しいという間柄ではなかっ

た｡AとDが.学校外で関わったのは8月10日頃.B.Cと4人で花火大会に行

った時くらいからでありこその時も.BとCがDを誘ったという状況であった｡そ

の後.Dも同じゲーム機を持っており4人で遊ぶようになったものの,Dはゲーム

機を自分で所有しておらず.1■■ 借りたもので一緒に参加していた｡その回数は

B,Cと比較すれば,圧倒的に少なかった｡また.Dが.当該クラスに関わり始め

たのは.9月下旬頃であり.昼休みの時間に教竜に行くという程度であった｡

イ AとB,C,D,E,Fの力関係について

次に,AとB.C.D,E.Fの力関係について考える｡

(ア)AとBについて

AとBは,-学期から仲間として付き合も噸 めた｡学校内では.休み時間に-｢フ'

ロレスごっこJをする仲間であり.当抑 ま.'ぉ互いに立ったままの状態から.

でこかしあうようなルールで rプロレスごっこ｣をしていた｡学校外でも.

B宅に遊びに行く.ゲームを一緒にするなど.友好的であった｡夏休みも.

に花火大会やテーマパークに遊びに行くなど.親しい関係であった｡

A

一

足

が

緒

しかし.二学期になると.｢プロレスごっこ｣ の内容は,足でこかしあうだけ

でなく.仰向けやうつ伏せになづた状態から抜け出せるか●ということをするよう

になり,対戦はBがAの上になることが多かったというように変化してきた｡そ

のプロレスごっこもBが購い._Aが受けるというものであった｡また,別ま,毎

日のようにlAに対してヘッドロックをかけ.後ろに倒すということをしてい

たが.Aが,Bに対して同様のことをすることはほとんどなかった｡さらに,

BがAを押さえつけ.Aの腹を殴って.｢やり返してこい｡｣ というこ■とが起こ

り始めたが.Aは殴り選していない｡ 10月5日の件についても.BとAとのヽ
間に何らかのトラブルがあった上で.殴るということが行われたのではな(.

Bが,以前からAに対して｢やり返せよ｡｣と言っていたのにやり返さないこと,

Aの話し方や態度がウジウジしていて腹が立ったということから起こっている｡

そして.Aは,この日のBからの殴打行為を妹だったという｡その上.Bから

疎られたりすることを ｢訓練｣と称してこれを受け入れる態度をとっている｡

加えて,学校生括を一緒に送る当該クラスの他のクラスメートの剛二は.Bが
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Aに対して行っていることが.遊びとはいえず.いL'めと映っており.教員に

まで報告しているという事態も認められる｡これらのことからすれば.-学期

や夏休みの時点では.AとBは.対等な力関係にあったとはいえるものの.二

学期になって以降は,AとBとの力関係は.対等であるとは到底いえない状況

になっていると綻めることができる｡この点,教員Fが.担任から,AとB.

Cとの関係は対等ではないのでよく見ておいて欲しいと言われたと述べている

ことからも,明らかといえる｡

一方.Bは.二学期以降のAとの闘わりは ｢遊び｣であり.単なるじゃれ合

っていただけだと嘩ぺる｡そして.10月5日の件についても.自分が言った

ことに対してAが殴り返してきたことが嬉しかったと述べ.Aとの問には友だ

ち関係が成立しているという｡しかし.上記検討したように.二学期以降のA

とBとの岡には対等な力関係を兄い出すことはできない｡

以上から.Bは,Aとの関係において.T一定の人間関係のある者｣であると

認めることができる｡

(イ)AとCについて

AとCは,-学期から仲間として付き合い始めた｡夏休みには,一緒にAの

友人の家に遊びに行ったり,Bと一緒に花火大会やテーマ八-クr_行<など.

友好的な関係があったと認められる｡

しかし.二学期になると,席が.Cが臥 Aが後ろということもあり.授集

中にAは.ベンで顔を汚されたり.Aの所持するペンのインクを切られて筆箱

をインクまみれにされた｡勝手にパンを食べられたりするようなことも生じて

いる｡Aはやめて欲しいと言うものの､Cは.それを無視して行っている｡ま

た.Cは,Aに対して,Bほどではないが殴るなどしていた｡しかし.Aは.

Cに対して手を出すようなことはなかった｡かえって.Cの加脊行為によって

酌 塀 <なったことを教員に見られた臥 Cにやられたとは言わず,- に

やられたと嘘の藤をするなどしていた｡

このような状況から見ると.二学期以降,AとCとの問には対等な関係を兄

い出すことはできない｡この点.教員Fが,拘任から.Aとち,Cとの力関係

は対等ではないのでよく見ておいて欲しいと首われたと述べていることからも.

明らかといえる｡

以上から,Cは.Aとの関係において,｢一定の人間関係のある者｣であると

認めることができる｡

(ウ)AとE,Fについて

AとE.Fは.当該クラスのクラスメートであり.一一学期から.B.Cと共
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に行動をする仲間であった｡史休みを境にして.Aは.B.Cとの繋がりを強

くしたが.二学期以降もE,Fとも関わりを持っており.Eとは一緒に万引き

をしたこともあった｡

E.Fは.BやCが.教室内や廊下. トイレで頻繁に行われていたAに対す

る加昏行為の際にその近<に居たり.軟毛内で頻繁に行われていたメガネ回し

に加わったり.また.Fは.BがAを殴る際に.Aの掛けているメガネを持っ

ていることもあった｡しかし.E.Fが.Aに対して.加専行為を直接したこ

とはなかった｡

以上から.E.Fは.Aとの関係において.BやCと同程度とは昔わないが.

当妓クラスのクラスメー トであり.教義内.廊下.トイレでの状況を考えれば.

力関係に毒があるような関係は兄い出し得るので.｢一定の人間関係のある者｣

であると認めることができる｡ただし.Aに対して直接的な加昏行為を加えて

いないことからすると.E.Fは.観衆的な存在であったと位辞づけられる｡

(エ)AとDについて ･

AとDは.8月10日頃.一緒に花火大会を見にい(約束をしていたBとC

那.Dを誘ったことで,.一報に花火大会に行くようになったことで関わりを持

つようになり.その後ゲームを一緒にするようなことも数回程度あった｡一方,

学校内では.AとDは.中学校に入って以降クラスが同じとなったことはなく.

日常的な関わりはなかった｡その後,Dは.2年生になり自分のクラスになじ

むことができなくなったため.9月下旬頃から.小学校からの仲間であるB.

中学に入ってから仲良くなったCのいる当該クラスに崩を出すようになった｡

Dが当族クラスに足を運ぶ時間は.一主に昼休みの時間で串り.当該クラスに行

った際に.Aと特段何かをするということもなく.プロレスごっこと称して身

体的接触があるようなこともなかった｡9月29日の体育大会の時に,Dは,

自分のクラスを戯れ当妓クラスにいるB.Cちと行動を共にするようになった

ところ,Aに対して.ガムテープですね毛を剥がしたり,体を縛ったりするこ

とがあった｡しかし,これらは.じゃんけんゲームの嗣ゲームとして行ったり.

Aが承諾したので行なわれたことであった｡そして.じゃんけんゲームの嗣ゲ

ームとして行われたガムテープをすねに鮎フてすね毛を剥がすということにつ

いては.Aだけがされたことではなく.Dもじゃんけんに負けて同じことをさ

れている｡このように,体育大会の時の出来事は,AとDとの岡に力関係に基

があったことを前提としてなされたものとは青いがたい｡

また.前述したように,加啓行為の多くが.授集中や休み時間に,当旗クラ

スの教室内.当弦クラスの前の廊下.当披クラスの近くの トイレ内で行なわれ

ており.その当事者は.ち,Cであり.Dはその場面にはほとんど関わってお

51



らず.B.CのAに対する行為を知っているという立切でもない｡さらに.D

が当践クラスに行くようなったのは.9月下旬頃からであり.行く時間も昼休

みの時間に敦盤に行くという程度であったという状況からすれば.Aとの日常

的な関わりは蒋かったといえる｡ Aとの間に.B.Cと同じような力関係に基

があったとは認められない｡

このように.AとDは.時々学校外で.他の仲間と一緒に遊ぶようなことは

あったが.学校内の日常においては.クラスも兄なり.昼休みの時間に当該ク

ラスの教室内で関わる以外には特段の関わりはないといえる｡

以上のことからすると.Dは.Aとの関係において.力関係に差異があるよ

うな関係を兄い出し得ず.｢-定の人間関係にある者｣であると淀めることはで

きない｡

(2)心理的 ･物理的攻撃

事実経過において明らかにしたように.9月上旬から10月7日までのB.Cによ

るAに対する行為は 主なものとしては次の (1)ないし (19)の各行為となる｡

事実種過の中で明らかにした内容からすれば.これらの行為は.Aに対する心理的･

物理的攻撃であったと淀められる｡

E.Fについては.BやCがAに対して轟行等を加えた際にその傍らに立ち会った

りしていた他.(17)のメガネ回しについては参加していたことが沈められる｡

Dは,次の行為うち.(日 のうち,1回だけAを蹴ったこと (9月28日開催の

文化寮前ころ).(2)のうち,拘束ごっことしてガムテープ首巻き付けたこと (9月

29日).(19)のうち ｢A死ね.00 (Aの父親の名前)死ね｡｣と青紫を発した

こと (10月7日)のヨ回 (3日間)に関わった. 事実経過の中で明らかにした内容

からすれば,これらの行為は.その程度は虫鹿ではないが.Aに対する心理的･物理

的攻撃であったと沈められる｡

なお.9月29日の体育大会において.じゃんけんゲームの罰ゲームとして行った

すねにガムテー7を貼り剥がすことについては,Dもじゃんけんゲームに負けて罰ゲ

ームとしてすねにガムテープを貼り剥がすということをされていることからすれば,

そこに相互性を見て取ることができるので.心理的 ･物理的攻撃とは綻められない｡

また.10月8臥 Dは,Aの菜をCと訪問し,そこで粗面18仲と時計を貸ってい

るところ,この行為については.同臥 Aが,財布がなくなったとして.Cに喝辞を

架け,その後公園で会った際,Cと∵緒に居たDに対して,韓軌 時計のことは何ら

触れていないことからすれば.これらの物をDがAの意思に反して持ってきたとは醒

めがた(.心理的･物理的攻撃と認めることはできない｡

.ヽ
ドロックを由百舌云はじめ.繭 から森岳二両 LjI(1)9月初旬からへツ

52

内.廊下で頻繁に暴行を受ける｡

(2)体育大会では.拘束ゲームとして.口.顔.手足にガムテ一丁を巻きつけ

られたり,じゃんけんゲームの嗣ゲームとしてすねにガムチーフを貼られ

剥がされる｡体を押さえつけられた上で蜂を無理やり口に入れられそうに

なる｡(9月29日)

(3)教室で齢 こ落番きされる (猶のひげのようなもの)｡

(4)教室で制汗スプレーをかけられる｡

(5)教室で消しゴムのカスを頑にかけられ.舵を口に入れられる｡

(6)Aの隼箱に入っていたベンのインクを取り上げられ それを折られ Aの

机や衣収にインクを付けられる｡また.筆箱の中をインクまみれにされる｡

(7)チョークの粉をカバンに入れられる｡

(8)何度もズボンを脱がされる｡

191昼食のパンを勝手に食べられる. l
(10)調理実習のまとめと反省の用柾や文化寮プログラムに･Cの銘のある印 l

鑑を押捺される｡

(ll)教科乱 成被蓋を破られる｡

(12)女生徒の前で ｢コク (杏)ラ｣される｡

(13)3階教室の窓から体を突き出すことを強要されるが拒否した｡(いわゆる

｢自殺の練習｣)

(14)｢万引きした｡｣と言わされる｡

(15)自宅の勉強部屋を荒らされ財布を隠される｡(10月8日)

(16)移動教室の時iこ荷物をもたされる｡

(17I 9月中旬ごろから頻繁にメガ串を取られ回される｡

(18I定規を割られる｡

(19I教室で ｢おまえきもいんじゃJ,｢A死ね.00(Aの父親の名前)死ね｡｣.

｢死ね｡おまえの家族全員死ね｡｣などの言葉を浴びせかけられる｡(10

月7日)

(3)椅神的苦痛を感じている

Aは･9月25日に _で学校のことを理由に泣きじゃくりながら ｢暗く

て静かな山の中に行って死にたいねん｡｣と育ったこと,9月29日か30日頃友人

に対して塾の帰りに ｢万引きをさせられている｡やめようと思って断ったら00(C

の名肘)とかに殴られる｡｣と藩し.その友人に｢おれ死にたいわ｡｣とぼそぼそと2,

3回口にしていたこと.10月5日のBからの暴行に対しては.｢今日のは嫌だった｡｣

と論っていること.10.月7日にはBから暴力を受けることで,B.Cと一緒に暴食

を食べることができな<なり.別の友だちに一緒に昼食を取ってもよいかと尋ね.B.
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Cから鮭れたこと.10月9日には.Aの■ 』 に ｢どうしたらばれずに学校を休め

るか｡｣と話しかけ･Aの- -スーパーマーケットに即 聖 二携った臥 Aは rB
とか.がいるから行きたくない｡｣と避けるような蕗をしたことなど苦痛を感じている

心理状態が伺える｡そしてAは筆触 好 きでクラブ括掛 こもよく参加しており■ }

10月からは授章態度も含めて暗くて元気がなかったこ

とが辞められた｡これらの状況からすれば.臥 Cの行為によって椅神的な苦痛を感

L.その状況が態度として現れたとみることができる｡

一九 Aは,Dに対しては,B.Cに対する対応とは異なり.接触を避けるような

首助をしたり.された行為について不満を口にしたりすることはなかった｡具体的に

宮えば,9月29日の体育大会でDから受けた行為に対して,特に不満は述べていな

い｡また.10月8日に.Dが.CとA宅に来た際.部屋から財布がなくなったこと

に対しても.Cに対しては.執物に抗誌をし.Cが持っていた鞄の中身を鵡証したた

め.同人との岡で陵感な雰囲兎になったことはあったが,Dに対してはそのような腿

度を取らなかった｡また.同臥 Dが.A宅から持ち瞬つた物として.時計と韓画 1

8冊があったが.この物については返還を求めたり.不満を口にするようなことはな

かった｡ これらのことからすると,Aは,Dから行なわれたこと.Dの存在によって.

椅神的苦痛を感じていたとは認められない｡

(4)括曲

B.Cについては,いじめ定義のすべての要件に該当するので.B.Cの行為Il:つ

いては,いじめの当事者が行なった行為であると評価ができ.いじめと詑定する｡

E,Fについては.自らが直接的に行為は行なっていないものの,一定の人間関係

のある者として.B.Cのいじめ行為に規衆として関わっていたと認定する｡

Dについては.いじめの定故のうち.｢一定の人間関係にある者｣という要件には

該当しなかった｡また.｢心理的 ･物理的攻撃｣については.要件に妓当した｡ただ

し,頻度は3回と少なく.その程度は藍藻とまで比認められない｡さらに ｢椅神的

苦痛を感じている｣という要件には按当しなかった｡ よって.Dの行為をいじめとは

認定しない｡ただし.Dについては.Aに対する攻撃について.教育的な指等をする

必要性は綻められる｡

以下,本件のグループの構造について図示する｡
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専

ク ル ープの 構 造

3好 日死の原田の考察

同一クラス

匹≡空車 いじめ行為

1 本章且会の視点

Aは.仲のよい友達であったB.Cから.一方的に暴行を受け続けるという盈属な

いじめ行為を受け.瀬神的苦痛を受けていたことが明らかになった｡

また.いじめの程度.頻度についても,9月中旬頃から暴行の程度が激しくなり.

10月に入ってからは.学校の教室や廊下の窓枠から身を乗り出して自殺の練習をす

るから来いなどと苫われるようになり,同月3日から5日にかけては連日払力を受け,

その後の中岡拭験中にも定規を割られ.また.rA死ね,00 (Aの父親の名前)死

ね｡｣.｢おまえの家族全月死ね｡｣などとの曹集を浴びせかけられるなど.種皮も激し

くなり.頻度も多くなった｡

さらに,Aに対するいじめは連日のよう●に教室内;廊下,トィ.レで行われ.当弦ク

ラスの多数の者が見ているにも関わらず.当該クラスの生徒は.これを止めず.また.

担任も現場を見ていたにも関わらず,適切な対応をしておらず.いわばAに対するい

じめが日常化.透明化 (当たり前の光度となり,気付かなくなる｡)していた｡

このような状況の下.Aは.もともと仲良しグル-才であったこともあり.いじめ

の故事を証にも相就できず,また,当妓クラスの生徒や担任に相鼓しても.いじめが

止むことはないという絶望感.無力感に陥った｡その結果Aは.自死への思いを抱<

ようになり.いじめの現場となる当鼓クラスに行くことに苦痛を感じ,これに耐えき

れなくなり.連休明けに学校へ登校する抵軌 自死を決行したと考えられる｡

そこで.BとCによるいじめがAの自死の要田になっていたのかを明らかにするた
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めに.Aがいつごろ.どんなことから自死の気持ち (｢希死念慮｣)を持つに至ったの

か.Aが ｢希死食感｣を抱いてから自死を決行するまでの過程で.いじめ行為がどの

ように変容していき,Aはそれをどのように受け止めるようになったのか.｢自死の

決行場所 ･方法｣ はどのように選ばれたのか.また周囲への ｢ほのめかし｣(予告)

はなかったかを検討する｡

他方.本委員会では ｢子どもの自殺の多くが複数の要因からなる現象｣(｢文部科学

省手引｣2006年)との指摘を受け.Aの自死の要因として.いじめ以外に他の要

因 (例えば.彼の性格や家庭間題など)は関係していないかについても検討する｡

2 具体的考轟

(1)希死金虚と他者へのほのめかし

Aが ｢死にたい｡｣との希死念虚を抱いて.他者に対して.ほのめかしたことは2

に話した内容である｡2回日は9月29日か9月30日に塾で友人に打ち明けた内容である｡

ア ｢暗くて静かな山に行って死にたい｡J (9月25

Aは9月25日に二 L∴ 二 ~で朝食掛 二次のよ

日二 _ll -ど)
うに自死の念虚があることと

同時に自死のほのめかしをしている｡

｢その後IAは･■ の作?た朝食を取っていた臥 突然涙を流しながら Fこん
なおいしい朝ご億を食べたことはない｡ 』と何度も育った｡Aは食事が終わり{ l

と-掛 こソファーに座っていた際.剰 壇 ■の首に前か
ながら『暗くて静かな山の中に行って死にたいねん｡ 過

ら抱きつき,泣きじゃくり

と言った｡- は突然のこ

とであったが.Aの様子がおかしかったので 『つらいことがあったのか｡』と聴い

たところAは何も話さなかった｡｣

イ rおれ死にたいわ｡｣ (9月29日か9月30日,学習塾で2.3回)

9月29日か30日噴.Aは塾で友人に対し,次のように自死の念虚があること

と同時に自死のはめかしをしている｡

rAは.友人に対し.『万引きしているとみんな言っているから止めようと思っ

て断ったらCとかに殴られる｡』と鼓した｡また.その頃,塾に居た際,Aはその

友人に 『おれ死にたいわ｡』とぼそぼそと一日に2,3回口にした｡告白された友

人は.『死ぬなよ｡』と青い.Aは 『分からん｡』というやりとりを換り返した｡｣

(2)いじめ行為の変串とAの受け止め (いじめの透明化とAの屈辱感,絶望感,玩

力感)
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Aに対するいじめ行為は.9月上旬から始まり.同月中旬頃から激しくなり,同月

下旬頃に,Aは希死金虚を抱き.自死をほのめかすようになった｡ そして10月3日

から7日にかけてB.Cのいじめ行鵜はさらにエスカレートした｡10月3日の休み

時間.敦垂でAが ｢やめて｣と叫んでもBは馬乗りになり顔面を何党も殴った｡Aは

保健室で弟積載曲の処置を受けた｡10月4日も4時同日終丁後に赦毒での暴行,棉

りの会の肋にトイレでの暴行を受けた｡10月5日には午前の授繋中にCが後ろの席

に摩っているAの蕃満のペンのインクを取り上げ.それを折ってからAの机や衣服に

インクを付け.また,準鮪の中をインクまみれにした｡同日の6時間日鏡丁後にはト

イレでBがAの胸倉をつかみ.拳で顔面を殴打した｡ Aのメガネが曲がり,鼻当てが

当たっている部分に偏ができ捗んでいた｡10月6日か7日には,Cがrキモいねん｡｣

と首い.Aの定規を割った｡10月7日の休み時間に.CがAの鞄を開けてパンを放

り出して食べた｡ B.Cが敦嚢内で rA死ね｡｣などと青い.BがAの尻を蹴った｡

これらの暴行等は当鼓クラスの生徒の目前で行われており.また. 10月4日の軟

毛内での暴行は担任が見ていたものの.担任は ｢止めとけよ｡｣と言っただけで終わ

ってしまっているのである｡

また,聴き取りの始果によれば.当妓クラスでは二学期になり rBegiqonchime｣

は守られず.一部の生徒は鼎掛 こ向かっているものの多くの生徒が集中力を切らせて.

中には授集中l=立ち歩き.トイレを理由に叔室外に出る生徒もおり.中には隣の教室

に行って投薬を受けているという生徒もいたという状態であった｡

この頃の当政クラスは学級点律の乱れと.Aに対するいじめが日常化しており.棉

神科医の中井久夫の首祝を借りれば.｢いじめの透明化｣の段階にあり.｢繁華街のホ

ームレスが見えないように選択的非注意 (selectiyeinaLtenLion)という心理的メ

カニズムによっていじめが行われていても.それが自然の一部.息女の一部としか見

えな<なる｡｣(中井久夫 Fアリアドネからの糸』1997年)状況であった｡したが

って盤溝ないじめが発生していても,当披クラスの荒れた状況のなかで.クラスから

はいじめ行為を抑止する力は失われていたと判断できる｡担任も.同様の状況の中に

陥っており,Aを救い出すことができない状蟻であった｡このような中で,Aは. 11
0月5日の体育のマット甚助の時間にrいつもであれば自分から前に出て率先してや

る性格なのに.その時は端でおとなしくしていた｡一人で前を見て少し実ったりして
いた｡｣ という状態ヒ.また.Cにパンを食べられても ｢もういいねん∴あれは｡｣ と

いう態度を見せる串うになっていった.ここにAの屈辱感.絶望感.無力感が見て取

オlる｡

そして.ちょうどこの10月3日から5日の鯛に.校舎3階に'ぁる敬重や廊下の惑

枠をつかbて.BがAに強要しようとしたいわゆる r自殺の練習｣(このようt=呼ん

でいたかは別として)があった｡Aが断り.強要したBが牌を立てて切れたような様

子をしても.AはBの後を追いかけているというように.Aは ｢自殺の練習｣を拒絶
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したもののBの ｢いいなり人形｣(従尿的奴隷化状放)になっていることも窺える｡

(3)マンション14階からの自死の決行

前述したとおり.10月に入り3日から7日までの盤席ないじめは.Aに屈辱感.

絶望感.無力感を与え.｢生に向かう気力Jを喪失させた｡これは.10月7日に.

久しぶりに友人から ｢来週水曜日 (10月12日)に遊ぼう｡｣と携われても ｢考え

ておく｡｣と青い.友人から ｢その日何かあるの｡｣と闘われても.｢別に何もない｡｣

と答えており.友人は ｢いっもと適う｡おかしい｡｣と思ったと答えていることにも.

その点が現れているといえる｡また.その後自死する直前の人にしばしば見られる特

徴としての r牲昏状態の操り返し行為｣が見られた (例えば,10月9日の部活での

｢元気のなさ｣とその後コンビニでの偉内鬼ごっこでAが ｢めちゃくちゃ元気そうに

見えた｣こと)｡

重患ないじめが発生していても.当旗クラスの荒れた学級の状況のなかで.いじめ

は生徒や教員からは日常の風景に埋もれ.その中で被昏者であったAは.屈辱感.絶

望感.無力感と自死への思いを強めたのである｡上述したようにいじめを背魚にした

希死念虚についても2回確蕗されている｡やがてその苦痛から逃れるために.学校で

は3階の教室の恵からr日報の練習｣と挿して行われていた窓枠から身を乗り出させ

る行為 (本人は拒否し七いたが)を安臥 =決行したのである｡ 自死の二日前にはl{

■に ｢ばれずに苧掛 二行かない方法がないか｡｣と尋ねており.また.今回碓詮はで
きなかったが.Aの自死したその日にCが rAから咋日夜に Fぱ<死にます｡Aと奄

話してきた｡あほかあいつ｡｣と教垂で話していたことを聴いたという生徒がいたよ

うに,Aが,前日の夜に自死する旨を伝膏していた可健性も皆無ではない｡

前日には父親の好きなビール辞母が入ったパウンドケーキを土産に持って帰り.

父親.- と夕食を-掛 =攻っ
に.会蕗はできなかったものの二

た｡日が変わり自死を決行した日の早朝午前6時台

齢 二わたり自宅から-に電話を無けていた｡こ
のことからすると.Aは自死を決意して別れの電話を無けた.あるいは.自死を決意

したものの.止めて欲しいという気持ちがあって奄辞をしたのではないかと思われる｡

徐々に自死への階段を上っていったAは.竜内の自分の机の上に事故と小学校時代の

写真を置き.いよいよいじめをされ続けている当鼓クラスに行かなくならない時間と

なったため･これ以上は生きてい草ことはできないと考えた｡そして･I0月11日

午前8時埠ぎ頃に自宅マンション14階から投身自死 (自殺)した｡ 14階から飛び

降りれば生命を断つことは分かっていたはずである｡Aはこの際から飛び降りること

により ｢暗いいじめのトンネル｣を抜けようとしたのである｡

3 他事因の考察

(1-)Aの性格等について
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(2)泉庭について

しくしつけていたが.これが行きすぎた持寄であったとはいえないことは明らかであ

る｡むしろ父親は忙しい仕事を抱えながらも毎朝2人の子どもの弁当を作ったり.A

の勉強を見るなどしていた｡他九 Aは自死の舶臥 母親と- と墓参りに行った

帰りに.父親の好きなビール辞母が入ったパウンドケーキを土産に持って幡ったよ

うに.両者の関係は決して対立的でないことは明らかである｡また,父親の子どもへ

の思いと.厳しいしつけの凄弓削ま.Aにとってはいじめの披啓を父親に直接相談しに

くい状況を作り出していたとしても,それが自死の要因でないことは明らかである｡

特段に落ち込んだりした様子は見られず.それが自死へと繋がったと認められるよう

な事情はない.

(3)まとめ

以上のとおり.Aの性格等や家庭の問題は,Aの自死の要因とは絡められなかった｡

4 括飴

上妃3 (2)で検討したように.Aの性格等や家庭の開越は.Aの自死の要因とは
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認められなかった｡他方.塵鷹ないじめ行j削ま.Aに屈辱感,絶望感と無力感をもた

らし,希死念虚を抱かせた｡ いじめの透明化の中でA自身がいじめの世界から抜け出

せないことを悟り.生への思いを断念せざるを得なかった｡したがってAに加えられ

たいじめが自死につながる直接的要因になったと考える｡
1

4師 事事案のいじめの特徴について

最後に.本件事案におけるいじめの特徴として.どのようなことがあったかを指

摘 しておくことにする｡

1 ｢仲良しグループ｣から ｢いじめグループ｣への変化

本件中学校での今回の事案の特徴の一つは.いじめが当該クラスでの ｢仲良しグ

ループ｣ から ｢いじめグルーフ●J への変化のなかで起きていたことである｡本事案

のいじめは.ゲームなどを通じて知り合いになった生徒間で発生した｡グループは.

当初はゲームをしたり.花火大会に行ったり.テーマパークに遊びに行ったり.⊥緒

に宙泊まりする遊び仲間であり,親からは ｢仲良しグルー7｣に見えていた｡しかし.

二学期になり親方の開係性に変化がみられるようになった｡

なかでも9月中旬.Bがイライラして顔つきが変わってきたと指摘した+.徒や教員

がいたように.この頃からBが何らかの問題を抱えていたことが推淀できろ｡BはC
と一緒になり.｢へらへらしている｣(ように見える)Aに攻撃的な行為を行うように

なった｡甲･Cの攻撃はt救垂内.廊下･ トイレなどで･rプロレスごっこ｣や ｢訓
練｣という名目で一方的に殴る頼るなどの暴行.筆箱のサインペンを折りインクで筆

箱を汚す行為､成紙表を破る行為など多数に上る.Aが抵抗しないことを理由にいじ

めとしての暴力行為はエスカレー トし.Aを倒してズボンを脱がせ.お尻が半分見え

るような辱めも何度も行われた｡体育大会では鉢巻きで縛り付けたり.ガムテ-7で

体を巻いたり.死んだ蜂をロに入れようとするなど.いじめの種類も多数に上った｡

B.Cの周りには当紘クラスのE.Fがおり,直接暴力を振るわないが.BがAに

対して暴行を行う際にはそれを傍観し.また.B,Cが取り上げたAのメガネを回し

ていた｡他方.学級や学年全体の生徒親枠が乱れ出していたために.廊下でプロレス

ごっこが行われ Aが披啓を受けていても他の生徒や教員から見過ごされる状況にも

あった｡9月下旬から10月の初旬にかけて生徒や教員の･-部から.B.Cの行為が

いじめではないかと指摘する声が上がった｡この時点で学年をはじめ生徒指導凄貝会

で適切に対応していれば.般感の事態に至らなかったと考えられる.

披春着のAはいじめグループから逃れるこ七ができず,屈辱感.絶望感と無力感か

ら追い辞めらTlていった｡と<に父親カ

『 - 内容に Aが ｢ぼくには患い友達は 1人もいません｣と記しているように.
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加啓者との共依存的な関係にあったことが宛える｡Aが最後まで.親や教員に相政せ

ずに.またB.Cに反抗することなくいじめを受けていたのはこのような関係性が背

景にあったからである｡

このような特徴は,いじめを見えにくくしていたといえる｡

2 その他の特徴と探題について

第二は.短期間にいじめ行為が過激になり問題が生活化 したことである｡

第四は.加審生徒の心理や行動の変化が.いじめの慈覚化の背景にどのように関

係 しているのかが明らかにされていないことである｡

本来ならばこれらの諸点については担任や学年.あるいは学校が早急に調査し.

今回の中東に対する真実について納得のゆく見解を示すことが求められている｡

5節 学校.市教育垂員会のいじめ鑑定への考察

1 はじめに

以上のとおり.本委員会は.Dの行為はいじめとは認定 しない｡

ところで,学校及び市教育委員会は.Dの行為について. 10月26日にいじめ

と認定し̀た (額Ⅱ部の第 1串の事実超過, 1節学校の対応についての 10月26日

の部分.2節市教育重点会の対応についての 10月26日の部分)｡

潜 ノ
そこで.以下.学校及び市教育香色会が.何故.Dの行為をいL'めと認定 してし

まったのかについて.考察する｡

(日 中央経過 (以下の詑定は.第Ⅱ部の第 1番の事実経過, 1節学校の対応,2

節市教育重点会の対応で由定 した事乳 学校及び市教育委員会提出の焚料.本委員

会での聴き放り結果によって行った｡)

ア 学校がいじめの認定をするまでに行ったことは次のとおりであった

(ア) 10月 12日以降生徒から聴き放 りを行った｡生徒へのアンケー トを実施

し (17日配布.19日回収).それに基づいてさらに生徒からの聴き取 りを行

った｡
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(イ)10月24日に市教育委員会及び校長が弁弗士と相放したところ.弁蕗士

からは.親しい人間関係の中で起こっていることであり､出て来た事実につい

て加宙とされる生徒との言い分に食い違いがあるが.全体として評価したとき

に.立場の互換性がないことから,いじめの構造があったと認めざるを得ない

と助首を受けた｡なお.弁睡士は.アンケー ト結果を頚にまとめたものと.当

日市教育香月会及び校長が持参したアンケー ト用紙を見て判断を下した｡また.

加宙とされる生徒毎ヒいじめを認定したわけではなかった｡

(ウ)同臥 アンケー ト結果の分析を行った臨床心理士であるスーパーバイザー

から.Aが蹴しい状態になっていたということが明らかになった旨の報告を壁

けた｡

(エ)アンケー トと聴き取り調査の結果.事実をまとめ.Dが関与した行為は,

9月29日の体育大会でAをガムテープあるいは鉢巻きで縛るという行為のみ

とした｡

(オ)10月26日にDに対して本件について初めて聴き取りを行った｡

(カ)同臥 学校は.拡大生徒指導香魚会において,Dの行為について.いじめ

と施定した｡

イ ー方.市教育委員会は､10月12日午前の時点で.市教育委員会としては.

鵡密に入らない旨を決定し学校に伝えた｡Dの事実姥定については.同月26日

に学校からDについていじめ認定をする旨連絡を受け.これを追給した｡

(2)報 道占考察

ア DがAに対して行った体育大会での行為について,学校が何を韻趣にいじめ

と認定したのかは不明である｡具体的にいえば.DとAとの関係性をどのように

据えたのか.ち.CがAに対して行っていたいじめ行為にDがどのように関わっ

ていたと考えたのか.Dが上記行為を行ったときの状況をどのように掘えたのか

などについて.十分検討した上で結論を導き出したのか疑問である｡

関係者からの聴き取りによれば,学校が事実に基づいて判断したというよりも,

弁鵡士の助宵や臨床心理士の意見を何ら検討することな<.そのまま受け入れて

判断をしたた吟ではないかと患われる (弁輯士は.アンケー ト結果をまとめた資

料を見ただけであり.辞細に事実を検討した上で助言をしているわけではないこ

と.加啓をしたとされる生徒毎にいじめの認定についての意見を述べているので
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はないことを,学校は正確に握えていないものと思われる.臨床心理士の意見に

ついても同様である｡)｡

イ また.学校が提出した資料によれば.学校は.Aが自死した 10月11日の

時点で ｢浪い関係者｣として4名の生徒の名前を挙げているが.その中にはDは

入っていない｡

それでは,何故.Dがいじめのグループの一項と据えられてしまったのか｡

生徒,敦月からの聴き取りとよれば.Aの自死の翌日である10月12日にA

が亡くなった場所に行って体の一一部がないか托していたとか,同日の夕方にスー

パーマーケットで.Dが.B,C.E.Fと一緒に居て,｢A死ぬ｡もう死んだけ

ど｡｣などと大声で叫んでいたなどという情報机 生徒から学校に入ってきたこと

が謬められる｡このような情報が入ってきたことから.学校は,Dの行動があま

りにも異常であり.またJAと関係の浪い生徒と関わっていることから.Aに対

するいじめ行為に当然に関わっているものと浪った推測をしてしまったのではな

いかと思われる｡

ウ さらに,第Ⅱ部の第 1章の事実経過で明らかにしているが,.10月14日,

_- ___これらのことからも.学校は.Aに対するいじめは,B,C.Dの3名

にAが加わったグループ内で行われたものであるという構図を持ってしまったの

ではないかと思われる｡

3 まとめ

以上のとおり.学校及び市教育妻月余が典った判断をした最大の原田臥 背丑事

情を含めて徹底した調査を行い.そこで出て来た情報から.事実を確定するという

作業を怠ったことである｡特に.市教育香貝会が.学校を支えるという教育垂員会

の役割を早々に放棄し,事実調査.いじめの措定作菜を学校に丸投げしたことは,

混乱状況下にあった学校を孤立させ.十分な事実調査をした上で,事実を癌定させ

ることをより一層困難にさせた｡その鹿果,将門家からの助言,意見を自ら検証す

ることなくそのまま受け入れてしまい,また.Aの父親の意見に左右されてしまっ

たと思われる｡･

その結果,いじめと認定すべきでないDの行為についてまで,いじめの認定をす

るという誤りを犯してしまったと考える｡
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第3章 問題点

1節 いじめへの学校の気ゴ卓

1 はじめに

これまで検討してきたとおり.ち.CによるAへの加背行為は,いじめであると詑

められる｡これから,明らかにした事実をもとt=.何故.いじめを防ぐことができな

かったのかという視点から同軸点を指摘してい<が,その前提として.いじめがなさ

れていた学校において.教典が.その状況に気付いていたのか.気付くことはできる

状況にあったのかを考察しておくことにする.

2 学校個が得た情報

B.CによるAへのいじめは.9月に入ってから始まり.中旬以降激しくなってい

ったところ.Aが自死した 10月11日までの約1か月間.いじめについて.学校側.

つまり担任.その他の教員が.どのような情報を得ていたのかを明らかにした事実か

ら見てみたい｡

(1)9月20日頃.Aがやられている佃で表情が兵制だったので.止めに入ったこ

とが何度かあり.その度に学年の生徒指導担当や担任に連絡をしていた教員がいた｡

(2)9月28日開催の文化祭前頃.担任は.BがAの体の後ろから攻めていたこと

があったため,Bを離し.Bに対しては.同じように後ろから押さえることがあった｡

(3)9月29日の体育大会で.Aがはちまきで縛られたりしていたことなどの噂面

を見た敦月Aが ｢なにやってんの｡｣ と注意していた｡

(4)9月下旬頃,畔りの会で当該クラスの生徒が ｢あれ いじめちゃうん｡｣と咳

くのを開いた担任が,放操後にAに ｢そう言っていた人がいたけど｡｣と尋ねるとA

は ｢別になんともない｡｣と答えた｡

(5)撞出予定であった成鎖カードがなかなか提出されず.担任が提出するように指

導していたところ. 10月3日'頃からの過に.どリビリに破られた成紙カードがセロ

チ-プなどで政されて提出された｡

(6)10月3臥 BがAを殴って手が痛いということで保健薬に行った臥 .重婚教

諭は,BがAを殴った理由を,rAのしゃべり口調がいらいらするから｡｣と述べたこ
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とで.Bの態度が気になった｡そのため.凍韓教諭は,担任に対して.メモでBが殴

ったということの事実碓経をした上で指導をして欲しいと伝え.その後担任と直接会

った上で,メモに番いたように事実席捲と相中をお願いした.その際,担任は.卓越

教組に対して.｢とうとうやりましたか｡J という返答をした｡その後.担任は.Aと

会い.殴られたのかと問うと.Aは ｢Bの手が当たった｡｣と答えたため,さらに担●
任が ｢大丈夫か｡｣ と附くと,Aは r大丈夫｡｣と答えた｡

(7)10月4日の4時限日の道徳 (学括)の授業が終了rLた後.教室で.BがAを

押し倒して馬乗りになり.串でAの顔面を殴っていた｡ その場面を見た担任は.｢や

めとけよ｡｣と育っただけで職展墓へ戻っていった｡

(8)同じ日の噛りの会の肋に.教員Cと教員Dが当鼓クラスの前の廊下を通った際.

人だかりができていたところ.Bが興葡した様子だったので生徒に尋ねたところ.｢B

とAがケンカしていた｡｣ と答えたため.その旨担任に伝えた｡

(9)10月5日.トイレで.BがAを殴ったことで.職員会社の後に2年生の担当

教員が典約全強を行った｡その集約会議において.担任は,板串.rBとAとの間で
ケンカがあった｡BはAのウジウジしている括し方や態度に腹が立ったので,『殴っ

てこいよ｡』と宮っても殴り返してこなかったので.『殴るぞ｡』というとAが 『いい

よ｡』と育ったので.殴った｡ 2人を呼んで話を聴いた後.互いにハグさせ謝罪させ

て略した｡その後.Aのみ残して約20分辞したが,その際.Aは.全<何とも思っ

ていない.Bとは友達でいたい,という番をした｡｣と説明した｡ この説明に対して,

｢ケンカというが.その始まりがへらへらして気に入らないというスタートだったの

で.それはおかしい｡友達なのに.ケンカをさせられているというイメージを持った

ので.いじめではないかJと育った教員がいた｡また.｢担任はケンカの延長である

と言うが.他の教員はケンカではないのではないかと育っている｡Aは笑っていたの

が泣いているようになったこともあるし.笑ってごまかすこともある｡大丈夫と聞い

ても子どもは大丈夫としか宮わない｡Jと述べ.ナンカであるという意見に柱間を呈

した教員がいた｡

さらに.担任と反対意見を述べた教員の話の軽幹からすれば.rAが弱い立場にお

り.単なるケンカとは患わなかった｡｣.｢いじめの疑いを持った｡｣という教員が複数

人いた｡

生徒措辞主執 こよれば.集約会故では.今回のことはケンカとして捉えたが.イジ

メの可能性がゼロではないから.ちゃんと見ていこうという結論になったという｡

(10)前記出来事について,生徒指導主事のノートの同日欄には.｢00(Aの蕃
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名)とB ケンカ暴力 イジメか?! 指導 保韓者来校｣との記載がある｡(ノー

ト)また.学年主任の/-トの同日掬の右のぺ-ジには ｢帰りの会前 ●組横男子W

c っいてきた00 (Aの名車)をうっとおしく思いXX(Bの名字)がなぐるイー

字判読不能)｢なぐっていいぞJXx(Bの名字)がなぐった (一字判統不能)に0
0 (Aの名字)が反げきしナンカに これまでも (一字判読不能)じゃれている事が

本人に確誰したがどうもなかったが今日開くとイラだ まわりからもイジメられて

いるという話があり けれど友達になりたいと00 (Aの名字)は思っている｣とのI
記載がある｡

(ll)同日.担任から連結を受けて学校を訪れたBの母親は.担任から.最近Bが

イライラしていることを告げられたが,母親自身はそのようには感じていない.かえ

ってCが変であるとBが述べていたとして,数週間前にみんなにAを仲間はずれにす

るような事を言っていたと.担任及び学年主任に伝えた｡

(12)10月7臥･担任が.教員Fに対して･B･CとAの3人は対等な立場では
ない.Aが他の二人からかまわれていると許したので.教員Fは,注意して見ていく

ことにした｡なお,'この点について.担任は3人の関係は対等な関係であったと見て

いたので.このようなことは述べていないと.事実を否定する｡しかし.教員Fは.

3人の関係を対等な立場にあると思っていたので.担任からの青菜は自分の諸政と違

った見方であったといえ.その昔集は記憶にしっかりと残っていたと思われ.その点

の信用性は高いといえる｡

(13)10月11臥 A教頭から指示されて.教員Gは,Aに関する弔悼をまとめ

て欲しいと依頼を受けた｡そのため.教員Gは.生活指等票をもとに,さらに教員H

から事情を聴いて草稿を古き.その内容を教員Hに確認してもらった｡その草稿をも

とに.教員Gは､沓面を作成した｡その沓面の く最近のトラブル)の楠には10月4

日と10月5日のトラブルが記載されており最後の柵には ｢00I(Aの名字)が弱い

立場にいることをXX(Bの名字)の身勝手な行動に ｢いじめ行為｣ ととらえ.00
を被宮者として指導する｡被害者00側は父と本人.加脊者Xx側は母親に来校して

もらい.事実確認と今後同じことが起こらないように家庭の協力を求める.00と×
xは普段は伸が良く.よくじゃれ合って遊んでいる伸だった｡｣ と記載され いじめ

行為の部分にカギカッコが付けられていた｡

(14)時期は不明であるが.当該クラスの生徒が.Aの状況を見るに見かねて.A

に対し ｢あんた.いじめられているんやで｡先生に相談しい｡｣と膏うとともに.也

任に対して.｢Aがいじめられているので.聴いてあげて｡｣と諮していた｡その後.
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その生徒がAに対して.担任に相鉄したか否かを聴いたたところ,Aは.｢先生は忙

しそうやったから･･｡｣とあいまいなことを育っていた｡

3 学校僻の常設及び評校の可嘩性

このような事実のもと.学校側のいじめについての改訳及び誼誠の可能性はどうだ

ったのであろうか｡

(1)担任について

ア 担任は.複数回,AがBから暴行を受けている場面を見ており.その度にBを制

止しているし.クラスの生徒から ｢いじめちゃうん｡｣ という首集を聞いたり.A

がいじめられているので何とかして欲しいという訴えも聴いている｡また,Aが.

Bから暴行を受けたことにつIいては.垂縄教諭をはじめとして他の教員かーら担任に

報告か入っている｡そして.担任自身も10月3日に轟沌教組からBがAを殴った

ことの報告を受けた際.｢とうとうやりましたか｡｣と発言している (なお,この点

について担任はそのような事実があったかよ<覚えていないという｡しかし.この

ような対応をされた者にとっては忘れることのできない出来事であることを考え

ると.担任がこのような発音をしたと認めることが相当である｡)｡さらに,10月

4日にも同じ学年の教員CからBがAに暴力を加えていたことの報告を受けてい

る｡その上,10月7日には,担任は,敦周Fに対し.B.CとAとの問の力関係

は対等ではないので注意して見て欲しいと述べている｡このように担任は.BがA
を一方的に攻撃し.10月3白の時点では,｢とうとうやりましたか｡Jという発音

･をしているところ,この発音は.以前かちBがAに対して暴行行為を行っていたこ

とを知り.いつかは発展して怪我が生じてし辛うのではないかという誕曲を持って
いなければ.発することがあり得ない言集である｡その上,自ら他の教員に.Aと

B.Cとの ｢力関係は対等ではない｡｣と述べているのであるから.B.CがAに

対して行っていた一連の暴力行為が,単なる仲間内のケンカではないと認識してい

たと考えることが合理的である｡

イ ところで.担任は,一切いじめとの箆盛はなかったと述べている｡そして,10

月5日の件についても.BとAから事情を聴き.最後には二人が ｢ハグ｣して別れ

た｡その後Aからのみ事情を聴いたが.何とも思っていない,Bとは友だちでいた

いと述べたとして,あ<までもいL.めではな<.ケシカであったと述べる｡しかし,

担任が,仮に.いじめという誼弟を持っていなかったというのであれば.10月3

日の rとうとうやりましたか｡｣という発雷や. 10月7日に他の教員に対して.

r力関係は対等ではないので注意して見て欲しい｡｣と述べたことをどのように説

明するのであろうか｡
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なお,担任は･Ll月21日に行われた･学校からの事情の聴き放りに際し.①
いじめ行為はいつから把握していたかを聴かれ 10月5日からと答えた.②いじ

めの予見はいっからかということを聴かれ.9月終わり頃.BがAの後ろから羽交

い締めにしているところをはがし.自分がBに同じ事をしたとき.Aがやられてい

るんじゃないかと患ったと答えている｡ ■
この点.担任は,個人的にいじめの存在に疑問を持っていた状況だったが.学校

がいじめと認めていたので.迎和感を持ちながら聴き破りに応じた｡そのような状

況下.学校とのやりとりの中で.いっしか.10月5日の件を把握していたことを

もって.いじめを把握していたとされてしまったと言う｡しかし.実際にいじめで

あったと組曲していなかったのであれば.その旨を明癌に述べればよいのであり.

学校から聴き取りがされたことで,いつしか.いじめを把握していたとされてしま

ったということは.不自然であり.信用することはできない｡

ウ 仮に.担任が.いじめを雄武していなかったとしても.上記事実からすれば,担

任として,B.CのAに対する行為が.いじめであったと組曲できる状況にあった

ということができる｡

(2)2学年の担当敦且について

ア 当時2年生の担任をしている政見やその他の教員も,I0月5日の件が発生する

以前に.AがBから-方的な状況で暴行を受けていることを見ており.中には.学

年主任に報告している教員もいる｡

イ また,10月5日の集約会議においては.rBはAのウジウジしている話し方や

態度に腹が立ったので.『殴ってこいよ｡』と育っても殴り返してこなかったので.

F殴るぞ｡』と音うと Fいいよ｡』と替ったので.殴った｡｣という報告がされたと

ころ.積数の教員から,｢殴ってこいよ｡｣と挑発をするようなことは単なるケンカ

ではな<いじめではないかという意見が出ている｡そして,典的会議は.最終的に
は,いじめの可能性は ｢ゼロではない｣ということで.今後見守りをしていくこと

にしている｡教員の中には最終的にいL'めの疑いを持っていた者もいた｡その日の

ことを記載した生徒措辞主事のノートには ｢イジメか?｣.学年主任のノートには

｢イジメられているという酵｣という膏薬が記載されている｡ ■

ウ これらのことからすれば.少なくとも10月5日の時点で.いじめがあったので

はないかという認誠が教員間にあったといえる｡仮に,いじめを浪曲していなかっ

たとしても.上記事実からすれば.2学年の担当教員として.BのAに対する行為

が,いじめであったと認曲できる状況にあったということができる｡
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(3)校長について

ア 校長は.10月5日の典的会議については.同日夜,生徒棺等主事から ｢ケンカ

があうた｡｣という内容を聴いたものの.｢緊急に｣また.｢いじめ｣として対応す

る等の有無についての報告はなかったと言う｡しかし.一方で.今回の件が ｢いじ

め｣という通報から始まったことは聴いた,｢ケンカ｣については.勝敗はないも

のの.力関係ではBの方が勝っていると開いたと述べており,いじめの可能性を完

全には再建していない｡また.教頭の指示によりAの死亡後すぐに作成された番面

には,く虚近のトラブル)として10月4日と10月5日のBのAに対する暴行行

為が記載されており,点後の欄には ｢00(Aの名字)が弱い立場にいることをx

x(Bの名字)の身勝手な行軌に ｢いじめ行為｣ととらえ.00を接客者として指

導する｡｣と記載されている｡この書面は当然校長も見ているはずである｡

イ これらのことからすると.10月5日の時点で.校長が.少な(とも,いじめの

可能性がゼロではないという組曲を有していたといえる｡仮に.いじめを認蔚して

いなかったとしても.上記事実からすれば,校長として.BのAに対する行為が.

いじめであったと浪曲できる状況にあったということができる｡

2節 問題点の指摘

以上のことを前提として.以下,いじめを認曲し.それを回避することができなか

ったことについての問題点を指摘してい<ことにする｡

1 敦且によるいじめ辞知の遅れ

(1)生かせなかった生徒からの訴え

肘記の事実関係のとおり,本件では,棲数の子どもたちが,Aが一方的に殴打され

るなどして9月中旬頃から明らかに様相が変わったことを組曲して,時期を異にして.

担任に対し.いじめ又はいじめではないか.と担任に訴えていた｡しかし.担任は.

そうした訴えに対して適切な対応をしたとはいえない｡ある生徒に至っては,Aが担

任に相談しやすいようにと.まず.事前に担任にAがいじめられているようなので.

相政に乗ってほしいと青い.他方,Aに担任に相鉄Lに行くようにと勧めた｡しかし.

それも功を重さなかった｡

過去のいじめ事案において.周辺の子どもが救民に対し積極的にいじめの事塊を申

告するケースは限られている｡ それは,自分への跳ね返りやあるいは自分たちもいじ

めに関与しているのではないかという負い目などからである｡こうした一般的傾向か

らすれば.担任は.周辺の生徒がいじめを訴えているという群発をもっと重視すべき
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であった｡

まだ .いじめ接沓者が教員ら大人に対し典乗を語らない傾向が強いことは.教育の

現場では常曲のはずである｡とすれば.対応の仕方としては,Aが事実を漁らないと

しても.肋紀のような訴えがあるのだから.周辺の子どもたちから具体的な情報を得

る努力をすべきで,そうすれば.早期にいじめの尭魅の一端を藷知できた可能性が高

い｡その態果.担任が一人で対応できないとすれば.副担任や他の経験豊箇な教員あ

るいはスクールカウンセラーなどの専門家に助力を求めて有効な対応ができたはず

である｡ ､

以上のように.より早い時期に現有の学校内の人的安蘇をいじめの抑止のために有

効に活用できなかったという問題点がある｡

前記のとおり.担任自らもAに対する一方的な暴力などを項線していた｡にも関わ

らず.担任がなぜいじめと認知できなかったのかと強い疑岡として残る｡本件中学校

の現噂に ｢いじめ｣を認知することを回避しようとする何らかの力が働いているので

はないかとさえ疑う｡

(2)敦且のいじめ理解の不十分

学校は政後までいじめと誼知しなかったという｡ 10月5日のAとBのトイレでの

殴打事件は.周辺の生徒によるいじめとの申告に渦を発する｡喪は,Aは,3日.4

日と連続して暴行を受けていた｡しかし.5日の事件直後.担任はケンカとして対応

し,両者に相互に謝罪させた上ハグをさせるという処理で終わらせた｡

その後の政見が典まった集約会議では.複数の教員がBのAに対するいじめあるい

はその可能性があると発言したが.結曲としては同会託ではケンカとされ その議事

内容は校長に報告され.この時点でもいじめとは認知されなかった｡しかし.この会

誠で rケンカ｣と評価された蕪雑については明確でな<.いL+め紘知への消魔性が親

われる｡そもそも教員はいじめの概念をいかように理解していたのか.その点につい

ても疑問が残る｡

ただ.担任は.事件直後には,他の敦月からの聴き取りに対し,いじめ的な行為は

いつから把握していたか.という眉間に対し.10月5日と答えている｡とすれば.

上記教員に加え.担任さえもいじめ的行為と把握していたのに.何故ケンカというこ

とになったのか.不思故と宮わなければならない｡これに加えて.9月束には生徒か

らいじめではないか,との指摘を受けていた担任自身が何回かBのAへの暴行時に割

って入ったことがあったという事情などから考えれば.いじめとの故知を殊更に回避

していたようにさえ感じられる｡ここでも何故これほどまでにいじめの誰知に消極的

なのかと疑問が生′じる｡

担任が何回かにわたって.Aに ｢大丈夫か.｣等の声を掛けたことに対し.Aが ｢大

丈夫｡Jなどと答え.事実を伝えなかった｡10月5日の時点でも.担任は,Aの ｢殴
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られるのは嫌だった｡Bとは友達でいたい｡｣という青葉をそのまま受け取るに留ま

った｡しかし..いじめられた子どもは.仕返しの恐怖.逆に仲間でいたいという思い

あるいは屈辱を受けているという自分をさらけ出したくないという自･執♭などから,

いじめについて真実を経ることができない̀と言われる｡こうしたことは.教育の喝で

はもはや常曲と宮うべきで.なぜ.もう少しそのこころのうちに迫る手だてが取られ

なかったのか悔やまれる｡ 担任でそれが困艶というのであすりま.他の教員やスクール

カウンセラーに相鉄や委任するなどのいくつかの方法があったと考えられる｡

2 央現しなかった教員間における惜報の共有化

(1)共有できなかった情報

元来客性的にも.いじめの発見は容易ではないと言われる｡元々は仲良しの仲間で

あったが.その後いじめに発展する場合は.より周りからは見えにくいという｡しか

し.本件では.複数の生徒が.いじめあるいはいじめではないかと担任に申告し.ま

た.禄数の教員がAとB.C問に暴力における一方的な関係があり.いじめの可能性

があると判断していた｡さらに積数の教員から担任や学年主任にも情報が上がったに

も関わらず.良後の良後まで学校は全体としては.いじめとしての据知をし串かった｡

ここでの問越は,AとB.Cとの関係の変化 (暴力の一方性)の槽報や生徒がいL+

めと考えているという積数の情報が存在したにも関わらず.その倍額が担任と学年主

任に留まり教員全体で共有できず.有効な対韓を取ることができなかったということ

である｡_

(2)集約会税で生かされなかった声

殊に.10月5日の集約会議で.いじめではないかという教員は樽欺いたにも関わ

らずその声もいじめの誰知に生かされなかった点は寵要であると考える｡具体的に振

り返る｡

ア 敢且問の情報交換の問題

的記のとおり.担任はもとより.二年生の担任教員の中には.Bが一方的にAに

暴行を行っていたことを認知していた者がいた｡また.典的会議には.10月3日

の暴行の串を知っている教員B.10月4日の暴行の事を生徒から開いて知ってい

る教員Cが出席していた｡典約金言削二は.このような情報を持っていた散見が出解

していたのであるから.10月5日の件について,いじめではないかという意見が

出た際.自らが持っていた情報を話題として出すことは容易であった｡それを出し

た上で 10月5日の件を噴射すれば,少なくとも9月中旬以降BがAに対して一方

的に暴行を加えており,特に10月5日の件は3日連親で行われた暴行であったこ

とが姥知できた｡また.その発喝はBからの挑発的な発言であり.暴行の程度も敢
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しかったというのであるから.単なるケンカではなく.いじめであったと認知する

ことはできたのではないかと思われる｡

集約会社に参加した2年生の抵当教員らが.自ら体験したことを括越として提供

しなかったことが.いじめを認知する最後の機会を過したといえよう｡その間組点

は.集約会講をはじめとした職員会韻での教員間の澄見交換が括党に行われていな

いことにあるのではないかと考える｡

イ 校長への報告の閉居

生徒指導主事から校良への報告については.ケンカであったという最終報告をし

たようであるが.典約会故の中で.Tいじめではないか｡J-という意見が枚数の教員

から出ており.自らも ｢イジメか?｣という疑いを持っていたのであるから.それ

らの情報を伝えることは容易であり.そのような報告をしていれば.校長から.何

らかの指示があり.いじめ行為があったとして対応するぺきだということに気付け

たといえる｡

ウ 校長自身の連絡を受ける資勢

校長は,生徒指等主事から.ケンカがあったと報告を受けた際.いじめという通

報から始まったことであると聴いたのであるから.生徒相中主事に対し,その事実

関係を自ら詳細に問い,典約会議でどのような意見が出ていたのか.生徒持寄主事

に対しても個人的な意見を聴くなどすることは容易であったはずである｡仮にその

ようなことをしていたならば,AとBとの問に力の毒が生L'ていたのであるから.

今回の行為はいじめ行為であったということは容易に気付けたといえる｡校長は.

いじめの可能性が完全に否定された事案の報告を受けたのではなく.AとBとの間

に力関係の基があるという報告があったのであるから.その同軸点を自ら整理し,

.質問をするなどして実態把握に努めるべきであったといえる｡

なお.校長は,本番旦会の聴き取りに際し､10月5日時点で.9月中旬以降撫

続的に行われていた一連の暴行行為の情報や,集約会議において ｢いじめではない

か｡｣ という意見が出ていたことなどの情報が入っていたならば.緊急に対兼を酔

じていたであろうとの見解を示した｡

以上のように.学校組粒が有効に機能していじめの事実を知らせる情報が学校全体

において共有されなかったことは盛大な間組と替わなければならない｡

3 情報の共有化の基礎としてのチームワークの不足 (赦見開の風通しの悪さ)

学校での教育は.もとより担任によるクラスが学校における教育の基本単位と考え

られるが.学校とい引削ま.教員集団が相互に協力協働しながら子どもたちの成長を
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見守る場でもある｡こうした個と熊田の教育の補い合いにより有効な教育が可能とな

ると考える｡

こうした敦見開の協力協働関係の基礎には.教員間の風通しの良さが不可欠である｡

職員室で互いに冗鼓を青い合い,時に.教員としての悩みを打ち明け合って助宮や助

まLを得ること.悩ましい生徒に関する情報交換を行うなどは.教員としてのモチベ

ーションを柾持するために不可欠であるだけではな<.個別の教員による脱髄の抱え

込みを稜和し.特定の子どもに関する課題が教員典団の共通経由になるメリットもあ

る｡

本件では.Aに係る重要な情報の多<が担任のところに留まり.他の教員に十分伝

わらなかったが.仮に.教見開の風通しが良く,悩みや個人的に抱える懸念事項を他

の教員に漏らすことに何の抵抗も無いという雰囲気ができていたとすれば.担任の盤

曹な情報はより多<の教員に伝わり.本件のいL'めについて.複数の日による注視が

実現したのではないかと考える｡

情報共有の基盤には.教員間の人間的な信頼関係が不可欠である｡

4 生かせなかった副担任制度

本件中学校は副担任制度を取っているが.いじめの発見において有効に機能しなか

った｡担任において.いじめに関する情報窄得ていたのであるから.副担任と情報交

換するとともに.A.B.Cの動向について注意を払ってもらうように依頼するなど

いじめかどうかを見極める方法も考えられた｡しかし.担任から副担任に対し.穂廟

的な情報提供はなかった｡

本件中学校の副担任は,担任の単なる補充要員というのが実態である｡すなわち.

担任が休みの時や出額の時に代わりにクラスを受け持つ第 1次要員であった｡それ以

外に副担任としての特別の莫務があるわけでもな<.クラス運営について担任と協議

することもないという｡

例えば.ノルウェーの副担任制度では.担任の授薬中に副担任は教室内で生徒の動

向を観察し,授襲終了後には両者の岡でクラス運常について意見交換がされている咲

況を委員の一人が視察で確落した｡

前記のように.担任にはいじめを疑わせる禄款の情報が入っていたのであるから.

副担任と牌報を共有してクラスの運営に関わっていれば.相互に分担するなどして,

B､Cの動静を複眼的に晩寮できたのではないかと考える｡

なお,本件後,本件中学校は,新たに刷副担任制を取った｡しかし,その実態は,

今までの副担任が一人増えたに止まり.その本質は一切変わっていないといえる｡

5 学級運営上の問題点

当該クラスは.時間の経過とともに.各グルーフが相互に孤立的な状態となり.ク

73



ラス全体として連館感や一体性が崩れていったように考えられる｡当技クラスは.特

-に注意しなければならない生徒もいない平穏なクラスと見られていた｡現に.-･学期

の印射ま,生徒がまじめで勉強ができる生徒も多く.成紙は学年上位であった｡ 女子

は括発だが.クラスを引っ襲るような男子はいなかった｡特に男子はそれぞれクラス

内のいずれかのグループに居場所を求めている感じであった｡また.授業中に.典子

を食べたり.携辞膏薬プレーヤーを闘いたりする生徒もおり落ち着かない雰囲気であ

ったという｡また.タラ大の雰囲気への妊藤感から.隣のクラスで授粟を受けたとい

う生徒もいた｡

以上のような情報に樺すると.このクラス運営が聴鋼だったのかと疑われる｡クラ

ス全体で迎辞感がなく.グループ毎に孤立した島々にようになり.相互に交流がなく.

また.排他的であれば.他のグループに病する生徒たちは,.一つのFJループ内のいじ

めにも無頓着か観客的になる可能性がある｡

本件のグループに尿したある生徒が.いじめを敢BLなりに伝えるとグルーフから排

撃されることが怖かったと鋳っていた｡ また.Aは,10月に入ってからBちと昼食

することを避け.他のグルーフに一緒に食べていいかと頼み込むという事態もあった｡

以上のような,グルー7化によるクラスの逆井感の宛先傾向は.いじめを許し.増

幅させる窮境として注目すべきと考える｡

6 いじめ対応と学校 ･教員の評価

教員がいじめの認知に消極的となる原田は禎数ありそれらが複合的に絡み合って

いるように考える｡

一つには,学校全体にいじめの存在が学校のマイナスイメージに繋がるとめ遭曲那

あったように思える｡本件中学校でも道徳教育推進のモデル校の指定を受け.いじめ

を無くすことを一番に掲げていた｡

しかし.学校に対する社会的評価のためにいじめの認知に消極的になるということ

は学校の体面のために子どもの権利但宙を容認することを意味する｡この鈷果.いじ

めの初期に有効な対応が放れないままいじめが進行し.不登校.さらには本件のよう

な自死といった並太な結果をもたらすことになることを覚えておくべきである｡とす

れば.学校はいじめの発見に努め.その解決に向けて努力をすることこそが学校の本

来の姿であるはずである｡

このように考えれば.いじめを早期に発見し有効な対応をした学校.教員こそが織

機的に評価されるべきで,そうした評価基準を設けて内外に周知させるとともに,社

会はそうした学校.教員を歓迎する婆串を持つべきである｡

7 いじめ防止教育 (道徳教育)の限界

本件中学校は.平成21･22年度文部科学省指定の ｢道徳教育実践研究事案 ｣推
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進指定校として.道徳教育を推進してきた.研修主越として,｢自ら光り輝<生徒を

求めて～心に響く道徳教育実軌 というテーマを設定し.教育目標を.①たくましく

生きる生徒,-②情操豊かな生徒.③社会性のある生徒をめざすとし,学校像は.①確

かな学力と規律のある典団づくり.②当たり前のことが当たり前にできる,③ビギ

ン･オン･チャイム (チャイムと同時に授業を始める｡)というものであった｡ そし

て.環境宜首として.-.いL'めのない学校づ<り.-.ゴミのない学校づ<り.一.

あいさつあふれる学校づくりが定められた｡

以上の理念のもとに.2年間にわたって様々な道徳教育の実践が行われた｡

この道徳実践が全く無意味であったとは思えないが,本件のようないじめの寄集を

防げなかったという事実を教員たちは其撃に受け入れなければならない｡

現在社会岡髄となっTtいるいじめの解決は決して容易なものではない_｡文部科学省

もいじめはどの学校どのクラスにも起こりうるものとしている｡社会はますます競争

原理と効率を求める方向に進んでおり.大人たちの多くはこの原理に浸った結果.職

場でのパワハラ.セクハラが社会問題となり.あるいは.従黄色に対するメンタルケ

アが緊急の疎越となっている｡チビもたちもこうした社会の価債原理から無縁である

ことはできず.また.学校間格差.受験競争の中でチビもたちもストレスを受けてい

る｡これらはいじめの社会的背鹿として盛者によって指摘されてきた｡なお.こうし

た価値原理から子どもたちを守るべき家庭はその価値原理の投透に有効なシェルタ

ーとはなっていない｡

現代の子どものいじめは社会の在り方と根深いところで繋がっているが故に.いじ

め発生の土壌が存在するとともに.いじめ解決の困難さが理解されるのである｡この

点について教員に自我してほしい｡

以上のように考えると.それ自体の意味を否定しないが.道徳教育や命の教育の限

界についても認弟を持ち.むしろ学校の現場で教員が一丸となった様々な創造的な実

践こそが必要なのではないかと考える｡特に.いじめの加唇音の披尊者のこころの痛

みへの共感の低さに鑑みると.他人のこころへの共感というこころの営みが,如何に

社会を豊かにするだけでなく.人生における生き甲斐等の自分のこころの充足にも結

びつ<か.ということを生の事実で操り返し執助に教える必要性がある.

8 校長等の管理職の役割

本件事案を見る限り,校長及び敦盛ら管理職がいじめの認知.解決において.積極

的な役割を果たしたという事実が線められない｡本件では. 10月5日に教月による

集約会誠でいじめではないかという意早が複数の我見から出ていたが,結局｢ケンカ｣

として処理された｡少な<とも,良抵判断者であり学校も方針を決定する権限のある

校長は二判断を教員に丸投げするのではなく,会議での議曲内容や担任から線輪など

を概壇的に聴き取りし.いじめが疑わしい事案では積極的に介入するような姿勢が必

75

･● ･■



要である｡校長の姿勢そのものが教員のいじめへの対応に鹿妻な影響を与えることを

考えると.重要な課越といえる｡

9 大観鶴牧が牢む開溝点

本件中学校は.一学年約300人の大規模校である｡また.各校区の鶴田も広<.

学校選択制により.本件中学校を選択して通っている生徒もいる｡こうした環境のも

とで.本件中学校は大鹿模校となったのであった｡

教員に対する聴き取りで明らかになったが,教員は.3年間を通して顔も名前も判

らない生徒が多数に及ぶということであった｡こ州 ま同じ学年間でも見られた現象で

ある｡廊下ですれ適った子どもの学年と名前が判らないということがしばしば起きて

いたのであった｡

学校での教育が担任という個人の教育であると同時に.教員集団対生徒典団との教

育作用の側面があるとすれば.本件中学校では後者が十分機能していなことになる｡

教員典団と生徒たちとのコミュニケーションが教育活動において重要な役割を果た

すことを考えれば.敦月全体が全生徒に関する良低限の情報を持つことは不可欠であ

る｡現状では.前記のとおり.政見が一人一人の生徒について最低限の情報を持つこ

とは.教員間の情報の共有の基礎として.いじめを発見･抑止するために亜賓である｡

もし仮に大規模ゆえにこれが実現しないのであれば.思い切って学校選択制虎を療

止するなどして鹿横の適正化に努めるべきである｡

10 束現しなかった敢且と保缶者との情報共有

保持者は.我が子である子どもの成長発達に虚も深く関係する｡当然に.我が子の

学校での状況について強い関心を持つ者であり.そうした情報を学校と共有すること

によって.彼らは我が子人のより適切な薄青を行う披会を得ることになる｡とすれば.

我が子が他の生徒からどのように見られどのような処遇を受けているかについて,学

■子どもの巷青を助け.子どもへの浬辞をより正確にするために.本件中学校はAに

関する多様な情報を提供することは不可欠である｡

学校でいじめや暴行を受けているとの借掛 ま.終局的には本件のように当鼓の子ど

もの生死に関することからしても.子どもの成長発達に開し盛宴な情報であるという

べきで,教員は可能な限り保掩者にも情報提供すべきである｡前記のとおり,いじめ

の概容者は大人にいじめの真実を縛らないという平賀を見たとき.学校だけでな<家

庭も含めた複脱的観点から子どもを観察する必要がある｡

本件の場合に.AとB.C間に9月中旬以後の次第に深刻化していく暴力的関係(い

L.め)について.担任から保祐者に情報提供をさ11ることはなかった｡
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10月5日時点で.担任が,自ら認知した盤力的行為や同級生のいじめ発音.Aへ

の枚数にわたる十方的な暴力等の具体的な事実をAの保頚者に情報提供していれば,

また変わった展開があったかもしれない｡

Aの保縄者は,Aの Aの万引き行

為を知った後,AがB.Cらから金銭を脅し取られているのではないかと軽い.また

にこの行動が結果的に保掘者とAの苦悩と行き追いに働いたとしても.誰が保揮者を

究めることができようか｡仮に.担任から保埠者に対し.いじめに関する具体的な情

報が揺供されていればどういう展開になっていたかわからない｡ 10月5日から僅か

6日後に我が子を失うことになったが,保紹者の我が子に何もしてやれなかったとい

う絶望的な自資の念を思うと.保強者への情報提供の盤要性を指摘せざるを得ない｡

11 赦免の多忙

以上のように.敦且や学校の同軸を指摘してきたが.教員の多忙化は克服すべき緊

急の練越である｡文部科学省の統計によれば.2009年に棉神疾患で休職した教員

は5458人で.10年間で約2.5倍に増加したとされる.その原田は.授集や生

徒指*.保輯者への対応や事務作薬など教員の多忙や人間関係にあると雷われ,文部

科学省も教員の負担軽減について検討をしている｡こうした多忙化の中で.教員が子

どもたちと人間的で豊かな関係を結ぶ機会が失われつつあると富われる.｡本来.教員

は子どもたちとの関係のrPで鞍点としてもやりがいと書びを感じるはずで.そうした

機会を制度的にも保障することは緊急の課槌である｡

本件中学校では.一部で学級倒壊の傾向の状娘を呈しており(現状はさらに感化し

ている模様である｡).教員はそうした状態にストレスを感L'ていたと推測され.また,

教員たちの多くは,菓掛 こ追われほぼ毎日深夜まで残集していた｡こうした中で子ど

もたちのために費やされる時間とこころの余裕が失われていったことは必然である｡

いじめに対し正面から取り組むことは.教員単独ではかなりのエネルギーを費やすは

すであり.ストレス過多.多忙化の渦中にある人間である教員は.無意曲のうちに同

軸を小さ<見積もろうとする心理となることも推察される｡他に助力を求めるとして

ち.激白としての自称Llとともに同僚の教員の多忙を思うとそれにも路持するという

心理も理解できないではない｡

さらに,本件中学校では,Aが亡くなった 10月11日までに,9月未の体育寮,

文化条といった学校の大きな行事が連続して予定され.教月や生徒は,新学期早々か

らこうした行事の成功に向けての準備作黄のために長時間を費やすことによって多

忙がきわまった時期でもあった｡ また.その行事の直後には中間試験も控えていた｡

こうした中で.担任はL'め教員は肺の文化祭,体育祭の成功に関心とエネルギーが
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典申し.AとB.Cの関係の変化に気付きつつも.内心でたいしたことはないと凝抱

のない楽観から.十分な注意も対応もできなからたということも考えられる｡

しかし.本件事案の冶束の重大性からすれば.これは単なる宮い訳に過ぎない｡多

忙化のために.子どものこころと安全が蔑ろにされる状況が学校用掛 こおいて骨定さ

41るということは教育の否定であるからである｡教員は多忙に溺れることな<.その

破務上俊先すべき子どもの心と安全の庵保に積極的に取り組む姿串がほしい｡管理職

においても.そうした教員の婆萌を評価し横磯的に支援する体制の確保に努めてほし

い｡また.文飾科学者は.多忙化の中にある載良をそれから解放すぺ<二具体的な政

策を緊急に考案.尭慮すべきである｡

教員はスーパーマンではな<.理想的な敦且億は単なる虚掛 こすぎない｡ただ大部

分の教員は子どもが好きで子どもに向き合いたいと倣っているはずである｡疲弊し苦

悩するありのままの生身の教員を前提に.彼らの負担を軽放して子どもたちに向き合

えるようにするための改革を軽先的に進めるべきである｡

12 講師身分の固定化

現在学校現場では多くの鯨時敦負が昇給の無いまま働いている(大津市内の公立中

学校で12.6%に及ぶという｡)那,本件中学校も例外ではない｡こうした梅時教

矧まいくら有能であっても.教員採用拭験を通らない限り.永達に正教員とはなれな

い｡

しかし.本来教員の適性･能力は知曲だけではな<.経験知.センスの部分がかな

りの比重を占める｡盛時教員の中にこうした観点から有能と思われる者もいるはずで.

そうした教員はいじめの発見･抑止のための有効な人的資源として重要な役割を果た

すと考えられる｡

そこで.例外的措匿として.そうした蕗時教員を正当な評価のもとに正教員として

採用し,彼らの身分と地位を保障して.十分に能力を発揮するようにすることも考え

られるべきであろう｡

13 まとめ

本件事案を見る限り.教員たちがもう少し子ともたちの削 =耳を傾け一酵踏み込ん

で状況の把握に努めておれば.と悔やまれる｡しかし.こうしたミスはどの学校でも

どこの教員にも起こりうるということを肝に銘じるべきである｡本件事案の関係者の

みを責め立てても再発防止には何ら役立たないと考える.要は,何故そうした事態に

陥ったのかということを教員ら自身が頗みることである｡そうすることによって再発

防止への道を歩み出すことになると考える｡

前に本件事案から抽出される間組点について指摘したが.個別の教員のいじめに対

する対応の仕方の問題点の背景には.いじめに対する効果的な対処の障壁となる多(
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の重大な問題点があることが判った｡い<ら個別の教員が密臥してもその力を十分に

発揮することを妨専する岡越点が多数あるC これまでの同様の事案において.事実究

明及び検証がなされ.そこからあぶり出された疎噛中の一つでも克取に向けて努力さ

れていれば,今日ほどの困社な事態に至らなかったのではと悔やまれる｡今や社会的

には.学校･教育重点会による隠戯あるいは事実の歪曲と育われているが.いずれに

しても事実究明及びその井草な検討を怠ってきた学校･教育季長会の史任は大きいと

首わなければならない｡

前に指摘した社数の岡地点は､軽重があるが学校用堀において相互に適合的な原因

として作用した籍果.いじめの発見を見逃し.あるいは遅らせ,自死を防げないとい

う冶巣となったと考えられる｡しかし.学校現場で.これらの全ての問題点を一挙に

克服することが,至難の英であることもまた明らかでありその道は険しい｡しかし.

これ以上放匝することも許されない｡

本件事案を機に.これまでの姿中を改め兵争に事実を踏まえて再発防lヒに向けて力

を結集していただきたい｡それこそ.市教育委員会.学校が,かけがえのないAの命

に報いる方向であり.学校.生徒さらには市民から倍頼を獲得する道であると考える1.
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第 Il部 事後対応

第1章 串央蓮過

(以下.特に断らない限り,日時については r平成23年｣である｡)

1節 学校の対応について

本件事故後の学校の対応について.時系列で事実関係を明らかにするB 事実認定の

ために使用した茸科は.学校及び市教育春風会から提出された資料.本委員会の聴き

取り結果である｡ ･

1 10月11日 (火)

(1)午肘8時30分頃.Aの父親から学校に rAがマンションから落ちた｡ 病院に

向かっている｡｣との一報が入った｡

(2~)午前8時岳5分,B敦盛からこの中央を附いた校長は,●2年生の学年主任と担

に教頭2名と鵡め.本部金城を行った｡

Bとの開掛 こついて.皆段からB.CがAに対し.腹や背中に乗ったり.ふざけあ

うたりしてじゃれていた関係であった.しかし.Aがやられている款の方が多かった

i:うに思われ.そのような場面や気になる宮軌があれば.随時声をかけるようにして

いた｡このことに対して､Aは嫌だと思っていなかったが.10月5日のケンカの後

の指導で初めて舵だということが分かった｡

担任は･Aの__ __一一~~から許を聴いたところt}■以前Aが ｢死にたい｡｣と超したことがあったとき･｢一緒に

1■ と言ったものの.冗故と微笑みかけられるかと思ったら深刻そうな顔だったの
で心配したことがあったということを聴いた｡
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(3)午前9時すぎ.病6割こ赴いた担任から午肺9時03分に亡くなった旨の連絡が

入り.校長は.消防番に連絡をして死亡事実の確認を取った後.市教育委員会に報告

をした｡

(4)午前9時25分頃,市教育委員会のA指導主事が来校し.聴き取りを開始した｡

すぐに大枠署の曹察官2名が来校し.校長.敦頗2名.学年主任.養稚教組からの聴

き取りが行われたため.A指導主事は聴き取りを止め.その場で聞いていた｡その後

担任が加わった｡

-トして,ケンカとなったこと,BはAのしゃべり方に対してイライラしていたこと

などが報告された｡

(5)午肺11時20分.校長.~学年主任,担任が病院から戻り.本部会誠が持たれ

たところ.午後1時05分から鯨時拡大生徒指導委員会を持つこと.午後7時にPT

A本部 (会長,副会長,庶務)を招集して説明すること,午後8時に緊急学校協力者

全強を開催すること.帰りの会での各学級での連絡案 (生徒にどのように伝えるかと

いう文案)を作成すること.マスコミに対しては個別対応していくこと.｢払い関係

者｣として4名の生徒の名商 (B.C,E.F)が挙がり.学年でフォローする方針

を放ることなどが蔚し合われた｡

(6)校長,学年主任.担任の3人で病院に行き.Aの家族に会った｡午後0時30

そして.かかる事実は,校長から市政青春負会に領誠で伝えられた｡

(7)マスコミがすぐに動き出し,正午頃からマスコミからの喝許や訪問が頻繁にあ

った.
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(8)午後1時5分頃.繋急拡大生態指串凌月会が開催され 事件当日の経過の碓嫁

及び今後の当面の動きについての細線がされた｡緊急拡大生徒指等委員会lこおいては,

本部会議の内容が旬昏された｡

(9)午後2時05分.帰りの会の前に.緊急職員会誠が開催され 繋急拡大生徒指

導委員会の内容が共有化された｡

(10)午後3時頃,マスコミに対し.校長は.｢いじめは把握していない｡｣と話し
た｡

(11)午後4時30分.学年主任及びB敦頚は.弔問に赴き.葬儀場において.A

(12)午後4時30分.Cの母親から担任に確括連絡が入った｡その内容は.次の

とおりである｡

た,その時Aが ｢もうすぐ父親が帰ってくるから｡｣と昇って二人を曝した,明日遊

ばうなという括となった,8日 (土)AからCに ｢財布.知らんか?｣と電曲がかか

っていたので.Cは ｢知らない｡｣と言ったものの.Aがその後もごにょごにょ言っ

ていたので.｢何言っているのかわからへんわ｡来いや｡｣と音った.その後AとCが

会った.その場にはCの他.B.Dなどがいた.Aは.｢時間がやばい｡Jと言って輸
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って行った.というものであった｡その後.ら.C.Dは.公園で遊んでいた,9日

(日)にCとDがBの家に泊まった.10E](月･祝)にCがAと遊ぼうと思い領話

をかけたが居なかったので.接触はなかった｡

(13-)午後7時.PTA本部会強が開催された｡校長.敦盛2名.教員3名が出席

した｡校長の説明は.次のようなものであった｡

10月9日にAは部活の拭合を頑弔っていた｡- _いじめられるタ

イプではない.これという大きな原田が見当たらない｡いじめが注目されているが現

在いじめの心当たりはない｡学校としては.どんな形であれ.チビもたちの命を守っ

ていかなければならない｡調査や原因究明もしなくてはいけない｡保醍者説明会は,

遭族の気持ち を考えると開催できない｡

(14)午後8時.緊急学校協力者会碑が開催された｡市教育委員会からA副参事が

出席した｡校長が事案の概要.今までの対応などを鋭明した｡その内容は.次のとお

りであった｡

Aは.特に補串歴とかもない.目立つ行為.危険な行為をする子ではない.欠席も

少ない.いじめをされる■ } 巨 ではない.本人から.悩み.困っている等の掛 まな
かった｡

出席者からの発音として.次のようなものもあった｡

いろんな情報がすでに入っている｡家庭内の間組情報も入ってきている｡小さい学

区内のことなので.(校長の税明は)青葉を選びすぎて.説得力がない.相手に伝わ

らない｡

学校として.筋を通す.教育上の筋｡なるべく詳細に説明しようという必要はない｡

詳しい説明をしようとする努力は必要ない｡

(15)午後9時30分.生徒指中春月余が開催され Aの保拓者からの聴き取り内

容.三連休の生徒間の出来事等の情報を共有化するとともに.翌日の予定の確認を行

った｡自死だったのか杏かについては.今の時点では分かちないということで見解を

統一した｡
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(16)同日.校長は.10月7日 (金時日)以降のAの動き.Aの田かれていた状

況及びA自身の身体的 (資質)な岡掛 芋ついて調査するよう.赦朗を通じて,担任及

び学年の政見に対して指示を出した｡

教員Gは.A敦頑から ｢Aに関する最近のことを至急まとめてほしい｡｣ と指示杏

受けたので.生徒指呼頭 (毎年4月に提tttしてもらう家族情報が記載されたもの).

生徒指導主事が児亜相談所を訪問した際に話した情報.2学年生徒指等担当の教員H

から聴き敬った情報等をもとに沓面を作成した｡当該文宙には.10月4日及び5日

のAとBとのトラブルの様子が番かれた上.5日の件については.｢Aが弱い立場に

いることと.Bの身勝手な行助に 『いじめ行為』ととらえ.Aを被害者として指等す

る｣と昏かれているところ.最良Gは.メモの段階で教員Hに内容を沈んで癌誰して

もらった上で文番を完成させ.A教頭に放した｡

校長の副こよると.この宙面を改んだ校長は.A故頑及び教員Gに対し.当該記載

については10月5日に生徒指導主事から受けた報告と追いがあると指摘し.その内

容を訂正させたが.その際.教員Hや生徒指申立･糾こ事実の経路は行わなかったとい

う｡しかし.｢いじめ行為｣と握えたという文串については.変更されていないまま

であった｡

2 10月12日 (水)

(1)午前8時30分.酸名の電話が入る｡駕の中でチビもが.小学校の時.Aはも

つと帝気だったのに,虫近元気がないと言っていた｡校長は.いL'めはないと新糊で

言っているが.千どもは ｢あれはいじめだよね｡｣ と言っている｡事務的な形で物事

の処理が終わらないようにお願いしたい｡

(2)午前9時10仇 市教育重点会の脱島補佐から.市教育委員会は調査に人らな

いという内容の電話が入った｡ ､

(3)午前9時20分.本部会砧を開催した (メンバーは.校良.教頗2名.生徒指

導主事,学年主任)｡内容は.2年生の遅刻者がB.C.Dなどであったこと.当該

クラスでは担任が泣きながら辞していたため.他の教員がフォローしたこと.気にな

る生徒について.スクールカウンセラーのカウンセリングを開始することなどについ

て話し合った｡

朝打ち合わせにおいて.昨夜の生徒指各委員会からの報告や子どものケアに関する

許がされ.また.Aの転落死が自死かどうかは分からないとの学校の見解の経線がさ

れた｡
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(4)昼に校長室において.2学年の睦時打ち合わせが開催されt生徒から寄せられ

た情報の共有化と帰りの会や放裸後の指等方針について鵡誰がされた｡この打合せの

中で.朝学活の後.教員Aがある生徒から.①A.良.C.D,Eが自殺する練習を

していたこと.②CがAの輩等削=オレンジのペンを折ってインクを掛 ナAが泣いてい

たこと.③Aが昼休みに暴力を振るわれていたこと.を当鋲クラスの生徒から聞いた

情報として聴き取った旨の報告があり.これらの生徒lこついては.放抹後に聴き取り

をし,保埠者への連絡及び家庭訪問を行うことになった｡特に.情報源と佐田付けら

れた生徒については.教員 Ⅰ及び教員Jが担当となって.しっかりと事実確認をする

べきであることが碓組された｡

(5)午後1時30分.本部会誠が開催され 幡りの会における黙とうの文案につい

て#'し合われた｡

(6)Aの荷物の点検が行われ..美術作品.教科乱 ノート等については儲貝毒で預

かることになった｡

(7)放課後,不安定な生徒に対する聴き放り調査が行われ.その内啓は管理職にも

報告された｡校長は.襟数の生徒たちからの聴き取り紙果により.家庭内の問題だけ

ではな<学校内での問題もある可能性を姥曲し.継続渦丑が必要であると考えた｡

(8)午後4時 15分､市教育委員会のA措辞,毛_串が学校を訪問した｡校長.敦盛2

負.途中からスクールカウンセラーが同席し.今日の経過説明.生徒から暴力やいじ

めの情報が出ていることを伝えた｡

(9)午後4時50分.生徒持寄主事が生徒からの個別聴き放りの結果を報告したと

ころ.ケンカのシーンの目撃者は.額面を殴っていたり,ペンのインクをつけていた

ことから.あれはいじめだと述べ,これらを止められなかったことが.悲しくてつち

いと述べたり,他の生徒は,B,Cが.虚勢を飼ってか.｢あいつが死んだのはおれ

らのせいやない｡J.｢マンション見に行こうか｡｣などと首っていたのを聴いて,余計

悲しんで悔やんだ.Cが ｢いよいよ本番やりよったな｡｣という青菜を育ったことを

聴いたので.本番というQjだから.練習があるに過いないという思いをもったと迩ぺ

ていたことを報告した｡

(10)午後5時 15分頃.スクールカウンセラー･スーパーバイザー会談､生徒指

導委員会が開催された｡生徒にストレス反応が出るのは当然のことであること.毎日

ケア会議を行うことや.情掛まメモを取って塊約する必要があることなどが碓姐され
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た｡

(11)午後8時15分.生徒措辞重点会が開催され ~2学年からの熊約を受けて翌

日の予定について確認され.Dからの聴き取りの予定が碓姥された｡

3 10月13日 (木)

(1)朝打ち合わせにおいて.全員参加の会社を持つことは艶しいので.本鮮会誌や

生徒指導重点会で方針を決めていることやその日の予定等の結線がなされた｡

(2)午前10時30分.Aの父親が来校し.校長.救頗2名.学年主任が約3時間

話を開いた｡Aの父親は.当初はAの 日

いじめがあったとの情報が耳に入ったため,早急に調査をしてほしい,口を閉じてし

(3)午後1時30分.管理職全紙が開催された｡ を受けて背

景調査を行うことになったこと.1O月ュL4日L=教員へのアンケートを実施すること.

1.3年生については迷惑調査を.2年生についてはストレスチェックを行うこと.

子どもについてのアンケートを尭施すること.Aのゲームカセットの中身がないこと

lこ関する調査方法などが講髄になっていた｡

(4)午後3時40分.Dから聴き耽りをした｡また.生徒から ｢先生聴いて｡｣と

の声が上がり.当談クラスの生徒8人が来たため.聴き取りを行った｡その結果.節

しい情報が出て束た｡

アンケートのひな形を作成した｡

(5)午後5時.市教育垂周会のA指導主事が学校を訪問した｡A指噂主事は.Aの

父親が市教育委員会を訪問し.どこに行けば自分の望みが叶えられるのかという思い
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(6)午後6時.生徒指導委員会が開催された｡ 生徒への聴

き取り状況について､関係した生徒.加昏生徒.被啓者の保韓者への配慮をすること

などの藩がされた｡また.この際.今後は本件に関して見開きしたことは.必ず詳し

くメモに残すことを確落した｡

(7)午後7時, PTA実行香且会が開催され アンケートを実施する旨を報告した｡

(9)午後8時40分,A指導主事と領話連絡をし.細密生徒の心理状態.一般生徒

の心理状態を考えると.凋壷を実施することによるリスクが考えられるので.アンケ

ートを作るにあたっては.専門家の意見.助言を康めることが望ましい旨助舌を得た｡

(10)午後9時頃から午後11時頃まで.本部会誠が開催された (スクールカウン

セラー及びスーパーバイザーが同席)｡教員及び生徒へアンケートすることなどを鵡

落した｡生徒向けアンケートは,保蝿者向けに祝明の文章を劇 こつける. 17日(月)

に配布し. 19日 (求)に回収することを日蝶とする｡封筒に入れて配布し.生徒は

自宅で記入し.封筒に入れて提出することにする｡調査をした後どうするかという点

について.メンタル面のサポートだけでな<.弁韓士などの法律や事案の専門家の助

青も得ることとする｡ 12日の学校協力者会IJi以降. 新情報

もあり.学校がはじめに立てた方向性が変わるので.協力者会誠メンバーにその旨を

説呪しな<てはいけない｡15日 (七)か16日 (日)に実施する予定である｡

4 10月14日 (金)

(1)朝打ち合わせにおいて.校長からの経過鋭明がなされ.また本部会拭及び生徒

指導会議で確碇された事項の報告がなされた｡また,調査した後に,学校が.Aの父

親､Aの- .関係生徒.周辺生徒,情報を出した生徒に対するメンタル面のサポ

ートのみならず.学校の機能や侶頻等のバランスを取りながらどのように動くべきか

という点については.弁軽i･などの専門家の助首が必要であることが碓組された｡さ

らに.本部会誌については.今後は.校長.敦頗2名.生徒指串主事.学年主任の5

人に加えて,教員K及び教員Gも出席することが確渡された｡
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(3)午的11時5分頃.校長は,県庁において.県庁首席参事.主査2名,A指等

主事同席のもと.弁紹士に対して相政をした｡相訣内容は.アンケート実施の是非.

実施時期.学校の法的費任.本件の情報公開等についてである｡

A指導主事及び校長は.弁擁士に対し.①趣意辞及びアンケートの内容,②アンケ

ートの実施時Ⅰ札 ③実施後の展開 (塊約 ･分析 ･開示).④集約時の助言の依頼.⑤

市教育香旦会の市横合対応の注意点.⑥その他の各項目を相談している｡

弁鞄士からの助首をまとめたA相中主事作成の宙類によると.趣意啓及びアンケー

トの内容について桝削こ以下のような紀我がある｡

｢
.
---..
-
.
-'.
..I--..
.4'.-
4'.

(9-酢剤■正｡基本的には岡地なし｡

訂正部/これらの情報を総合的に分析･判断し.結果をまとめていきたい･-｡

(アンケート典約括果/結論)

ステッ71｢事実｣ 雌定一○
ステッ72 ｢いじめ｣詑定一O｢ここまでのライン｣認める方向で

ステップ3 ｢因果関係｣綻定一×｢認めない｣

また.その他の項についての記載の中に.次のような記載がある｡

㊨ (中略)

でてきた r事*･｣をどうするかは父親次第.

自分の中の ｢整理材料｣とする可能性もあり.｢資任追及｣の材料もあり｡

加等生徒に対する ｢責任追及｣舷専属だしても

学校 (市)に対する ｢安全配慮祐清適反｣

(以下略)

民事で ｢損啓席債請求｣ 】
t1

__________｣

(4)午後0時30分.学年主任からB教朗に対し.家庭訪問の結果が報告される｡
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(5)午後2時.午後 1時30分ころ.Aの- カ嘆 然来校したため.Aの父親を
呼ぶ｡

(6)午後2時40分,スクールカウンセラーBがB敦盛に対し.

(7)その後,Aの父親から学校に電静があった (B救助対応)｡その内容は,10

■■

(8)市教育委員会のA副参事が来校し.校長.A教頭が応対した｡

(9)Aの父親から再度奄話連結があり.13日に実施された8人の生徒からの聴き

耽り状況を敢えて欲しいとの連姑が入った｡対応したA教頑は.本人に確認できてい

ないということを前提に.出て来ている情掛 こついて.そのいくつかを回答した｡

(10)午後4時45分.本部会誠が開催され Aの父親への対応や協力者余韻の実

施について話し合われた｡協力者会議のメンバーに説明する必要があるので.校遵及

びA敦盛が説明に回ることとした｡

(11)校長及びA教頭が協力者会誌のメンバー宅を説明のために訪問した｡

(I2)午後8時.生徒指導香良会が開催され -情報の共有がなされた.

(13)午後10時.本部会誌が開催された｡生徒指導委員会での発音に対する回答

を許し合い.いじめはあったのか.そう認めるのかという点については.rl0月5

日の段階でいじめの疑いはもっていた｡その事実をはっきりさせるために調査をして

いる｡調査中なので.もし子どもに開かれたら多くを縛らず.毅然として ｢君はどう

思う｣ と答える｡｣という結曲を出した｡加啓生徒への聴き取り (教育的指導)はい

つからするのかという点については.｢まずAの物 (a.財布.樫画の本.時計)那

どうなっているか所在の確認｡アンケートの意見からどんなことが出てくるか栴査,

判断してから指導に入る｡情緒が安定しない生徒にはスクールカウンセラーの協力を

得る｡｣という潜飴を出した｡(～15日午前0時)

(14)その他
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教員に対するアンケート飼塵が実施された｡

放課後.生徒吉名に対する聴き取りがなされた｡

実施されたスクールカウンセラーによる聴き取り内容は.B教頭に報告され その

内容は詳細に記錬された｡

カウンセラーが一人では足りないと市教育委員会に連絡をした｡

5 10月15日 (土)

(1)午前10時から午後4時30分まで.スクールカウンセラーによるストレスチ

ェックリストの典計と分析を実施した｡スクールカウンセラー.スーパ-パイザー及

びB教頭が.結果を受けて17日(月)にどう進めるのかについて.原索を作成した｡

(2)午後0時頃.管理脇会議が開催された｡

(3)午後,校長.A教頭が協力者会はメンバー宅を訪問し.アンケートを実施する

旨報告した｡

(2)'f肺10時40分頃.拡大本部会強が開催され 15日(土)から16日(日)

の朝までの情報 く学校とAの父親.Cの母親との確括連絡等も含め)が典有された｡

(3)午前11時15分頃.本部会棟が開催され 校長からは.Aの父親の気持ちを

くみ取ること,今後は人価教育やこころの教育についての倹征の必要があること等が.

A教頗からは.加啓.披昏双方に等しく情報掲示すること.学年主任からは.Aの父

親からはDの名脚ま出ていないが.Dの持寄催過をまとめておいてもらう-こと等が許

された｡
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(～午後2時)

(5)校長及びA教頭が.A議員宅を訪問して.説明をした｡

(6)午後2時 15分頃.本部会比が開催され C宅の様子.地域の様子が雌詑され

た｡また.校長からは.親同士の話には宵を突っ込まない方がよいとの話がなされた｡

(7)午後2時45分頃,Aの父親が来校し,B敦頑と学年主任が対応した (10月

17日付怯時職員会誌)｡Aの父親は.Aが8月くらいからだんだん何かあり.9月

(8)B議員が来校し.校長とA教頭が応対した｡

(9)校長及びA敦盛は.協力者会誌メンバー宅を妨問した｡ 校長は.地域の方.誠

軋 地区会長が,｢担任は大丈夫か｡｣と心配していた.顔を突き合わせて説明するこ

とは重要と感L'たと感想を述べた｡

(10)午後4時30分.拡大本部会旭が開催され.Aの父親の薪を典約し.E宅に

連絡を取り.来校を敬う.F宅に連椿を取り.家虚肪岡しよう,Dについてはこれま

でにあったことについての情報を髄理することなどが話し合われた｡(～午後5時)

(11)午後5時15分,Eの両親が来校し.E本人から学校で藤を聴いて欲しいと●

依頼する｡.(～午後6時15分)

後 7時)

(13)午後7時30分.拡大本筋金城が開催され.翌日の動きの摘経がなされた｡

(～午後8時45分)

7 10月17日 (月)
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(1)戟.2学年臨時打合せが開催され 休日(15日.16日)中の動きの確認と.

次の事項等についての対応が確認された｡ .

Aの教科啓等が破られたとい与件について.それぞれ事実把握及び指等

Dについての行助記録と指導の経緯のまとめ

生徒への聴き取り

二二- ト 牛酪11時)

(3)-牛酪11時頃.管理職会講が開催された｡

(4)午後0時10分,Cの母親とBの母親が来校し.生徒指導主事と教員Lが応対

(5)午後1時50分.校長が市教育委員会に来庁し.課長.課長補佐.A指導主事

が応対した く～午後3時)｡

学校が現時点で実施した調査の内容の聴き取り.その他加害生徒についての対応な

どを聴き取った.

rl0月5日由佳から保超音に ｢いじめですね｡｣と伝えていた｡これまでに ｢嫌じ

ゃないのか｡｣と開くことがあった｡その際は ｢嫌じゃない｡｣と育っていたが今回は

｢嫌｣ と答えたgJ｡

(6)午後1時50分.自治連会長より奄宙があり.A教頭が対応した｡

(7)帰りの会において,回収日を19日と定め.アンケート(背庶調査)を配布し

た｡

(8)午後3時30分,新聞社の聴材があり,教頭2名が対応した｡市教育委員会へ

行ったら.いじめはないと言われたなどとの論が出た｡
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(9)午後6時.庵時職員会謀が開催された｡校長は,不本意で一方的な暴力を受け

ていたと思われる事実があった,厭世的になっている､見逃していたことについては

認めていく,金銭のやりとりについては不明などと話した｡(～午後7時)

(10)午後7時30分.市教育委月食のA指導主事が学校を訪問し.弁埴土との相

政が24日 (月)にあるので.出向けるのであれば一緒に出向く.21日 (土)か2

2日 相 )には.方向性をまとめたものが欲しい旨の話を受けた｡(～午後8一時15

分)

(11)午後7時30分.PTAの方 (A氏)が来校した｡

(13)午後9時､A指等主事から生徒指導主事に.10月5日の事案について電話

連絡があった｡

生徒指導主事からは,次のような説明がなされた｡

帰りの会の析 ｢トイレでAがいじめられている｡｣ と生徒が担任に報告した｡

担任が確認したところ.Bが先に殴り rやり返せ.もっときつくやるぞi｣と言う

と,Aは ｢仕方なく手をだした｡｣と育った｡

生徒同士は謝罪し.保嬉者に来校を尊諭した｡Aは.父親と来校したが.別ま来校

せず.母親のみ来校した｡ Bは午後6時から強化練習会があるとして.母親が連れて

こなかった｡

A及びAの父親には.｢いじめの可能性あり｣､r周りから見たらそう見えますよ｡｣

と説明した｡

この日については暴力的行動のみ指導した｡10月l1E=こ迷惑調査の実施を予定

し,周囲を由めて ｢いじめJ挺率に入る見通しだった｡

(14)午後9時30分..本部会講が開催され. 2年生の聴き取り状況､地域からの

情報が伝えられ,今後の方針について話し合われた｡今後については,次のようなこ

とが検討された｡調査の後.事実をまず絡めさせることが第-.そうすることで本人

も楽になるし.今後の生き方も変わる｡具体的には.誰と誰がどういう由で聴き取る

か｡教員が聴き取るだけでいいのか｡具体的な事実雌線の仕方はどうするのか｡地域

や第三者も入れた対策委員会のような諮問機関を作るのか｡調査集計についてはどう
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するのかなどが磯村された｡(～午後 11時30分)

(15)9名の生徒に対してカウンセリングを実施した｡(午前9時から午後4時ま

で)

(16)生徒からの聴き取りがなさ11た｡

8 10月18日 (火)

(1)午後9時.校長が市教育委員会を訪れた｡A指串主事が応対した｡校良は.也

域関係者による特別調査番旦会を濃密したいとの虐向を示した｡

校長が検討していた構成メンバーは.全員で6名.学校協力省会議メンバー (学校

評価萎貝)からとして.各学区から (自治迎会長他)1名ずつ.苧荊経験者 1名.煤

埠者代表(PTA副会長)l名とする｡校長は.調査結果に対する透明性を高めたい.

場合によっては市教育委員会の出席を依頼するとの意向を示した｡

■

(3)'f後1時.校医から領括連絡があり.校医として心配している.緊急支稜はど

うなっているのかとの問い合わせであった｡

(4)午後1時40分頓.管理職会社が開催され.調査の中間集札 10月5日の件.

地域の会社等について曲がされた｡

(5)午後3時30分,市教育垂月会のA副夢中から喝宙かあり.スーパーバイザー

からの誠として.担任のケアの担当者や方睦について提案がなさ11た｡

(6)午後4時.生徒掠串主事と敦即 カ!._"_q_畢牢琴些琴甲_ち,リ.. _ _____I_二 一

(7)午後4時 15分.市教育春色会のA措辞主事から確辞があり.弁睡士からのア

ドバイスとして,委員会を立ち上げることについては総柄ということである｡透明性
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を図るのがR的であれば,アンケー ト入りの封筒を開封する段階から学校が間引いた

りしないように.原本のコヒーを準備しておいて.どんどんみて<ださいという状況

の中で.その会砧のR的を示してするのかよい｡

(9)午後6時 15分.醸時職員会溝が開催された｡校長からは.良い一週間であっ

た.はじめはどうしていいかわからなかった.厨が購っていた.どうしても自分の思

いが擬先して.一方的に皆さんに押しつけて動いてもらった.申し訳ない.少し昔を

俄に振って相訳したり.任せたりするようになってきた,60人が一枚岩.同じ方向

を向こうという誠がなされた｡そして.鋼壷の集約については.特に新しい事実や今

まで出ていなかったこと.反するようなことは出ていない.Aにとって不本意.一方

的な暴力をうけていたことがい<つもあがってきている,そんなことがあったのに.

見逃していたことを正直我々は組め.見直さなければいけない.隠すとかはないが世

間の人はどう思うか.まだよく分からないことは金銭の動き,学校の対応で不適切な

部分があったとチビもたちに見られている (周囲からの訴えがあったにも関わらず,

あとにまわすのではなく.その場で聴いてやらなければいけなかった｡).亡くなった

ことと直也繋がっているかはわからない.アンナ--トの後,Aの死についてどう見る

か く大変悲しい.残っている倹らがしっかりしないといけない｡).アンケートは決し

てちやかしたりせず.轟剣に啓いて<れている,チビもたちのこころの中はしっかり

と判断する気持ちが損付いている.この租を伸ばし芽や集を伸ばすことができていな

かったなどと述べた｡その他.アンケートの集約方法.今後の聴き取りと事実確認に

ついて.加昏生徒の指導について.今後の見通し･留意点 (学校支援会議などの新し

い調香租税の立ち上げ)について苗がきれた｡(～午後8時)

･(10)午後7時30分.教員M及び政見H机B宅を家庭訪問し.≡
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れまでに比較して,教員としてはしっかりと話ができた印象を持った｡

(12)午後8時25分頃.市教育香月会のA副参事とA指導主事が来校した｡教頭

2名.学年主任,担任が応対したところ.市教育委員会からは.①Aが亡くなるまで

のこの1年のなかで.どういう青菜のやりとりがあったのか.何を保韓者に伝えてき

たのか.②管理職はどこまで何をしているのか.どういう状況で当日 (10月5日)

対応されたのかについて.嘘をつくことがないようにとの注意のもと.聴き取りがな

された｡B教頭から10月5日の蕗曲を説明した上.担任から①について説明がなさ

れた｡(～午後 10時 15分)教育厚生常任委員会のQ&Aなどについて話がなされ

た｡(午後8時 15分～午後 11時)

(13)午後 11時15分頃.本部会誠が開催さTl.家庭訪問に関する情報や聴き取

り調査の段取り等が話し合われた｡ (～午後 11時45分)

9 .Io月.19日 (水)

(1)･朝.Cの母親から電軒があり,アンケー トにういて許がしたいということであ

った｡

(2)スーパーバイザーAから電話があり,スーパーバイザーの配置計画について.

アンケー トの分析について話がなされた｡

(3)午前9時20分.スク-ルカウンセラーAから電話があり.週一回の緊急支援

の予定及スクールカウンセラーCと話し合う機会を持つことについて講がなされた｡

(4)午前 11時,A宅訪問 (学年主任,教員0.教員A.スクールカウンセラーC)｡
アンケートを直接見せて欲しい.記名ではなく無記名のものを見せて欲しい旨依頼さ

れる｡(～午後0時30分)

(5)午前 11時05分.PTAの方 (B氏)が来校し.校長.教頭2名が応対した｡

(7)午後 1時05分.2年生の学年会を開催した｡

(8)午後3時,Cの父親が来校し,
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(9)午後4時,市教育委員会から電許があり.教育厚生常任委員会の様子について

報告を受けた｡その中で.議員からは.学校の責任だけじゃない.家庭の開越もある

のではという意見が出されたということであった｡

(10)午後4時5分.本部会講が開催され.Cの父親の許の内容などが報告された｡

(11)午後5時50分.Aの』 ■ の担任及び 1年次の担任が家庭訪問をした｡ト

午後6時25分)

(12)午後6時,_拡大生徒指導委員会が開催され 情報の共有化及び明日の動きの

確認がなされた｡また.生徒への聴き取りに開し,｢子どもたちに将来裁判に使われ

るともいえないし.背庶調査は裁判のためではなく指導のため｣という話がなされた｡

(13)午後7時.来校したAの父親に.回収されたアンケー トの途中耗過を報告し

た｡分析はまだだが.表にまとめているもので説明をした｡(～午後 8時)

(14)午後7時.2年生の学年会を開催した｡

(15)午後8時 10分.市教育委員会のA副 参事とA指導主事が来校した.

(16)午後8時25分.新聞社記者が来校し,校長とB教頭が応対した｡一方的な

暴力ということを市教育委員会で阿いたが.そのことは校長の耳に入ってなかったの

か,お金がな<ならていることを保持者は相鉄しているが.調査はしたのかなどを質

問した｡(～午後8時 5 5分)

(17)拡大本部会議 (今までの本部に教務及び生徒会関係の教員が加わったもの)

が開催され.Bが担任と苗がしたいと言っているとの苗が出た｡

(18)午後 10時30分.アンケー ト調査の集計作辛がされ データの並べ替えな

どがなされた｡

(19)午級 l1時.本部会講が開催され.聴き取り鋼密をする生徒の選別がなされ
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た｡

(20)生徒 l名からの聴き取りがなされた｡

10 10月20日 (木)

(l)午蹄10時30分東.管理職会議が開催され 別件の嫌がらせ行為について話

し合われた｡(～午前11時30分)

(2)午後6時10分,生徒指等葬具会が開催され 別件の嫌がらせ行為の生徒の件

などについて話し合われた｡(～午後6時40分)｡

(3)午後6時45分.2年生の学年会を開催した｡

(4)午後7時,市教育委員会のA副参事及びA指導主事が来校し,午前中にAの父

(6)午後9時30分.本部会講が開催され.Aの父親が市教育委員会に行ったこと.

Bの来校内容などが話し合われた｡

(7)生徒からの聴き取りはなかった｡

ll 10月21日 (金)

(1)午前9時.管理職会社が開催され.11月1日の全校集会や 11月4日の保時

者説明会等に関する対応等が許し合われた｡全校典会七は,アンケートに正直に番い

て(れたことで,自分から望んでないことをされたこと.い<つもの場面を教えてく

れたこと.こういった行為はいじめであったことが分かった.宙いてく･れたことに対

して,より細かく事実を確認し.関わった人にその時のAの気持ちを考えてもらい.

そのようなことがないようにしてもらおうと思っていることを伝えることとした｡

(～午前 10時)｡

(2)牛酪11時..PTAの方より電話があり.B教頭が応対した｡アンケートが配
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られ 学校はやってくれていることが分かった.それまでは学校はなかったことにす

るのかという声が聞こえた｡PTAの中にも温度差があり.執行部会ですら開けるの

かと心配されていることなどが話された｡

(3)午後 1時.市教育委員会の牒長補佐及びA指導主事が来校し.校長から経過説

明が行われた｡また.24日の弁韓士との相掛 ま.少しでも早<ということで.午後

6時から午舵11時に変更になったことが伝えられた｡ト 午後4時)

(4)午後.5時.Aの父親から噂話があり.24日に追加分を放す旨を校長から連絡

した｡

(5)午後5時3-0分,PTAの方 (B氏)が来校したb

(6)午後7時55分,A措辞主事より噂話があり.11月1日に生徒集会と保強者

説明会をダブルで行うことについて教育長の了解が得られたこと等が伝えられた｡ま

た.10月25日の聴き取り対象者に.B.C,Dの他にE,Fが入っていない点に

ついて経絡されたが,この2人はすでに聴き取り済みであることが伝えられた｡

(7)午後9時20分.本部会砧と学年会講の合同会議が開催され 聴き放り飼壷に

よる新情報の稀姥等がなされた｡(～午後9時50分)

(8)午後9時50分,本部会姐が開催され.市教育番員会と協議した今後の展開に

ついて経路がなされた｡また.新情報をもとに教員 l名からの聴き取りを行った｡(-

)f･後 10時25分)

(9)聴き放りとアンケート集計 (～24日)

(10) 13名の生徒から聴き取りを行った｡

12 10月22日 (土)

(1)アンケート整理作菜を牡続した｡

(2)校長.A敦虜は地域へ鋭明に回った｡

(3)B敦頑は情報の軽理をした｡
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13 10月.23日 (日)

(1)午後1時.本部会講が開催され 弁屯士及びスクールカウンセラーによるアン

ケート分析の為の資料作成.翌週の段取り (25日の3名への聴き取りに際して事実

確港のポイントなど)などを打ち合わせた｡(～午後4時20分)

(2)その後,分担ごとに別れて.本部以外の教員の応援を受けて作菜をした｡
J■

(3)午後7時30分.本部会講が開催され.全校集会及び保強者説明会の準備.第

1回学校支援会議の準備.3名への聴き取り調査に関する準備などがなされた｡(～

午後9時50分)I(10月23日付本部会議資料)

14 10月24日 (月)

(1)午約9時から午前10時10分まで.課長補佐とA指導主事が.弁鰻士に相談

をし,午的11時からは.校長が加わった｡ (～ 12時20分)

頼政結果については.市教育委員会が作成した ｢大津市立中学校 転落事案につい

て (00弁搾土相談結果)｣という表越の春繭にまとめられているところ.それによ

ると.相統内容は.｢今回の対応の総括について｣.｢因果関係について｣,｢訴訟対応

について｣.｢その他｣.｢学校対応について｣.｢市教育委員会対応について｣の各項目

がある｡結果として.｢今回の対応の稔括について｣は.親しい人間関係の中で起こ

っていることであり,出て来た事実にづいて加専生徒との食い違いはあるが.全体と

して評価したときに.立場の互換性がないことからも ｢いじめ｣の構図があったと綻

めざるを得ない｡｢因果関係について｣は.因果関係については申し上げられる立噂

にない.評価に関わる問題なので意見や感想を申し上げる立脚 こないも理解して欲し

いという対応であった｡.｢訴訟対応について｣は.①他の意図も考えられる｡因果関

係はない｡安全配慮故務遮反はない｡②安全配慮義務迎反があった (予見できた)｡

因果関係はない｡③安全配慮義務達反があった｡∵因果関係があった｡と3通りか考え

られるところ,①ないし③にはそれぞれ-が付いており,その先には①に0印の記載

机 ②.③にはX印の記載がある (な息 本番負会に提出されている啓面には,r市
としては①になるのでしょう｣との手番きの記載がある.)｡ ｢学校対応について｣は.

どの段階で ｢学校対応の一定の区切りが付いていくのかという点に対して.現在の見

通しでO｡｢学校Jとしての対応は一旦区切りとし.｢平常の生活｣に戻る｡後は訴訟

になるなら早<その対応になる方がよい､という回答であらた｡r市教育垂県会対応

について｣は.学校保持者全 く報告)への市政青春貞会の参加の有無につ'いては,也

なくてよいのでは､状況により必要が生じれば判断するという回春やあった｡

00弁改ことは,アンケート結果を集約した表に基づき.また.相談の現場に市教育

委員会が持参したアンケート用歓を見て判断しているが.加宵とされた生徒毎に判断
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をくだしてはいなかった｡

(2)午後 1時.アンナ-ト結果の分析についてスーパーバイザーAからB教頭に対

して報告があった｡(～午後5時30分)

その内容は.

(9これだけの生徒がアンケー トを轟いてきた｡見るに見かねてこれだけのこと一

を番いてきたということは.憤りの気持ちがあるということ｡それだけ.他

の生徒から見ても心配なことであったということが分かる｡

(参一読後の感想だが.厳しい状況になったのだろう｡一方で ｢明るい先輩｣と

いう.00部 (往 :Aが所属していた部)の後輩からの声もある｡｢嫌な顔｣

ができなかったチビもではないか.

@生のアンケート用紙を見ると.直接場面を見た人は限られているが.複数あ

ること.はじめは仲良しであったこと.10如 こしょげる場面とかもあり.

様子が変わったこと, 10月のはじめに.｢お前の家族.全員死ね｡｣ という

ような書生がどうして出たのかひっかかる.つまり.関係の質がどんどん変

わってきている｡事実としての推論であるが.はじめは仲良しで.Aの気持

ちとしては対等な気持ちで立ち向かっていったと考えられる｡

④なくなった原因はいろいろなことが重なってのことである｡人が亡くなると

きには.何らかの要因が積み重なっている時であり.単独の要因で起きるわ

けではないと考える｡

⑤どうして相鉄できなかったのだろうか｡Aは.相鉄できない理由として.な

にもかもひとりで引き受けてしまう特徴があったのではないかさそれは.悲

りを自分に向けるという特徴｡

⑥一方で.Bの変化 (イライラしたり.目つきが悪<なったり)は.何が起き

ていたのかを聴き取る必要がある｡

⑦また,いろいろな立ち振る舞いの中で

でも 部活で見せるように.明るく笑ってみせて.それで

明るい先輩と思われていた｡そう振る舞うのに成功していた｡なので.自分

がいじめられているということを認められないプライドのようなものがあっ

たのではないか｡

⑧いずれにせよ,この子の相鉄にのってやれる人 つまり ｢お父さんには言わ

ないから何でも言える｣ といえる大人が必要だった｡関係機関連携を早くか

ら入れるべきだった｡

というものであった｡
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(5)午後6時08分.2年生の学年会が開催された｡

(6)午後7時20分.本部会誼が開催された｡(～午後 7時 50分)

(7)午後7時 50分.市教育委員会のA副参事及びA指串主事が来校した｡(～午

後8時 15分)

(8)午後9時 30分.本部会砧が開催され 翌日の3名からの聴き取りなどについ

て話をした｡ (～午後 11時40分)

(9)2名の生徒から聴き取りを行った｡

15 10月25日 (火)

(1)朝.Cの母親から欠席の連絡が入った｡

(2)午後3時 30分.ミニ本部会誼が開催され 校外学習の実施について諺がされ

た (～午後4時 15分)

(3)午後5時30分.学校でBからの聴き取りを実施した｡事実の一筋否定または
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訂正があった｡

(4)午後8時20分.D宅でDからの聴き放りを実施した｡事実の一部否定または

aJ'正があった｡

(5)午後7時.第 1回学校支援会社が開催された｡構成メンバーは.学曲軽数寄 1

令.自治連合会長 1名,学区民会雄会長 1名.主任児童垂負2名. PTA副会長 1名

であった｡校長から.全様の趣旨鋭明として.①事案に関する学校のアンケー ト調査

の公平性や透明性を高めるため.分析や検討を行い.学校の方向性を高める｡②学校

の対応や指串方法について支援や助言を行う｡③今後の学校の活動等について評価を

行うということが述べられた｡その後.アンケー トを見た上で.メンバ一間で意見交

換がなされた｡(～午後9時 30分)

(6)午後 11時20分.本部会誌が開催され.良.Dの事実確認の集約.学校支援

会姑の報告がされた｡ (～ 26日午前0時 20分)

(7)26日午前0時 20分.別件いじめに関する会読が開催された｡(～午前0時

50分)

(8)時間は不明だが.2年生の学年会が開催された｡

16 10月26日 (水)

(1)午前9時 15分.管理職会議が開催された｡(～午前9時45分)

(2)午前9時 50分,市教育毒見会のA副参事とA持寄主事が来校した.支壊会議

の様子.B及びDの聴き取り内容

(～午前 11時50分)

どを報告した｡

(3)'f後 1時.滋賀県のスクールサポー トの方が来校し.校長.教頭2名で対応し

た｡Aの父親が曹寮に行っていること.Aの父親は常弟的な方であること.学校から

曹寮に鋭明に行<べきであることなどが話された｡

(4)午後3時 30分.PTAの方 (B氏)が来校し,校長.教頭 2名で応対した｡

(～午後4時 15分) .

(̀5)午後4時 40分.2年生の学年会が開催された｡
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(6)午後9時30分.拡大生徒指等重点会が開催され B.Dがアンケートの事実

を概ね認めたこと.弁韻士.ス一八一パイザーのいL'めと認めざるを得ないとの見立

ても含めて学校の意見をどうするか等が話され いじめがあったと判断した｡(～午

後10時30分)

(7)午後10時30分.本部会誠が開催され.Cの聴き破り及び今後の流れについ

て話し合われた｡(～午後 11時)

17 10月27日 (木)

(1)午前9時.管理職会誌が開催された｡(～半輪10時 15分)

(2)tF後2時.スクールカウンセラーD.ス-パーIiイザ-Bが来校し.校長.B

敦盛が対応した｡

BにDが入ることで攻撃性がアップした｣ ということも述べた｡

(3)午後3時 15分,引き続き.スクールカウンセラーDから報告を受けた. その

内容として.自死の人は.親との関係で.親に再建されたから.いじめられる側も.

家庭の中でその(いじめられるという)特徴があったから.あそこまでいじめられた｡

また,いじめられてもみんなが自死するとはいえない｡｢死を選ぶこと=いじめ｣で

このライン.いじめがあったということと自殺の原田ということを全く切り戯す必要

がある.とし11うことを述べている｡

(4)午後3時50分,市教育番貝会の課･長補佐らが来校した｡県教育香色会に3各

の母親が行き.学校に行けなくなったことを訴え.県教育香負会は学校に行けるよう

に支虐すると鼓したことを伝えた｡

(5)午後4時.スクールカウンセラーDとB敦盛が諮し合う｡その内容は.次のと

おりであった｡ はじめ.自死の時 ｢いじめがあった｡｣と宮わなくて正解だった｡も

し育っていたら今頃マスコミなど大変なことになっていただろう｡まず.内鮪がいじ

めで亡くなったと思わないこと｡
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(6)午後4時30分.校長.生徒指導主事が大枠署へ行く｡

(7)午後6時.C宅へ家庭肋間する｡聴き取りに対して事実を一部否定または訂正

があった｡

(8)午後7時.教育長.校長.A教頭がA宅にお参りに行く｡

(9)午後8時.髄時磯貝全強が開催され 今までの経過が伝えられ 学校としての

見解や動きや方向性について共通終曲を持つことなどが話し合われた｡(～28日午

的0時20分)

(10)28日午前0時50分.本部会講が開催され B.C.Dに対し.今回の件

がいじめであることを管理職から話すことを決めた｡

(I1)Cから聴き取りを行った｡

18 10月28日 (金)

(1)午後6時.2年生の学年会が開催された｡3名に対して学年としての持寄を開

始することが酷し合われた｡

(2)Jf後6時.ケア会議が開催され.スクールカウンセラー.スーパーバイザーが

t話し合

われた｡(～午後9時)

(4)午後7時.PTA執行部会が開催された｡

(5)午後 10時.本部会誠が開催された｡担任と教員Hも同席した｡スーパーバイ
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ザ-及びスクールカウンセラーからの報告があり.一番心配なのは3名の生徒である｡

生きている子ともたちを大切にするのが改質と説明された｡ (～午後 11時 30分)｡

19 10月29日 (土)

(1)午後1時.本部会講が開催された｡(～虚終午後11時 10分)

(2)午後 1時.校長.B教風 教負Kが.B宅を訪問し.保韓S･に対し.いじめが

あったとの落款を伝えた｡(～午後2時20分)

(3)午後4時.校長.B敦盛.我見G~が.D宅を訪問し.保笛者I=対し.いじめが

あったとの麓辞を伝えた｡(～午後5時40分)

(4)午後6時40分.市教育香色会のA副参事及びA指苛主事が来校し.お金の動

きや万引きに関して.10名の生徒から聴き凝りをして欲しい旨要繭を受けた｡今は

いじめがあった.だが死の蹄国は分からないという見解だが.お金の件がからめばそ

うともいえないかもしれない｡お金の件について再度調べて欲しい｡また.自殺の練

習や動画についても調べて欲しい｡市教育委員会は明日10月30日 (日)午後6時

に集合するので.それまでにあたって欲しい｡(～午後7時40分)

(5)午後7時.校長,A教頭.教員Lが.C宅を訪岡し,保姫者に対し.いじめが

あったとの諾鼓を伝えた｡ (～午後7時40分)

(6)午後7時45分.市教育委員会の課長補佐から奄話があり.今から奄話での聴

き取りでもいいので.お金の件についてあたって欲しい旨の連絡が入った｡

(7)午後7時45分.本部会読メンバーとその他のメンバ-で.家庭訪問と確誠で

聴き取りを行った｡(～午後 10時40分)

(8)午後10時40分.本部会謎が開催され.事実の集約や聴き取り未了の生徒の

確認等がされた｡(～午後 11時 10分･)｡

20 10月30日 (日)

(1)午府中.聴き取り調査の続きとそのまとめを行った｡

(2)午後 1時30分.本部会誌が開催された｡追跡聴き取り調査のまとめの砧姥.

保持者説明会などの具体的な計両と作顎を行った(学校がいじめと経定した事実につ
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いての墳抱を整理したなど)｡(～31日午前0時45分)

(3)午後6時,校長が市教育重点会と打合せをした｡内容は.Dについてはどうな

るのか｡パンツがずれることがあったのか.ズボンずらしなのか.パンツを脱がす意

図はあったのか.などが辞し合われた｡(～午後 11時 3d別

(4)1名の生徒から聴き破りを行った｡

21 10月31日 (月)

(1)昼臥 市政青春見合から,

教育香負 会 に 唱 許 が 入 った旨の連絡があった｡

(3)昼休み.本部会桟を開催した｡

(4)午後5時40分,塩時磯貝会議が開催され 3名の家庭訪問に関する報告等が

された｡(～午後6時40分)｡

(占)午後6時40分.2年生の学年会が開催された｡

(6)午後6時40分.自治迎合会長より電蕗があり.保拒者説明会に呼んでくれな

いのかとの問い合わせがあった｡支援会議のメンバーに急避案内文を配布するために

訪問することにした｡

(7)午後8時.B敦盛.教員GがD宅を訪間し.母親に対して.母親が布鞄育委員

会に脱明を求めたことについて説明した｡ (～午後9時 30分)

(8)午後 10時.本部会確が開催され.マスコミ対応.特にいじめと判断するポイ

ントについて明瞭に回答できるよう話し合った｡(～午後 11時)

(9)2名の生徒から聴き放りを行った｡

22 11月1日 (火)
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(2)6校時.全校集会が開催され 引き続き2年生は学年集会が開催された｡

(3)午後7時.保韓者説明会が開催さ11た｡

(4)午級 l0時.文壇会社が開催され,保韓老親明会の振り返りがなされた｡ト

午後 10時40分)

(5)午後 10時45分.本部会講が開催され.最後の拍手は学校不倍の拍手ではな

いかということ.今後見える形の学校の指導や体制について話し合った｡(-2日宇

的0時)

23 11月2日 (水)

(1)午前10時,校長が市教育委員会へ赴き.教育厚生常任垂月余及び記者会見の

打ち合わせをした｡

(2)午後Ll時.布教青春員会の次息 学校教育深長.校長でプレス発表をした｡ 報

道機関とのやりとりは.いじめの具体的内容の説明.担任が気付けなかったのか否か

については.いじめという訴えが2度あったので.本人を呼び出したが.いじめとい

う判断はしていないこと,死亡との因果関係についてはわからないということなどで

あった｡

(3)Jf後6時45分.本部会誠を阿催し.教育厚生常任香良会やプレス発表の報告

がなされた｡(～午後7時40分)

(4)午後7時40分.校長が市教育委月会へ赴いた｡(～午後9時20分)

(5)IT一役9時25分.奉献会議を開催した｡教育厚生常任番艮会の内容について.

これで調査は終わりか (10月28日にAの父親に調査はここまでで.あとは指導に

入ると税明している｡),もっと調査直して欲しい.それは教育香色会が入ってやれ

兼料を加啓者にも放せなどの意見が出たことの報告があった｡また,学年で糾々担任

制を匝<ことについて謡曲がなされた,(～牛後 10時40分)

(6)午後10時40分,管理職会議が開催された｡(～午後 11時)
＼
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(7)B敦盛からAの父親宛にメールがなされ.10月29-臥 30日にBランク(ア

ンケー トに妃名で伝阿事項を宙いている人)について調査したが.碓証となる情報が

得られなかったことを報告する｡

24 11月3日 (木 ･祝)

午前9時から午後8時40分.学校待機と作業を実施した｡

市教育委員会の次長.裸長補佐が来校した｡

25 11月4日 (金) ■

(1)午後6時30分.B議員が来校した｡

(2)午後9時.A指串主事が来校し.Dについて.本当にいじめという判断でOK

なのか,故判になった時にどうか｡体育大会のガムテープを口に貼った.剥がしただ

け｡Bにアンケ-.ト結束を見せることはできない｡C.B.Dへの家庭肪問など.し

っかりできているのかという内容が話された｡(～午後 11時 15分)

(3)午後 11時 15分.本部会故が開催された｡Cの母親.Dの両親からの領-3内

容を報告した｡ (～ 5日午前0時)

(4)3名の生徒 (うち2名はE.F)から聴き取りを行った.

26 11月5日 (土)

午後3時.Dの両親が束捜し,校長.B敦東,.教員Gが応対した｡(～午後6時 1

5分)

277 11月6日 (日)

特になし｡
1

28 11月7日 (月)

(1)昼休み.本部会続が開催された｡

(2)午後5時20分.本部会漣が開催され.今後のB.C,Dに対する関わり (莱

庭訪問.受け入れ体制.本人から話を聴くなど)について話し合われた｡(～午後7

時)
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(3)午後5時20分.C宅へ担任及び政見Hが家庭訪問した｡担任とCが一対一で

(4)B宅と電話連絡をした｡

(5)D宅と噂話連盛をした｡

(6)午後10時.本部会社及び学年の一都が参加した会議を開催し.3人の持寄及

び受け入れ体制などについて曲し合った｡(～午後 10時30分)

29 11月8日 (火)

(1)平脈10時lO分.市教育番見会の狭長補佐から奄藤があり.いじめと認定し

た凝抱が分かる米料を挙げて欲しいなどと連絡があった｡

｢

(3)基.市教育委員会の課長補佐が来校し.いつ.いじめと詑起したのかの資料が

必要であると言った｡ 学校は.10月25日にB.Dから聴き取りをし.26日に拡

大生徒指等委員会をもち.27日にCから聴き放りをし.その後職員会誠をして認定

した旨を説明した｡

(4)昼,Aの父親から

巴メール (2回)が届いた｡

(5)午後6時.Cの両親が来校し.軍閥事項及び要望事項が記載されている番面を

持参した｡(～午後7時40分)

(6)午後8時30分.学年主任がD宅を哀痛妨問した机 本人には会えなかった｡

(7)午後8時20分.本部会誠が開催され いついじめと判断したかの時期の確誼.

Aの父親からの質問についての回答を検討した｡(～午後 11時30分)
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■~
(8)深夜.Aの_父親から メ丁ルがあった｡

(3)午後5時30分.本部会議及び2年の合同会式を開催し.Aの父親が束校した

様子及び簡辞してきた様子を伝えた｡(～午後6時05分)

(4)午後6時20分.本部会謡が開催され.Cの両親が持参した質問事項.要望事

項に対する回答案を検討し,11月14日に協力者会議を.I1月中に支壌会議を開

催すること等を議題とした｡(⊥午後7時25分)

(5)午後7時30分.市教育委員会の課長補佐が来校し,開示諦求に開する状況を

話した｡(～午後9時)

31 11月10日 (木)

(日 宇前10時.市敦育委員会のA指導主事から髄話があり.Aの父親が市教育香

(2)午後5時20分.本部会講が開催され 前日の醗長補佐からの情報やAの父親

が市教育委員会へ行って許した内容.
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!報告された｡

また.今後しなければならないこと (凍料の準備)を確認した｡(～午後 7時)

(3)午後7時.PTA乗行委員会が開催され.PTA懇談会の持ち方などが協議さ

れた｡ (～午後7時)

(4)午後 10時,再度本部会議が開催された｡(～11日午前0時30分)

(5)午後11時15分,課長.課長補佐.A副参軌 B副参事が来校し.本部会誠

と改行して開示資料のチェックなどをした｡(～ 11日午前0時20分)

(6)Eから聴き取りを行った｡

32 11月11日 (金)

(1)午前,市教育委員会と開示資料の訂正版についてやりとりをした｡

(3)午後6時.担任.教員O.敦艮HがA宅にお参り(I.行った｡別皐で.両親と廿

アンケー トやE.Fに頼る_しかないなどと話した｡

(4)Bの保韓者.Cの保越者に生徒指等主事から電辞をし,情報開示については,

市教育委員会に前向きに検討してもらっている.ことを伝えた｡

33 11月12日 (土)

特になし｡
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34 11月13日 (日)

特になし｡

35 11月14日 (月)

(1)4校時.市教育委員会の課長補佐が来校した｡

＼ヽ

(2)牛後7時45分.Bの母親が来校し.今日教皐に匝いてあった荷物を取りに来

た｡

1(3)午後7時.学校協力者会議が実施され.学校から経過説明を行い.質疑応答が

なされた｡質疑応答の中では.pTAに対してきめ細やかな情報を流す必要があるこ

と.協力者会議のメンバーが外に発信する必要があることなどの意見が出串｡市教育

委員会からはA副参事が出席した｡(～午後9時)

(4)午後9時40分,本部会講が開催され.協力者会誌の様子が報告され.次回の

支援会議が 11月30日に開かれる ことが伝えられた｡また.2年の学年部会から.

C,B.Dの複輪に向けての話などが話された｡(～午後 10時20分)

36 11月15日 (火)

37 11月16日 (水)

(1)午前9時.学校から話したいことがあると伝えていたため.Aの父親が来校し,

校長.教頭2名が応対した｡内容は,①pTA懇扱会の計画.②Aの父親作成の時系

列の訂正.③B.C.Dの保超音への資料開示 (背景調査アンケート結果)について.

⑧Aの机で トランプをしていたことについて.話をした｡その中で.転落死といじめ
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(2)午於l0時 30分.Aの出身小学校の協力省全紙が開催され 校長が出席した｡

(～午後0時)

(3)L午耐10時 30分.軌のスクールサポー トチームが来校した｡ (～午前11時
過ぎ)

(4)午後4時45分.也任がC宅を家庭坊間した｡CとDが在宅 しており.笑顔で■
話ができた｡

(5)午後5時.本部会砧が開催された｡(～午後6時30分)

(6)午後6時30分.PTAの方 (B氏)が来校した｡

(7)午後6時 30分.アンケー ト原本やコヒーなどを文諮ファイルに綴じる軽理を

した｡ (～午後 10時)

(8)午後 10時.本部会誠が開催され,C宅の家庭訪問の様子などが報告された｡

(～午後11時40分)

38 11月17日 (木)

(2)午後2時 15分,市教育香色会のA滑等主群から領辞があり.岡鮎行動報告乱

事故報告乱 事故後加昏倒の生徒に対してどういう対応をしているかゐ3点について

至急報告することとの指示がなされた｡
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(3)午後8時30分.検討委県会が開催された｡新メンバー4人がh)わった｡B,

C.Dの今の状況などが話された｡ (～午後 11時 15分)
●

39 11月18日 (金)

(1)午後0時.A識見が来校し.校長.A聴感が応対し.荘過政明をした｡(～午

後 1時 15分)

(2)午後2時.B味見が来校L.校長.A敦頑が応対し.経過鋭明をした｡(～午

後3時)

(3)午後6時 1'0分.臨時職見全紙が開催され 経過混明,丑族の様子.B.C.

D及び保雑音の様子などが報告され また.軽婦7ログラム.当面の課髄.長期的な

展望について斉し合われた｡(-午後9時 15分)

(4)午後 10時.管理職と2年学年主任会故が開催され (暴行があったのが) 1

0月3日か4日かの話をした｡(～午後 10時45分)

40 11月19日 (土)

･特になし∴

41 11月20日 (日)

特になし｡

42 11月21日 (月)

(1)午前 11時,校長が胞教育香白金学校教育疎を肪問し,主席参取 持苛主事に

事故のその後の状況について報告したoヽ

(2)午後4時30分.検討香艮会が開催され.槽報の典約と燦理などをした｡(～

午後7時 15分)

(3)午後7時40分,Bの母親から
があった｡

酋連絡

(4)午後7時30分.担任からの聴き取り内容を生徒指導主｣軌 教員Lが報告した｡

その内容は.①いじめ行為はいっから把握 していたかについては. 10月5日から.
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②いじめゐ予見はいっからかについては.9月の終わりごろ,BがAの後ろから羽交

い締めにしていたところをはがし.自分がBに同L'ことをしたとき.Aがやられるん

じゃないかと思った.③いじめを防ぐ指導については.特になし.④自死の徴候につ

いては.特にAの状況からはない.転落の時.賓で何かあったに適いないと思った.

週一回のペースで放謙後にAを残して聴いていた.その際家のことをいろいろ言って

いたから.などということであった｡ (～午後9時)

(5)午後8時.校長.敦頑 2名が市役所を肪岡し.市教育委員会の課長,課長補佐.

A副参事.B副参事.A指等主事と情報交換をした｡(～午後9時05分)

43 11月22日 (火)

(2)午後5時20分.墳肘香貝会が開催され.いじめと自死との因果関係について

は.｢判断できない｣の姿堺を耳<こと. 10月4日の様･T･については.典籍教組の

聴き取りも含めて碓経が必要であることなどが話し合われた｡(～午後6時 10分)

(3)午後6時30分,Aの学区内のチビも安全推進会誠 (防犯見守り隊)に.校長

及び教頭2∵名が参加し.事件の概要を報告した｡

(4)午後7時40分.市教育委員会の裸長補佐が来校し.10月3臥 4日の様子

の確認,いじめられているという生徒からの訴えの時期について.因果関係について

実)を大きく受け止め.因果関係があってもなくても兵争に受け止めているというこ

と,背景調査アンケー トについての路床心理士による分析を口述でまとめて,臨床心

理士の了解を得るこ七などが伝えられた｡ (～午後 9･時 10分)

(5)午後9時20分.管理職会議 (生徒指導生乳 学年兼任1教員L同席)が開催

され.担任や養殖教組の聴き取り内容の報告がなされた｡(～午後 10時)

44 11月23日 (水 ･祝)

(日 時系列記録を作成した｡

(2)背景調香アンケー ト結果の臨床心理士によるまとめについて.ス一八一バイザ
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-Aと連絡をとった｡

45 11月24日 (木)

(1)午後2時.管理職会議が開催され.Aの父親から届いたPTA及び学校への意

見.要望について協放し.背景調査アンケー ト結果を基に何があったのかという事実

を保韓者に正確に伝えて欲しいという点t=ついては伝える.因果関係については学校

で判断できない.個人的意見は差し控えたいと回答することとした｡

(2)午後3時.Aの父親.生徒の保持者 7名が来校し.校長及び教頭2名で応対し

た｡内容は.11月 1日以降の説明がなされており.敦月がどう動いているのか見え

に<い.いじめと自死との因果関係については.一般的に一要因であるだろうという

認戒であたっていかなければならないといった意見などが出された｡(～午後5時 3

0分)

(3)午後5時.校長と教員Lが地域関係者宅を訪れた｡

(4)午後7時.PTA会故が開かれた｡(～午後9時)

(5)午後9時 1.-1分.検討香月会が開催され Aの父親.保掩者来校の様子につい

て報告がなされ また.翌日のBからの聴き取りについて誹がなされた｡(～午後 1

1時05分)

46 11月25日 (金)

.(1)児壷生徒の自殺等に開する頚髄調査について.校長が.市教育委月会へ文啓で

報告した｡

(2)牛後2時,Bが母親と共に来校し,B及び母親からの聴き取りがなされた｡担

任.教員.Wが本人を拘当した｡(～午後3時 15分)

(3)午後6時.PTAの方 (B氏)が来校し.校長.敦頑 2名が応対した｡PTA

学年憩武舎の運営の件などを酵した｡

(4)午後7時.PTA役員会が開催された｡(～午後9時)

(5)午後9時.検討香貝会が開催され.PTA学年懇談会運営の件が話された｡
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(6)担任,その後教員PがPTA学年懇談会の案内の件でC宅を家庭訪問した｡

(7)午級l0時,校長.A敦盛が市教育委員会と.PTA学年怨敵会運営の件で協

議をした｡(～26日午前0時)

48 r1月27日 (E))

(1)午前10時.校長.A敦盛が.PTA学年忠訊会の嚢内の遅延の件でC宅を訪

問するが.両親は不在であった｡CとDがいたので.謝罪にきた旨を伝言して帰った｡

(2)午後2時.校長.A教頭が地域関係者宅を訪問した｡

(3)_午後5時.校長.教頭2名,学年主任.担任.教員rI.教員 ⅠがA宅を訪問 (忌

明け)し.両親と面故した｡

49 11月28日 (月)

(1)'f前10時.B敦盛が.Aの父親への返信文の作成を.市教育委員会と電辞と

メールで打ち合わせをし*がら作成した｡

(2)午前10時.教頭2名が.一p'TA学年懇親会の案内の遅延を謝罪するためiC
宅及びB宅を訪問するが.不在のため面談できなかった｡

(3)午前11時.校長が地域関係者を回って.面魂し,状況を説明した｡

(4)午後7時.PTA学年懇談会3学年の学年患故会が開曜された｡PTA46名

の参加者.市教育委員会からはB副参事,A指導主事が出席した｡学校からの経緯等

の報告,質疑応答があった｡(～午後9時)

(5)午後9時,地域関係者との協議があり.2学年の学年懇談会の持ち方などにつ

いて.校長.A教頭が地域関係者と協故をした｡

(6)2学年の学年懇談会について.B宅.･C宅.D宅に儀鈷連絡をした｡

118

50 11月29日 (火)

(1)午前10時,B敦盛が,Aの父親への返信文を.市教育委員会と電話とメール

で打ち合わせをしながち作成した｡ (～ 30日午前0時)

(2)午後 1時.校園長会議が市役所で開催され 校長が出席した｡
l■

(3)放課後.スクールカウンセラーAによる
■■

(4)午後7時.PTAl学年の学校懇親会が開催された｡PTA60名の参加者t

市教育香色会からはB副参事.A指導主事が出席した｡学校からの経緯等の報告､質

疑応答があった (～午後9時)

(5)午後9時20分.PTA役員による典約 ･反省会が開催され.校長.教頭2名

が出席した｡2学年の学年患散会の持ち方等について検討した｡(～午後9時40分)

(6)午後 10時,検討委員会が開催され.1学年の学年懇談会の典約と反省,2学

年の学年藩政会の持ち方などについて.話し合われた｡

51 11月30日 (水)

(1)午前9時.B教頭が,Aの父親への返膚文について,市教育委員会との間で奄

許とメールで打ち合わせをしながら作成した｡

(2)午後3時.職員会諸が開催され.現在の課越.轟過説明がなされた｡(～苧後

5時)

(3)午後6時,C宅へ家庭訪問するものの,母親が不在で面会できなかった｡

(4)午後7時,支援会議が開催され 校長.教頭2名が出稀した｡結論として.学

校は親.･子どもに対して厳しさを持ち.今まで取り組んできたことを穂棲的に説明す

る.遠慮なく努力したことを伝えることになった｡

52 12月1日 (木)

rl)午前10時.県のスクールサポー トチームが来校し,その後の状況について.

校長.A教頭.生徒指導主事が応対した｡
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(2)午後 1時.校区内の小学校協力者会故が開催され 校長が出席して,概要を報

告した｡

(3)午後7時∴2学年の学年丑鼓会が開催された｡学校からの蕪雑等の報告.質疑

応答があった｡参加した保曲者からは.Aの父親とBの父親の意見は分かったが.こ

こで繰り返して欲し<ない.11月1日の時の話と平行線のままだといった感想も出

た｡(～午後 10時)

(4)午後 10時.PTAの方(B氏)と今後のPTA学年懇親会括勤などについて,

校長.A教頭が協議した｡

(5)午後11時.市教育委員会のB副参事と校鼠 敦盛2名が.今後のPTA学年

憩故会活動などについて協韻をした｡

53 12月2日 (金)

(1)午前訓時2･0分.Dの母親から電静があり,B教射 場 対｢した｡_ _

(2)午前9時3031.Aの父親が来校し.校長,教頭2名が応対した∴ ~~~~~~~~二

(～午前9時

30分)

(3)午後8時.墳肘委員会が開催された｡PTA学年懇談会の典約.今日の動きな

どについて話し合われた｡

(4)午後10時.市教育委員会において,校長,教頭 2名が市教育委員会と議会質

岡の件について協議した｡

54 12月3日 (土)

特になし｡

55 12月4日 (日)

(1)午後2時.校長が市教育委員会と議会質同の件 (生徒会.生徒指導体制,人樋

教育体制についての具体的対頴など)について協議した｡
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56 12月5日 (月)

(I)午後6時40分.地域関係者に対して.校長,A敦盛が連絡 した｡

(2)午後6時50分.Bの母親から.

} }■ 租曲で連削 鳩 った｡

(3)午後7時.担任からCに対して確訴連絡をし.Cの母親と超した｡

(4)午後7時30分.地域関係者に対して.校長.教員Lが連絡した｡

57 12月6日 (火)

(1)Cの母親から.事件概要は封啓で願いたいと確論連続があった｡

58 12月7日 (衣)

(1)地域関係者への連絡をA敢朗と教員Lが行った｡

(2)午前 11時 10分.市教育香貝会の疎長補佐から旬曲があった｡Aの父親が来

(3)午後4時20分.Bの母親が来校し,B敦盛.生徒指導主事,担任が応対した｡

(4)午後5時20分.地域関係者への連絡を校長と教員Lが行った｡

(5)午後7時.Dの母親が来校し.学年主任.教員Gが応対した｡事件概要及びア

ンケー ト結果典計の閲覧について誠をした｡
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(6)午後9時.倹討委員会が開催され 今までの状況について報告.｢倹肘がなされ

た｡(～午後 10時30分)

59 12月8日 (木)

(1)午後3時.生徒指等連絡会議 (7ロジェクト会誠)が開催され 事案の概要及

び現状について報告がされた｡

(2)午後5時.県のスクールサポートチームが来校し.校長.敦盛2乱 生徒指導

主事が応対した｡ 12月1日にAの父親が大津署生活費全線へ被啓届について相政に

行ったことなどが訴さす1た｡ ･

(3)午後8時20分.市教育重点会の裸長輔佐.A櫛導主事が来校し.校長.叔頗

2名で対応した｡その際,12月7日にAの父親が市教育委員会へ来所したときの状

況等を超し.その他協議をした｡

60 12月9El(金)

(2)午後1時25分.市教育委員会のA指導主事より相済があり.B教鎖が対応し

(4)午後3時30分.市政青春月会のA椿等主事から領宙があり.B敦盛が対応し.

9月から担任が何回じゃれ合いを見ていたのかについて.4,5回と回答した｡

(5)市教育委員会の課長補佐から電轟があり.A教頭が対応し.Aの父親に渡した

箕料をメールで送付するように指示があった｡

(6)午後3時40分.市教育委員会のA指等主事から唱話があり.B教頭が対応し
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た｡ 10月5日の件について.トイレの周りにいた生徒に詳しい事実確認をしたか否

かの質問があり.していない旨回答した｡

(8)教員DからD本人.母親に奄曲をレ 本人に対して教科番などを家に持って行

こうかと辞したところ-
6112月10日 (土)

62 12月11日 (日)

(1)午後6時.担任と敦旦Mが.A宅に月参りに行き.Aの母親が応対した｡(～

午後7時20分)

63 12月12日 (月)

(1)A強軸 t.~~一~~~~~~~~~砲宙を入れた｡~

(2)午後2時30分.墳討委員会が開催された｡(～午後6時)

(3)平復6時20分.校反 故良しが.二 __________ について,地域関係者に連
絡をした｡

(4)午後8時.A教頭からAの父親へ.

(5)午後8時40分.Aの父親から.

■メールが送揺さTlてきた｡

(6)市教育垂且会のA指串主事から確話があり.この件の原因を究明する必要があ

るのではないか.これ以上の調査はしないのか.表層的な対応であって深層心理に到

達がなかったのではないか.スク-ルカウンセラーの活用が必要ではないか.いじめ
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は見つけに<いのでいじめ対策室というような専門的にそれが取り扱えるような場

が必要ではないか (部署の設置).時系列の中で不自然さを感じる.家庭背衆がもっ

と大きな要田ではないという声が出て来ている.いじめと言うだけで追及するのでは

なく.という内容を心配しているということを話した｡

64 12月13日 (火)

(1)午前10時.市役所で.市教育委員会学校教育殊が主催する ｢いじめの未然防

止.早期発見の攻組についてj (執師,県教育香員会主査)という生徒掃き削こ関わる

管理職研修が行われ 校長が出席した｡

(2)教育厚生常任委員会が開催された｡

(3)校良,A殺鼠 教員Gが･地域関係者に･_____________ __について連絡をした｡

65 12月14日 (衣)

(1)平射11時20分.PTAの方 (BJ氏)が来校し.校長.教頭2名が応対した｡

(2)A敦盛と教員Lが.地域関係者に連絡をした｡

(3)午後4時3･0分.市教育委員会のA副参事が来校し.教育厚生常任委員会の様

子を話した｡その中で.当初から家庭原因も (ある)という考えを示す人もいたとい

うことなどの話が出た｡(～午後5時30分)

(5)午後9時.Cの母親が来校し.教員Pが応対した｡

≡ 〒 二

66 12月16日 (金)

(1)担任.生徒指串主事が.B宅を家庭妨問したところ.本人は不在だったので,

母親と辞した｡その中で.
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(2)魚貝D,散見Gが.事故を放すためにD宅を家庭訪問したものの.母親は不在

で.本人が包括対応をしてホストに入れておいてというので.ポストに入れる｡その

後.母親に屯括連絡をして.手紙をホストに入れたことを伝えた｡

(3)市教育委員会のA指導主軸 t来校し.B故頑が対応した｡≡

17
67 12月竜皇日 (土)

(1)午後 1時30分.市のPTA大会が開催された｡校長が出席をした｡10月 1

1日の本件についてその中で触れた｡

68 12月18日 (日)

特になし｡

69 12月19日 (月)

(1)午前9時.市教育委員会の深長補佐から奄誠があり.学校を訪問する入植地稚

委員.人権擁紹腺の課員について連絡があった｡

(2)午前9時25分.人権擁嘩香典.人権擁韓深長,同係長が来校し.校長.教頭

科と背放調査のまとめを赦した｡

(3)午後4時55分.担任が.Cの父親に亀話連絡をしたところ､≡

(4)校区内の小学校協力者全強が開催され,校長.教員Kが出席した｡

70 12月20日 (火)

(1)午後1時30分,検肘委員会が開催された｡12月2日以降の経過と今後の対

応について話がされた｡
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(2)A放免 教員Lが.地域関係者に連絡をした｡

71 12月21日 (水)

(1)午後 1時30分,検討委員会が開催された｡(～午後3時)

(3)午後5時 10分.担任から聴き取りをしたところ.10月11日の蝉りの全で.

Aから確論があったことは話していない,いじめという吾桑は使.っていない.10月

19日の生徒の教育相談でAから泣きながら確論があったことをすったが.碩話の内

容は話していないなどと答えた｡

●■

(4)政見Aから聴き取りをした｡その内容は,生徒から.助且Aが#.意したという

声が上がっているので.以肘にもその事実を碓姐しているが.そのことはわからない.

たとえ注意したとしても.はちまきで遊んでいるところを注意したくらいだと思うと

いうものであった,

(5)校長.教員Kが.学区内の地域関係者に連絡をした｡

(6)校長,教員Gが.学区内の地域関係省に迎路をした｡

72 12月22日 (木)

(1)午後 1時40分.A教頭からAの父親に対し.折目の質問内容について回答し

た｡

(2)午後2時.職員会砧を開催し.校良から.いじめのない学校作り.今を大切に

する教育,開かれた学校作り,教員の洗質向上について話し,今後の取組について諮

し合った｡(～午後3時20分)

(3)午後5時30分.人権擁碩課長が来校し.校長.B敦風 生徒指串主事が対応

した｡班.C.Dについての様子を沸した｡(～午後6時40分)
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(4)午後7時 15分.市敦育委員会のA指導主事が来校し.校長.教頭2名が対応

を伝えた｡(～午後8時45分)

(5)午後 10時,担任.生徒指導主群が.C宅を家庭訪問した｡

73 12･月23日 (金)

(1)担任.教員Cが, B宅を家庭訪問し.本人とのみ面鼓した｡

74 12月24日 (土)

特になし｡

75 12月25日 (日)

特になし｡

76 12月26日 (月)

(日 宇後5時.B議員が来校し.校長,A叔東が応対し.経過報告をした｡

(2)午後5時30分.人権擁蝿深長から校長に奄話力鳩 り.≡ .●
その内容について報告があった｡

77 12月27日 (火)

(1｣)午前9時.Aは貝が来校し.校長.A教頭が応対し.経過報告をした.

(2)午前11時.校良.担任が.市教育委員会で協議をした｡

78 平成 24年 1月10日 (火)

(1)的薬式終了後,

■-

79 1月11日 (水)
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本件自死に対応した係は.指導係であった｡

-■■■ ]̀ 1

80 1月13日 (金)

(1)午前10時55分,Dの父親から単校に対し.教室に戻るために辞をすること

について.本人とだけ話をするのは困るので.父親が一緒に行くと奄爵連絡があった｡

(2)牛酪11時.校長､教頭2名.学年主任.教員Dが.D及び父親に話す内容 (こ

の数ヶ月どのようt=してきたのか.今の気持ち.行為に対する学校の説明など)につ

いて話し合った｡

2節 市政育重点会の対応について

｢教育香色会は当該地方公共団体における教育事務をほぼ包括的に担当し,その職

務権限は地方教育行政の軌轍及び運営に関する法律 (地方教育行政法)に定められて

おり.由ね次のように盤寧できる｡①学校その他の教育横国の設世管理.②教育財産

の管理.③教育委員会及び教育機関の嘩且の人乳 ◎学校教育に関する事項 (挙齢児

童生徒の就学.児竜生徒幼児の入学 ･鹿学 ･追撃.学校の組耗編制･教育撫程.学習

指導･生徒指導･戯薬指乱 教科沓･その他の教材.施設設備.校長･教負等の研修.

保健 ･L安全 ･厚生･福利.環境楢生.学校給食).社会教育及びスポーツ.⑥文化財

保埠,⑦ユネスコ括臥 ⑧教育に関する法人l羊周する事務.⑨教育に開する調査統臥

⑳広報及び教育行政相臥 ■⑳その他の教育事務｡これらの教育事務の管理執行にあた

って,教育重点会は国･都道府県からの自主性･自律性 (教育の地方自治)のみなら

ず.当該地方公共団体の首長からの独立性 (教育行政の一般行政からの独立)も保障

されなければない｣(中噴哲彦 ｢教育委員会の現状と課越｣平原春好編 『概説教育行

政法』2009年)｡

大津市教育委員会は.教育長1名.教育部長1名.教育部次長2名.管理監2名及

び6つの練によって柄成されている｡決は,教育総務乱 学校教育言乳 学校保健体育

潔.生涯学習課.市民スポーツ裸.文化財保礎課がある｡

本件自死に対応した練は.学校教育練であった｡

学校教育腺は.操長1名.幼児教育指導監1名.参事 1名,級長補佐1乳 副参事

3名.主査1名及び4つの係によって構成されている｡
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0 いじめ自死事故に対する市教育轟員会の事前対応 (10月11日以前)

市教育委員会がとった事前対応は,次のとおりである｡

平成23年6月1日.文部科学省初等中等教育局長から.各蔀道府県教育委員会教

育長宛に.r児童生徒の自殺が起きたときの背崇調査の在り方について｣と越する通

知が送付された｡.これを受けて.平成23年6月6臥 滋額県教育重点会事務局学校

教育課長は,各市町教育委員会教育長宛に.r児童生徒の自殺が起きたときの背景調

査の在り方について (通知)｣と越する通知音 (以下 ･r本件通知｣という)が送付さ

れた｡大津市教育委員会学校教育棟も.同年6月10E=こ受け破っている｡

本件通知の添付沓類として送付さす1た番類には,児竜生徒の自殺予防に関する調査

研究協力者会議が作成した｢平成22年虎児竜生徒の自殺防止に関する調査研究協力

者全拭審誠のまとめ｣が添付されているところ.その添付資料である ｢子どもの自殺

の起きたときの調査の指針 (莱)｣には.初期調査の盈要性が説かれているとともに,

平常時の供えとして.｢学校及び教育委員会は.町子どもの自殺が起きたときの緊急対

応の手引き』と指針を参考に..事後対応と初期調査ができるように.平常時より備え

て下さい｡｣と指摘されている｡しかしながら.市教育委員会は,本件事件の前に.

子どもの自死が起きたとき.証がどのようなことを担当するなどといった役割分担を

決めていなかった｡また.市教育香色会で､研究会や検討を組結的に開催したことは

なく∴A指導主事が個人的に外部の勉強会に参加する程度であった｡

以下の項では.市教育委員会の事後対応は関わる事喪を挙げてい<｡

1 10月11日 (火)

(1)午前9時.学校から市教育要員会に対し.本件中学校のAが自宅マンション4

階から転落し.Aは救急で病院に搬送された旨の報告があった｡ A指導主事が本件中

学校に向かおうとしていた午前9時 16釧 こ､Aが死亡したとの報告が市教育委員会

宛にあった｡

(2)A指導主事は午前9時25分.本件学校に到着した｡市教育委員会の中では明

確に役割分担ができていたわけではなかったが.課長補佐が陣頭措将をとり.課長補

佐か深長かの指示でA指導主事が本件を担当することになった｡

(3)A指導羊執ま,本件学校に到着後,事情の聴き取りをはじめたところ.すぐに

大枠署の聾察官が学校を訪n.校長.敦盛2名.学年主任.垂購教諭から聴き取りを

始めた｡そのため.A指導主事は.事情Qj聴き取りを中断し.曹察官による聴き取り

を磯で聴いていた｡苧察官はAがどんな子であったか.家庭と学校はどのようなやり
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とりがあったかということを聴き取りした｡警察官が聴き取りを終えた後.A指導主

事は.さらに校長らから聴き取りをした｡午前10時40分にはA副参事からA指導

主事に対して状況確認があった｡A指導主事は午前11時に庁舎に戻った｡

(4)A指導主事が学校から聴き取った情報は次のとおりであり.同日付けの報告番

には.次のような内容を記載している｡

(5)午肘11時2･0分から.A滞串主事は,学校教育線内で本件中学校から聴き取

った内容の概要を報告し.課長.裸長補佐.副参事2名.係長1名.指導主事 1屯が

参加したム

(6)午後7時.学校協力者会議が開催され A副参事が参加した｡ 同会議では.電
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は開催しないとの鈷論となった｡

急全体保韓者会

(7)午後9時に.A指導主事が再度学校を訪れ,校長.教頭とスクールカウンセ

ラーの配置状況について面談した｡これ様.身近で仲の良かった友達や加害者が.

連鎖して自死するかも･しれないということを絶対に避けなければならないと考えた

からである｡なお.スクールカウンセラーの配伊というのは,A指導主事の判断で

あり深長補佐の指示によるものではない｡A指導主事が二度Rに学校を訪れたのは.

課長補佐の指示によるものではなく,A指導主事の判断で行った｡

2 10月12日 (水)

(1)午後 1時から.C指導主事がAの告別式に参列した｡なお.C指導主事はAの

小学校時代の担任である｡

C指導主事がAの父母と許したところ.父母は.

(2)午後4時 15分.A指導主事が学校を訪れ ⊥校長と敦頗2名から聴き取りをし

た｡途中からスクールカウンセラ-C,スーパーバイザーBが参加した.

(3)A指導主事が校長らから聴き取りをした内容は以下のとおりである｡

｢中学校全体としては落ち着いているが.当該クラスが不安定な状況であり.
女子生徒が複数名.泣き出したまま1時間日終了.2年生徒が些細な事案もす

べて rいじめ｣と騒ぐ状況に串る｡生徒から学校が聴き取ったところ.生徒は.
守ってあげられず悔し<て泣いている｡そして.顔面を殴っているのを見た.

あいつが死んだのは俺らのせいちゃうやんなといった発雷があった｡ 保持者か

ら.｢いじめがあるのでは｣などといった電帝連絡があった｡スクールカウンセ

ラーと連携して,ストレスチェックを実施し.ハイリスクの生徒からカウンセ

リングを開始することとする｡Aのー は朋 を見ているので,最もハイ
リスクと考える｡背景調査については.学校から ｢さらに詳しい調査をさせて

いただけないか｡｣と提案する｡｣

A指導主事はこの報告を受けて.いじめの有無について調査をしなければならない

と考えていた｡しかしながら.この時点では.市教育重点会が担任からの直接の聴き

取りを求めるとか.生徒からの聴き取りを求めるとかいった具体的な行動は起こして

いない ｡ すなわち.事実調査は学校がするものという発想をしており.市教育委員会
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が主体的に自死の背景調査をしたり.学校の事実調査の手助けをしたりといった考え

には至っていない｡

14)A椿等主事が土肥内容を猿島補佐らに報告しても.凝長補佐や級長.教育長

から ｢いじめが疑われるから調査するように｣ といった指示や連絡はしていない｡

(5)午後5時52分頃.A指導主事が県教育香貞会の主査に対して,10月19

日までの 1週間,スク-ルカウンセラーを常駐させ. 13臥 14EL 17日には

補充するよう要諭した｡ t

(6)A指串主事は.午後7時学校を出た｡

(2)午前 11時50分.県教育委員会の主査からA指導主事に対して.スクール

カウンセラーの派遣について電話連絡があ?た｡県教育委員会との電話乱 A指導

主事は本件中学校の教員Kに対して県教育委員会からの回答を伝えた｡

(3)午後 1時6分.Aの父親が来庁し.A指導主事.C指導主事が対応する (午

後3･時10分終了)｡

こ抑 =対.し.A指導生乳 C措辞主事は.｢事実調査については市教育委員会も連

携し.学校ができる精一杯をする｡｣旨回答した｡A措辞主事.C指導主事は学校が

アンケート調査をすることをこの時初めて知った｡そのうえで.｢アンケー トの実施

時期はl臥 1週間でも早くとの思いは伝える｡ー事実確認とともに.次の被害者を出
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きないことが大切｡ 生徒の状況も踏まえて実施することが必要である｡自死の要因は

ひとつではないし結論づけちれない｡これまでの家庭面鼠 本人の状況をお伺いする

こともある.そのうえで自死に至るまでの経緯を明らかにすべきと考える｡｣ 旨回答

した｡

(4)午後4時.A指導主事.課長補佐,練兵.教育部長は,遼族の態度が一転し.

学校は今後アンケート調査を実施する予定である旨教育長に報告した｡

I

(5)午後5時.A指導主事が学校を訪れ 校良 教頭2名.生徒指導主事と面会し

た (午後5時40分まで)也A指導主事は､ 学校の方針.すなわちアンケート調査を

光施すること.全体保笹着金は実施しないことを確経した｡全体保損着金を実施しな

い理由は r辞が適うところへい<危険性がある｡｣とのことであったB ●

(6)午後8時.A指導主事が県教育委員会に対して,専門家の派遣依頼について要

請したところ.14日に弁湾士が対応可とのことであった (14日午前10時30分

～午後12時)｡そのため.午後8時30分.アンケートの様式.実施日その他対応

のポイントについて相談が可能であることをA指導主事が校長に報告した｡

4 10月14日 (金)

(1)乍酪l0時30分.A指噂主事及び校長が県庁に到着した｡ A指導主事及び

校長は.県学校教育課の主席主事,主査に経過及び相故内容を報告した｡

(2)午前 11時5分.弁拍士が県庁に到着した｡A指導主執 校準が相訳を開始

した (～午後0時5分)｡

A指導主事及び校長は.弁積士に対し.(訂趣意番及びアンケ-トの内容.②アン

ケートの実施時期.･③実施後の展開 (集約 ･分析 ･開示).⑧集約時の助言の依頼.

⑤市教育委員会の市議会対応の注意点,⑥その他由各項目を相-#した｡

弁韓士からの助言をまとめたA指導主事作成の番類によると.趣意番及びアンケー

トの内容についての項に以下のような記載がある.

①一部訂正｡基本的には問題なし｡

訂正部/これらの情報を稔合的に分析･判崇も〒藍具をまとめていきたい-･｡

(アンケート集約結果/結曲)

ステップ1 ｢事実1確定一〇
ステップ2｢いじめ｣組定一O｢ここまでのライン｣静める方向で,

ステツ7-3 r因果関係｣組定一xr潜めない｣
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また,その他の項についての記載の中に.次のような記載がある｡

㊨ (中略)

でてきた r事実｣をどうするかは父親次第｡

･自分の中の 唱 理材軌 とずる可能性もあり.唱 任追及｣の材料もあり｡

加啓生徒に対する 唱 任追及｣ 櫨寧届だしても- t民事で r姐昏糖鎖蔚求｣

学校 (市)に対する-r安全配慮哉務迎反｣

(以下略)

(3)午後7時から.教育長.部長.次長2名.深長.鹿島補佐.副参事3名.A

指導主事が典まって.19日に行われる教育厚生常任委員会事前協誠を行う (午後

9時まで)｡

(4)午後9時5分.A指導主事が県教育委員会主査に対して.スク-ルカウンセ

ラーの俸軌 財源碓保等について電蕗速筋をする｡

5 10月15日 (土).1･0月16日 (日)

休み

6 10月17日 (月)

(1)平射9時20分.スーハーパイザーAからA指中主料二対し.電話連絡があ

った｡内容は. 10月未までのスクールカウンセラーの日程凋屯が完了したこと.

スクールカウンセラ-の役割分担について一覧表をFAX送倍すること.アンケー

トの開示について.X氏 (酸類県鯨床心理上会会長.江 :本委員会元香員候補者)

とも相鼓したというものであった｡

(2)午前9時40分頃.Aの父親.- が市教育委月会に来庁し.A措噂主
辛.C指導主事が応対した (一宇約11時20分).

Aの父親は.今までの経過について説明をするとともに.アンケート安施後の対応

などと述べた｡

(3)午後 1時5(1分.校長が市教育委員会に来庁し.深長.課長補佐,A指噂主

事が対応した (～午後3時)｡
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学校が現時点で喪施した調査の内容の聴き取り.その他加昏生徒についての対応な

どを聴き取った｡

10月5日担任から保噂者に ｢いじめ｣ですね.と伝えていた｡これまでに ｢嫌

じゃないのか｣と聴くことあり｡その際は ｢堆じゃない｡｣と言っていたが今回

は r姫｣と答えた｡

(4)午後5時50分.A持寄主事が大枠寄生括安全泉に.Aの父親の態度に変化

があったことを屯諮連絡した｡

(5)午後7時30分.A指等主事が学校を訪れ.B教頭.生徒指苛主事が対応し

た (～午後8時 15分)｡B.Cの状況.カウンセリングの状況等を聴き取りした｡

学校からは.人的支損をして欲しい.手一杯の状態であるという報告がなされた｡

(6) 午後8時40分.A持申主事が県教育委員会主査に経過報告を行った｡

(7)午後9時.A指噂圭gIが生徒指等主事に.10月5日の事案について電話連

絡した｡

生徒指碍主事からは,次の脱明があった｡

･幡りの会の肘 rトイレでAがいじめられている｡｣と生徒が担任に報告

･担任が確認したところ.Bが先に殴り ｢やり返せ｡もっときつくやるぞ｡｣ と

宮うと,Aは仕方なく事を出した｡

･生徒同士は軸押し.保超音来校を要諭した.Aと父親が来校したが.Bは来校

せず.母親のみ来校した｡ Bは午後6時から強化練習会があるとして.母親が

迎れてこなかった｡

･A及び父親には.｢いじめの可能性あり｣.｢周りから見たらそう見えますよ｡｣

と鋭明した｡

この日については暴力的行曲のみ指導した｡10月11日に迷惑凋査を実施す

る予定であり.伺問を固めて ｢いL'め｣措辞に入る見通しだった｡

(8)午後9時20分.A指導主事が校長に簡話し,状況を確据した｡調査後につ

いてはAの父親ときっちりとした約束はしていない.生の調査結果を見せて欲しい

という要領に対しては.ちょっと考える.結果は知らせると対応しているという内

容であった｡
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7 10月18日 (火)

(1)午後9時.疲長が市教育委員会に来庁し,A指等主事が対応した｡校長は.･

地域関係者による特別調査委員会を設啓したいとの意向を示した｡

校長が検討していた構成メンバーは.全員で6名で,学校協力者全強メンバー (学

校評価香艮)からとして.各学区から(自給連合会長他)1名ずつ.学曲経験者1名.

保韓者代表 (PTA副会長)1名とする｡調査結果に対する透明性を高めたい.場合

によっては市教育委員会の出席を依頼するとの意向であった｡

(2)午後,A指導主事.課長補佐.館長で教育長に対し,校長が特別調査委員会

を設骨したい旨を述べていることを報告した｡

(3)午後3時.県教育委員会の主査より連絡があり.特別調査委員会を設置する

ことはよいでしょうと弁縄士が言っている旨報告があった｡

･(4)午後5時.A指導主事が.教育長に教育厚生常任委員会における配布ペーハ

ー及びQ&Aの確認について報昏した｡

(5)午後8時30分L.A指導主事とA副参夢が∴学校を訪れ.教頭2名.学年主

任立ち会いの下.担任から.Aの4月以降の指導経過について聴き放りを行った｡ (～

午級l0時)｡

(6)午級 l0時.A指導主垂が.校長及び教朗2名とともに.教育厚生常任委員

会の準備として.ペーパー等の確認及び現時点で誼曲していることの確認を行った｡

(7)'f後11時.A指導主事は､県教育委員会の主査に報告をした｡

8 10月19日 (水)

(1)午後9時40分.A指導主事が.教育長に教育厚生常任零点会における配布

ペーパー及びQ&Aの内容を確経した｡

(2)午後3時.教育厚生常任委員会が開催された (～午後3時43分)｡

重点から,市教育委員会の問題点として,次のような質問が出された｡

① 学校と市教育委員会が情報を共有さ才1ていないこと (一元化の拙さ)

校長がいじめは把握していないと発音したが.事実調査が進行している中,

客観的事実もない状況で.何故いじめは把握していないということがいえる
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のか｡市教育委員会と学校との情報管軌 情報の一元畔の岡地が指摘された｡

② 市識会に対する報告の拙さ

情報が報道機関に先に流れて,その後に常任委員会に上がってくるという組

織的な姿勢が指摘された｡(同4真)

(3) 午後4時,課長補佐とA指導主事が,マスコミからの取掛 こ対応した｡

(4) 午後6時.A指導主事は.県教育委員会の主査に.教育厚生常任委員会につ

いての報告をした｡

(5) 午後7時,課長補佐とA指噂主事が.マスコミからの取材に対応した｡

(6) 午後8時.A副参事とA指導主宰が.学校を訪れ 教育厚生常任委員会の内

容について報告するとともに.マスコミ対応について説明をした｡

9 10月20日 (木)

(1)午後2時.Aの父親が束庁し,B副参事,A指導主事が応対したく～午後3時)｡

(2)午後7時6分,A指導主事とA副参事が学校訪問し.父親へどのようなま料を

提供するか等.情報をどのように管理していくかについて話をした｡
l■

(3)午後10時.A指導主事は.県教育香局舎の主査に.10月24日に弁韓士に

相鉄に行くことを報告した｡

10 10月21日 (金)

(1)午前9時.A指導主事は,弁韓士に電話を入れ,10月24日午前9時に市教

育重点会が相談に行くこと.午前11時からは校長を含めて相談をすることを伝えた｡

(2)午後1時.課長補佐とA指導主事が学校を訪問し,現状と今後の対応の方向性

について確課した｡11月1日に全校集会を開催し,学校保積着金を襲施するとの報

告を受けた｡

(3)午後5時.教育長協談にて,今後の流れ.11月1日の全校典会.学校保輯着

金実施について報告した｡
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ll 10月22日 (土).10月23日 (~日)

休み

12 10月24日 (月)

(1)午前9時～牛酪10時10分.課長補佐とA指噂主部が.弁粒七に相親し.午

前11時からは,校長が加わった (～12時20分)｡

相談結果についてLir大津市立中学校 転落事案について(●●弁癌士相政括果)｣

という表題の各面にまとめられているところ,それによると.相貌内容は.｢今回の

対･応の総括についてJ.｢因果関係についてJ.｢訴訟対応について｣.｢その他｣.｢学校

対応について｣.｢市教育委員会対応について｣ の各項目がある｡結果として.｢今回

の対応の総括について｣は.親しい人間関係の中で起こっていることであり.出て来

た事実について加啓生徒との食い速いはあるが.全体として評価したときに.立喝の

互換性がないことからも rいじめ｣ の構図があったと淀めざるを得ない｡｢因果関係

について｣は.因果関係については申し上げられる立場にない.評価に関わる問題な

ので意見や感想を申し上げる立J削こない｡理解して欲しいという対応であった｡｢訴

訟対応について｣は.①他の意図も考えられる｡ 因果関係はない｡安全民度農務途反

はない｡②安全配慮弟清適反があった (予見できた)｡因果関係はない｡③安全配慮

義務違反があった.因果関係があった｡ と3通りが考えられるところ.①ないし③に

はそれぞれ-が付いており.その先には①に0印の記載が.②..③には×印の記載が

ある｡(なお.本網香春貝会に提出されている番面には.｢市としては①になるのでし

ょう｣との手書きの妃我がある｡)｡｢学校対応について｣は.どの段階で ｢学校対応

の一定の区切りが付いていくのかという点に対して.現在の見通しでO｡｢学校｣と

しての対応は-旦区切りとし.｢平常の生活Jに競る｡後は訴訟lニなるなら早くその

対応になる方がよい.という回答であった｡｢市敦育香色会対応について｣は.学校

保韓者会 (報告)への布教青春民会の参加の有無については.出な<てよいのでは｡

状況により必要が生じれば判断するという回答であった｡

(2)午後2時40分.深長補佐とA指串主事がマスコミの取材に対応した｡

(3)午後5時25分.A指導主事は.部長.次岳2名.深長.腺長補佐.A副参事

が同席のもと.教育長に.弁粒士相鉄の結果.及び,今後の対応について報告した｡

(4)午後5這45分.A榊 主恥 弁鮎 に髄 で.Aが作成している} - 』

いじめ認定に厚脅しないかを相訳した｡弁紹土からは.彩管しないとの回答を受けた｡

(5)午後7時15分.スーパーバイザーAからA指導主事に奄許で報告があり,ア
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ンケ-トの典計庇肱から.■Aは友人関係がエスカレートし.相談ができなかった旨の

報告を受けた｡

(6)午後8時23分,A副参事とA指導主事は学校を訪れ 校長.敦盛2名と会い.

弁韓士との相政内容及びAの父親の来校状況の確鑑を行った｡

(7)午後9時40分.A指中主lgfは.県教育香艮会の主査に経過報告をした｡

13 10月25日 (火)

(1)午後3時.A指導主事が校長へ次の事項を連絡した｡

① 今日の報告については,地域支凌会議が終了次第電話で一報を入れて欲し

.い

② 課外学習にスクールカウンセラーを引率することは認めない ｡ そもそも1

1月2日に操外学習を実施することが岡越である｡

(以下略)

(2)午後4時25分.校長からA指串主事へ唱缶連絡があり.上記②については.

加宙生徒の動向を考慮して判断するという内容であった｡

(3)午後9時45分.校長からA指導主事へ奄話連絡があった｡

校長からは.地域支援会議が終rlLたこと.B本人の聴き取りを行い.父親が連れ

て来たという報告があった｡ A指導主事は.校外学習については中止の方向で再考す

るように指示し,教育長からも同様の藤があることを伝えた｡

14 10月26日 (吹)

(1)午前9時50分.A副参事とA指導主事が学校を訪問し.昨日の麗過 (加啓生

徒のlgf実感経及び地域支損金誠の状況)について.轟を聴いた｡

た｡(～午後3時30分)

(3)午後5時25分.校長へ屯話連絡をし.Dの母親からの話の内容を報告した｡

(4)午後6時.A指導主事が,県教育委員会の主査に現状を報告した｡
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(5)午後6時20分.教育長との協誠を行い.学校やらの報乱 今後の対応につい

て話し合った｡(～午後8時40分)

(6)午後9時20分.学校教育課内で協議をし,役割分担を決めた｡

(7)この臥 学校が.B.Dが認めた行為についていじめと判断したとことを市教

育委員会た伝えたところ.市教育委員会もこれを認めた｡

15 ･10月27日 (木)

(1)午前11時.教育長との協韻が行われ.日程の確認.弁縄士への相敵内容を確

認した｡

(2)午後2時.県教育委員会の指導主事が市教育委員会に束庁し,B.C.Dの母

親がJf前 10時 10分から午後0時30分までの開i県庁に来庁したことを伝えた｡

(～午後3時30分)

(3)午後5時30分～午後6時30分..次息 A指導主事が弁紹士に相談した｡弁

拍士からの回答は.｢法律的な面からは.伝聞等を除き学校の調査から認定できると

思われる事実を前提にすると.親しい友人関係の中で発生していることであり.また.

実際に,当事者の気持ちの中に.互いに人間関係を求め.また.遊び的な気持ちが存

在したとしても,行為の内容やその継続任.立場の互換性がほとんどないこと等から.

｢一定の人間関係にある者から心理的･物理的攻撃を受けることにより構神的苦痛を

感じている｣という.文鮮科学省のいじめの定義にあてはまるものと思われる｡ただ.

死に至ったこととの因果関係については.様々な要因を総合的にみる必要があるので.

現時点では意見を述べることは難しい｡｣というものであった｡

なお.弁鱒士が参考にした糞料は.市教育委局舎がまとめた生徒のアンケー ト結果

及びアンケートの現物であるところ.アンケートの現物については.相談時に拾い読

みをする程度であった｡

(4)午後8時25分,A指導主事が,県教育香魚会の主査に現状報告をした｡

(5)午後8時30分,教育長と弁損士相鉄の結果及び保轟音会での鋭明事項につい

て協議をした｡(～年後 10時30分)

この臥 学校が.Cが組めた行為についていじめと判断したとことを市教育委員会

に伝えたところ.市教育香色会もこれを認めた｡ ●
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16 10月28日 (金)

(1)午後6時30分.教育長と保韓着金での説明事項.教育厚生常任要員会まで

の流れについて.マスコミへの対応について協議をした｡(～午後8時30分)

17 10月29日 (土)

(1)午後 1時.教育長協議があり.学校で行われた事実確認事項,保範着金での説

明事項及びQ&A等について.教育厚生常任重点会での資料等について協故をした｡

(～午後5時 30分)

(2)午後6時30分.A副参事とA指導主事が学校を訪問し.事実確認を行った事

項t=ついて.さらなる確認を指示した｡

18 10月30日.(日)

(1).午後6時.教育長協議があり.学校で行われた事実確認事項,保碑名会での説

明事項及びQ&A等はついて.教育厚生常任重点会での資料等について協杜をした.｡

(～午後 11時30分)

19 10月31日 (月)

(1)午前9時､A副参事とA指導主事は､弁韓士に相談した｡(～午前9時40分)

相執内容は.教育厚生常任委員会資料について.同委員会での説明事項及びQ&A

について行ったところ,弁埴土からは.学校や担任の行ったことはしっかりと丁寧に

説明することを助言された｡その際.このことに関わって.弁堆士個人名は伏せて欲

しい旨依頼を受けた｡

(2)午前11時.Dの母親から市教育委員会へ電話があった｡

(3)午後2時,教育委員勉強会が開催された｡教育委員5名に対して.部長.次良

2名.学校教育親長.課長補佐.副参事2名が出席して.本件について.教育厚生常

任委員会で使用予定の宋料に基づき事務局から説明がなされ.各番月から質問 ･意

見 ･感想が述べられた｡(～午後2時40分)

(4)午後6時,教育長協議が開催された｡部長.次長2名.深長.熱風,総務部総

務課の級長他法規担当者4名が出席し.教育厚生常任委員会資料について.同委員会

での説明事項について.プレス対応について.今後の対応 (弁韓士対応も含む)につ
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いて協議した｡(～午後8時30分)

(5)午後 11時.株内協誠が開催された｡教育長協議を受けて.諸事情の整理.確

詮をした｡(ないし11月1日午前0時)

20 11月1日 (火)

(1)午後2時30分,A指導主事が弁預土に電話相故をした｡

質問は.家庭のことについての質問が議会やマスコミから出た場合に.どのように

回答するかというものであった｡ 弁種士からの回答は,･-一部聞いているが詳し<は言

えないというものであった｡

(2)午後6時30分.教育長協誠が開催された｡教育厚生常任委員会式料について.

同重点会での説明事項について.プレス対応についての最終確認がなされ その他今

後の対応 (弁辞士対応も含む｡)について協誠した｡(～午後9時)

(3)午後 10時30分.学校から.奄話などで.生徒集会.保韓者会の様子につい

て概略を確詮したA

22 11月2日 (水)

(1)午前10時.教育農協講があった｡ 校長から生徒集会,保韓者会の概要報告が

なされた｡教育厚生常任重点会についての碓誼をした｡プレス対応についての篠路を

した｡

(2)午後 1時58分.教育厚生常任香員会が開催された (～午後3時21分)｡議

事録によれば.教育厚生常任委員会は.市教育委員会が.事実解明についての消極

的な態度を取っていることを次のように問題点として指摘した｡

いじめを認零しておきながら.討果関係が明らかではないとするのであれば.

このいじめの他に何か原田があるのかと思われる｡それを調査するのが教育香

員会の仕事ではないのか｡

今後の対応についてと番いてあるが.具体的なことは何一･一つとして番かれて

いない｡当たりさわりのないような文言で事をおさめようとしている姿勢につ

いてははなはだ残念である｡

(3)午後4時.記者会見が行われた｡次長.腺長.銀長補佐.A副参事.A指導主

事.校長が出席した｡
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会見後.各社からの電辞等の問い合わせが殺到した｡ /

識見から.情報開示請求の提出があった｡

22 11月3日 (木).

(1)午後 1時.教育長協喜連があった｡議題は,臨時校園長会での配付資料について

と.由時校囲長会での訓示 ･説明についてであった｡

23 1184E)(金)

(1)午後 1･時.臨時校園長会が開催された｡ (～午後 1時5･0分)

(2)午後7時.教育長協議があり.当面の取組についての確認 (学校が行うこと,

市教育委員会が行うこと)がなされた｡

24 11月5日 (土).11月16日 (日)

休み

25 11月7日 (月)

(1)午後7時.祝内協故を開催L.校長より状況報告があった｡

その内容は,次のとおりであった｡

26 11月8日 (火)

(1)午前11時45分.A指導主事が弁護士へ相訳に行った｡

その相訊内容と助首は次のようなものであった.

経過報告及び収束に向けた今後の対応についての相鉄をしたところ,法族に対する

対応については.｢学校として (教育現場として)できる調査は終了していると考え

ている｡これ以上.｢恐喝｣という話になるのであれば.｢事件｣としての ｢授査Jの

側面を持フものであり.これ以上学校ができるものではないと理解しているので,学

校として事乗についての調査は終了したと考えている｡｣との助昔であった｡ また,

調査委員全役政の是非については.｢事案当初なら分かるが.現時点で設置する意味

はない｡調査垂負が困るだけではないか｡因果関係については.裁判所での判断しか

ない｡学校としては,学校での人間関係に疑いがあり.調査結果として ｢いじめ｣が

あった｡それ以上については.学校で調査するには限界がある｡この結果に納得がい

143



かないのなら.遁族が訴訟するしかない｡学校なり市教育費貝会が ｢因果関係｣を判

断する事柄ではないB家族にどんな背景があったのか調べられない｡｣という内容で

あった｡

(2)午後3時.小中学校生徒指導主任主事会が開催された｡これまでの経過につい

ての概略説明.各校での今後の取組についての指導.各校での取組状況の交流を行っ

た｡

(3)同日.

27 11月9日 (水)

(1)午後0時47分,校長から電話連結があった｡

て来ていない与本人たちには反省を促していきたいと回答した｡

28 11月10日 (木)

(1)午前9時40分,Aの父親が市教育委員会に来たため.盈長補佐とA指導主

29 11月11日 (金)

(1)午後7時.校長.教頭が.状況報告のために市教育委員会に来たため.深長補

佐が応対した｡

30 11月12日 (土),13日 (日)

休み

31 11月14日 (月)

(1)午後3時45分.教育長協議があった｡腺長.補佐,副参事2名が出席し.現

状の報告と本件学校の協力者会講について話し合った｡(～午後4時30分)
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(2)午後7時.本件学校の協力者会議が開催され A副参事が出席した｡

学校からは.経過説明.全校典会の様子,調査結果.今後の対応についての説明が

なされ その後意見交換が行われた｡ (～午後9時15分)

ここで出された主な意見は次の通り.

① 11日以降.机に花も飾っていない｡

② 協力者会読が,事件後 1和月以上経ってからの開催となっているのはおか

しい｡

③ 新聞報道のあとから.この全強を設けるのは逆だ｡

④ 学校からの発信がなく.不信感がある｡学校が何か隠しているという思い

にもなる｡

⑤ 協力者会議の力で･もとの学校に声さなければいけない｡そのために我々
は日々学校に来て.情報を流すことも必要だ｡

⑥ 協力者会誌を作るところまでは市教育委員会もやってきたが.その後の指

導が不足している占これから協力者会議がどう動<のか市教育委員会の考

えを示して欲しい｡

⑦ 塵音さがLをしていても進まない｡この協力者会講では次にどうしたらい

いのかを話し合いたい｡

⑧ いじめは学校が早期に梼んで.対応できるようにするにはどうすればよい

か｡長期間休んでいる子をどうしたちょいのかを考えなくてはいけない｡

32 11月15日 (火)

(1)市教育委員会は.A指等主事が毎日作成しているメモを基に.A副参事が時系

列記録を作成しているところ.11月15日に更新がなされた｡同記鋲は,学校教育

課にあるパソコンの共有フォルダに保存されている｡

33 11月16日 (水)

(1)午前11時30分.A副参事とA指導主事が学校を訪問し.校長,教頭2名が

対応した｡

伏せて見せることとした｡

最近の状況につい七確紀をした｡

34 11月17日 (木)
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(1)A指導主事が.B教頭に領話をして.Bの母親の対応の様子.Cの母親の対応

の様子を聴き取った｡

(2)午後2時.奉件後.初めての教育委員会定例会議が開催された｡会議の中で.

本件についての説明及び質疑は一切なかった｡

35 11月18日 (金)

(1)午後4時50分.A持寄主事が.校長に奄面をして.地元斌且への連絡.現状

説明について.丑科提示について.今後由見通しについて.それぞれ超をした｡

36 11月19日 (土), 11月20日 (日)

休み

37 11月21日 (月)

(･1)午後0時.A指導主事が.敦盛に.校区内の秋の典会についてと学級恕故会に

ついて電宙連岳をした｡

(2)午後8時.校長,教頭2名が市政育委員会に来庁し.PTA主催の学級恕親会

について.Aの父親から電話連絡があり.

- こと.B.C.Dの本人及び保持者の状況について.担任からの聴き取りの

実施について報告があった｡

38 11月22日 (火)

(1)午後.Aの父親が市庁舎へ来庁し.

対応した｡その後.校長へその旨を伝えた｡

艮補佐が

(2)午後7時,課長補佐が学校を妨岡し.本日の状況の慮組,11月25日午後2

39 11月23日 (吹)

一休み

11月24円午

40 11月24日 (木)

(1)午前10時.裸長と腺長補佐が.県教育委員会学校教育疎の主席参事及び主幹.

主査へ.学校からAの父親の要望宙の提出があった旨の連絡を受けたことを報告した｡
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41 11月25日 (金)

(1)午後4時,教育センター.敦育相汲センター.少年センターの合同協議を開催

した｡同協韻では.1学校教育疎の呼びかけで.各関係機陶の所属長が出席し.それぞ

･れで取り組むいじめに関する対応策を確認し合い協誠を行った｡更に互いに連携をと

りながら進めていることを癌紀した｡(;-午後5時40分)

(2)午級 l0時.校長とA敦盛が市教育委員会に来庁し協議をした｡内容は.･本日

時点の枚卓を砧据し.28日から行われるPTA会議について確詮をした.

4.2 11月26日 (土),27日 (日)

休み

43 11月288 (月)

(1)午後7時.PTA学年懇親会 (3年)へ.副参事とA指導主事が出席した｡

44 11月29日 (火)

(1)午後2時30分.定例校園長全強が開催さTlた｡教育長より指導.各校での取

組を指示.リーフレット ｢いじめのない学級 ･学校づくり｣が配布された｡

(2)午後7時.PTA学年想萩会 (1年)へ.刑参事とA指導主事が出席した｡

45 11月30日 (水)

特になし｡

46 12月1日 (ホ)

(日 宇後7時.PTA学年懇談会 (1年)へ,副参事とA指導主事が出席した｡

47 12月2日 (金)

(1)午後9時30分,校長と救用が来庁し.A副参事とA指導主事が対応したB市

議会の一般質問の答弁についての協漣及び頗近の様子について話し合いが行われた｡

48 12月3日 (土)

休み

49 12月4日 (日)
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(1)午後7時.校長が,来庁し.A副参事とA指導主事が対応した｡市誠会の一般

質問の答弁についての協誌と学校の具体的な取組等の相鉄をした｡

50 12月5日 (月)

特になし｡

51 12月6日 (火)

(1)市議会一般質問.識見への答弁があった.

52 12月7日 (衣)

(1)午臥 Aの父親が来庁したため･脱島補佐と副参事が応対し.二二- ~二 ≡

(2)市拭会一般質問,議員への答弁があった｡

53 12月8日 (木)

(1)市城会一般質問,議員への答弁

(2)午後8時20分､課長補佐とA指導主事が学校を紡岡し.最近の様子等の聴き

取り及び今後の対応についての相故をした｡

54 12月9日 (金)

特になし｡

55 12月10日 (土),12月11日 (日)

休み｡

56 12月12日 (月)

(1)学校から.=~二 二 との電話連絡が入った｡

57 12月13日 (火)

(1)平射10時,生徒指導に関わる管理職研修会を開催した｡

55小中学校から校長また特赦頑が出席し.県教育香色卑学校教育棟の主査から指■■
導胎辞がなされ また.市教育重点全学校教育強から今後の取組について指導がなさ

れた｡(～午前11時30分)
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(2)午後3時30分.教育厚生常任委員会が開催された｡

58 12月14日.(水)

(1)午後4時30分.A副参事が.学校を訪問し.最近の状況について聴き取りを

した｡

59 12月.15日 (木)

(1)午後2時.定例教育費負会で.その後の経緯について説明がなされた｡

(2)午後3時.｢いじめ相故ほっとダイヤル｣についての関係機関協議が行われた｡

教育相談センター,大津少年センター.堅田少年センターの各所長が来庁し,各機

関で相談の確論を受けたあとの対応について協誌をした｡(～午後4時30分)

60 12月16日 (金)

(1)午鮪10時,大津スクールサボニ ト会議 (OSS会議)を開催した｡

大津菅察署生活安全課,北背察寄生括安全課.市子ども家庭相鼓室.文化青少年課.

学校保健体育鈍.少年センター等の課長.所良及び担当者が出席し.学校でのいじめ

対応についての協力や支援を依頼した｡(～牛酪 11時30分)

(2)午後2時40分.Cの母親から市教育重点全へ電話があり.A指噂主事が応対

した｡

(3)午後7時30分,A指導主事が学校を訪問し.本日の状況について確認をした｡

(～午後8時30分)

61 12月17日 (土).18日 (日)

休み｡

62 12月19日 (月)

(1)午後,｢い.じめ相談ほっとダイヤル｣カー ドが完成したので,指導主事が手分

けして各小中学校へ直接持参して配布した｡

本件において,市教育委員会は.時系列記録を作成し.平成23年 11月15日に

更新Lた記録を12月19日に更新した｡この更新が最終の更新記録となった｡この

更新に際して,平成23年 11月15日に更新した時には記蔵のあった…
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は認める｡因果関係の認定は認めないなどと記赦された部分)が削除された｡

63 12月20日 (火)

(1)この日以降.本件に対して.市教育垂BL会が学校と連携を放った旨の時系列記

録はない｡

64 平成24年7月16日 (月)

(1)担任以外の政論1名からの聴き取りを実施した｡

65 7月20日 (金)

(1)市教育垂負会は.県教育委員会に対して ｢児嶺生徒の事件等報告辞について｣

と題する報告等 (2枚)を提出した｡その内容は.｢事件等の概軌 の項には.｢市立

中学2年男子生徒が自宅マンションから転落して死亡した｡｣.｢事件等の経緯｣の項

剛二は.｢事案後に実施したアンケート調査等により.3名の生徒から当族生徒に対

してしさじめがあったことが発覚した｡｣との記載があるのみで･｢自死｣したこと･｢い
じめ｣と認定した事実やその原田などについての記載はなかった｡

66 8月16日 (木).17日 (金),20日 (月).21日 (火)

(1)本件中学校の教員 (述べ人数31名)からの聴き放りを実施した｡
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第2章 問題点

1節 学校の事後対応の問題点

1 中央究明の不徹底

本件では.事件発生後直後に.自主的に生徒から.敦月に対し,Aに対するいじめ

の事実の申告があり.これを受けてアンケートが実施され.さらに教員によるアンケ

ートに記名した生徒に対する聴き破りの結果.本件いじめの実態のかなりの部分が明

らかとなった｡しかし.本件事案に関する大愚の情報がありながら.学校には.こう

した情報を全て典約して全貌を明らかにしようとする姿勢は必ずしも認められなか

った｡例えば.いL'めの事実を16項剛こ生理してその有無を検討したが.事実の解

明とは.これに留まらず.明らかとなった事実を時系列に生理し.いつ頃からAがい

じめとされる行為を受けるようになったのか.その場所や回数.その過程でのAの操

子はどうだったのか.その原因は何か.グループ間に何があったのか.教員はいじめ

を発見しえたのか.発見しえなかったとすればそれは何故かなどを丁寧に明らかにす

る作某をすること等が考えられるが.そこまで踏み込んだ作繋がなされないまま.辛

'成23年 11月上旬に調査の終息寛ぎがなされた｡現に,本委員会の委員が.聴き放

りの際に校長に対し,自らが理解する本件いじめの実態を質問したが.具体的な内容

までは経由できていなかった｡いじめ対束を強調するならば,先ずは本件いじめの全

貌を正席に理解することがなされるべきことと考える｡

それでも本件の場合.いじめの事実の解明に向けての調査は相応の程度までなされ

たと考える｡それは本件中学校の教員による.膨大な最に及ぶ聴き破りメモである｡

但し.本件のいじめを未然に敢貝が発見しえたのか.発見しえたのであれば.それが

何故できなかったのか,という岡地についての究明が甘いものであったと指摘しなけ

ればならない｡この点の究明こそが.今後本件のような慮感の事態を避けるための重

要な手がかりを兄いだす虫垂な作薬であることを考えると.学校の姿勢に強い疑問を

抱く｡

学校としても.将来の訴訟提起の可能性を考えると.自らの安住を肯定することに

なるような作兼に消極的になることも理解できないではない｡しかし.そうした姿勢

は,単なる組拙防衛論に過ぎない.生徒に対する平穏な学習環境を保持するという,

学校の本来的な資務からすれば.むしろこうした点への概鹿的な究明の姿勢こそが求

められるということを経成してほしい｡

学校がこの点についての調査を行う過程で.個別の敦月の対応の不十分さを明らか

にしなければならないことになり.そこに手加減を加えなければならないという事情

があることを考えれば.本件のような事案では.可能な限り早期に,学環外の利害関

係がない者にようて構成された第三者香艮会に調査を委ねるという方策も考慮に値
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する｡

この点から.学校が.同年 10月未に早々といじめと自死の関係を不明と結論づけ

たことは多いに疑問である｡学校は,Aの自死に関して家庭環境に自死の背景的事情

があったかのようにいい.Aの家庭環境というプライバシーに配慮したが故に.｢不

明｣としたというかもしれない.しかし.前紀のとおり.学校や市教育垂旦会がいう

Aが虐待を受けていたという事実は詑められなかった｡逆に.学校は.Aの ｢家庭問

題｣が本当に存在するのかという検討も不十分であった (前記のとおり,保睡者によ

るAへの虐待の事実は認められなかった｡).結局.学校は.市教育委員会と同様に.

いじめと自死との関係を絶ちたいとの潜在的な意向から.r家庭間越｣という虚構に

東ったのではないかと推謝される｡

2 教員間の教訓の共有化の不存在

本件のいじめに関する,教員たちによる生徒からの聴き取りで得られた情報は膨大

なもので,卓の集約と丁寧な鞍理だけで.本件いじめの全貌解明にかなり近づけるも

のであった｡しかし.こうしたいじめの全貌が.一部の教員を除いて本件中学校の全

教員間で共有されることはなかった｡､

そして.さらに.本委員会の聴き放りで判明したことは.本件いL'めに関する全貌

が本件中学校の全教員間で共有されていないだけでなく.当然にその事実からくみ取

られる教訓も共有されていないということである｡

全教員が,事実の全貌を知り.そこから教訓をくみ破り将来に向けての再発防止の

決意と具体的な方策の実現に向けて努力することは言わば当たり前のことと言える

那,それはいまだなされていない｡

過去の多(のいL.め事件で.事実の解明がおざなりI:された結果.効果的な再発防

止策がなされなかったということに鑑みれば.本件中学校においては.今からでも是

非に行動してほしいと倣う｡

3 事態沈静化の重視

学校散剤 こおいて.事態の混乱を沈静化レ一刻も早<学校生活を従前のように復す

ることは重要な放題であることを否定するつもりはない｡しかし.正にいじめ行為を

目前にした生徒の多<は.事後における校長の発音を聞いて.いじめを隠蔽している

と感じ.校長ひいては教員に対し磯い不倫を抱<に至った｡このことは本委員会にお

ける生徒たちからの聴き取りで直接確経をした｡

こうした生徒たちの不倍をそのままにして沈静化のみに走ると.当面は沈静化した

と思えても.徐々に生徒と教員間の信頼関係に取り返しのつかない惑夢中を与え学校

運営に重大な支障を与えることになるかもれない｡

こうした不信を解くためには.教員自身が事実に正面から向き合い.誠実に生徒と
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ともにいじめをな<すために何が必要かを誇り合うことである｡そうすることによっ

て,生徒は教員への碍類を取り戻し.学校は教員･生徒間の連携の下に新たな歩みが

可能となると考える｡

生徒の自死という重大な事態の中で.冷静.沈着な対応をすることはかなり困難が

伴うところであるが.学校教育の基本に立ち返り.何が重要な作業であるかを教員間

で確認し.その俺先頗位に従って一つ一つ処理していくことが長期的に見て学校運営

上プラスとなることに気付くべきである｡

4 いじめ加香寺への対応

いじめ加春着は.成長発達過程の子どもであり.いじめをいじめとして認就できな

いということは未熟の現れと理解して.その認曲が進むよう当該生徒に働きかけるこ

とが必要である｡いじめと謡曲しない者をい<ら茸めても.一方通行でしかない｡

例えば.彼らにも事実関係等ヒついて弁明の機会があり.その弁明が正当な場合に

はそれを淀めるという姿勢は.加害生徒に自己の行為を題みちせるために重要な契機

になると考える｡本件の場合.学校は加啓をしたとされる生徒から.Aとの関わりや

事実関係について.その言い分を聴(ことがほとjvどできていない｡ Dについては･

いじめ行為があったとは誼められないが,いじめとRされかねない行為をしているこ

とについて.学校はそう.した事実提出を伝えた上で同人への働きかけをすべきであっ

た｡また,他の生徒に対しても.調査の結果認戯した事実を可能な限り正確に伝えて,

彼らの謡曲の修正に努力をすべきであった｡また.いじめの加審音が被審者に与えた

被宵の実態を伝え.自分の行為の意味を考えさせ.奥の謝罪を引き出すようにしなけ

ればならない｡

そのことによって.いじめ加害者は自分の行為の意味.自分の姿を客観的に認曲す

るに至り.成長に向けての捗みを始めると考える｡それは正に教育を某とする学校の

本来の聴費であり.そのことから逃げることはできないのである｡

先ずは.こうした手続きが健先されるべきである｡

5 スクールカウンセラーの在り方

本件に関する宋料.聴き取.D結果によれば,'Aの自死直後に派遣されたスクール

カウンセラーは.校長や教頭からAの家庭聞出他に関する情報提供を受けてカウン

セリング活動を始めたという事実が認められる｡そのうちの一人のカウンセラーが

= 二‡『〒 のカウンセリングをしているところ,そのカウンセリングの内容が,
校の管理職が剛こすることができる状態になっていた｡ こうしたことについて.

lI- 保位者の丁解は無かった｡ また,前記のとおり.スーパー '̂Jrザーが.

学校の情報として提供したAの家庭の- ■ を前提として.Aの言動に申 鰐
特有の特徴があるかのような助言を行った｡
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以上には.二つの問題がある｡ -一つは.カウンセリングされる者のプライバシー

のであり.それが了解もなく第三者の剛こさらされるとすれば.カウンセリングの

基礎が崩墳することになるのではないか｡また.本件においては.いじめが未然に

発見できたのか.いじめと自死の関係がどうかなど.学校と迫族の見解は訴訟等七

対立しており.そうした状祝下で.本件に関わる家庭開脚 二関するカウンセリング

メモを.学校の管理脇が日にし.それが学校.教育香色会のいL'めと自死との関係

の経定に夢智を与えるなどしたとすれば.カウンセリングの存在意義さえ問われか

ねないと言わなければならない｡集団守秘として.学校肪内である以上許容される

という議論もあるが.そうした肘握であることを.カウンセリングを受ける膚が了

解していれば良いが.そうした前提が無い以上許されないと考える｡カウンセリン

グ内容の客観性は信用性に対する担保は何もないからである｡

次に.スクールカウンセラーが.約紀のとおり.紛争の渦中にある.当市膚の一･

方である学校側の情報に依拠して助宵することは.その昏辞が大きいが故に.場合

によれば.紛争を一層禎雑で混沌としたものにすることも考えられる｡現に.スー

パーバイザーの助宮は学校の虐待線虫を強化し.その後の展開に吸入な夢中を与え

た｡

従来から.スクールカウンセラーの立場について.内筋性すなわち学校の-磯貝

でありながら.外部牲すなわち専門家として学校組由の外敵 二位田するという指摘

があったが.滋賀県においては.スクールカウンセラーが.余りに学校管理者と近

い距群,すなわち内部性が顕著であると言わなければならない｡

6 学校の在り方

学校とは本来.子どもにとって虫も安全で安心な場所でなければならない｡田舟な

時代を切り拓<ための知曲･技能はもちろん.大人とボーダレスにあふれかえる情報

の渦の中を的確な判断力と鋭い分析力.洞察力を働かせ.若者らしい発想力で問鎚解

決に当たるチビもたちが育つ喝でもある｡閉速い,失敗をくぐり抜けながらも近い将

来の日本の主権者として.ともに社会を形成する参加型の市民ハートナ｣として.揺

れる思春期である中学校の3年間は.チビもたちの人生にとっても日本の社会にとっ

ても.庵めて重要な時期と膏わざるを得ない｡

このような視点から本件中学校の間髄点を見ると.rEl々 すべての子ともたちが生

きて,成長する均が学校である｡｣という朗控や基盤が空洞化しその実践が空回りし,

廠榛軸もズレてきている様子が憩える｡何よりも帯群の介入があったことによって.

生徒からの倍額を失い.本質的には学校として機能不全に陥った状況のまま.日 ･々を

掻い潜っていやといった状況にある｡

そういう困難な状況の中で.結果的に加啓者への指導を放棄したことは.加宵生徒
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の成盛･先達を保障できないで政財したことにつながり,学校の教育責任は厳しく問

われるべきであろう｡

いじめ事象がチビもたちの教育の喝で起こった問題であるだけに.本来的にいじめ

の岡髄は教育の噂で解決されるべきものである｡その意味で.加啓をしたとされる子

どもたちに.その撮り返りの噂を設定出来ずして.情況の流れるままに放置してしま

ったことは大きな同軸である｡

2節 市教育轟旦会の事故対応の問題点

1 平時における危機管理体制亜債の欠如

平成23年6月1日付けで文部科学省初等中等教育局長からの通知に対応する体

制ができていなかった.しかも.

怯倍ができていない｡ 管

が起きて1年2か月が耗過したが,未だに体制

教育委員会は.平時において学校現場に日々起こってく.る事象に対して,学年や分

琴をはじめとした組抱･チームで対応するよう指導している｡しかし今回は市政育委

員会自身に.本件に対する緊急対策チームが設置されず.職員の役割分担や指示命令

系統も唆昧なままで推移し.その結束本件中学校への明確な支填体制が取れなかった｡

この点について.A指呼主群が現場に行き情報を収集し.市教育委員会に報告する,

深長補佐はマスコミに対する広報を担当するという分担が一定あったよ_うだが.A括
噂主事は.現JBに赴き情報収典をしながら.他方で市議会なり.電話なりに応対して

おり.厳格な役割分担がなされていなかった.この点はA指導主事も認めるところで

ある｡

2 市敦青春艮会の主体性,指導力の無さ

市教育香局舎としていじめの調査を行うことに当初から考えがない｡市教育委員会

は.Aの自死の翌日である10月12日に本件中学校に対し.市教育委員会は調査に

人らないと連絡しており.調査そのものを学校に丸投げしていると言わざるを得ない｡

10月12日 (求)A指呼主事は.学校からのいじめがあったことが疑われる報告

を受けた時点で.調査が必要と感じていたという｡しかし深長補佐らに報告されたも

のの.教育長.課鼠 課長補佐らは.調査の実施について何ら具体的な指示をしなか

った｡前紀の体制整備とともに.市教育費月余の危機管理の不十分さが目立つ｡

この段階でも市教育垂員会は.いL.めの調査をするか否かの検討をすることな<.学

校に全てを重ねている｡また.学校がいじめの調査を行うに当たっても.市教育委員
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会は弁礎士に頼り一切の相中助宮を行っていない｡

また.学校で開催された重要な会誌 (学校での本鮮会議.全体集会.保持者会)に

指導主事が出席せず.こうした全強の内容について.学校からの報告をPfl<のみであ

った.

結局,学校の動きの後追い状態であった｡

3 学校任せの中央解明 (いじめの有無,自死との関係)

事実調査について.学校主帝.市教育委員会の追給という形は変わらなかった｡ま

た.市教育委員会はアンケートの原本も見ない安易さで.結果的に不十分な事実把握

と究明となった｡

11月2日 (水).教育厚生常任香色会で.｢いじめと姥定しておきながら.因果関

係が明らかでないとするならば.いじめの他に何か原因があるのかと見られる｡それ

を調査するのが教育委員会の仕事ではないか｡｣と市教育委員会の哨庵的な尊卑が追

及された｡

4 市教育章魚会から県教育婁員会,県教育委員会から文部科学省への報告の遅れ及

び内容の牡焼き

市教育委員会が県教育委員会に事件の報告を平成24年7月20日に至るまでし

ていなかったし,他方,県教育委員会も提出を求めていなかった.

同日に提出した報告宙の内容は.A4版 1枚内に収まるという簡単なもので,アン

ケートの内容さえ全く反映されておらず.報告の体をなしていないと言わなければな

らない｡既に.明らかなとおり.学校は､アンケート調査に加え生徒たちからの聴き

取りを行っており.本件いじめの内容について詳しい報告ができたはずであるが.そ

れをせず肘述のような杜撰な報告で済まそうとした｡当然.県教育委員会.文部科学

省からやり直しの指示があり.数回にわたって質問が繰り返され この結果.他力的

に詳しい報告をさせられたことになる｡以上からみれば.文路科学省にさえ事実を伝

えようとしなかったのは市教育委員会の其意を埠わざるを得ない｡こうした杜撰な報

告が全国で行われているとすれば.文部科学省は直ちに是正するよう指導すべきであ

る｡

5 市教育垂員会の轟且の問題

'大津市教育委月会では,妻旦参加の定例,醇時会が開催されているが,その他に非

公開の協砧会が開催されてきた｡脇地金では委員各自が積極的に発音してきたもので.

一般に首われるようl=.全く受け身ということではなかった｡

しかし,本件事案を見る限り.10月31日の重点会開催まで.市教育委員会･郵務

局や学校から委員に対し辞しい情報の提供はな(.近隣のうわさや新開妃事による情
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報をたよりに香貝同こし 廟人的に情報交換していたという状況であった｡また.市教

育委員会.学校は.平成23年10月24日の弁韓士の意見を埼まえて.本件がいじ

めであることを経めたが.委員には一切の連結もな<.10月31日に開催された委

員会で初めて知らされた｡また.いじめと自死が不明との見解にも一切関与できてい

ない｡もちろん.事実調査の一応の終息についても委員ら!ま一切関与していない｡
以上.本件事案において.重点各自は鑑重な情報の提供はされず.重要な意思決定

においてらち外に密かかていたと宮わなければならない｡こうした実態は大津市に限

られず.全国の教育委員会に共通する同機点と宮わなければならない｡

それでは存在意轟がないのかと首う同いには香と答えなければならない｡本来委員

には生徒の権利を保賠するために当故地域の教育について積極的に意見を述べ役割

を果たすという墳宜があるはずであるが.これまでの長い経過の中でそうした聴資を

十分に果たすことができない状況に固かれるようになった｡繭に見たように.問題は.

当妓地域の教育に関する鑑重な情報や意思決定からの阻啓やあった｡この結果.教育

委員会事務局や学校は第三者的チェックから逸れ.本件のような事案に際し独走を許

すことになったのであった｡今塵要なことは.教育長以下の事務局の独走をチェック

することであり,その-巽を担う存在として教育委員の存在は決して小さいものでは

ないはずである｡

前記のとおり.市教育委員会,学校は事実関係の究明を途中で放果し,あるいは.

虐待というフィクションに寄り掛かろうとした｡もし夜に重点会が実質的に機能して.

事実解明の不十分さを指摘してさらなる調査の実施を指示していれば.現在のような

混乱をより小さくできたのではないか｡

ここで改葬な岡だ副ま.こうした本来の教育委員会委員の活動を復括するためにどの

ような香且各自の行動や施策が必要かということである｡

3節 串件当中春としての学校 ･市教育毒見会共通の問題点

1 初期対応の拙さ

肘紀の事後の粁応の事実関係から明らかなように.学校,市教育委員会は事尭解明

作菜を中途で取りやめたと評価せざるをえない｡ アンケートや聴き取りメモ等のいじ

めに関する証拠に基づ<事実整理.検討の不十分.これによって.いL'めの程度やA

がどのように苦悩したか.また,3人の生徒及び周辺の生徒のいじめへの関与の有無.

程度については未解明に終わった｡さらに,Aの保礎者が虐待していたというフィク

ションへ寄りかかったことで.いじめと自死の関係への解明作美が､事実上放尭され

た｡

この結果何が起きたか｡生徒たちの本件いじめの認曲と学校とのいじめの認説にギ

ャップが生じ.生徒たちは学校が共実から逃げていると捉え.学校に深刻な不信を持
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つに至った｡それは今日の学校の荒れた状況に少なからず関係があるように考えられ

る｡また.いじめをしたと疑われていた~3名のAに対する関わり弓削二は程度の差典が

あったにも開わらず.その事実解明を怠り大雑把に3人によるいじめと凍えた結果.

いじめをしたといえない1人を社会的非難に晴した｡it任とは事実に対応したもので

なければならないが.その事実を超えて非見に晒された1人の生徒の無念はかなりの

ものであったと考える｡さらに. ｢虐待家庭｣というフィクションが.いじめと自死

の関係の解明の重大な障壁となり.披育者の家庭の名誉を侵奪するとともに.加審生

徒の兵の反省を阻脊した可能性があることを考えると.学校.市教育委員会は潔く反

省しなければならないと考える｡

以上 事実解明の不徹底が.こ州まどまでに重大で深刻な盛者哲を及ぼすことを考

えれば.本件のような緊急事建時の初期の段階での徹底した事実調査の在り方t=つい

て速やかに試金すべきである｡

2 事実調査よLJ法的対応を恵放した対応を取ったこと

前記のとおり.学校.市教育委員会は.10月14日の弁碑士への相鉄の際.事実

調査･分析よりも.訴訟を悦んだ法的辞任曲を鹿視したと思われる対応を取っている.

この噂では, ｢いじめと自死｣の因果関係の経定について,×｢組めない｣という記

述があるが.本件発生直後の時点で.｢いじめと自死Jの因果関係を否定する方向性

が決まったと解される｡これは,市教育香色会が領子データとして作成し.その後印

字して学校に交付し.学校が保管していた時系列記録 (11月15日更新分)に.1

0月14日に弁裡士と相鉄をした記録が存在していたが.その後12月19Elに更新

されたデータを印字した時系列記録にはこの部分が削除されていることが判明した

ため,明らかになったことである｡このようなデータの削除は.Aの自死の当初から.

学校及び市教育委員会が法的対応を意曲して弁睡士に相故していた事実を隠す意図

があったことを強く推認させる出来事であるのは.誰の目から見ても明らかであろう｡

本来であれば.自死の原因を究明し.二度とこのような悲惨な事柄が起きないため

に,取り組むことが必要であるにも坤わらず,こうした観点が蔑ろにされている｡な

お.県教育香色会が,この時点で弁韓士のみを紹介するのではなく.この時期にやる

べきことを指摘し.過去に生徒の自死事件などを経験し.クライシスマネジメント(危

機管理)のアドバイスができる人材を紹介すべきであった｡そして.その衝要に応じ

るために,そういった人材をすぐに派遣できる体制づくりが求められている｡

3 調査の打ち切りが早いこと

以上のように困果関係.背展調査を早期のうちに断念しているが.これは文部科学

省の手引きに明らかに反する｡断念時点では,担任以外の教員や迎族からの聴き取り

を実施していないなど.調査への消極性が見てとれる.迫族に対しては.聴き取り洞
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塵のお敵いさえしていない｡その後.市教育委員会は.教員への聴き取りを実施して

いるものの.それは平成24年8月になってからのことで.それも訴訟対策という軌

鴨から実施されたものであり.それによって作成された聴き破り結果は.事実解明よ

りも,勝訴を鹿曲したものであることが如実に出ていた｡

囲みに.文鮮科学省の手引きも同様に.敦苛香見会あるいは学校が主体となる調査

を求めているが.申件当事者たる教育委員会あるいは学校に荊密のイニシアティブを

とらせることに同軸があることは丑曲されるべきであり.今後,迅速且つ公正.客観

的な洞壷を如何に実施すべきかについて誠曲すべきである｡

4 串態への対応に主体性がないこと

市教育委員会は.10月12日の時点で.早くも市教育委員会は調査には入らない

と学校に連絡をしている｡その後.10月17日 (月).市教育香月会は.生徒指等

主事からの簡諺の中で,｢10月5日の件について.『トイレでAがいじめられている』

と生徒が担任へ報告していること.A及びAの父艶に対し.Fいじめの可能性ありA.

町周りから見たらいじめに見える』と説明していたということを伝えたこと-今は.

暴力的行為のみ措辞した.周りを固めていじめの指呼に入る見通しだ｣との連絡を受

けた｡この内容はいじめの可能性を種がわせるものであるから.市教育委員会が学校

に対し横極的に指噂を行い.鋼香を指揮しなければならないことに気付くことができ

たが.その機会を逸した｡

一方の学校も,生徒からの聴き放り調査は行ったものの.I0月14日.同月24

日の弁紹七への相軌の中で.アンケートの結果を見ればいじめと鑑定せざるをえない

那.いじめと自死との因果関係については分からないという曲が出たこと.10月2

4日に臨床心理士によるアンケートの分析結果によれば,本件はいじめであること.

い.いじめがあったことと自死の原因は切り頗す必頚があるという話を聴いたことか

ら.主体的に.いじめの姥定,いじめと自死との関係について一一切調査しなかったこ

とが認めら11る｡

結局のところ.市教育香見合.学校は.弁哩士.疎床心理士等の専門家の意見に依

存してしまって.自分たちで間組解決をする意曲が全<なかったと首わなければなら

ない｡

5 自死の原Elを家庭問題へ逃げたこと一組埼防衛に走ったこと

Aの自死の原因に.いじめだけでな<.虐待があるとの見解は,事件直後から学校.

市教育委員会で有力な意見として流布されていた｡ しかし.既述のとおり.平成21

年10月にAの■ ■の発音から
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以上のとおり.確たる証拠もなく.また.それを否定する情報もあったにも開わら

ず.何故学校.市教育委員会はその見解を採用したのか｡思うに.組抱の体面を掛け

ても.いじめと自死との因果関係を否定したいという助機が.こうした虚構を作りtIJ.

し.いつの閉にか.そのストーリーが真実味を滞びて信じられていったと思われる｡

さらに.市教育委員会が自ら作成した時系列表において.当初は.小学生であった

Aについては∴ 『 ~｢ が認められなかったという倍削 †記載されていたが.その
後に更新された時系列表からは削除されたという事実があった｡前記槽掛よ 学校.

市教育委員会が自死の原因に ｢家庭の問題｣があるとした意見と矛盾するものである

ため.あえて削除されたものと考えるのが合理的である｡これは.市教育香色会によ

る隠蔽的行為と非見されても弁解の余地がないと考える｡

本委員会の聴き取りに解し.教育長自らが.自死当日の父親の音助■ } ■『■

十分な検証なく寄り掛かってしまったことは.誤りであったと綻めた｡ここに,組耗

防衛に走りやすい市教育委員会の体質を見ることができる｡

6 学校.市教育垂員会が自らの手で市来関係の解明をし.それを生徒.保酷暑に返

すという意故に欠けていること

前述したとおり,学校及び市敵背委員会は.専門家の意見を鵜呑みにし.自ら事実

解明することを放棄してしまった｡また.生徒が2回に腔って辞いたアンケートを十

分に読みこなすことなく.事態を収束しようとした｡

生徒.保種者は.どのようなことが起こっていたのかを知りたい.そして二度と同

じ事が起こらないようにして欲しいという意款から.頼神的に苦しい状況下にありな

がらもアンケートに答えてきたはずである｡しかし.学校.市教育委員会は.その生

徳.保礎者の心情を寮することな<.できる限りの事案究明をせず.生徒.保拍者に

7イードバックする姿勢に欠けていた｡このことが,学校及び市政育委員会に対する●
不倍に繋がったものと思われる｡

7 地域関係者との連携の不備

学校関係者.特に校長.教頭といった管理職が.しばしば地域関係者に状況説明と

称して訪問している｡しかし,緊急事態が発生している状況下にある場合.危機管理

をしなければいけない管理職が.地域関係者への説明のためにその磯を戯れることは

いかがなものか｡地域関係者との連携は不可欠であるとはいえるが.その関わり方に

ついては効率よく.また効果のあるやり方を考えておく必要がある.
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8 嗣重の遜明性を確保する必要性

10月18日 (火)調査結果の透明性を高めたいとの趣旨から.地域関係者による

特別調査香色会の設伊について校長から市教育委員会へ申し出があった｡しかし.潤

査の透明性を担保するならば.文部科学省の措針通りに ｢中立的立場の将門家｣によ

る調査香白金を立ち上げるべきであり.地域関係者には適った立喝での協力を求める

べきであろう｡

いかなる場合にも.可能な限り凋密の着手は早期であるべきだが.どのような方法

で調査するかは困難な問題である｡本件の状況を見る限り.アンケート.教員により

アンケートに記名した生徒に対する聴き取りがなされているが.アンケートや教員の

聴き放りメモには.いじめの事実についてかなりの情報があった｡しかし.その摘報

が十分生かされず.いじめの全容が不十分にしか把握されておらず.問題点の抽出さ

えもおざなりにされた｡

9 報道に対する対応のまずさ

事件直後,校長がマスコミの取材に対してrなんで自殺したのかわからない.いじめ

については把握していない｡｣と回答しているが.この校長の発音に端を発して,その

後の混乱に柴がっていったように思われる｡この時点では.学校と敦育委員会との情

報の共有化もできていなかった｡その後も.教育長の不用意な発音が学校や教育香良

会への不信をどれほど増噛させたか思い起こすべきである｡

本件のように社会的に注目を浴びる事件においては,初期の混乱期での対応は非常

に難しいが.だからこそ偵垂で冷静な対応を求められる｡生徒や保粒者.さらには教

員も注目しているのである｡従って.マスコミへの対応等について.こうした緊急事

旗の対応に長けた専門家に助音をもとめることも考えられた｡

事件直後において.正確な情報が得られない中.軽々に発音すると一層混乱を引き

起こすことがしばしば見られる｡基本的に.学校､教育委員会は事実究明に努めつつ

も.その作業が完了しない閉.不必重な発音を控えることが混乱防止上重要であり.

マスコミからの取材攻勢に対し,適切な専門家に助力を依頼するのも一つの方法であ

る｡他方で.生徒がなぜ自死を選ばなければならなかったのかということに醜実に向

き合うという賛助を示しながら.調査を待つという姿尊を維持すべきでなかったかと

思う.｣

本件では.市政育重点会と本件中学校関係者が.Aの自死直後の10月14日に.

弁城士と訴訟対乗を意曲したような相軌をしているように,事案解明を萌一に倍先す

るという鹿曲に欠ける状況下での記者発表は.･--･屑事態を握乱させることを組曲すべ

きである｡

10 裸題としての迫族への対応
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文部科学省の手引きが指摘するように.迫族のニーズに応じるために.学校.教育

委員会は最大限の配慮をもって騒まなければならない｡迫族として.学校で何があっ

たかを知りたいということは当たり前のことであり.その意向に沿うことは括果的に

徹底した事実解明に繋がる｡そして.これまでの本件のような事秦で子どもを失った

親たちは.子どもの命の証として同様な事件の再発防止を心底から望んでいるのであ

る｡

従って,アンケート等の学校が入手した情報は.可能な限り開示すべきである｡こ

れまで.各都道府県でまちまちな対応がされてきたが.全国画一の公平な対応のため

には.制度化が求められる｡また,学校.教育委員会が調査.軽理した事実について

も可能な限り開示していくことが必要である｡

さらに.これまでの本件と同様の事秦において.椴抱の無い家庭間越が常に世間に

やかまし<青い立てられてきたという事'kがあるが.我が子の死による計り知れない

苦しみの上に.事後に人胤 名誉さえもが否定される事態に適った造族の苦悩.苦し

みは.こころの深い鮪をさらにえぐられるようなものある｡遺族たちはこれを二次的

被害と呼ぶ｡本件では.Aの家庭が ｢虐待家庭｣であるというレッテルが貼られてし

まったが,こうした行為は.人倫に反するものとして.二度とあってはならないもの

である｡
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第3華 その他の問題点

1 マスコミの倫理

(1)センセーショナルな報道合戦

本件事案に関する報道合戦は異常でセンセーショナルなものであった｡あるマスコ

ミは生徒に対し金銭をちらつかせて槽報を得ようとした｡また.通学途中に敵しい取

材にあった生徒たちが堪えきれず公衆トイレに逃げ込むという事態もあった｡その上

記者が生徒の家まで押しかけてきて取材を求め.保埠者からの苦情があって初めて止

んだという事旗もあった｡堀地の乏しい情報を流したり.加番をしたとされた少年の

実名などが報道されたり.また無閑係な他人の戯琴曲が結されたり.教員たちが非難

や脅しの鼠に巻き込まれたりした｡終には.教育長が殴fTされ儲宙を負うという事娘

も生じた｡

その現象はインターネットに波及し.加宙をしたとされる少年及び壌族のプライバ

シーが暴露されたりした｡この結果.加番少年たち及び家族は地域内で生活できない

事態となった｡本妻且会による調査の結果.いじめ行為をしたとは蕗められなかった

生徒及びその家族については.｢殺人&･J.｢卑怯者｣というような事雑が来るなど.

平穏な社会生活を奪われる申態も生じている｡その生徒及びその家族の受けた椅神的

打撃は計り知れず.その舷専回復は期待できないような状況に陥っている｡憎しみや

怒りだけが膨張し冷静さを失った社会は.If_当な解決からますます遠ざかるというこ

とを肝に銘じるべきである｡

(2)事実解明と加専生徒の振tJ返りの繊会を奪った妨尋的報道

本委員会も例外ではなかった｡有力新聞社の一つである改発新聞社は.平成24年

12月23日付けの朝刊で.｢自殺といじめ因果関係明示へ｣とkiして.r生徒へのい

じめが自殺に結びついたとする内容を最終報告宙に明示する方針を決めた｡｣. また.

｢各垂貝は終了後,取材に対し,報告宙では.加啓者とされる同級生3人による暴行

など,少なくとも9件の行為を列挙し.自殺との因果関係がわかるよう立証したいと

の考えを示した｡｣との無寄名の紀群を掲載した｡

本委員会は,可能な限り香色会の括肋をオーブンにし.そのために記者へのブリー

フィングに力を入れた｡肘紀の報道の加熱を腰みて.萌 1回のブリーフィング等で.

特に本番月余の括勤を見守り支えるよ5'な報道姿勢をお酌 lした机 碗売新聞社の報

道はこの願いを央っ向から虫切るものであった｡実際に調査括勤は盛大な支障を受け

ることとなった｡加啓をしたとされる生徒及びその保横着は.本委員会の設立の趣旨,

中立.公正な立場での洞鹿をしてい(醤弓削こ理解を示して聴き取りに応じ.生徒は.

今回のことを振り返り.聴き取り担当の番貝との問で信頼関係を築きながら.事実に●
ついて.自分の気持ちを話し始めていた｡その2回円の聴き取りが終 rL,最後の1
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回の聴き取りが予定されていたま引 こその日に.生徒の保雑音が虚偽報道を知り.本

番見会との侶頼関係が堪れたとして.生徒からの聴き取りを拒否した｡本委員会は.

試売新聞社の妃制ま全くの虚偽の事実を報道したものであることをその場で説明し

たものの,理解を得られなかった｡ 本番負会は.このままの状態ではこの虚偽報道を

容経してしまう結果になりかねないとして,典例ではあるが､読売新開杜に対し.記

事の撤回,謝罪を求めた｡しかし.残念ながら.読売新阿社は大枠支局長名が入った

背面で ｢2012年12月23日付朝刊 ｢自殺といじめ因果関係明示へ｣の記事につ

いて.虫調査香月会からご指摘を受けました件について回答いたします｡当族記事は.

同月22日に開かれた舟調査委の会合後に頼数の番月らに坂村した内容と.独自攻材

に基づくものです｡｣と回答したのみで.配串の撤回及び謝罪についてはこれを拒絶

した｡本委員会は,故売新聞社の誠意ある回答を期待しえないと考えて.平成25年

1月7日付けで別柾の声明を各マスコミに発してこの間楢に終止符を打った｡その後.

市長は.同月11日の定例紀者会見でこの間雌を取りしけた.

このような-一連の本委員会の行動に対して.銃先新聞社が改めて何らかの行動をと

ることはなかった｡また.各マスコミrJ一連の出来事を明らかにし.声明を公表した

ものの.その時点でマスコミ各社はこの-事態を一切報道せず.故充新聞社の報道を容

詑するような態度を取った｡本番貝会としては,各マスコミのこの態度に失g_し,マ

スコミに対する倍栃を失い.今後のマスコミに対する情報発信を制限する方針をとっ

た｡

平成25年 1月20日に開催された萌 12回日の春風会終了後のブリーフィング

に際しては.委員会での協議内容に.)いて.ほとんど開示しないという態度をとった｡

その席上.本委員会からは.託尭新聞社に対し.~本番貝会の調査にとって極めて盈要

な時期に.あのような虚偽の事実の報道を.しかも無記名でするということはどうい

う鹿図があるのかなどと.説売新聞社の真意を問い質した｡しかし.出席していた記

者は.｢回答再のとおりです｡｣と述べるだけで.何ら実のある回答をしなかった｡ま

た.出席していた他の報道機関の記者に対して.何故.我々の一一一連の行軌について報

道して<れないのかという疑問を皇した｡その上で.この間題は極めて鑑穿な問題で

あり.このような旬道を容賭したままだと.第三者香EL会がすでにできあがった規定

路線に乗った全く意味の持たない委員会であるという誤った情報を国民に流すこと

になるという趣旨を説明した｡

このブリーフィングでの誠の効果なのか.時機を逸していることは責めないものの.

朝日新田は平成25年1月22日付け朝刊で,本妻員会の一連の行動を初めて放り上

げた｡

.我々が凋査の終髄を迎え.鹿現なる誠曲を盤ね.報告沓の作成に勢力を集中しよう

とする時期に.こうした記事を戎充新聞社が掲叔することに社会的に何の意味がある

のか｡偵並に検討したのか.と強<疑うg本香貝会は.'Rie事の実際的効果として.｢香
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艮会の結曲は見えた.この香色会の活動の主たる役割は終えた｡JTという考えが社会

に芽生えることを恐れた｡本番員会の使t糾ま,いじめの存否,自死の原田を明らかに

することだけでなく.本件中学校において何故本件のような事案が生じたのか,どう

すれば防げたのか.今後どうすればよいのかなどの亜重な諌鮎を明らかにすることで

ある｡こうした本委員会の使命に社会が理解を示し.この報告啓に強い関心を抱くよ

ラ.また.そうした委員会の活動をさせるような報道を期待していた｡今回の読売新

聞社の報道は.本番且会の存在意義を卑小化し活動を妨げるだけのものであった｡

聴き取りが中止となった生徒及び保韓者に対しては,読売新聞社に対して抗論の手

紙を出したこと.声明文を発表したこと.市長の会見でもこの間越が触れられている

ことを伝え.聴き放り再開をお願いした｡しかし.盛売新何社から記事の撤回及び謝

罪がない段階では再開には応じられない旨の連絡が入った｡本番貞会としては断腸の

思いで聴き取り再開を断念した｡このことは.本委員会の調査に重大な支障が生じ.

事実究明が国見となっただけに止まらない｡聴き取りを行っていた生徒のこころを俄

つけたのである｡センセーショナルな報道合戦により.それ自体によって様々な苦し

みを味わった生徒が.本番月余の在り方を理解し.蕗をしてみようと前に向けて大き

な一歩を樽み出していたのである｡そして.香魚との侶頼嗣係のもとに.事実を振り

返り.自分のこころと向き合っていたのである｡ これからそれを深めていく段階であ

ったのである｡読売新聞社の虚偽の記事は.生徒の振り返りの機会を永遠に中ったの

である｡それだけに止まらず.大人は信用できない.社会は信用できないという不備

感を与えてしまったのである｡その不信感を背負って,これから成長していくのであ

る｡ 生徒はどのような思いをしているのであろうか｡生徒がどれだけ傷ついてしまっ

たのか.我々には計り知れない｡また.生徒の保稚者にも.生徒同様に.頼神的なダ

メージを与えてしまっているのである｡

読売新聞社はこの事実をどのように受け止めているのであろうか｡他のマスコミは

どう受け止めるのか｡

(3)求められる尭替な報道姿勢

今回のマスコミの報道を振り返ると.もちろん,いじめ自死事件について深<掘り

下げた報道もあったが,耐記の報道合戦の中で陰が蒔くなったことは否定できない｡

そして.今回の一連のいじめ報道によって.｢マスコミは.何のために.いじめに関

する報道をしているのか｡何故.本香色全の括動を報道してきたのか｡マスコミは何

のために存在しているのか｡｣という,まさにマスコミ報道,マスコミそのものの存

任意毒削まどこにあるのかということを.マスコミ各社.各記者本人に突き付けられて

いることを指摘しておく｡

2 思春期の子どもの心性
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今回の事案を解明しようとして.行き当たるのが.｢思春期の子どもの心性｣であ

思春期まっただ中にいる子どもの時代を指して.路床心理学者の河合中経は ｢蛸の

ような時代Jrと表現した｡青虫が.-キャベツの葉っぱを一杯食べ.椅戯な羽の喋々に

なるまでに.坤の時代を通過する｡外見から蟻をとらえて.次の紡康な姿を予想でき

る人は何人いるだろうか.それほどまでに形状に大きな速いを見せるのである｡しか

も.輔の歳のなかは.おそら<想像するだけでも大きな変化が起こっていると思われ

る｡河合はこれを ｢疾風怒涛の時代｣とも表現した｡

こうした時期に学校や家庭でストレスを受け.そして一定の事柄が契機となって.

重大ないじめに発展してい<ことはありうる事態と宮わなければならない｡

思春期にある子どもの3つの特性として以下のことが諾われる｡

匝 身体の急面扇 iEr=一三言前 福 海緬 -i,Jii-i;ラ
ンバランスな時期

萌2次性徴に府面し.内面から突き上げる爆発的な術軌に苛まれる｡言射 こな

らない感鷲に遇われ.自分でも説明がつかない感覚を体感する｡

② 依存と自立の狭間にあり.その欲求がめまぐるしく変わる時期

③
…

l
ll,.11▼.■lLJ

まだまだ.周りの大人の手助けが必要であるにも関わらず.その援助を ｢う

ざい｣.｢きもい｣と突き放してとらえる｡ある時は.ぺったりと甘えてくるか

と思えば.背伸びするくらいに自立への志向を示す｡

｢危い心性｣ を持つ時期 ■ 1
________仙-__【__.～-j

｢自分とは何か｡｣.｢自分はどう見られているのか｡｣.｢人は何のために生きるのか｡｣

など.生存に対する懐碇的な思いがふつふつと沸いて<る時期でもある｡

思春期の干どもの危機とは.身体的･心理的･社会的な急激な変化に,均衡が触れ

やすい状態をいい.暴力･反抗･自己地境行動 ･自己評価への動揺･気分の急敢な変

動などが起こるものである｡

こうした思春期の危機的状況は.早く碓かな自分をつかみたいという願望を持つが.

一方で自分を支えて<れる親への醜い親密感や-一体感が急速に失われ.艇れてい<べ

き親そのものが.自分を支えてくれる存在であるというアンビバレンツ (二律背反)

な状態を生み出している｡

この危機的状況の中で.同性の同世代の友達は,対象喪失を伴う子どもの危機を乗

り越える代理対象としての意味を持ち.始り合い.共有しあうものとしての鑑重な役

割を持つものであるといえる｡

この時期には ｢自己｣が問われることが多く.他人と比較して.･容姿であるとか.
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成故など.様々な比故をして自己不全感が藤<なる時期である｡

そこで.まず大切なことは,干どもの症状を拍そうとするのではなく.急故な変化

を発達段階での葛藤や挫折と捉え.少なくとも症状がある撞鹿.落ち着きを取り戻す

まで.チビもをとりまく発達圧力 (進学や進級の開館など)を一一時的に棚上げ状態に

することも必要ではないか｡そうして.千どもの内面の世界を受容し,共感してやる

ことも大切であろう｡

本件中学校においては.丑軽教曲がBの変化とその様子からその危供を担任などに

伝冬ていたが.虚構的に考慮されなかった｡また,二学期以降.グループの関係性の

崩れが見え出してきた｡この時にもっと教員や周りの大人の気付きがあったらと考え

る｡Bは家庭でも良い子どもであった｡ところが.学校で他の要因に加え.意味不明

の ｢いらいら感｣がAに向かった可能性が考えられる｡教員が.Bの変化をおざなり

にせず.雨音の側の国保調整と俸掛 二力を注いでおればと考えられる｡

3 専門家の役割

(I)スクールカウンセラーの役割

前記の事実関係のとおり.10月24日に.アンケート結果の分析したスーパーバ

イザーAがB敦盛に対して一通り鋭明した後に.さらに.スーパーバイザーAは,A

-D.スーパーバイザーBが来校し.校長.B敦盛が対応したが.その場で,スター

前提として,学校に対し助首しているが.これにより.学校及び市教育重点会は,A

の- 及び自死の因果関係の不明を確信したと推測される｡また,本番月食が検

討した焚料からは.カウンセリング情報がそのまま学校管理者である市教育香月食の

下に提供されたのではないかと考えられる｡

以上からすれば.その意図の有無は別として.スクールカウンセラーといった専門

く関与していているのではないかということが

宛われ,また,その黄務遂行においてプライバシーの厳守の原則が揺らいでいるので

はないかと疑われる局面が見られた｡これらは.スクールカウンセラーの専門性.独

立性,中立性を骨かす盛大な間脳である｡

本来スクールカウンセラーはこころの専門家として.学校と距離を田いて活動をす

ることが期待されている｡スクールカウンセラ｣はカウンセリングに憤するべきであ
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る｡対学校との関係で独立し守秘に繊することを基礎として.はじめて子どもたちの

倍頼を獲得してカウンセリングを行えるのである｡そのカウンセリングの過樫で学校

運営に問題があることが判れば.子どもの立場から専門家として学校に意見を言うこ

ともありうる事態である｡いL+めなど生徒の心身に盤大なダメージを与えた事態に際

して.学校の方針を支えるような活動をすることは職蹄を逸脱するものと富わなけれ

ばならない｡

本件では巷韓教諭は.Aの異変に気付き.また.Bの変化を気に掛けていたが.心

理の専門家のスクールカウンセラーにも正にこうした役割も期待されているのでは

ないか｡そして.学校をより正当な方向に導く役割も期待されていると考える｡これ

こそがスクールカウンセラーに期待される役割ではないか｡

(2)井凍土の役割

前記事実関係記載のとおり.10月14日に.A指導主事及び校長が.弁韻士に対

し.アンケートの実施の仕方について相談した際のメモに次の記載があった｡

くアンケート集約結果/結論)

｢ステップilr事実｣確定一〇
ステップ2 ｢いじめ｣認定一〇 ｢ここまでのラインJ 認める方向で,

ステップ3 ｢因果関係｣認定-x ｢認めない｣

この時期より既に訴訟対策を意鼓したことが認められる｡

次に.10月2′4日 (月)に.課長補佐とA指導主事 (後の校長合流)が.弁鞄士

に相巌をした結果のメモには.相談内容として ｢今回の対応の総括について｣.｢因果

関係について｣,｢訴訟対応について｣,｢その他｣.｢学校対応について｣.｢市教育費貝

会対応についてJの各項目がある｡弁韓士の答えは.全体として評価したときに.立

場の互換性がないことからも ｢いじめ｣ の構図があったと認めざるを得ない｡｢因果

関係について｣は.因果関係については申し上げられる立脚 こない.評価に関わる問

題なので意見や感想を申し上げる9.軌 こない｡理解して欲しいというものであった｡

｢訴訟対応について｣は.①他の意図も考えられる｡ 因果関係はない｡安全配慮義務

適反はない｡(卦安全配慮曲務違反があった (予見できた)｡因果関係はない｡③安全

配慮義務連反があった｡因果関係があった｡と3通りが考えられるところ.(丑ないし

③にはそれぞれ-が付いており,その先には①に○印の記載が.②.③には×印の記

載があった.

この後.学校.市教育委員会は.十分な調査.分析をすることなく.弁軽士の判断

にそのまま乗ってしまい.加啓をした生徒がそれぞれどのような関わり方をしたのか

ということを調査することもなく,一律にいじめ認定をした｡いじめと自死の関係は
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分からないという判断をして,現時点に至っている｡このような態度を放ったぽっか

りに.いじめと認定することに慎重であるべき生徒についても.十分な検討をするこ

となく.いじめ認定をしてしまったという過ちを犯した｡

ここから学ぶべき教訓は.相鼓された弁鞍士は.特段意識してはいなかったものの.

相萩している学校及び市教育委員会の関係者の意誠は,本件はいじめなのか.いじめ

であった場合.自死との間に肉果関係があり.市が辞任を負うのかという点に否が応

でも行っていることを意曲する必要があったように思われる｡そして.法律の専門家

である弁韻士の助言は.混乱した状況下で相親に(る本件中学校及び市教育委員会関

係者にとって.極めて大きなものであり.金科玉条のように取り扱われてしまうこと

を肝に銘ずるべきである｡

初動段階で弁牲士が関わる場合.本件中学校及び市教育委員会が行うべきことが何

かを指輪することがとにかく大事である｡そして.どのような事実が生じていたのか

ということを.早く.的確に確定させるためには.どのようなことをしなければいけ

ないのか明らかにしてい<必要がある｡仮に,学校.教育委員会の関係者が.法的責

任はどうなるのかということに意我がいっている場合には.その方向性は間違いであ

ると厳しく指摘し.まず.事実を確定するための作業を第一一一に考えるように指導すべ

きである｡

一方.学校及び教育委員会関係者が行うべきことは,まず.事実を解明することで

あることを放棄してしまい.専門家である弁埠士の意見を金科玉条のように取り扱う

という自主性を失ったことを反省すべきである｡実態解明については,自分たちが主

役であり.弁績士などの専門家はあくまで助言者に過ぎないという意岩劉こ欠けていた

ことを猛省すべきである｡

4 文部科学省のいじめに関するデータの不十分一埋もれてしまった ｢いじめ｣

近時.文部科学省の統計データの正確性に対する簡閲が指摘されている｡子どもの

自死について.1999年から2005年の問.いじめによる児塵生徒の白死件数は

ゼロとされていた｡ しかし,いじめを苦にした自死が相次いでいたことは社会的に周

知されていたと首わなければならない｡その後.世曲に押されて行った2008年度

r児童生徒の開性行動等生徒指導上の諸岡掛 =関する調査｣では.小･中･商 ･特別

支援学校におけるいじめ認知数は8万5000件.自死した生徒は136人で,その

うち自苑の背農に rいじめ岡粘｣があった事案は3人とされている｡背景が不明とさ

れる自死が73人 (53.7%)に上るが,これらの事案の解明はなされないままで

あった｡

他方.警察庁の統計によれば,2+011年の1年間における自死者は30.651

人で.19歳以下の者の人数は622人 (小学生13人.中学生71人.高校生26

9人)である｡そのうち学校間題とされるのは429人とされている｡警察庁の統計
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では.自死した小･中･高生は353人で.文部科学省の統計の136人と大きな隔

たりがある｡現に.嘗察署が自死として認定しても.学校.教育委月会が･Lr･管理外の

事故死｣などとして自死と計上しない事案が複数見られる｡また.本件に関するいじ

めの報道の後文部科学省が把握するいじめの件数が急増したとのマスコミ報道もあ

る｡こうしたマスコミ報道によるいじめ件数データの一時的増加を.r社会現象とし

てのいじめ｣と指摘する曲者もいる｡

また.都道府県によって.文部科学省に報告するいじめの件数に大きな農があり.

教育委員会あるいは学校の主税的ないじめ詑曲の毒がそのまま反映されているもの

と首わなければならない｡

本格的にいじめの実態.いじめと自死の関係が解明されるためには.いじめ及び子

どもの自死に関する正確な事案の収集とデータの整理が不吋欠である.また.いじめ

の事実が正確に把握されるとともに.いL'めと自死などの重大な鈷巣との関係が明ら

かになることは.社会がいじめられたチビもたちの命と健康をかけがえのないものと

して考えている一つの証と考える｡文部科学省の指等の下.各地方自治体の教育委員

会,学校におけるいじめ発見体制の充実が急がれる｡

国連子どもの権利香員会の日本に対する第 1総括的意見中のハラグラフ42では.

青少年の問における自殺等を防止するために.情報収集及び分析等全ての必要な措匿

を申るよう勧告する｡第2龍括的意見の同47では.①急増する若者の自殺率の糾 ､

水準.②自殺や自殺未遂及びその原因に関する星的デ-タの欠如等の実I削こついて患

い重点の念が表明されている｡萌3総括的意見中のパラグラフ lIlでは.児竜･辞少

年の自殺.及び自殺未遂のリスク要因についての調査が欠如していることが指摘され

ている｡

日本lこおける子どもの自死に関するデータ収典.その要因研究の体制軽牌は著しく

遅れているのである｡こうした現状に鑑みれば,文部科学省は.各自治体の教育委白

金の報告だけで事足れりとせず.疑義のある事案については.自らが調査検討してよ

り正碓なデータ収典に努めるべきである｡とりわけ当事者による再調査の申立に対し

ては典撃に対応すべきであると考える｡

5 過去における検証の不十分

平成8年1月30日当時の奥田文部大臣は.いじめを原因とした自死が相次いだ状

況を樺まえて.い1L:め問題に関する緊急アピール トーかけがえのない子どもの命を守

るために-｣を発凄した｡それは全国の子ども,保韓者,教員に向けられたものであ

った｡ いじめはどこでも起こりうるとした上で.いじめが深刻な人権位番であるだけ

でなく.いじめを苦に自死を囲ったり.あるいはこころに深い脇を負わせたりするも

のであるという謡曲に_17:ったもので画期的なものであり.特に教員に対し.深刻ない

じめは,どの学校にも.どのクラスにも.どのような子どもにも起こりうるもので.
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｢いじめられている子どもを守り通す｣ことを育英と態度で示し毅然と対応してほし

い.と訴えかけた｡あれから随分と時が経過したが事態は改善していない｡

また.布村幸彦文部科学省大臣官房審誠官 (初等中等教育局担判 は.｢チビもの

問題行動に向かわせないために-いじめに関する追跡調査と国際比較を踏まえて-J

というテーマのもと.平成 18年2月21日に東京で開催された ｢平成17年摩 ｢教

育改革国際シンポジウム｣の基調班も削こおいて.改めて ｢いじめ問掛 ま,最悪の場合

には.子どもの命に関わる虫大な岡地｣として同軸解決に向けた具体的な取り組みに

ついて撞唱した｡しかし.こうした文部科学省等の呼びかけにも関わらず.多くーの地

域においていまだ有効ないじめ対束は進んでいないと首わなければならない｡

それは何故か｡･･一一つには.過去のいじめ自死の事嚢において.二度と同じ過ちを操

り返さないという決意の下.その一つ一つについて十分な事実究明と検証がされず,

多くの場合.いじめの事実も自死との関連性も不明とされたままで事態が終息し忘れ

られていったという事実を指摘したい｡その一つ一つの事案について.包み隠される

ことな(.丁寧に事実関係が究明されそこから教訓が摘出され.教育現1削こおいて,

その教訓を生かそうとする努力が今日までなされていたら.いじめの実情は現状より

ましな状態となっていたと宮えるのではなかろうか｡

6 保態者全 くpTA)の自主性の欠如

事件直後からのPTAの動きを見ると.ほとんど際立った括勤を見ることができな

かった｡記録上はPTA関係者が学校との協議の噂に出席しているが,学校からの情

報を-1一方的に受け破っているという婆しか見られなかった｡学校協力者会読の開催も

あるが受け身的で概庵的に学校や教育重点会に意見を述べたという記録も見当たら

なかった｡

多様な保超音が加盟する団体として簡単に方向性を決定することは幽艶と考えら

れるが,学校等からの･一方的な情報に頼るのではなく∴徹底した調査の実施を要求す

ることや洞査結果の板東について報告を求める拙庵的な姿串が欲しかった｡

保鳩首会の役割の一つとして.学校教育の支槙があるが.その支損とは終局的には

生徒である子供たちの利益につながるものである｡本件で鍍要なことは.いじめの実

態は何か.何が岡地だったのかを明らかにして.その教訓を生徒に還元してい<こと

であるはずで.そうした方向性で自主性をもって.本件中学校,市教育委員会に働き

かけてはしかった｡

7 本垂旦会の在IJ方に関する開珪点

本毒見会の始まりは.市から香色として推鵡された大草教員である臨床心理士の辞

任という典常な事態から始まった｡報道によれば,本件の迫族のプライバシーを第三

者に瀞らしたということであった｡第 1回委員会に出席した委員は事態の意味が判ら
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ず.当面5人の委員で活軸を開始した｡競料の鹿討をするなどの調査活動を進めてい

るうちに.事件直後から.この候補者が.学校.市教育委員会の助言者とLt,また.

スク-ルカウンセラーである複数の鯨床心理士とともに.厳密な事実調香を経ずして.

Aの家庭に ストーリー作りに関わっているのではないかという

疑いが沸いてきた.

以上の事実が判明したことにより.当談義負の辞任はやむを得ないものと理解した｡

第三者委員会の生命線は公正と独立にあり.それによって初めて.登りのないRで公

正に事実を調査しそれを踏まえて歯に衣を着せない意見を表明できると考える｡今後

立ちあげられる第三者委員会の最も鍍要な裸出である｡
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第日部 提言

はじめに

これまで.第 Ⅰ都では.Aに対する加宙行為についての事実を確定した後.学校が

いじめを発見できなかった問題点を指摘した｡ また.第Ⅱ部では.Aの自死が起こっ

た後の学校及び市教育香典会の対応についても事実を確定した後,事後対応の間惜点

を指摘した｡

そこで.今回の事案を通して.浮き彫りになった閉域点を解決し.二度と同じ過ち

を起こさないため.青少年の健全育成の観点も掩まえ.｢教員への提言｣.｢学校への

捷乱 .｢教育香見会への授乳 ..rスクールカウンセラーへ由提乱 .｢危機対応｣.｢将

来に向けての探題｣の6項剛こついて.超音する｡

この提言は.本件中学校や市教育委員会を批判するために為すものではない｡本件

中学校の腺鮎を見てきたが.本件中学校の教且が.青紫に表せないほどの努力をされ

てきたことを知った｡したがって.本件中学校を含む.日本の全ての学校に.このよ

うな事象が起こらないための予防的方策として.不幸にもいじめ.あるいはいじめ自

死が起きてしまったときの対応策として.必要な事項を列記してい<｡是非,一つで

も教育現場等で実践されることを期待したい｡
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第 1章 教員への投首

1 教員とは何か

中学生は,自分とは何者か.生きるとはどういうことか.死とは何か.これら人生

における収源的で本質的な問いかけに苦悩する思春期只中に生きている｡中学校の教

員は.思春期の祷雑な葛藤や矛盾に寄り添い.その発達を支援できる大人であること

が求められる｡教員はその自覚を持って日々の生活を生きていくことが求められてい

ることを白鷺するよう.様々な機会を遼L'て自己研耕していって欲しい｡

*_徒は言っていた｡｢生徒に向き合う時間をた<さん作って欲しい｡｣.｢擁たちと遊

んで欲しい｡｣ と｡生徒は教員を求めているのである｡

2 敦良の感性

いうまでもなく.教員は干どもにとって.一一番の理解者である｡また.そうであっ

て欲しいと顧うのは.子どもを学校に招けている親ならば.姓もが望むところである｡

子どもの剛二映る教員像の中で.一番困るのは.干どもの危機的状況においても察

知せず (察知出束ずという場合もある｡).そのまま ｢見て見ぬふりをする｡｣およそ

教育に携わる者らしかBlぬ.教育の立場からはあって欲し(ないような教員である｡

もちろん主観的には.何とかしたいとの思いがなくはないだろう｡ しかしながら,

展開する子どもの状況に余りにもついてゆけない自分の力丑の乏しさがあり.一人で

抱え込んでしまう教員侍が見えてくる｡

ところで.rいじめ｣の岡地で今教員に求めら才1ることは.子どもの声に耳を傾け.

こころの叫びや言動の卓側にある感情をしっかりと改み取ることが大切だと言われ

ている｡チビも自身がどういった立掛 =おかれ.どういう気持ちでいるのかという子

どもの心情を推し最ることができる力の育成が求められている｡｢先Ff三は､--(-どもた

ちの顔を見るよりも.パソコンの画面を見ている時間のほうが長いJと言われ.今日

の教育現場が邦掩されることがある｡子どもと関わる時間を価保し.チどもの苗に耳

を傾けることは.生徒理解.生徒指導の基本である｡

教月自身の感椎を磨<ことは.教員の日々の忙しさで難しいことではある｡しかし.

思しいからしな<てもいいものではな<.子どものこころを受け止めることは.どの

ような場合であっても敦月として必ずやらねばならないことである｡感性を磨くこと

は日々赦免自身が意曲して取り組むことは宵うまでもないが.教員研修に放り入れる

ことを提案したい.5年日,10年Rの節目の研修で,1年か少なくとも6ケ月間.

地元の福祉施乱 介軽施設.♯韓施設.情緒陣容児短期治療鹿乱 鑑別所.少年院な

ど.教員の普段の生活と関連が少ないところで.実際に働き,日で見て,耳で聴き.

身体全身で現実を感じ.忙しさでこころの奥底で眠っている感性を呼び起こしてほし

い｡その感性が.チどもとの関わりで亜重なものになって<る｡
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3 いじめ罪放,研修

先般文部科学省の平成24年4月から~9月までのいじめの調査結果が発表された｡

いじめの件数やその割合が.叔道府県により160倍もの差があるというニュースが

あった｡調査方法の速いによるものではと報道されていた｡何がいじめで.何がいじ

めではないのかを決めるのは.教員でも学校でも敦青春見会でもない｡子ども自身が

どう感じたか.どう思っているのかがポイントである｡教員はチビもたちのこころに

寄り添い.こころの奥底にある心情を理解することからはじめる必要がある｡

いじめは何処でも.何時でもチビもたちの関係性の中に起こる｡しかし.いじめが

起こらないように.その子どもたちに関与している教員をはじめ大人たちが.今日的

ないじめの構図や成り立ち.いじめを起こさない鶴田づくりやいじめ発見法等の.研

倭,研釣を積むことが求められる｡

まずは教員にとって見えに<いいじめの存在に敏感になもために.ひとつにはいじ

めが生徒典国内で起こる構造について理解を深めることが必要となる｡森田洋司らは.

いじめが一筋純で把握できないことについて.次のように述べている｡

･友だちの数が多くても.いじめの披啓から過れることはできない｡

･これまで.一般的に.いじめの被宙者には友人が少ないことが指摘されてき

た｡また.今回の調査でも同様の傾向があることがわかっている｡ところが.

この友人の敦といじめた子との関係を見ると.クラスのなかの親しい友だち

の人数が多くなればなるほど.｢よくいっしょに遊んだり諦したりする友だ

ち｣からいじめられた十の割合が多くなることがわかったのである｡

つまり,友だちがたくさんいるといじめられにくいとは.単純にはいえず.

できるだけクラスに友達を多く持つことが.いじめの破宵から逃れる手段に

･なるとはかぎちないわけである｡こす=ま.今後いじめを指等する際に注意す

べき点と思われる｡(竹村･一夫)

･仲のよい友だちから反復椎の高いいじめを受けている場合も四人に一人いて.

その場合はいじめの継続期間も長いケースが多くなる｡

(森田洋司.滝充.秦政春.星野周弘.若井朝一編著 FEI本のいじめ-ニー予防 ･

対応に生かすデータ典』(金子啓房.1999年)

また.自死にまでつながるゲル-プ内いじめの本掛 こついて森円らは次のように的

確に指摘している｡

いじめ空間の閉単性-いじめが起こっても
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出すことができれば.それだけいじめの被宙は少なくなる｡ いいかえれば,千

ビもたちの堀がどれだけ開かれているか.閉ざされているかによっていじめ現

像の発現のしかたが変わってくる｡いじめ空間の閉塞性はつぎの二つに大別さ

れよう｡一つは ｢物理的閉鎖性｣である｡既述のようにチビもたちの集団帰属

が学級熊田へと一元化されてきたことはいじめられた子どもたちの逃げ場を失

わせることになる｡また.学区制によって転校への遠が閉ざされている場合に

も.追いつめられた子の逃げ道はふさがれよう｡いじめとは本質的には逃げ場

a)ないところで行うからこそいじめになるという性質をもっている｡いじめが

死につながる事件に発展するのも.いじめの噂が山口のない艦となっているか

らである｡

(中略)

さらにもう一つの社会的閉鎖性は人間関係によるものである｡人間関係のし

がらみをかぶせて人と人とをつなぎとめたり.熊田と個人とを結びつけようと

する傾向は日本人にとくに強く見られる傾向である｡それは個人が他者に依存

したり.どこかのグルーフの傘のなかで自分の存在を掩保しようとする志向が

強ければ.その個人はそれだけ人間関係のしがらみにつなぎとめられることに

なる｡いじめの場面では,いじめる側がこうしたいじめられる側の弱みに巧み

につけこんだ辛口が用いられる.いじめっ子たちはいじめられっ子を錦でつな

いだ犬のように手もとにおいておき.気がむいたときにはいじめて遊び,スカ

ッとしたいときには気晴らしとして.あるいはむしゃくしゃするときにはウッ

7ン晴らしとしてもて遊ぶのである｡深刻ないじめのなかで自死や殺人事件に

まで発展したケースでさえ.いじめ-)子といじめら11っ子の関係は.学級のな

かでは遊び仲間であり.教師のE郎二は仲のよい友だち同士として映っているこ

とも少なくない｡いじめられる側も.これらの社会的な呪縛があるために.い

じめられても再び彼らと一一緒に行動することになるのである｡

(森田搾乳 摘水緊二者 F新訂版 いL'め-一教室の痛い-』(金子再房.

1994年)

以上のことは教員のあいだでは広<知られていることではあるが.いじめ岡地に取

り組む教員はその感性を保つために.繰り返して拒絶することが求められよう｡

また.いL'めの発見法.いL'めへの介入 ･対処法.さらには棺串法の戚立のための

研修を放り入れる必要もある｡有効とされる例をい(つか挙げれば.Q-L'理論

(Questionnaire･Utilities/学級熊田の状態を把握するための心理調査)や自己肯定

感の調査.千どものモラルに関する感性.問題行動 ･鹿範選曲調査や見限法の研修.

無記名アンケートの'突鹿方法.問曲別の実践的なケーススタディーの実践.学級づく

りの方法曲の研究と報告.カンファレンスによる庇み解き能力アップ'研修などである｡

176

もちろん.前段に挙げたような研修プログラムを学校外や上位機閑から音われるま

まに浸然と行うのでは十分な効果が得られないだろう｡研修を行ううえでの大切なポ

イントは,自校や学年,またその典EElの状況や実態を把握することである｡そしてr今.

何が必要か?｣と.破研修者の問でしっかり謡曲して謙髄をブラッシュアップし.過

切な研修を選ぶことである｡すなわち.従来の ｢やらされている研修｣から ｢自らが

選んだ研修｣へとシフトしてい<ことである.

だが.いじめ発見の研修を積むだけでは教員がいじめを見逃す.見て見ぬふ

りをしてやりすごすという探題は解決するわけではない ｡ 教員が頼棲的に敏感

にいじめに気づくことを奨励する仕組みや雰囲気の醜成が必要となる｡ すなわ

ち.自分の学級,学年で.また学校で.市町村でいじめがあることが評価とし

てマイナスになるという教育現場の感覚を払拭する必要がある｡いじめがある

とその学校や教員の評価が下がるということではなく,早期にいじめを発見し

た場合には.むしろいい評価がなされる等.早期発見に力が注がれることが虫

垂である｡このような評価がされる世論づくりも必要かと思われる｡また.｢い

じめは何処でも起こりうる｣というのは.いじめは起こっても仕方がない.や

むを得ないのではない｡いじめが起きないための取組.努力が大切である｡

4 チームワーク

(1)一人で悩むことのない磁場づくLJ

-一人で解決しようとするのではな<.周りの多敦の教員の力を合わせることである｡

｢三人寄れば文殊の知慮｣とは.古来からの教えであるが.是非とも協力協働の教育

現喝を作って欲しい｡職場で常に子どもの逓増が交わされている場合.担任一人が孤

立するようなことはない｡一つの学級だけが倒れるということもない｡学年協働が成

り立っているならば.ちょうとした ｢崩れ｣の兆候にも.早期に事が打てるのである｡

前記したように当妓事案の担任は,4月に他の中学校から異動してきた教員で授革

力もある研究肌の教員であった｡しかし他方で.みなで相鼓するというよりは自分の

クラスのことに口出しされることを避け.一人で生徒持寄上の問題を抱え込んでいる

という評もある教員であった｡こうした担任の特性に気づいていた教員が周囲にいた

ものの.積極的に陶わりあおうとする敦月はいなかった｡

一つの問題を r担任まかせ｣にするのではな<.みんなで考え.みんなで解決する敬

場作りを目指したいものである｡これが,よくいわれる｢同僚仕のある聴噂Jである｡

(2)教職見聞の意思疎通.惜紐の共有の大切さ

意思疎通.情報の共有の大切さは.教育を括るときの何時の場面でも出てくる事柄

である｡しかしながら,問髄発生時に.意思疎通が図れなかった.情報の共有がされ
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なされなかったという意見が出てくることが多い｡

大規模校であり.かつ枚数の小学校区から生徒が通学してくる本件中学校では.み

なで生徒を見ていかないと大変だということで磁貝毒での情報交換がなされていた｡

その情報丑につい'T.多かった.情報交換はかなりしていたと自己評価する教員もい

た｡しかしながら本件中学校は.まさに意思疎通と情報の共有において深刻なヒューI
マンエラーを犯してしまった｡

人と人とのコミュニケーションの同船もあるが.改めてシステムとしての意思伝達

の工夫を提案したい｡

まずは個人カードによる ｢心配な生徒｣情報の ｢収典｣とその情報の ｢共有｣の仕

方について検討･受払してはどうか｡倍報の収集.共有の方法の一案として次のよう

な ｢気づきのカード｣を作成し.交換してみてはどうか｡

免づきのカード

00先生へ △月口Ilf )

今.日の 3阻国甑の投薬で.●●君の隈答に対し

て.rアホちゃう!｣という発音あり.その昔葉を専

放する穿固気がありました｡直ぐに注意はしました

那.クラス全体が理解したか疑問です｡ よろしくお

瀬いします

◇◇より

このことで.生徒の状況をより正雌に把握することができるようになる｡

また情報交胤 情報共有や結果報告の定まi)た機会をもつ必賓もあるだろう｡たと

えば.学年部会 (学年全強)は少な<とも月2回は必要である｡月1回であれば.行

事や取組の打合せに時間が取られ 生徒の細かな様子や状況について具体的に恭し合

う時間がない｡1度に多くの時間をかけるより.短時間でも回数を多くする方が効果

的である｡それぞれが得た情報を生かすために.多くの情報を態理分析し.まとめの

作菜が必要となる｡その作辛が学年部会の仕事ではないか｡学年部会の中での放論が.

教負の生徒理解甲力を育むことになる｡

情報交換のなかで上がってきた生徒については.たとえば週 1回,緊急時には昼食

を持ち寄ってでも支援のためのカンファレンスを実施することも考えられる｡

各敦月は.生徒に関わる職員朝礼での伝達,打ち合わせ.相訊･カンファレンスの

-事項は入念に配線してお(必要がある｡パソコンへの配線が有効といえる｡

そして当然のことながら.事後の結果報告を徹底すべきである｡教員は内容を柵遺

したうえで朝や巷間の全体及び学年手丁ち合わせで結果を報告し.指導上の情報を共有

することが求められる｡
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(3)教員間の経験の交流一兵姓を通した同僚性の形成を

今回の教員への聴き取りで特徴としてあげられたことーは.多くの教月が8クラスの

大鹿模校であることを｢実践が困難で+ぁる｡｣.r子どものこころがつかみづらい｣執

逃げj削こしてしまっていたことである｡ -しかし,その中でも工夫･努力が求められて

いることは宵うまでもない｡以下.いくつかの提案をしたい｡

他クラスの雰囲気の把握 ･実践方法を学ぶために.日替わりなど短期間の担任共

同･交代による交流をしてみてはどうだろうか｡教員はもちろん.生徒にとっても学

年全体の政見が仲良く団赦し.みんなで自分たちの生括を支援してくれている実感が

持てるようになる意味は大きい｡

具体的には.敦科のレベルアップ･授菓カアップを月例などで.教員間で実施する

とよい｡教員相互も教員の ｢詐術カアップ｣ と学年全体の雰囲気をつかむためにも,

学年集会などで輪番による教員の ｢お蔚｣コーナーを設け.許術のナップと生徒との

倍類を深めることも考えられる｡実践によって ｢仲の良さ｣,すなわち同僚性が向上

していく｡ ▲
OJT (オンザジョブトレーニング)という.仕事をやりながら後部を育てていく

研修方法もある｡たとえば,新任教員への着任時や月1回の会議などの定期的な機会

を適した学年主任.生徒主任や敦盛によるスーパーパイズなどがある｡どれほど肺任

校で摩れた男親を上げていた教員でも.新任校では戸惑うことが多いものだ｡ 改まっ

た機会でな<ても,昼食時憩軌会などフリーに話し合う機会の設定をすることもでき

る｡フリーに諮し合う機会では.ベテランの職人的技法や生徒のとらえ方などをフラ

ンクな形で若手に伝授することができる｡親切,丁寧なアドバイス,サポートが望ま

れる｡また,ピア･サポート(仲間どうLによる支援の方法の研修)なども有効であ

るといわれている｡ ●

教員は.日々研修することが裸せられている｡自分の教員力畳を向上させるために,

研修の機会がご<自然な形で持てればよい｡いずれにしても.職場の合意のもとで.

職場の支えあう風土を育てていくことが大切である｡その中で,教員としての力が磨

かれてい(ものと思われや｡どのような場面であっても,強制が感じられるような研
修の効果は半淑することを付け加えておきたい｡

(4)副担任の役割

副担任は,担任を補佐し絶えず情報を交換し,学級経営を側面から援助する役割が

あるが.本件中学校ではそうした役割はほとんど機能していなかった.形式的補完的

な副担任の役割にとどまっていたといえる｡もちろん担任と副担任の人間関係に左右

されることも多く.その関係性で協力度に差が生じることもあろうが.担任と副担任

でどんな学級を目指すのか.そのためにどんな方法をとるのか.これだけは確実に行
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うなど.双方でしっかり砧曲し作り上げていくことが求められる｡共同担任体刺.す

なわち r禎担任化｣である｡

事務処理.昼食･晴掃･単級活動等の指導を共同して実践し.と(には交代するな

どして.副担任は r軌 担任としての役割を患辞すべきでぁ̀る｡それによって拘任も

一人で岡地を抱え込む危険を回避することが可能となる｡

5 ｢多忙｣から r先兵感｣,｢やりがい｣のある仕串へ

教員の多忙は.本件中学校だけの問題ではない｡本件中学校の教職員組粒として.

本件中学校独自の自浄作用が働いているのかどうか.考える問題であろう｡これは.

第三者香色会が指摘する同軸ではな<.本件中学校の教職員自身の撮り返りの中で求

められる苔である｡

考える糸口を挙げておきたい｡

教員が仕事を進めてい<ときにも.効率が求めら41ることがある｡効率的に進めて

いかなければならない仕事内容とそうでないものがある｡チビもたちと直接対応する

教育持寄は.効率よりもその内容.方法や子どもたちとの関係づ<りに力点が野かれ

相当の時間が必要とされる｡また.報告沓作成などの事務作弓削ま.効率的に進めてい

<必要がある｡いずれにしても.その時々の傑先隠位 (7･ライオリティ)■を考え.汁

事を進めていくことが大切である｡｢忙しさ｣と ｢多忙感｣は少しニュアンスが追う

ように思う｡｢忙しさ｣を多忙と感じる時とそうでない時がある｡それはなぜか｡｢忙

しさ｣の中に ｢充実感｣や ｢やりがいjを感じた時には.その忙しさは疲れとして残

らないことがある｡そうだからといって.忙しくてもいいというわけではないが.同

じ仕事に充実感が味わえるような工夫が必要である｡生徒のためになること.保持者

や地域の方々から感謝されること.同僚から絡められること等は.｢やりがい｣につ

ながる｡
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第2章 学校への投首 -

1 学校とは何か

肺述したとおり.学校とは本束.子どもにとって虫も安全で安心な場所でなければ

ならない｡日々すべての子ともたちが生きて.成長する喝でなくてはならない｡その

;%味で.いじめの岡掛ま.学校の中で解決していかなければならない問題であり.当

事者となった,加昏生徒.披脊生徒に対する適切な教育を施していくことが大事であ

る｡学校は何があってもその間曲から逃げることな<.正面から生徒.保埠者に向か

い合うという漫談を持たなくてはならない.学校が,子どもたちと一緒にやっていく,

チビもと共に考えていくという姿中を決して忘れてはならない｡この思いこそが,学

校で貫かれるべきではないだろうか｡

2 仕事の ｢選択と集中｣による教員の多忙の改善

教員の仕事を軽披するために,教育委員会からの依頼文啓をはじめ.学校における

仕事を ｢選択と典中｣ という観点で握え直し.般先旗位を考え.集中して徹底的に行

う事柄とそうでないものを仕分けし.学年.分掌等のそれぞれの単位で考えることが

大串だと思われる｡

また.多忙化の問題を考えるときに.r行事の椅選｣の事柄が必ず出て<る｡たと

えば.本件中学校では体育祭と文化祭が連続する2日間にわたり実施されていた｡敦

良は多忙を棲め.生徒は行事から深<得ることができるのだろうか｡｢経験主義｣｢行

事主義｣の感幹に陥っていなかっただろうか｡一つ一つの行事の質を高めることでこ

そ.人間関係づくりやいじめを許さない人権感覚が高まるのではないか｡

限られた時間の中で多<の行事を取り入れてい<ことは困見なことであるが.生徒

の状況や生徒の希望を開き.学校全体で ｢今.わが校の問題点･課掛 ま何か.その解

決に何が必要か?Jと曲論をする中で必要な行事とそうでない行事に分けていくこと

が大切であることは音うまでもない｡さらに ｢部活動｣ についても教員への負担は大

きい｡多感な中学生の鮮括動の教育的忠義が大きいことも周知のとおりであるが,こ

こでも ｢選択と集中｣が求められる｡

3 教育相俵

(1)叔育相故の機会

中学校学習指導要頼解説錨によれば,教育相故は r一人ひとりの子どもの教育上の

諸岡越を取り上げ.本人又はその親がその望ましい在り方を見出すことができるよう

指呼 ･棲助することJで.｢個人及び典EfIのすべての児壷生徒を対象に行われるもの

であり.すべての教員が.いつでもどこでも行うものである｡｣とされる｡

学校には.学級担任.副担任.各教科の教員.教育相萩担当教乱 弟韓教諭.生徒
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指導主事.スクールカウンセラー.部活動腰間など様々な止喝の敦磯貝がいる｡子と

もたちにとっての相鉄頚源は整っている｡学校教骨活動のあらゆる時と喝が相故の機

会であり,豊富な相鉄相手が揃っているのにも関わらず.どうして教育相故が機能し

ないのセあろうか｡

年間2回程度の教育相鼓週間などが開催されている学校もあるが.進路相談等にす

り替わってしまっていることもある｡ ｢教師は.話すことは得点だが.聴くことはう

ま<な<.ついしゃべってしまう｡｣と話した教員がいた｡もう一一度 ｢聞く｣ではな

く.｢聴く｣ ことの重要性について考える必要があるだろう｡さらに.生徒が許しや

すい窮境をどう作っていくのか.ちょっとした出会いでの何気ない会話が大切である｡

葉岡休みの廊下ですれ違ったとき.掃除の時間に手伝いながらの時間.鮮括動が始ま

るほんの少しの時間.昼食を食べながら等.しかしこのときは教員にとって大変忙し

いときでもある｡だからこそこの短時間を生徒と共有する大切な時間である羊とを認
訳し. . 生徒と話してみてはどうか｡

もう一･点.提案をする｡生徒の側から見たときの教育相掛ま.生徒が先生に ｢相汲

したい｣と思ったときが-轟旬の時であるといわれている｡誰に相鼓するか.誰と苗

をするかが大きな岡越である｡教育相政週間を学校府民であれば誰にでも相談.話が

出来るようにし.rOO中コンサル週間｣とし.校良.敦朗.弟唾教組.事務職員の

方.学校用務の方.部活動の担当教臥 他学年のあまり辞したことのない教員など.

生徒が鼓したいと思える取組を考え出してはどうであろうか｡ま.さにr子どもが相談

したいと思うときが.相政のチャンス｣なのである｡ ｢相故の基本は自主来故にある｣

と雷われるが.生徒とのこころの距離がずっと近くなるはずである｡

チビもたちは健気だ｡聴き墳り調査の中でも.多くのチビもたちが ｢今,先生たち

にどうして欲しいと思いますか｡｣との同いに.r生徒に向き合う時間をた(さん作っ

て欲しい｡｣ ｢僕たちと遊んで欲しい｡｣と答えている.この:1'-たちの声にどれほど其

鍬 こ向き合うか密かが.学校再生への道の岐路である. また.その課掛 こ拭意をもっ

て望むならば.失われかけた信頼であるが.今後の子ともたちの倍頬は回復されるで

あろう｡子どもは.本来的には ｢教師が好き｣｢学校が好き｣なのである｡

(2)思春期特性 (心性)を理解する

適切に教育相孜に応じるためには.その基礎に ｢思春期の子どもの特性｣への適切

な理解がなければならない｡今一度.小学校高学年から中学校にかけての子どもの特

性についておさらいをしておきたい｡

ア 思春期の子と軸ま先達の過程にいることを理解する

思春期の子どもを括して.｢体は大人でもこころは子ども｣とよく言われる｡成人

の脳になるには.10代の後半であり.医学的にみても思春期の子どもの脳は発達
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途上にある｡このころの子どもは抽象的思考ができつつあり,日常的なものの見方.

考え方におおいに野轡してくる時期でもある｡ところが.脳内物質のドーパミンの

働きが強く表れる時期でもあり.物事に対する興味.好奇心などが高まるものであ

る｡思春期はこのように大人の世界をのぞいてみたくなる時期である｡一一万.行動

を抑制する飽きがまだ十分ではないので.直ぐに行動に突っ走ってしまう特徴があ●
る｡このころの子どもは.大人の真似をして r酒,タバコ｣に手をだしてみたくな

るのも.こうした要因が関係していることが理解できよう｡ 好奇心が旺盛なため.

大人よりずっと早い速度で依存症になってしまう危険が大きい｡また.チックなど

の軽い症状が出る場合もあるが.統合失調症のように並鹿な疾患が出現する時期で

もある｡このように思春期は.危なかしい時期でもある｡

こうした発達上の課曲を理解しながら.子どもに向き合いたいものである｡好奇

心が旺盛とか.行動の抑制が効かないということも.思春期の子どもの特徴である

那.発達の疎鮎を考えないで.大人の価債鼠に無理に押し込めたりすると.どうし

ても歪みが出てくることは避けられないことである｡

イ メリハリの利いた対応に心掛け.本音で蒔す

こ.うした子どもに接するとき,こちらが噴味な態度でいると.子どもはその姿早

を見抜いてしまう｡口では ｢いいよ｣と青いながら.態度では受け入れないという

塵と盛の使い分けをする態度が一番良<ないものである｡子どもたち那.学級日誌

に日々のあったことを記しているが.それに対する回答の有り様をみていると.千

どもたちにどう向き合っていけば良いのか理解出来る｡干どもたちはI｢駄目なもの

は駄目｣とはっきり言ってもらうことを待っているものである｡もちろん,擬れた

成果を挙げた時には,手放しで甫びを肘 こすることが,干どもの盟かなこころを育

てる基となる｡つまり.嘘のない.メリハリの利いた対応の出凍る大人が必要であ

る｡子どもに向き合い.本音で醇り合うことがLtl来ると.lfどもの世Rは十分な満

足感で牌たされるものである｡

ウ 友人関係の変化に注視する (気づく)

このころの子ども同士のつながりは深く.強くなっていくのが特徴である｡今ま

での友達関係が大きく変わる時期でもある｡･

しかも.そのことを親には隠しておこうとする｡このことは.成長過程では当然

のことで,今まで何でも話してくれたのにと悩む必要はない｡親には,秘密のこと

であっても,仲間内ではそれを共有することがある｡この時期.親より友達が大切

だと主襲するのも.あながち閉速いではない｡このころのチビもたちの相故する対

象の人に友達垂挙げているのも.思春期の子どもの特徴である｡(指定都市教育研究

所連盟編 F子どもがとらえた教育環境D2000)
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＼

また.性的に目覚める時でもあり.異性が気になる時でもある｡ドキドキしたり.

切ない気持ちになったりする｡周りから見ると,非常に不安定に感ずるものである

那.そのような時期はみんなが通ってきた道である｡周りの大人は.そうした子ど

もの変化に気付いて授したいものである｡今回の ｢昏る (こくる)｣ という事象も.

強制されるならば.いじめの事象であるととれないこともない｡そんな中で ｢パン

ツずらし｣など人間の静厳を呼う行為が.単なる ｢遊び｣ですますわけにはいかな

いことは明白である｡日常的な観察の目を鋭くして.子どもの指串に当たりたいも

のである｡

エ 種々な喋題に坤戦し.成就感を得させることが大切

思春期の子どもたちは.時に思わぬ力を発揮することもある｡クラス対抗の球技

大会.コーラス大会など.様々な面での活動が活発になる時期でもある｡子どもた

ちは.どのような田舟があると思われることへも挑職する力を備えている｡それを

うまく開花させてやることが.このころの子どもたちへの指導の軽醐味である｡担

任も一緒になって.様々なチャレンジにはらはら.ドキドキする場面があるが,そ

の鈷黒を共に音び.共に残念がることの出来るのが.学校の良さである｡感性を戟

くし.子どもの世界を理解し.成就感を待させてやることが大切である｡

4 生徒の学校参加

(日 学故集団づくり

なぜ学校教育で典団づくりが必要なのだろうか｡改めて述べるまでもなく.学校に

おける集団生活の中で多様な人との闘わしりを通してお互いの存在を実感し自己骨定

感を育み.追いを認辞しそれを噂亜できるようになるためである｡また.努力や協力

をしながら問題を解決する中で連静感･達成感を経験し.人への共感や信頼感をもつ

ためである｡

集EZlづ<りとは.一人ひとり過った個性や生活をもった子どもたちを.ていねいに

-̀っないでい<''ことである｡また,集団フ<りのFl標は一子どもたちに.典団の中

での他者との関わりを通じて自分という存在に自倍をもち,自己侍定感を育むことで

ある｡そして.人間への倍類癌を育て.｢友だちが好き｣｢友だちとかかわることが楽

しい｣と舌えるような.｢人とかかわる力｣.｢人とつながる力｣を身につけさせ.対

等な関係を結ぶ力を育てることが虫要である｡集団が形成されてい<過掛 こおいては.

ケンカあり,トラブルあり,｢泣き｣も ｢涙｣も ｢笑い｣もあ句｡その一つ一つを教

員が丁寧に拾い上げ.学級の典E那二速しながら.子どもたちにしっかりと考えさせて

い<.この営みこそが教育であろう｡そういった鐘験の中で仲間に対する｢思いやり｣

が育まれ.人に対する ｢悔しさ｣が生まれてくる｡

望ましい学級集団のかたちを図示するならば.以下のようなものになる｡
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とカある

こうした ｢望ましい学級 (典団)｣づくりは.学校教育全体でなされる生徒指導だ

けでなく,｢総合的な学習の時間｣や ｢特別活動｣の時間を用いながら行われる｡次

t=あげるような rいじめ防止学習｣のプログラム (実態把握及び理論学習)をまとま

った時間設けることも有効な手立てだろう｡

○ い じめの実態把握

-アンケート (析出のQ-L'理論).両統の実施.授繋,訴話,ロール7レ

イ.VTR.作文など多様に考えられる｡

○具体的カリキュラム

･威容の宰さに共感するための手記を読む｡

(大河内晴輝君の ｢旅日記｣や迫杏など多数あり)

･ロールプレイ (役割分担)-いじめによる立場の違いの心情理解

･思春期のプライド由

一いじめを訴えられない心理や仲間同士でいじめ合う同調圧力の心理

-こうして ｢自己相対化｣することにより.自分自身の力でいじめられっ

子が椅神的自立を遂げ.脱出できる｡加事者も自分の心理を見つめ向上

しようとする｡

･メディアリテラシー飴-ケータイリテラシーも含めて

-メディアの特性や岡魅点を学習し,上手な使い手になる｡

･スクールロー教育の導入 (弁韓士.啓寮との連携)

-将来の主権者としての市民教育

-未来を見抱える中で人権睦宙を憎み.人生の想いを育てる｡
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(2)生徒会活動

こころの通う学校づくりは.日常の教育活動の中で鵡成されるものである｡生徒た

ちが日々活動する中で.相互の連辞感も育てらTl.いじめの起きることのない集団形

成がなされるものである｡そのためには.もっと.学校運営の中に生徒の意見を取り

上げるような方策が必要であろう｡

子どもは本件中学校の再生を望んでいる｡今までの慣習に基づく学校運営ではなく.

生徒参加の学校づくりが強く望まれるところである｡

その中心が生徒会活軸である｡生徒会括助とは.学校の全生徒をもって組抱され

教員の適切な指呼の下に.生徒の自発的な括軌により.学校生活の充実や改替向上を

図る活動である｡rいじめ｣の問題をはL'め学校で生起している様々な身近な関越を.

生徒たち自身が真剣Ll=村証し.具体的な取組を実践する括軌は.何処の学校でも求め

られる｡

その兆しは本件中学校の生徒たちに芽生えつつある｡生徒会が生徒たちの悩みを受

けつける窓口となって.生徒同士で相放するというプロジェクトを生徒会役員が発案

し実行している｡学校を良<していこうという話し合いを頻繁にもっているという｡

以前より.周囲のからかい行為に対してお互いに注意ができるようになったという｡

こうした取り組みや相識の輪を.さらに大枠市のすべての小･中学校に広げてい<

｢大津市児塵･生徒会実践交織会｣を開催してみてはどうか｡交流会で話し合ったこ

とや他校の実践を自掛 二持ち輸り.それぞれの学疫での漉し合い括軌や取組畢掛 こ繋

げていくというのはどうであろうか｡

隣接する京蔀市では,｢就都市中学校生徒会サミットJが開催されている｡具体的

な活動例として紹介しておきたい｡

京叡市中学校生徒会サミット

平成I24年8月29臥 耳叔市教育相政総合センターで末席市:tT.lIl学校の 各 支

部の代表生徒 17名による ｢束叡市中学校生徒会サミット｣を開催した｡

｢いじめ｣や ｢命の大切さ｣について,大人 15名 (教育長やPTA･市民団

体 ･哲察･校長会 ･教育香魚会の代表帝で構成する ｢京都市子どもの親屯意誠を

育むプロジェクトチーム｣のメンバー)とも協故を行った｡

186

i
～

1.挨捗は.自ら進んで声を出します｡

2.学校のJレールを大切にします｡

3.環境靴 には.主体的に取L)組みます｡

4.自生やモノに対して.愛惜を持ちます｡

5.友だちに吐 息いやりを持って接します｡

6.姦しい学掛こなるように協力します｡

7.全校生徒帽 れる学校を目指します｡

8.地域には功軽的にBZ)わLJます｡

9.いじめは.しない!させない!許されない!

-かけがえのない命が世界で一番大切!一

平成24年8月29日■■
.tPノ■一F,ヱ■rJrJr.T.I-T一.IrFJJJ′｣′■▲J.モL-.■■′-PL■′■▼■-t■●●ト.I-̀′′'′I-I.▼Jメ,I-r/-■.JI▲■.'■l■.

(京鹿市教育委員会 米料)

境 辞 市 中 学 校 生 徒 会威 せ 占

三,?且丸才謝 君支部が.a.t'つに賞個の投薬

B7･-1.8.g9 8･支部がLD回目となる.9個の捉尭

I;･8守雄とは.七･.I:乱 叫I甘.f甘･I臥な8.中山･LLJ何.Li乱 用溝.解織です..

(末都市教育香見会 資料)

また.有志によるいじめ見取のための活動の展開として.愛知県西尾市立東部中学

校の実践を紹介しておきたい｡

ここでの特徴は,18年も前の大河内浦坪君の悲劇を2度と繰り返すまいと,今も

生徒の自主組抱 ｢ハー トコンタクト｣が命日にテーマ ｢いじめを受ける人の気持ち｣

で典会を開き.｢それっていじめじゃない｣と越した劇を上浜し,迫族との交流を続
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けていることである｡むろん.命日の前後には拍何者の実家を訪れ 仏胤 二手を合わ

せながら活動について報告している｡3年生は ｢明るい未来に向けて｣と越して実際

の学校生括の良かったこと.感かったことについてディスカッションをしている｡さ

らに日常的にも ｢ハートコンタクト｣が給食時間に給食を持ち寄りミーティングもし

ている (救且も参加).クラスの中にいじめが起きていないか情報を交換しあう｡合

音典は ｢見たら.闘いたら.感じたら｣である｡ 変化が気になる子がいればメンバー

が声かけをして,生徒間解決が困難なケースでは教職員に相政するという｡大枠での

いじめ自死事後についても生徒間の自主的括助があれば｢もしかしたら防げたかもし

れない｡｣と述べている点は傾聴すべきである｡

5 地域の学校参加

チビもたちは.地域の宝である｡｢千どもの笑い声が聞こえる町は.発展する｡｣と

は.よく言われることであるが.子どもたちを育てる力は.学校にあると同時に,也

域の教育力によって大きく左右されるものである｡

本件中学校のこれからを支損するためにも.地域住民の多くの方が参加する ｢学校

支損｣を考えてほしい｡地域による学校参加の一例として次のようなものが挙けら才1

る｡

｢学校支填地域木鉢｣の設固

一･一部の特定の人たちだけでな<.推もが参加でき.みんなで力を合わせる

rスクールコミュニティ｣づくりを進める｡

｢学校支墳地域本部｣の日的

-教員が子どもと向き合う時間を増やし.多くの大人が子どもを見守る体制

をつくるため

地域住民の経験や知曲を学校鞍-#に生かすため

地域のきずなづくりによる地域の教育力の向上のため

具体的な学校支援

-いじめや安全のパトロール (常駄)

学習へのサポート (説啓括助の支壊.授業の補助など)

総合的学習へのサポート (規が自らのキャリアを括るなど)

学校行事へのサポート

学校の環境畦僚 (花木や芝生の手入れなど)

これらのことは.本件中学校の千どもを支えることになると同時に.地域そのもの

の括惟化につながるはずである.先駆的実践例では.地域の学校支援が親の生きがい

づくりにも発展している｡さらには.地域それ自体の活性化.さらには高齢者などの
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健康増進,生きがいづ<りにも発展してい(ことも見通すことができる｡

地域の方々に支えられたチビもたちが.将来にわたって地域の生括と文化を背負い,

地域発展の礎となることは.信じてやまない｡

6 いじめをおこさないヒドゥンカリキュラム (学校の理念 ･伝統 .文化)を !

もとよりいじめのない学校づ<りは.心理主義的な操作による ｢倍頼関係Jづ<り

の練習や形式的.チャート式的な ｢ストップいじめアクションプラン｣ (2012年

度本件中学校)などによって実践,克脈.実現できるほど甘くはなかったのである｡

本報告宙での提案もまた形式的な導入に留まっていては.何ら状況の改善にはつなが

らない｡

いL'めという人権侵寄.未来の主権者としての市民感覚育成意故の欠如,こころへ

の虐待行為.いじめたくなるストレスと思春期特有の自己破壊的で制御不能な暴力節

動.これらに正面から向き合える子どもたちの知力とそれらを支える碓かな感性を育

むこと抜きに,いじめに立ち向かう子どもたちを育てることは不可能である｡

それほどにいじめとの対時lよ 常に高<意曲すべき学校づ<りの要となるテーマで

ある｡いじめを克取できる担い手を育てることこそ.これからのわが国の虫盛事課題

ともいえる｡ ･

すなわち.学校づ<りの全体構想の中にいじめ克服という大テーマが位取付けられ

なければならないのである｡図のような全体像の中での学校づくりの実践なのである

(囲A参照)｡本件中学校もこの構造図に照らし合わせて総括し.学校づくりと学校

文化の建設の視点で碇え直してほしい｡

r人権中盤の市民教育.愛とロマンJという高い理念を鴇げ続け,的確な事実経由

に基づいて喫緊の裸越を焦点化し.それに応じた適切な対策を塘選して実施する｡

いじめの櫨啓を指摘できる人権の感性の育成.対等で平等な生徒間のあるべき姿や

関係性について生徒自ら見つめ直し自主的に担える力最の形成をしてほしい｡その実

践を ｢学校全体一学年一学級一個人｣ と段階的に.かつ直接間接双方のアプローチでI
もって実行してほしい｡

継続していじめ克脈を掲げた実践を行ないつづけることによって.その学校にはい

じめをおこなさない.許さないヒドゥンか Jキュラム (学校の理念･伝統 ･女化)那

生み出されるのだ｡
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団A 単粒に台'.1るいじめ阻止寅遇プログラムの全車侮
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第3草 薮育重点会への提言

1 教育垂見合の在り方 `

日 )教育番長会制度はどうあるべきか

文部科学省がいう教育委員会制度の意義札 ｢政治的中立性の確保｣ ｢継続牲.安定

性の確保｣｢地域住民の意向の反映｣とある｡また.教育香員会制度の特性としては,

｢首長からの独立性｣｢合法制｣｢住民による意思決定 (レイマンコントロ.-ル)｣の

三点があげられる｡ 1956年.1999年改正により.首長の推鶴による議会の承

誰など大き<変更になった点もあるものの.依然として.首長の直接的介入はできな

い相対的に自立した教育行政機関であるという高遠な使命と費務がある｡したがって,

人事のルートが暗黙のうちに決まっているような.･閉鍬封乱 権威主掛 こ陥ってはな

らない｡今回の事件における教育委員会への世論の批矧 ま,｢市教育重点会の隠蔽俸

質｣という一点にあった｡そ由倍頬を回復するには.相当¢努力が必要である.常に.

市民と地域.学校に開かれ 支持 ･信頼される教育行政を目指すべきことは言うまで

もない｡

そこで.もっと教育香色会の独自の考え方が自由に発言でき.自由に運営できると

いう ｢自由さ｣が求められると考える｡今の教育香典会のシえテム構造では,上級機

関 は 部科学省一県教育委員会)への数億報告が求められるようになり,成果主義に

陥っていると指摘せざるを得ない｡数億での成果の比較がなされるため.都合の惑い

傾向や.結果は出した~くないとの判断が働くのも当然のことと思われる｡もっと自由

に物が吾え,自由に括り合える均が保障されているならば,もっと干どもに向き合っ

た教育活動が期待できるものである｡

ノまた.今回の白光の問掛 こ対し.教育委員会事務局が自らの調査をはじめ学校への

徹底した指導･文革など.その職資と役割が十分果たせていなかったのは前述のとお

りである｡教育費員会は教育長が執行する事柄をチェックする機能をもち,進行管理

も含め号の体制があるとは言い兄い｡月に1.2臥 1回あたり1. 2時間の教育香

旦会定例会で,その役割まで果たせることはできない｡(昨年 7月以降定例会とは別

に･23回の協識会が開催されたことは評価できる｡)そこには.時間の問題をはじめ

い(つかの諌題がある.教育委員会にその役割を求めるのであれば.ある程度の専門

性を備えた重点を嘩命することが必要であるB また.教育委員会事務局が執行する事

柄を監査する部署を外部機関 悌 三者)や教育重点会以外の執行機関に置くことも考

えられる｡この場合,｢首長からの独立性｣ をしっかり担保しながら行うことは音う

までもない｡
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I地方教育行政の組抱及び運営に圃する法砕
第27条

教育委員会は,毎年,その権限に属する事務 (前条額1項の規定により敢

曹長に香任された事務その他教育長の権限に屈する事務 (同条額3項の規定

により事務局威旦等に香任された事務を含む｡ )を含む｡)の管理及び執行

の状況について点墳及び評価を行い,その舶来に関する報告宙を作成し.こ

れを議会に提出するとともに.公表しなければならない.4

そして, ｢地域住民の意向の反映｣.｢住民による意思決娃｣という規点を今回の事

案に照らし合わせてみれば.住民の意向が反映されたとは青い難<.その説明攻任す

ら果たせていないのではない｡レイマン (門外漢-専門ではない)コントロールでき

えば.今回の基本的な.また素朴な疑問から.教育委員会事務局の艮体的な活動に対

して疑義を問うことができたのではないだろうか｡教育番長会行政がフ'ロフェツショ

ナルコントロ-ルであってはならない｡

(2)教育重点金串務局としての学校支援の在り方

教育委員会としての学校支榎の基本は.それぞれの学校が教育目標や指針に鵜づき

取り組みを展開することを支援することにある｡また.その具体の活動について.杏

学校へ指導 ･助言を行うことが教育委員会の本務である｡時には.学校に対して厳し

く改善を求めたり.素晴らしい取り組みを市内全域に広めるぺく.広報活動をしたり

と様々な活動が行われている｡学校への指乳 助宵はしっかりと丁寧tこ行われ 決し

て遠慮や慣れ合いの関係であってはならない｡教育委員会は学校に対しての指導･支

援とともに.管理監僚する役割と宜任がある｡直接学校への指導は.担当指噂主群が

行うことになっているが.元の上司が学校長である喝合もあり.そこに私情が入り込

んだり,唾味な対応になってはならない｡掩たーる対応ができない状況であるならば.

教育委月会の存続に関わる大きな問題である｡

lll■･l
l
一l
一一

IIIl-
M

l!
ll
･l■

教育重点会の緊急支援の在り方

A学牧への緊急支位 r- ①魯且の浪丑

E=q 麗 麗②スクールカウンセ

専門取の派遣

③他の取積の流通

①叔ff垂Il会の俄Ll(指呼1･'_串等)派遡は,tl'(ちに粒敦の庶政が必'LLiである｡故ff盛Il

会心;'部(緊急支倭チーム)と絶えず迎新をl&りながら.轍鮒こわr=つてlT合せを1iい.
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②

iT
.
体的な押掛恥1-を学校にfjう｡

㊦指呼助
.
卜鮎札している学校別糊を冷静に見つめ
.
今必盤な事柄を学校と･柿になっ

てPyえ‥
l'1蛾的蛾点からアセスメントをfiい
.
拒朝地
.
Tをfiう
｡

⑦Il'(雌支損一鎚腰1q･.
地域やマスコミ等からの剛い介わせをはじめ
.
マンパワーが必要

とされることが数多<ある｡
初期の鮎乱期には
.
役割を眺めてll(招支損に当たる｡
(し

かしホn･･中学校の助11から.市叔ff垂11会は水ているけれど.LT)Jの投にもl'F.っていな
い等のJ!tをJにすることがあった｡)
スクールカウンセラー等のlJilPJ職の派出-スクールカウンセラ-派出は Ll.1<政ff委lト

会を地じてfiい./l=.徒のこころのケアにあたるとJt･に.伽腰&.や叔11のコンサルテー

ションをLiう.また.スクールカウンセラ-のみならず.スクールソーシャルワ-カ 三

一の派道も4,えられる｡

i③ 他の醐 即 枇 淵 108.矧 B･"批 クライシスマネジメントを州 とする ;人草故Ilなど.それぞれの･.lflFJYkを/f=.かした支旗を.必要な時糊に派逝することが･lt坐:
である｡ (今回この分野の派出がなされず.'.liJかJ的見地が晴かされなかった｡)

*どういった人材をどのような旬rltiで送ればいいのか.しっかりとl且t'F.てるのが政庁委Ii

会の仕事である｡

2 敦且政策の岡見点一市や県の問題

非正点数且 (常勤酔師及び非常勤掛師)は.その欺及び敦且総数に占める割合とも

近年増加偵向にある｡文部科学省の統計によると,平成 17年度では8.4万人(1

2.3%)であったが .平成23年度には11.2万人 (16･.0%)と増加してい

る｡内訳を見ると.非常助辞師が約5万人(7.2%I,盛時的任用教員 (いわゆる常

勤肪師)が約6.2万人(8.8%)となっている｡政見定款とは別の形で県や市教

育春風会が.様々な役割で任用している｡当該の学校にも多くの非正規敦良が在薄し

ている｡その役割や学校への貞献皮も大きく.なくてはならない存在でもある｡非正

規教員という不安定な条件をできる限り楯小し.安定した#続的な任用が望まれる｡

そのことが安定した安心のある学校づくりとなることは碓かなことである｡

また.特別支援教育担当のサポーター等も一校あたり一名は常勤で配置すべきであ

る｡特別な支嬢を必要とする生徒への働きかけはもちろんのこと.他の生徒と繋ぐ働

きもある｡今回の事案でも.一人ひとりの生徒のこころが繋がり.信頼し合い安心で

きる関係が作られていたならば.虚感の結果は避けられたかもしれない｡これらの観

点で教員が協働すれば.それぞれの生徒が学級の中で自分の居場所を見つけ.意欲あ

る授薬が展開される｡

さらに.養紹教曲の大規模校常勤樟数体制の確立が必要である｡旧来より弟程教諭.

保健室の先生は.｢学習の評価をしない｣.｢ありのままを受け入れてくれる先生｣と
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生徒からの信頼は耗(.またその役割は大きい｡生徒の立場からすれば身近で相談し

やすい先生である｡生徒理解を進める上で,保健室という過った観点からの情報も大

切であることはぎうまでもない｡

3 学校税額の適正化

学校の大規模化は.放貝による生徒一人ひとりlのこころを見えに<<するだけでな

く.教員の業務丘を多くし多忙化の一因でもある｡大鹿模化の原因に ｢学校選択制｣

が-一要因であるとするならば.速やかな倹肘が必要である.

本件中学校のある教員は.現状の荒れる傾向を嘆き ｢学校選択制｣の廃止を希望し

ている｡生徒の敗が少ないと.生徒の顔が見え.持串が徹底しやすいことは当然であ

る｡こうした一定の学校への典中化は,学校を序列化し.商い人気校に希望が集中す

る｡そのことが教育本来の姿なのか.r公立学校の役割｣ を再度.問い直すべきでは

ないだろうか｡市場厨P.からすると.自分の行きたい学校を選び.自主的に主掩的に

学ぼうとすることは当然由事柄かもしれない｡しかし.今必要なことは.地域の多く

の方々の支援と保持者の教育に対する熱意に支えられた学校を作っていくこと.すな

わち保辞.乱 地域の人々.学校の軟風の力を合わせて.生徒が安心しそ学習できる学

校を作り上げることではないか｡地域の温かい多くめ円で見守られた学校こそが求め

られている｡

4 敦員の多忙の解消

教員の多忙化に対して.教員の碇政を増やし.教員ひとりの負担を桂城することは

よ<言われることである｡確かに一番の有効策であることは明白である｡

しかし.学校のどの部署に什gfが集中し.どのような状況なのか.実態をしっかり

把握し,教育委員会として見通しをもった工夫が必要である｡ 例えば.敦育委員会か

らの依頼文乱 依頼事項を整理し.学校現場の担当者の立場を十分考慮し教育委員会

からの通知や依頼をすることができる｡同じような統計黄料を違った担当課から送っ

たり,一時期に集中して回答しなければならない調査等を鹿討する必要がある｡学校

が ｢選択と集中｣という観点でft中の握え渡し行うに当たり.教育委員会はその趣旨

を十分理解し進めていくことが大切である｡

さらに.r学校に地域の力を｣という学校運営協誠会,コミュニティスクール.学

校地域支擾本拓など.地域の住民が学校教育r_積極的に参画し.学校教育を地域が補

完する取組が全国で行われている｡｢学習支壌｣ , ｢部揺動指導｣,｢窮境整備｣,r登下

校の安全確保｣,r地域との合同行事の開催｣S.地域鹿民の様々な資渡が子どもたち

の教育に役立つとともに.教員の負担軽城にもなっている.この取組は.r地域の宝

である子ともたちのために行われるものである｡｣.｢教師を楽にさせる為にする.もの

ではない｣と教員に対して蹴しい意見が出ることがある｡しかし.結果的に教員のゆ
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とりが出来れば,より幅の広い充実した教育が出来ることにもなる｡地域の力と教員

のゆとりでもって教育が充実することは望ましいことである｡昨今の学校,教育,教

員に対する冷たい世間の風を温かなものに変えてい<ことも必要ではないかと考え

る｡

5 全敦艮研修 ･

現場の教員に.｢今の学校の教育課越は?Jと尋ねると. ｢分かる投薬をどう展開し

てい<か｣.r生徒一人ひとりの学力をどうつけていけばいいのか｣.r発達の裸髄のあ

る生徒に対する持寄を集団の中でどうようにしていくのか｣.｢保超音との連携.理解

が得られない腺魅にどうのように対応してい<か｣と数々の課髄があがる｡10年.

20年前とは大き<様変わりした教育現場の疎鮎が明確になっている｡政育現場の多

種多様な腺題に教員一人ひとりでは対応が出来ない状況がある｡やはりチーム(学校,

学年.分撃等)での対応が求められる｡チームで一丸となって取り組むこととともに

基本的なことを各人が研修等でしっかりと学ぶ必要がある｡載良にとって研修は欠(

ことの出来ない重要なものであるが.-人でいくつもの研修を受耕することは不可能

である｡それをチームの中で分担し,受訴した後各人がレポートを作成し.チームの

他の者にシェアーするシステムを作っていってはどうだろうか｡相互にシェア-し合

うことで互いの関係性が深まるとともに.様々な考え方やスキルを身につけることが

可能になる｡

ことで具体的な研修を提案したい｡今求められている研修の一つに.生徒一人ひと

りのこころや内面を理解し.生徒同士のこころを繋ぐことが求められている｡『大枠

市教員悉皆研修酔座』と銘を打ち.実施してはどうだろうか｡

生徒理解 ･集団ゴ<tJ･いじめの開店をはじめ種々な練題への対応等

1 グループエ十 ｢エンカウンターJとは r川会う｣ という点味である｡ル パー刷
カウンタ一 三ltJ.h叫 .tT･を.'fル 介うことにより.ll'.いの和郎を疎め.またrl分rI身も

‡受解していくことをねらいとする｡グルー7体験を通しながら他抑こ

…川会い.n分とElは う｡人間関係づ<りやfll/-二伸帆 協力して岡地解

…映する力などがせ成される.

触tdづくりのもつ7-ラスの力をJd人鮎に引き目す.甘地といえる｡

…草地づ<りや伽腰H･会などに清川できる｡

2 ピア･サポート rピア｣とは児-7㌢J･･.徒 rli'l士｣.r仲間Jという.鹿味である｡ 児IT(JI･-.

括勅 徒の社会的スキルを段階的にffて.妃L'針l:_徒lI.1士がIl'.いに支えあう関

係をつくるための7ログラムである｡rウオーミングアップ｣.｢lミ活

軸 ｣ r振り返り｣ という織れを ･判t'Lとして.段階的に棚みJTtねる｡
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3 ソ- シャルス 主 公印Il三括の中での rJレール｣ や r良打な対人関係｣ を身f=つける ト

キル トレ-二 三レーニングである｡様々な社会的技能をトレーニングにより.付てる

ング ih'地である｡r糾T･･を耶併するj.rn分の思いや･5･えを適切に伝える｣.

r人間関係をllJ稗にするj.叩J雌を解放する｣.[鮎川fi劫に参加する｣

;などが トレーニングのIl億となる｡持寄のない児..a/J三社だけでな<允

三通抑留のある児哨'l･･.徒の社会n･:感手引こも括川される｡

4 アサー ション

トレーニング

rl三朝新地｣ と.択される｡刷T:を攻堺しないl-1Ll表別と.言われ 対

人軌 巾でl1分の伝えたいことをしっか りと伝えるための トレーニン

I/である｡11分とflTT:.おIl'.いめ人臓を咋･Tf.した t1.で.I-1分の.B'比や

Ixt持ちをその糊にふさわし<去朝III一来るようにする トレーニングで

ある｡｢断るJ.r要求する｣といった葛戯1執lJiでのrl己表別や.rはめ

る｣,｢感劇するJ.rうれしいk持ちを表す.J.r値肋を小 し川るJとい

った他&･との岡わりをよりrlJ静にするIl:会的fi動の盛rIを目指す｡

5 アンガーマネ

ジメント

● l1分の中にIf=.じた怒りの対処法を段階的に学ぶ方仏である｡rキレ

≡JLI行動に対して.rキレル繭の身体感覚にJ.(.1<･点を当てる｣.[身体感■

[兜を外fl･:化しコントロールの対範とする｡｣,r感情のコントロ-ルに

ついて会.I,1･する｡｣などの段階を肺んで怒りなどの11子'jii'的感情をコン

･トロ一一JL･llT能な膨に変える｡

また.呼吸は.軌作地などリラックスする.古池を学ぶやりhlもある｡

6 ス トレスマネ 享l

ジメント叔ff

様々なストレスに対する対処肱を学ぶT-･比である｡初めにス トレス

についての知題を学び.その後 rリラクゼーション｣rコ-ヒング (対

;処紘JJを学習する｡危横対応などによく緒川さ~れる｡

7 ライフスキル

トレーニング

n分の身体やこころ.命を1'fり.髄蛸に/I=.きるための トレーニング

である｡rセルフエスティ-ム 什l畔心)の擁持｣.｢意思RL'ii'スキル｣.

rl-1己 1-:'Blコミュニケ-ション_:.｢目標鹿k'スキル]などの盛相をIl

僧す｡喫畑.欽汎 典物.作などの鹿雌に対処する.b'仏である｡

8 キ ャリアカウ

ンセリング

峨R:I/l=.活に!.I.!点を当て.rI己伸餅を阿り.将火u)/J･1.きAを々え.F'T

分の1.1壕に必要なJJのffて.b-令.戯男的tl感の意味についてIpJ樺にな

るようカウンセリング的,打払で関わる｡
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第4章 スクールカウンセラーの運用の在LJ方

スクールカウンセラー制度が日本の学校制度の中に帝人されたとき.臨床心理学者

の河合年並は ｢蒋未の黒船来航｣になぞらえて解説をした｡点船来航が日本の文明開

化の辞をあけたものであることは.万人の組めるところであるが.それほどまでに,

学校現場には異質の物が登場したのである｡そこで,その制度が学校敢育現場に大き

な風穴を開けることを期待しての比境であった｡

平成7年度から全国154の学校に実験的にスクールカウンセラーを田< ｢スクー

ルカウンセラー活用調査研究凌託事業｣が始まり.本作中学校も,文部科学省の決め

た｢各県から3校｣の研究指定校のうち,その一つを本件中学校が担うことになった｡

ところが.発足当時.滋賀県全体では.京都や大阪など近隣他府県に比し,圧倒的

に臨床心理士の数が少ないという間越があった｡そのことは.スクールカウンセラー

群集の運営にも多大の工夫が必要であったと思われる｡例えば.スクールカウンセラ

ーが学校で勤務する時間が他府県より短い時間となっている｡また.滋朝鼎のスクー

ルカウンセラ二は.児童生徒のカウンセリングより.赦月のコンサルティングを主た

る兼務とするととろに特徴があると言われる｡そのために.出勤時には磯貝垂に常駐

し教員からの相談を受けることになっている｡

因みに.当按県の ｢平成24年度スクールカウンセラー等の括用事業について｣に

よれば.rスクールカウンセラ-の職務等｣として.校長の持揮監僻の下に.①児童

生徒へのカウンセリング.(参カウンセリング等に関する教職員に対する助膏 ･授助.

③児蛍生徒のカウンセリング等に関する情報収集 ･提供.⑧その他児或生徒のカウン

セリング等に開し,各学校において適当と認められるもの.となっている｡これを根

拠にスクールカウンセラーは.校長の指揮監骨下で.児亜生徒のカウンセリング等に

関する情報収典 ･提供をさせられる危険性がある｡ 先に問題点としてあげたカウンセ

リングメモlこ関する問題は,この規定に由来すると考えられる｡ か<て.スクールカ

ウンセラーの業務そのものが.学校の生徒指導体制下に組み込まれ.教員の仕事を世

助ないしは補完するためのカウンセラーとなり,完全に教員の ｢下的け機関化｣して

いるかのような様相がある｡このような現況は極めて不正常であり.路床心理士の磯

舟にも闘わるために.緊急に改めることが求められる｡

例えば大厳市や京都市では.学校という敷地を使用しているが.カウンセリング室

は学校運営の噂からは.独立しているし.相故内容の秘密も保たれている.

今一度,騒床心理士とは何か,原点に立ち返った在り方を検討すべきではないだろ

うか｡スクールカウンセラーの磁性についての詑歳を改めるべきであろう｡

まず.瓜初に考えねばならないことは.スクールカウンセラーの外部性の強化であ

る｡スクールカウンセラーが.教員と同じように.｢校務分軌 を持たさ'れたり.校

舎内の巡回指導に回るなど,完全に ｢教員の役割｣と同様であることは避けるべきで
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ある｡しかも.子どもが気軽に相鼓できるようなカウンセリング竃が設置されていな

い.カウンセラーは職員室に常駐している.これでは相鉄が出束ないのが.当然であ

ろう｡子どもが仮に r担任との人間関係に悩む｣との課超を抱えてきたとしよう｡そ

の子どもの相故の秘密はどのようにして守られるのであろうか.明白なことである｡

生徒のプライバシーについてスクールカウンセラーとしての守秘義務を厳守する. こ

れは学校や教育番見会に対しても徹底されなければならない｡

さらに盤重なことは.スb-ルカウンセラーが学校.教育委員会に対しても公正中

.&.独立を牲持しなければならないことである｡本件のように.Aの家庭にtlがある
という学校.市教育委負会の考えを.確たる証拠がないにも関わらず補強したのでは

ないかと疑われるようなことは厳に倒むべきである｡今回のスクールカウンセラーの

行動は.スクールカウンセラーの所属する財団法人日本臨床心理土光格認定協会が制

定した臨床心理士倫理嗣南において.第1条に rその兼務の遂行に際しては.来執着

等の人権称垂を筋一歳と心得る｣,第3条に ｢騒床菜摘従事中に知り得た事項に関し

ては,専門家としての判断のもとに必要と認めた以外の内容を他に葡らしてはならな

い｡｣などと定められていることとの関係で問題であると指摘せざるを得ない｡蕗床

心理士会の倫理銅鏡lニ忠実であるべきである｡その意味からいえば.今一度スクール

カウンセラーの役割について講曲し明確な活動指針を確立し.スクールカウンセラー

に対する効果的な倫理研修の襲族を速やかに行うべきである｡

また.各学校に配匝されるスク-ルカウンセラ-の配密においても.公正と中立が

鮭持されなければならず.選任過程の可掛 ヒが強<求められ争 ｡現在の学校におかれ

ているスクールカウンセラ-制度を考えるに.地域の方たちとの個人的関係の-切な

い臨床心理士を当てることは.基本中の基本であろう｡

政経に.さまざまで禎雑な家庭環境を抱える子どもたちに対応するためには.路床

心理士に加えて.間組解決のケースワークを担当するrスクールソーシャルワーカT｣

の配田も必要ではないかと考える｡
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第5章 危機対応

いじめ自死の事例が生じた場合の危機対応を念頭に置いているが.それ以外の危機

状嘘に対する対応も含めて提案をしておきた'い｡

1 学校の危栂対応

(1)危機管理

学校の危機管理とは.平成 18年3月文部科学省 ｢学校における防犯教室等実践事

例集｣ によると.rチビもたちや教職員等の生命や心身等に危番をもたらす様々な危

機を未然に防止するとともに.万一.事件･事故災啓が発生した場合に.披宙を過小

隈にするために,適切かつ迅速に対処すること｣とある｡

【段階的対応】
~-1二二丁ヽI/p′J/

事前の

危椴管理

リスク.マネジメント

乗慈姑止の対応

◆危砲の予知

◆虎椴の未然防止

緊急事態発生
時の危也管理

クライシス･マネジメント

緊昼時の動地･初期対応 : 緊急時の中･長期対応ItA-●｡-■▲■一一▲一●●■一一一▲●｡.-_一一一▲一●.Jb_▲′.I_■4__･L.一._._●●..一一_.■一●一一_,,一●_.●_■_●●
◆緊急時の安全柾保 ◆再発防止

◆故事を丑小鼠に抑止 ∈争 ◆通常生活の再開

リスク･マネジメント ー 危機がなるべく起こらないように対処する括勤

クライシス･マネジメント ー 危機的な状況が発生した後の括助

(山形蝿教育重点金光料)

そして.危機管理の目的は.｢子どもと教職員の生命を守ること｣.｢子どもと教職

員の信頼開係を放持し,日常の生活を守ることJ.｢学校に対する保線者や地域社会か

らの借用や信頼を守ること｣にある｡

(2)危税の分類

学校の危地は以下のように分類され それぞれの事案に適切に対応するため.万が

-の事柄を想定し.できる限り全体.またはそれぞれの担当でシミュレーションをし

ておくことが盤要である｡少なくとも誰が何を担当し.どのように対応するのか等.

しっかり把握し磯貝室のいずれかの場所に掲示しておくことが大切である｡
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その上で.災膏に備えて避舟訓練をしているように.いじめ自死の事秦についても,

いじめ自死が生じたと仮定して.全職員で担当すべきことを実際に訓練することを提

案したい｡頭で考えているだけでは行軌に繋がらないことは理解できることであろう｡

【学校仲.括】いじめ.′1=_徒開始力事 件-. rI死金阿 (T･'.J.'･J.不戦校に関するトラブル.

'4.日t.草根がうま<機能しない状配 (草地崩勘 .授文中の事故.

ll間瀬 勤中の事故.鱒学尉 i中の事故.･W.ド佼中の事故 ･軍門'･.弟別事曳

【学校相性】感触椛の兄/l=..給付 こよる食中ぶ.鈴虫への地物の鮎人

【学校管用】火災の兜′I･･..地'出等のrT燃災宙.学校鹿故に起附する事故.ィ凍H･tL人.

典晶や鍵の紛IL･･盗軒

【凝塊Il】 叔Ilの4.-神事 (政刑述鮎 ･セクシャルハラスメント･体."sJなど).

ltJt戯中の交地事故.成拙.lfFI等の紛'Jl･.l''iS柴のイ適切な執fi

【その他】 TTl';掘H･からの不当な要求

(3)危税対応の基本

何よりも.迅速な初期対応が寵要である｡初期対応は危機管理の成否を決め.問題

の肥大化.拡散化を防ぐことにつながる｡また.こころのケアにも大きな効果がある

と酎 )れている｡｢危機菅矧 ま危機を危機と感じた時に始まる｡｣といわれるように問

題の早期発見は大変亀要である｡いじめ.学級肋填.校内暴九 葉物乱用.体罰等は

突然起こるのではなく､必ず前ぶれなどの予兆がある｡その予兆を的確に凍えること

が大切である｡

事た.危機管理マニュアルを整備することも大切である｡基本的にマニュアル札

｢新郎であること｣.｢シンフルであること｣,｢括示がはっきりしていること｣､｢支援

の方法が示されていること｣が求められる｡

さらに.組轍で対応するためには,①動きやすい少人数で.③指示系統を明確に.

③一つの役割を慮後まで遂行する.④相互に励ましあう等に気を付けなければならな

い｡

良後に.地域や外部.マスコミ等への対応をまとめてみると.以下のようになる｡

① 事件･･事故などの事'LIu)政務とn報のJt･(1-

5W lH rいつIrどこでjr雅が｣r何を｣｢なぜjrどu)ように｣

⑳ 抑純的なfJtf軌J)収蝕と1妃以

③ 叔#凌Il公,惣喋など関係機関とU)迎挽 ●

④ ′I:.椎へd),脚yJ及び柑鞘内解と一朗山7)偵JJ

⑤ 伽掘れ＼J).脚gJ及びそU)内解と,仁紘J)傾.対
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⑥ マスコミ け相;)への戚tPJ及びその内僻と上地の助.汁

.0 金目 ･JB化 ○血覧鹿ある.脚gJ

iO ′J:.徒への収材や胡所についてu)御耶u)'BHf

~~L‥~~~--仙一--~~HI

iO J帥tl収朋の曲i' O 脚人lrtt報u)守秘とIJ･:しい情報u)松帆

危機対応で鹿も大事なことは,教員同士のチ-ムワークであるといわれている｡教

員相互が分かり合いながら.協力して進めていくことが何よりも大切である｡疑心暗

鬼にならず.疑問に思ったら許し合うこと.日頃の教員同士の開係づ<りがこのよう

な場面で生きて<る｡

叔頃日のチームワークがよい状嘘

教職Ilがlt･姐のIl棲息曲をもっており.乍体として ･体感がある｡

コミュニケ一一ションがよ<.葛藤が起きても感情的な対､'F.まで至らない｡

戯曲IlがrIらの仕事V)ft蝶を叩僻 に腔点しており.1'Lt任を持って仕啓をしてい

る｡

学校内邦で取り決められたことを守り.収り決めや映'jii'にも参画している｡

力IL..Hを助け合う刷Il'.雌助のĴ凪がある｡

2 敦育毒見金の危機対応

危機状態が生じた場合には.その間越が生じた学校は.対応に追われてしまい.'混

乱の中にある｡まさに.本件がそうであった｡そのため,教育費見会は,混乱状態に

ある学校を支援していくことが急務であり.適切な対応をするためには.学校関越支

援チーム (危機管理チーム)を設田することが必資である｡

学校では.いじめ.生徒間暴九 日死企図.学級朋境.登下校や授集中の事故.不

審者擬人など.様々な開髄が発生し.子どもたちの安全が食かされることがある｡万

が一-そういった事柄が発生した場合には.チビもたちの安全確保を第一擬先に.｢学

校危機管理マニュアル｣に基づき体制を図り.放り組みを進めていくことになる｡盛

大な事柄が発生した場合には.学校だけでは対応できず.軟骨香色会の全面的な支援

が必要となる｡その際に.教育香色会からの指等主事の派遣をはじめ.その状況に応

じた様々な支援が必要となる｡教育香貝会は.学校間鮎支壌チームを結成し.組耗的

に対応できるようにすることが虫垂である｡即対応できるように,平時から支援チー

ムを冶成し.緊急時ヒ勤きがとれるようにして(ことが大切である｡

やはり.この時点で公正で客観的な調査を実施するためには.スーパーバイズを行

う者として弁碑士等の専門家を配田し.徹底した鮮実調査ができるような体制をとっ

てお(ことが寵-#である｡
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学校囲超文倭チームの例

叔付香い会事務は曲目(指.Jミ命令系統の明確化).弁裾士.

児,.R輔抑科I駕.人草救Il.心用的ケアの'JFlPJ'ie.

その他状況に応じた人材 (如拙の-.lIlqJ'#.雪辞関係H･.など)
■

学校刑由真横チームの投割 く卿 学校への助骨 ･指導 ･支項

① 事件･･事故等の状配把舶什llJt報の収1Ji･癌虚及び.ti!ul

② 鮎故ff垂Il会への迎紡 (茄･軸.軌IT.r!のfl:J戊)

③ pTA.地域mEd体等への迎折と協力故斬

@ 砧時頃日全盛の開俳 (見境Il閥の情報のJtIJ'化)

<学校における括′丘命令系統の明癌化.対諏委Il会股政等>

t冨)該当児硫Il,.徒の相弔 ･支壌及びその伽凋〝への対拡

⑥ 配艦を要する児･'ltll･'.徒の把桝

⑦ 関係横間への支損iBf.iH(男喪勤

(急 報道横間への対拡 (.'#H ･ホ化)

⑨ 児硫′(:.徒のこころのナ7.汁画 (スク-ルカウンセラー等の派近･Bj.糾

(詠 払時以遡&･会の開舵 (伽掘rl.地域への戚IyJ)

⑳ 救儲11のこころのケア

(.a lli兜防止へのJ&り削み

3 学校,敦育轟見合共通の危機対応

(1)平時の体制作り

本件事案から.まず.事究関係の解明に艶めなければならないことを教訓として学

んだ｡ただし.救乱 教育委員会関係者はこうし'た作茶壷呼門としてないことから.

その手法や整理の仕方などについて助首する専門家が必要となる｡ 前述したとおり.

本件では事件直後から訴訟細 別こ走っているかのような対応をしているが.そういっ

た姿勢では学校.教育委且会に不利な事実を見過すなど.事実究明は困難である｡

肘述したように.緊急事態に備えて.学校及び教育香負会に調査チームなどの担当

体制をあらかじめ昧めており,シミュレーションを行うことによって申態に対応でき

るようにしておくべきである｡その上に.日頃からこうした事実究明のエキスパート

による研修を受けるとともに,実際の事態に対応するための指等を仰ぐようにすべき

である｡たとえば.地元弁埴土会と連携して研修を実施するとともに,緊急事態時に

は助力を依頼するような関係を牡持しておくことも考えられる｡

そして,実際に事秦が生じた場合には.その中東調査の結果は妃緑化して.格別に

保管し.事後の評価に備えるようにすべきである｡
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(2)生徒へのケア

生徒たちへの対応についても特別の配慮が必壁である｡事実調査には.生徒からの

聴き取りを伴うが.その際には.鋳りやすい環境の雌保に努力すべきである｡また.

本件にような加啓鹿啓の関係にある場合には.加密着対応について日頃から村法をし

て.加脊生徒の柵神的安定を確保する方法や如何に弗の反省を促すかについて実用的

な方法や技術を身につけておくべきである｡ただし,いずれにしても決定的に重要な

ことは.正席な事実の把握であり.その上に立たないと生徒たちの納得を得られない

ことを肝に銘じるべきである｡

他方.故昏生徒については.その耕神的ダメージの軽減に努め.気長に通学再開を

待つべきで.その間の学習面の遅れにも配慮すべきである｡なお.こころの専門家で

あるスクールカウンセラーの関与が期待されるが.本件事案に鑑みれば.スクールカ

ウンセラーは.当妓生徒との関係に徹し.学校や教育垂負会からの-一方的な情報提供

や.その意向に沿った活動は厳に悦むべきである｡そうした活動は必ずやスクールカ

ウンセラー不信に繋がることを自髄すべきである｡

その他の生徒に対しては.学校.故育委員会は.生徒たちや保純音の疑問に答える

形で,事実関係を可能な限り知らせ.何がこうした結果に至ったのかについて.憩切

丁寧に知らせるなどして,一緒に考えていく姿勢が大事である｡こうした姿弓削ま緊急

事態の事後処理として不可欠であり.ひたすら沈静化のみに走ることは.逆に生徒た

ちや保鞍者の不信を醜し出してしまう総菜になることを想定すべきである.生徒たち

や保韓者と向き合うような学校.教育香員会の姿勢は.生徒の学校.教員への信頼を

作り出すことに繋がることを組曲して欲しい｡

(3)まとめ

以上.緊急事態において,如何なる目的に向かって事嘘に臨むかが盤要である｡そ

の日的如何によって,結果に鹿大な辞幹を受けることを知るべきである｡

4 当事者へのケア

(1) いじめられた子どものケ7-生存中轟

いじめられた子どものケアは一律には決Lがたい｡初めの時期なのか,ある程度い

じめが進んだ時期なのかなど,その時期によって対応は典なってくると考えられる｡

いじめられた子どもを徹底して守るという姿串を示すことは必須である｡できれば.

担任以外の学校スタッフでいじめられた子どもの適正なケアやコーディネイトをす

る担当者を決めるべきである｡これによって.当政子どもを守るという学校の意思を

子どもに伝えることができる｡学校内にこうした体制を鮭える必要がある｡

次に.ケアの内容と方向性を映すためには.いじめの内容,程度.当政子どもの棉

神状態等を多様な側面から把握して.その子どもに必要なニーズを掴むようしなけれ
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ばならない｡これが良も盤穿なことで.それによって.当該干どもが鹿も安心してい

られる場所と状態の確保が必要である｡短絡的に登校を促したりすることは控えなけ

ればならない｡

また.いじめによって当睦子ども自身が.どの程度心理的痛手を被っているのかに

ついて推し足り.干どもが本来の自己を放り戻すよう導く必要がある｡その作業が完

了するまでは.いじめた個の子どもと虚を合わせたり.宮集を交わしたりしないよう

虫辞の注意が必要である｡心理的痛手の程度によっては.専門家への横波Lが必要で

ある｡

さらに.子どもの保稗者による理解と配慮が重要で.ケアを担当する&･は.保持者

に対し.偵垂に子どもの状態を脱明し,最適な対応方法を助育することも必要で.い

たずらな登校の醜制は良<なりことも説明すべきである｡

以上のようなケアは焦らず推挽性をもって行わなければならない｡

そして,当綾子どもが自佃の回復を見せるなど落ち着きが出てきたところで,どの

ようないじめをされたか具体的に話させる必要がある.ショックが大きいときにはい

じめられたこと自体否定しがちであるが.状態が回復すると具体的な内容を話すはず

で,それを丁寧に聴き取り記軌 =留めるべきである｡こうした作薬はチビも自身には

一定程度耕神的苦痛を伴うことがあるが.そうした地道な作皐自体が,当誠子どもが

いじめの事実を自分の心中で悔理できるという作用があり.いじめ克服に大きな役割 l

を果たすことに留意すべきである｡ただ.その時期の遇掛 ま城取でなければならない｡

以上のような損気憩(紳続的な伸幸完了時期に.当抜子とも自身が逝過したいじめ

をどのように解決したいか考えさせる｡クラスの変更を求めるのか.転校を求めるの

かなど.子どもの希望を倒立に聴き取り.ケアの担当者は.その子どもにとって何が

最善の解決かについて.一緒に考えるという姿勢が虫垂である.また,加啓者と面会

したいというときには.加脊者をケアする担当者と協韻して.会わせるべきか.検討

すべきである｡いじめの事案におけるベストの解決は.被番者と加審者の典の和解で

あるが.それを実現するには,様々な条件が必要で安易な和解の強掛ま逆効果となる｡

本件では,10月5日に,担任が.AとBをハグさせるという手段を執ったが,これ

は.ナンカであったという決定に基づくものであった. しかし.その後の鹿練を見る

と,いじめられていたAにとって.このハグが.学校や担任がもはや助けてくれない.

という絶望感に虫がったエヒソードであったのではないかと推測される｡

以上.いじめられた子どもに寄り添って清神状態を丁寧に推し見るという姿額が重

要である｡

(2)加害者のケア

本件で見られるとおり.加啓をした-Tl･どもが､自分が行った行為がいじめ.すなわ

ち.他人のこころを佑つけ絶望の淵に追い込んだという詑曲を持っていない場合が多
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い｡こうした子どもに.それがしてはならない行為であると紘沸させることは至兼の

菜であることを組曲しなければならない｡いくら教員が.いじめた子どもに対し,い

じめであったとの組曲を示しても.その子どもは.いじめとは思っていないのである

から.いじめではないと反冷して.双方一方通行のやりとりで終わることが想定され

る｡本件でも.†学校によるAとBへの対応は.こうした対応の限度を超えていたので

はなかったか｡

それではどうすべきか｡やはり.正確な事実把掘からの出発が不可欠である｡学校

及び教育委員会は,披啓者からの情報はもとより周辺の子どもからの情報を入手し,

状況について,加脊者の謡曲より豊笛な情報を持っている必要がある｡そうして,加

書をした子どもと対面し.一個一個事実を碓琴していくと.加事をした子どもが嘘を
言っているのか.衣任回避的な吾勤をしているのか.判るはずである｡そうしたやり

とりを相気強<してい<うちに,加啓をした子どもも自分が事実から逃れているとい

う自分の姿に気付<可能性がある｡そうした場合に.ケア揖当省は短絡的に子どもを

安めるのではなく.加啓をしたチビも自身が.自己の行為を客観化に琵鼓する作業が

始まったと考えて.さらに会話を進めるべきである｡そして.加啓をした子どもが自

己錬感感等から苦痛の色を示したとしても全逓を続け.加宙をした子どもが自己の行

為が許されざるものであることに気づ<まで続けるべきである｡留意しなければなら

ないのは.加啓をした子どもの供述に嘘があった喝合に,それを見抜けずやり過ごし

てしまうことで.そうした金箔は加宙をした子どもの状態を悪化させ.ますます寅の

反省から遠ざける結果ことになることである｡この点で.加音をした子どもと対話す

る担当者は.正確な事実綻歳とともに.一定程度高度な対括技術を必要とすると考え

る｡加香をした子どもが資任から逸れようとするのを責任に向き合わせようとするの

であるから.大変な作紫であることがわかるであろう｡なお,対表別こ際し.｢いじめ｣

という首集を使うことは避けた方が良い｡

次に.加背をした子どもの自己の行為に対する理解が進んだ場合には,次に,披昏

者の苦痛について理解させるべきである｡もちろん.被脊者の同意が必要であるが.

歳事者がどのように苦しみ..どのような状態になったかなと.啓理して話す必要があ

る｡それを加啓をした子どもが理解して初めて兵の謝罪に向かって歩み出すはずであ

る｡ 自分が巌啓膚に何をしたか･それによって接軍声が絶望を味わったことが判った
とき.加啓をした千どもは本当の謝罪ができるのである｡

こうした謝罪を披唇音が受けたとき.妓穿者は初めて救われることになるのではな

いか｡

ただし.こうした謝罪の機会の設定はかなり偵鹿に選択する必要がある｡櫨唇音が

加奮者の謝罪を求め.他方.加昏者が真の謝罪ができる状態になった時にそれは実現

する｡この条件が髄わないときには,披唇音が-一層脇つくことを知るべきである｡

以上.加脊者ケアはそう簡単ではない｡
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(3)串故後に自安の念に苦しむ子どものこころのケアと教育

緊急事態における学校の対応すべき隈越の一つとして大きな謙越である｡

いじめから距離のある子どもは別として.いじめのあったクラスの同級生の子ども

たちのケアは偵寵でなければならない.それは路床心理士によるカウンセリングだけ

では事足りないと考える｡その子どもたちは.いじめの具体的な内容を知り.また.

いじめを止められず.観衆.傍観等の位田にいたため.日東の念にさいなまれている｡

また.群銀の進展t=極めて強い関心を抱いている｡弔卦 こ向き合わされることな<カ

ウンセリングのみで事が足れりとすることは,そうしたチビもたちのこころのケアと

叔菅としては不十分なのである｡･

このような子どもたちは事実調査の際に.-轟に事情を聞かれる立場にある｡事実

を縛るとき,いじめを止められなかった自分と格闘しなけばならず,自死の事案など

の場合l二は,その緊張感は生半可なものではなく.そうした子どもの心理に特段の配

慮が必要である｡そして.その事実を締るという行為峠.必ずや将来のいじめ自死の

予防に繋がるという積極的な意味を理解させ.それが自死した千どもの命に積極的な

意味を与えることになると理解させることが必要である｡

周辺の子どもに自信を取り戻させ.この不幸な事件を通して,人として前を向いて

歩ませるということを教えていく必要がある｡

そして.敦貝は.こうした子どもが縛った事矧 二正面から向かい合わなければなら

ない｡そうすることによって.子どもは教員への侶頻を放り戻し.共にこの不幸な出

来事を克限していこうとする意欲が涌いてくるのである｡

この答えが正しいことは.本件が敢えている｡チビもたちは,学校や教育委員会が.

事卦 こ向き合っていないと盛L'.学校等に対し強い不信を持つに至ったことを本委員

会の実際の聴き取りで感じた｡

事態の沈静化は一つの重要な抹越であるが.こうした子ともたちの心理を考えた場

合.学校や教育垂員会が.いじめの具体的な事卦 こ姑息をもって向き合うことが.こ

うした子どものケアに取って重要であるということを知ってほしい｡

なぜなら.人は姓も過ちを犯すが.それを兵争に見つめ.教訓を生かし歩むことが

人としての在り方であることを,子ともたちに救えることになるからである｡

(4)故事者.被害者遺族

ア 串束を知る権利

本件の事案において.Aの自死という.残された宮族にとって取り返しのつかない

結果となった｡中学生という若さのAを失った家族にとって何故こんな結果になった

のかということを知ることは.今後の家族のそれぞれの人生にとって極めて重要な遭

味を持つ｡そTHニよって.家族の悲しみや怒りは増煽するが.その作業はAの苦しみ
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を家族として共有する過程であり.それによってのみ事件を受け入れられる方向に酵

み始めることができるのである｡かくて,Aが自死するに至った具体的な事実を知る

ということは.豪族にとって誠ることのできない権利なのである｡学校･教育香魚会

は可能な限り串実を開示しなければならない｡ .

本件に限らずこれまでのいじめ自死の事案において.常に.学校･教育委員会によ

る家族への情報の非公開が問越となってきた｡そして,過去の多<の事案では.･プラ

イバシーの保粒を理由として.学校･教育委員会はアンケートすら開示せず.いじめ

の事実もいじめと自死との関係も不明としてきた (これを世に ｢隠蔽｣という｡)｡こ

れによってどれだけの迫族が無念の思いを抱いてきたか.思い致すべきである｡

アンケートの内容は,亡<なった子どもに関する情報であり.誼族に対して単純に

プライバシーを理由に開示を拒否することはできないと考える｡アンケートの全面的

な開示の是非は別としても.少なくとも遺族に対する開示はより租鹿的に進められる

べきである｡いL'め (自死)事案において,いじめられた子ともあるいは自死事案で

の遺族は正に事件の当中音であり.いじめについての具体的な内容を知らされるべき

法的地位にあると考えるべきである｡本件事案では,全面開示ではないが.学校がア

ンケートの内容を迫族に開示したことは評価できる｡

イ 常罷となっている故事看過族の知る権利

このような壌昏者のニーズへの最大限の配慮の考え方は.航空機事故等の大野故や

消費者が壊曹者となる事故の調査分野ではもはや常曲となっている｡

(ア)消費者庁から平成23年 5月に発表された ｢事故調査機関の在り方に関する検

討会取りまとめ｣の ｢萌5 枝番者等に向き合う事故調査｣の項の中の ｢なぜ櫨昏

者等に向き合う必要があるのか｣の項には.以下のとおり紀述がなされている｡

再発防止を目的とする事故調査は.社会の安全惟確保のための仕組みである

ら.制度としての射程相田を定め早にあたっては.行政コストを投じてこれ

取り組むべき相即ま何かという観点が欠かせないと考えられる｡同時に.再

防止のために事故調査から得られた知見は.国民の未来のための共有財産で

る｡事故綱密から得られた鼻亀な知見は.事故に遭遇した被昏音の存在無<

してはあり得ないものであり.そうである以上は.いったん事故調査の対象と

なった個別事故の被唇音等を,事故における亀要な当事者として過するべきで

ある｡ i

被昏者等が必要とするものには.処罰感情を満たすことや経済的支援等も存 蔓

在するとされるが.それらを事故調査のための機関･制度において担うことに

は限界がある｡しかしながら.被害者等が信頼し,納得感を得ることができる
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よう.あるいは.事故で受けた披専からの回復が図られるようにするためには.

事故調査のための機関制度が放り組むべきことがあると考えられる｡

事故調査が.その中立件･公正性を確保しながら,また資任追及を求める意

図と-碑を画しながら取り組むべき′こととして.それは.大別して.町事故銅

盤鐘紡やその結果が安全性向上に晴かされている状況について情報の提供･鋭

明に努めること』打披唇音等の心情に配慮すること』打破宙者等の声を聞き.披

寄jg･等が制度に参加するための仕組みを確保すること』にあると考えられる｡

また.事故の被害者等は.ある日突乳 理不尽な事象によって自ら佑つけられ

あるいは家族を奪われたという点で.犯罪被蕃者に通じるものがある｡したが

って,犯罪被害者等基本法の 『犯罪披智者等の視点に立った虎雄を耕L'.その

権利利益の保韓が図られる社会の東郷 二向けた新たな一歩を措み出さなけれ

ばならない』との考え方は.事故調査においてもあてはまるものと考えられる｡

そして.

これらの意味で事故調査においても分野横断的に.披寄者等に向き合う基本

的な考え方や方針を定めてこれに放り組むことが必要である｡--_--_.:~･■~__--L-ニー■▲ー4-~L二=____-__-_--_ _ここ

とする｡

さらに.再発防止という事故凋密の目的を実現するためにも舷昏者等の視点

を活用することが必要である｡なぜならば.被害者等は事故について強い関心

を持つ者であり.必ずしも専門的知見を有していないとしても被唇音等のr侶

軌 r納得性｣を事故調査指標の-一つとすることで.専門機閑や専門家の取組みと

補完し合あうことになり,事故内密が必要な事故を漏れなく採り上げるという

点で.個々の事故調査において調査の百点の発生を防Jtするという意味で極め

て重要であるからである.

とする｡

以上を麟まえて.同取りまとめは.披智者への概接かつ迅速な情報提供.随時適

切な説明しなければならないとする｡また.群政綱査遂行上接客者に十分な配慮を

しなければならないとする｡さらに.被宵者等の視点を生かす調査をすべきとする｡

その上.被昏者t:よる凋査等の申出を受け止める仕組みの創設を超音する｡そして.

披昏者等の心情に配慮しながら事故の妃値を保存する努力がされるべきとし.最後

に.披専者への日常生活支損等の総合的支損が検討されるべきとする｡
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(イ)次に.｢JR西日本福知山線事故調査に関わる不祥串間越の検討と事故調査シ

ステムの改革に関する提舌｣(平成23年4月15日)の123貞以下では,｢綾香

者の視点の虫要性｣という項があり.そこでは.これまでの公啓や薬事における被

宙者運動に始まり,その後､鉄道事故,阪神･淡路大訴災後の般啓者も含めた救壊 ･

復興･地域づくりの括軌 犯罪被害者による司法の改革運臥 飛行機事故の披専者

の運動などが起き.さらにそのいくつかの連動が相互に連投するようになった.と

する｡こうした動きの中で.妓審者と原因事案昔年との間で事故の解明や再発防止

策を肘はするという噂が持たれ.aようになった｡
以上を踏まえて以下のとおり記述する｡

こTtまで被昏者は祝事賠償請求などの場面でしか.その社会的存在を認知さ

れなかったとさえ言えるほど立場が弱い存在だった｡しかし.披啓者は過酷な

体験をした者ならではの命のかけがえのなさへの切実な思いや.行政,企業,

社会に潜む岡地に関する披審者ならではの鋭い視点を持った存在である｡行政

や社会も.被唇音の思いや視点に耳を傾けなければないことにようやく気づき

はじめたことが.近年の鹿昏者参画の動きを促しているといえる｡兵に命を守

る社会.安全な社会を構築するためには,申故原因を工学的･粗放曲的に分析

するだけでなく.披啓を受けた者の立場に立って見つめ直す作業も必要であろ

う｡

その上で事故調査においても.被唇音と向き合うことの必要性を僻<｡

そして.国土交通省においては.｢公共交通における事故による披宙者等への支

援のあり方墳肘会｣(平成 23年6月)での検討を受け,r坂寄昔年に寄り添う｣こ

とを基本的考え方として.｢公共交通事故巌審者支墳墓｣を開設した｡そこでの職

務は.

などである｡

おいて事故が発生した場合の情報授供のための窓口

事故発生後から再び平穏な生活を営むことができるま

るコーディネーション機能

(ウ)本件のようないじめ事案は一見前記のような消費者が被害者となる事故や公共

交通による事故とは異なるように患うかも知れない｡しかし.学校という噂におけ

る公的教育の営みの過程あるいはこれに関連して発生した事故･事件の被寄者も前

記と同様に佐田づけられるのではなかろうか｡教育のみにおいて.披書者が支政の
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らち外に置かれることは断じて不合理と言わなければならない｡

･ところが.過去に発生した本件のようないじめ自死等の事案において.遺族は事

実解明.これに関する情報提供,さらには日常生活への支損から無線の状態に置か

れてきた｡そして.近時そうした迫族らを支える民間組抱ができつつあるがまだま

だ限られた存在である｡

こうした中で.迫族は.愛すべき我が子の最後の姿さえ知らされないまま.無念.

孤立.不倍,絶望の中で物心両面において極めて深刻な状姐で過ごしてこなければ

ならなかった｡

こうした現実に鑑みれば.事実解明及び検証過程への迫族の参加.法族への情報

提供等被啓者保持支援の制度化は緊急の課題と宮わなければならない｡

本委員会では.遭族をこうした存在と謹め.妻点食の開催の度に.プリ-フィン

グとは別に迫族に対する直接的な説明の機会をもって.その思いに応えようとした｡

しかし.本件事案の発生過程全体を見ると.いまだ披薄暑への.支援は不十分と言え

るもので.本件事案を機に.繭紀の ｢事故調査｣ に準じた被唇音と向き合うための

制度的保障が一刻も早く確立することが望まれる｡
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第6章 将来に向けての課題

1 学校内外に生徒がシグナルを発しやすい法制度の構築

一二五三五の救済システムの亜備に向けて

(1)教員以外の専門的スタッフの必要性

いじめの発見は必ずしも容易ではない上に.その解決もまた容易ではない｡いじめ

られた干どもの頼神的な回復は専門家をもってしても至見な場合があり.他方.いじ

めをいじめと港曲しない子どもに披啓者への共感のこころを芽生えさせ.そして.良

終的に両者の関係を修復することはこれまた一一同国見な道である｡

先ず.いじめの発見については.チビもたちの身近にいる教員学校関係者が発見に

努めるべきは当然であるが.それだけでは十分でないことは本件が頻著に示している｡

本件において.数名の教員は.AとB.Cの関係が一方的であり.いじめの可能性が

あると考えたが.担任や学年主任はそうとは把握できず｢ケンカJとして処理された｡

しかし.それが的外れであったことは本件の結未が示す｡

本件事案だけでなく.これまでの多くのいじめの事秦においては.教員は.ケンカ

あるいはじゃれ合いと理解していじめを見逃してきた｡また.いじめを受けた子ど

ものこころは盤大なダメージを受けるものであり.点藩の事態を招かないためには

初期の段階での迅速で効果的な対応が必要であり.そうした子どもの救済のための

制度を放虫にも準備することは大人の宜務と言わなければならない.

よって.教員のみにいじめの発見と対応を託すことには限界があると言わなけれ

ばならず.学校以外にもいじめに苦しむ子どもの実効的で迅速に動くスタッフや戟

済楯岡が必要である｡そしてまた,いじめの周辺の子どもたちが.安心していじめ

からの救済を訴える窓口が必要である｡いじめを受けた子どもは報復を恐れ また

周辺の子どももいじめが自分に波及することを恐れているのであり,本件でも同様

の事情が見られた｡従って,救済を求めた子どもを徹底して守り.サポートするシ

ステムは不可欠である｡

次に.いじめの解決は必ずしも容易ではなく,専門性と時間が必要である｡いじ

めの解決とは.いじめられた子どもが自分を回復し人への信頼を取り戻すこととと

もに.他方.いじめた偶の子どもがいじめられた子どもの深刻な耕神的な痛手に共

感し.いじめをいじめと港歳して許されざる行為と自覚し.最終的には.両者の関

係が修復されることである｡従って.いじめを発見し.且つ.いじめの解決に向け

て介入するには,高度の専門的知曲と経験を垂するものである｡適正な人材とはそ

ういうことをいうのである｡

そして.そうした括軌をするためには.学校からの独立性とともに調査に関する

権限が付与される必要がある｡
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(2)弁盛土の活用 (スクールロイヤーの制度化)

孤立したいじめ被昏者を徹底的にしかも継続してサポートする必酸性は指摘する

までもないことである｡しかし.生徒の集合体の教育を司る教員が.いじめ当事者の

一方だけに偏するのは難しいと考えられる｡しかし.いじめ事案の初期対応が盛大な

結果を回避するために不可欠であることは前記のとおりである｡

そこで.緊急に且つ適正に.いじめ被審者をサホ-トするために専門家が必要であ

る｡その専門家は日常的には学校現喝と拒絶を置くこと.すなわち独立性も必要であ

る｡そ1の内容は被害者のサポートだけでな<時に加書者との問に介入する必要もあり.

アクティブな役割が求められる｡弁辞士は,個人から依頼を受けて紛争解決を黄と

する噂円家であり.こうした役割を担うことができる能力がある｡そして.井領士

の中でも.非行等の分野で千どもと多く接点を持つ弁積士は干どもの心理に対し一定

の理解力があり.-層適正を有すると考える｡その意味で.いじめの被番を訴えるた

めには匿名での訴えを受ける受け皿が必要である｡現在.いじめ110番など行政に

よる領蔽相故などが行なわれているところ.盤大な結果.つまり犯罪行為が生じてし

まう脚 二睦的観点からのアドJてイスをするという意味で.司法関係者.特に弁損士へ

のアクセスを充実させることが必要である｡

例えば,いじめの可能性を詑めた際,弁較士が定期的に学校内でいじめ披密着に働

きかけるなどのサポートをし.余力があれば,いじめられた生徒といじめた生徒との

関係網軽活動をするなどの括軌を行うということも考えられる｡さらに｡担任や家族

と協議しながらいじめ披曹者が人間関係に対する侶頼を取り戻せるようなサポート

をすることも考えられる｡

しかし.こうした活動は,特殊で困難であり.弁韓士というだけではこす=ニ対応すL1
ることは不可能で.十分な素養とともに子どもの心理に対する深い理解が必要で研修

等を経て一定レベル以上の能力を穿すると考えられる｡また.学校自身がこうした活

動を受け入れる基盤がない上に一定の予昇給狸が不可欠なので.今後.弁路上会と各

自治体の教育委員会とはこうした制度化の可否について協誠をすべきである｡

(3)オンブズマン等の第三者槻醐

いじめ被啓者の救済システムは学校外にも設けられる必要性がある｡

本報告番でも指摘したとおり.いじめを受けた子どもは.常に教員や親に救済を求

めるわけではない｡激しいいじめを受けた子どもは復管を恐れるなどして掛 こも話さ

ない場合が多いと考えられる.また,周辺でいじめを目撃したチビも同様である｡さ

らに,一旦教員らに告げても有効な対策を取られないまま引き続きいじめに晒される

ということも希ではない｡本件事案は正にこれにあたる｡

そこで.学校外にチビも自らが救済を求めることができる第三者機関が是が非でも

必要である｡その機関は申立てに係る子どもの情報の守秘と身辺の安全を保障しなが
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ら救済及び権利回軌 こ向けて迅速に活動し,提言を行わなければならない｡これを第

三者機関あるいはオンブズマン (オンプズパーソン)という｡

日本の子どもの権利の救済のために.真の第三者機関あるいはオンブズマンの設置

の必要性について.国連干どもの委員会は操り返し日本政府に勧告を行ってきた.

1994年に日本に批推された子どもの権利条約に基づいて.日本政府は定期的に

日本の干どもの権利の状況一一般について.国連子どもの権利轟見会に報告をしている

那.その報告毎に同委員会は日本政府に対し絵括的意見 (勧告)を送付し.その実施

を求めている. ●
いじめに関連した琴括的意見を見ると.1998年額 1回総括意見のパラグララ2

4では.体嗣の禁止とともに.生徒間におけるいじめの事例が多数存在することへの

腰念を表明し.これを防1ヒするための持田が不十分であるとする｡また.同45で

は.体罰及びいじめを除去する目的で.学校における暴力を防止するために包括的

な7ログラムが考案され.その実施が綿密に監視されるよう勧告する等求めている｡

2004年額2回総括的意見のパラグラフ49では.敦育制度の過度に虎争的な性

格が児塵の心身の健全な発達に感単哲をもたらし.児竜の可能他の盛大配の発達を妨

げるとし.同50では.いじめを含む校内暴力に効果的に取り組むための手段をとる

ことを求めている｡

2010年第3回総括的意見のパラグラフ70では.高度に暁争主我的な学校環境

那,就学年齢にある児虚聞で.いじめ等の弊啓を助長している可能性があることに懸

念を表明している｡同71では,同級生の間でいじめと尉う努力を強化し.及びその

ような措置の■策定に児丑の視点を反映させるよう勧告している｡

ところで.国連子どもの権利香貝会は.第 1回総括的意見パラグラフ10で.干ど

もの権利の実施状況を監視するための権限を持った独立機関が存在しないことにつ

いて懸念を表明している｡さらに.同32は,現行の ｢子どもの人権専門員｣制度を

改良し拡大することにより.あるいは.オンプズパーソン又は児屯の権利委員会を創

設することにより.独立の監視システムを確立するため.必要な措軒を破るよう勧告

する｡君た.第2回総括的意見は.｢条約状況を監視するために全国的な独立した制

度が存在しないこと｣に懸念を表明し.立法準備中の人権委員会に関する法案につい

ては.独立性について疑問を呈している｡そして.人権委員会に対し児童の申立権を

澄めるなど.児虚の立場に立った迅速な手法を整備するとともに.児壷の権利の侵音

に対する救済方法を提供するために明確な権限を付与するよう求める｡また.都道府

県において地方オンブズマンの設立を促進し,オンブズマンに適切な人材と財政を供

給し.児塵が利用しやすいよう確保することを求める｡こうした勧告は筋3回絵括的

意見でもなされている｡因みに,国連自由権点約番且会は.日本政府に対し,｢人権

侵啓を調査し.その申立人を救済するための制度的仕組みの欠如に対し懸念を表明し.

そのような機関の創設を勧告したが.前記の総括的意見は.さらに子どもについてそ
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うした機関を設けるよう勘昏している｡

要するに.子とも権利偉容の保軽.回復をするために独立した権限と財源を有し.

その聴務を果たすに相応しい人材によって構成された機関(人権委員会又はオンブズ

マン横国)の創設が求められているのである｡

ところで.いじめに対し国.拓道府県がどのような姿勢で臨むべきかについて様々

な見解が出ている帆 何よりも鑑要なのは.いじめを受けた干どもの迅速な権利救済

とその回復である｡子どもから見ればいじめられた状態からの救済を求める権利の確

立こそが虫優先されるべきである｡また.その周辺で仕返しへの恐怖の中でただ傍観

せざるを得ない子どもたちに.他者の権利偉容の救済のために安心して申し:tJF.てらゎ

る権利を保障することも老妻である｡

しかしながら他方,いじめをする側も同じく子どもであることに十分な考慮が必要

である｡ いじめをした子どもは人格成長途上にあり未熟であるが故に.いじめをいじ

めと認鼓していない場合も多い｡こうした子どもに対し一方的に茸任追及し.喝合に

よれば鴨舵的な施設に収容するだけでは兵に揖任を自覚するわけではない｡いじめを

した子どもにまず必穿なことは.専門家による教育的描祉的対応である｡その過程で

いじめをいじめと終曲させ,いじめられた子どもの苦痛と絶望に満ちた心理を理解さ

せることである｡こうした作業によって.いじめたチビもたちはこころの底から反省

して謝罪し.これを受け入れて初めて.いじめられた子どもは恐怖を克服し.自分へ

の自倍と自尊を回復してい(のである｡こうした紛争解決のモデルとして.司法の分

野における ｢修復的司睦｣の解決モデルが参考となる｡

r修復的司法｣とは.応報的で対立的な司法制度に対し.終局のFl的を当事者間の

開係修復を目的とする新たな司法制度の考え方である｡この考え方は.妓昏店側と加

専者側の対話を通して披啓省側の妓番の回復を目指し:加啓者側に自己の行為の意味

を理解させ斑任を取らせ.その上で.当事者間の関係のみならず.地域との関係修復

をも目指すものである｡日本では十分に浸透した考え方ではないが.子ども岡のいじ

めの事案において.従来の司法的対応と並行して.̀関係修復的努力を継続的に行うこ

とは.虫終的には当事者の救主剤こ結びつ(のではないかと考える｡

2 いじめと司法

(1)いじめられた個と司法

いじめが起こっている場合.いじめられている本人が.その事実を務め.証かに宙

をすることはなかなかないことから,いじめの発見が遅れ,取り返しのつかない事態

になって初めて明るみに出ることが多い｡

今回も.Aが.早糊に自らの悩みを直棲訴えられたら,あるいは,.Aから相親を受

けた友人や親族が.Aか ら聴いた内容を誰かに相親し.適切なアドバイスができてい

れば.という思いが残る｡
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その意味で,いじめの被宙を訴えるためには.匿名での訴えを受ける受け皿がある

必要がある｡現血 いじめ110番など行政による屯話相故などが行なわれていると

ころ.盛大な括果.つまり犯罪行為が生じてしまう前に法的規点からのアドバイスを

するという意味で.司法関係者.特に弁韓土へのアクセスを充実させることが必要で

ある｡

弁輯士が関与する虐味合いとしては.まず.いじめのうち.特に犯罪につながるよ

うな事案 (たとえば.暴行.儀容等)については.時系列による事実関係 (いっ.ど

こで.経から.どのようなことをされたのか｡)の把握が儀めて虫垂であり.弁持士

であれば.事実関係を正確に聴き取り喧理することに長けており.問題点を的確に把

握することができることが挙げられる｡また.赫続的に弁揮士が関わることで.法的

視点からの助言を受けることができ.その助言に従い.保柏&･が.学校.教育委員会.

相手方に対して交渉を行ったり,喝今によっては弁投土が代理人として行動を起こす

ことにより.早期に適切な解決がなされるようになり(弁韓士が直接交渉に赴<場合

には,学校,教育香色会は本人が交渉する場合に比べて話を聴いて<れる場合が多い

ようである｡).いじめられた側の糖神的負担が解消されることも挙げられる｡

弁牲士会は.各赤道肘掛 こ存在しているとL=ろ (鹿末には3会.北海道には4会存

在している｡).子どもの権利を守るという視点から. r子どもの権利重点会｣を中

心に.子どもの権利拍畦のための法律相鼓が行なわれている｡ 近畿圏内を見ると.大

蔽弁技士会は.子どもの権利垂艮全が中心となり.｢子どもの人権 110番｣と銘打

ち.少年事件を数多<担当している弁軽士が.子どもに関する相談 (いじめを含んだ

学校内のトラブルなど)を受けている｡特に.毎週水曜日の午後3時から5時までの

間は.3名の弁坤土 (その内1名は.少年事件を数多<事がけて,･他の2名をサボ-

トすることのできるスーパーバイザー的存在の弁巧士)を待機させて.無料の奄諺相

淡に応じている (なお.平成23年9月からは.チビも本人からの相談を想定して.

毎月第2木曜日の午後6時から8時まで.夜間相敵も行っている｡さらに.拡大版と

して.年数回行われる鴫藤相軌では.弁韓士と鯨床心理士が二人･一組になって相掛 こ

応じることも拭みられている｡)｡この奄辞相掛ま,チビもからのみならず.保鰻者

など関係者からの相政,b受け付けている.深刻な事案については.唱話による相鉄だ

けに止まらず.引き続いて細かいアドバイスをするために面妖による相談を行うこと

もある (電蓄相鼓に引き続いて行われた面談による相故は.一一回剛こ限って無料)｡

場合によっては.-引き続き代理人として.関わるケースもある｡

このように弁韓士会による取り組みがなされてはいるものの,平成24年4月以降

の5.6か月間で.全国の小学校,中学校,高等学校.特別支壌学校で認知されたい

じめの数は.14万4000件余りになったという報告がなされていることに鑑みれ

ば.いじめられた側が弁紹士へアクセスできているケースは横めて少ない｡

今後は.制度の存在を市民の皆さんに知って頂くため.弁韓七会が広報活動を油じ
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て広めてい<ことが急務である｡そして.弁輯士会は.相故に対応する弁畔士の育成

及び聴収技術等の向上 (短時間の奄諮相政の中で.何がどのように同港なのかを的確

に把握して助音し.また.稚続的に相親を受ける必要のある事案を両統につなげるよ

うにするなど)のために.研修制度を串入し.充実させてい<ことに努めるべきであ

る｡

(2)いじめたとされる側と司法

いじめたとされる側もいろいろな悩みを抱えていることは明らかである｡いじめを

してしまったが相手方とどのように交渉すればよいのか (示親や関係修復など).学

校や教育委員会からいじめと判断されたものの.その判断に納得いかない場合など.

早急に適切な対応が必要であるが.どこに相掛 二行けば良いのかという問題などが生

じているはずである (本件の場合.itにこのような問題が生L.ていた｡)｡このよう

な場合.早期に弁拍士に相談することで.法的な問題が明らかとなり.上記に挙げた

例の場合には.相手方との間で示故をはじめとした交渉をすること..学校や教育委員

会に対して.たとえば事実関係の確定のための再調査を求めるなどの交渉を行うこと

などの対応が可能となる{=のように.弁埴土とつながる必要性があるL:も関わらず.

その体制は十分であるとは青いがたい｡前述した ｢子ども110番｣など.子どもに

関する相執窓口が弁掩士会にあり.いじめたとされる側も利用できるということをも

つと弁辞士会が広報していく必要があると思われる｡

次に.いL'め行為が.犯罪行為に妓当する場合 (少年が 14歳に満たない場合は.

いじめ行為が刑嗣法令に触れ.都道府県知事又は児亜相政所長から家庭裁判所に送致

がなされた場合)には,家庭裁判所での審判が行われることになる｡ その場合には

少年の権利擁牲とともに.少年の健全な育成を期し.性格の矯正及び窮境の凋掛 こ関

わる必要がある (少年法1条)｡ これを実現するためには,まず.子ともに寄り添い

じっ<りと話を聴いた上で.子どもの抱える岡越点を一緒に考えてい<ことで.子ど

もに自分の間傍点 (何故.一定の人間関係のある者 (一般的には仲間であろう)に対

して,暴行.偏宙,強要,患喝,帝迫などをするようになったのか｡)について気付

きを与え.その立ち直りを全面的に支えてい<ことが必要である｡その上で.保描者.

学校.凝乳 地域などに働きかけることで,子どもの戻って行<噂を健全育成に米す

る掛 こしていくことが求められる(子どもは必ず再び社会に戻ってくる存在であるこ

とを忘れてはいけない. )｡このようなことができるのは正に弁樟士である｡

このように,子どもが司法手続きに付された場合に,弁韓七が付添人として子ども

を支える活軸を行うことが重要であることは論を待たないところであるが.現実の喝

では.弁稚士か付添人として付されているケースは多くない｡

現在.身体拘束を受けている子どもに対する国選付添人制度の拡大が議論されてい

るところであるが.その拡大は勿静のこと (現瓜 たとえば窃乾事件については.成
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人には国選弁推人が付<が,子どもには国選付添人が付かないという事態が生じてい

る｡),さらに,身体拘束を受けていない子どもに対しても.弁積士が付添人として

付くことを制度として確立していくことが必要であると思われる (この点,成人につ

いては.身体拘束がなされているかなされていないかに関わらず.国選弁超人が付い

ていることとの関係で.アンバランスが生じているということを直視すべきである｡)｡

いじめ事案の場合には,いじめたとされる子どもが,身体拘束されているケースはそ

れほど多くないと患われることから.そのような子どもに対しては.何らサポートが

なされないままに社会へ複帰し (多くは学校に復帰).あるいは復婦できずにいるよ

うなことがあるのではないだろうか｡

そのような弔旗は絶対に避けるべきである｡

(3)まとめ

以上のように.いじめられたチビも.いじめたとされる子どもの双方ともに.弁禎

士へのアクセスは亀要である｡

弁緯士へのアクセスを容易にす尋ためには.各弁紹土会が.弁紹七会で r子どもt:

関する相政｣を行っていることを,もっとアヒールしていくべきである｡その方法と

して.そのような放り組みをしていることをマスコミと連携して広報することが考え

られる｡また,'̂ ンフレットを作成し.各学校の全ての子どもに配布することも一案

である｡さらに.弁投士は敷居が高いと言われていることから.直接子どもに話しか

ける機会を作るため.弁積士が学校を訪問して折義をする.いわゆる ｢出訴授業｣を

多<実践してい(ことが必要ではないだろうか｡出張授業は.弁噂士へのアクセスを

容易にするだけに止まらず,法律の専門家が.いじめによって.いじめた1臥 いじめ

られた側め双方とも大きく煩つくことになることを.事案を通して触れることで.教

員が行う授葉とはまた典なった視点から.子どものこころに届くものがあると思われ

ら.

3 事後の中東解明一乗三者垂見合の在り方

第一t=.委員の選任手続の公正,独立の確保の問題である｡香月会は.公正･中立 ･

独立の観点から調査し.意見を述べる機関である｡よって,番旦選任手続の公正さは

委員会括軌の死命を決すると言わなければならない｡第三者垂白金の香色は,当該学

校.教育委員会由ま無関係であることが最低限の条件である｡

今回大津市は.関係団体に公正･中立･独立な鹿点を埼まえた牽員推蕗を依頼した

那.本件事案と関係牲が深いと疑われる香即 !推挙されてきた｡結果とし七この委員

候補者は.就任を自ら辞退することとなったのである｡本委員会と同様な公正･中立･

独立の観点を盤過した第三者委員会を立ち上げる際には.当鼓自治体と関わり~のない

同体へ推胸を依頼するなどの手法をとるべきである.今後の教訓としてもらいたい｡
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この公正･中立 ･蝕立の担保のためには.選任手続の可嶺化.蓉員の氏名.経堰等の

開示は不可欠である｡

第二に,香月余の活軌の中で虚も虫要なのは.調査括軌である｡その中心は.大鼓

の資料の熟耽･盤Ⅰ乱 関係者からの聴き取りを行った結果の軽理 ･分析.-米科と聴き

取り結果の盤合性の検討である｡報告番の出来不出来は忠ら<前記の作業の出来不出

来によると酌つなければならない｡こうした作巷に時間を惜しまず献身的に取り組む

葬具が不可欠であることは自明である｡しかし.各委員は各自本来の菜摘を持ち多忙

であり.作革をこなすには余りに時間が足りない｡そこで.本委員会では.市長から

委嘱された弁粒士.学者といった調査員が困牡な分野の資料髄理･分析作兼を担った｡

調査員は的確に作業を行いその役割は鹿めて大きかった｡充実した委員会の活動には

こうした倍秀な調査員は不可欠であり.今後の第三者番貞会の設田に際してはこうし

た調査員スタッフの必要性を前提とすべきである｡結局のところ,香月虫,調査員.

事務局が連携することが充実した香色会活動につながるのである｡

第三に.事前に香白金の権限も明確になっている必要がある｡萌三者委員会の設冊

が時限的であることはやむを得ないと考えるが.予め第三者委員会の投降を想定して.

公正な選任手続.権限.スタッフなどについて条例を制定しておいて.可能な限り妻

県会の早期の設立を可能とし,活動をスムーズなものとするための規定を設けておく

ことが重要と考える｡

第四に,民事訴臥 刑事手続きとの同時進行的な濃密は可能なかぎり避けるべきで

ある｡こうした法酔手続は.関係者の任意の聴き取りを困難にしたり.実際の聴き取

りでも都合の憩いことを隠したりする可能性が高くなる｡この点を考えれば.可能な

かぎり早期の設置が望まれる｡

第五に,こうした第三者委員会の効能を聴鼓されるべきである｡学校.教育委員会

の不十分な調査がどれほどの混乱を引き起こしたかすでに述べたとおりである｡例え.

学校や教育委月食に如何に痛みを伴うものであったとしでも.事実を解明してそこか

ら兵争に教訓を得ようとする姿勢は.必ずや倍頬を得るものである｡特に.. 子どもた

ちは,教員たちが井草に行う婆を知ることによって,信頼を寄せるようになることは

明らかである｡そして.教員たちが再生への道を歩もうとする婆勢をとれば､チビも

たちは必ず協力するはずである｡

4 メディアの倫理の在り方-いじめとマスコミ

(1)マスコミの使命

社会の木鐸たる新開をはじめとするマスコミは.本件のような深刻ないじめを無<

すという終局の目的のために市民が何をすべきか.という観点からの報道をすべきな

のではなかろうか｡学校や教育香色会さらには加啓をした子どもたちを社会的に無軌

道な憤りで包囲し追い辞めることは.将来に向かってのいじめの抑止には繋がらない.

218

メ,

それは非生産的で,一過性のものであり.事態を混乱させる以外の何者でもない｡

マスコミの使命は.学校や教育委員会によって隠された事実を解明し.浮かび上が

った問地点を撞示して.そこから得られた教訓を社会に道元してい<ことであろう｡

この点で大局的には第三者委員会の役割と違わない｡

過去何回か.自死を伴ういじめ事件が.マスコミに大々的に報道され その筋鹿社

会は強い関心を待ったが.忘れられていった｡正に ｢社会現象としてのいじめ｣で終

わった｡しかし.私たちは.今回は社会現象で終わらせてならないのである｡

今回の件を連して浮き彫りになったマスコミの倫理の開地点については.｢第Ⅱ郎

3帝 その他の問題点｣の ｢1 マスコミの倫理｣のところで.詳細に論じている｡

是非.マスコミ関係者はその紡分を熟洗頂きたい｡

今後.本委員会と同様な第三者香員会が設置されることが予想されるが.二度と今

回の銃先新聞社が行ったような報道がないよう.読売新聞社の猛省を促したい｡他の

マスコミ関係者に対しても,その報道を容認した対応を取ったことについて.反省を

して拭いたい｡.

これを機会にマスコミ各社が.第三者委員会とは何かについて十分な謡曲と理解を

お競いしたい｡

落ち着きを取り戻した今.本報告古を英機に冷静な誠曲をはじめなければならない

し.そこで果たすマスコミの役割は大きい｡

本重点会はそうした役割をマスコミが果たすことを期待する｡

(2)苦手監事の皆さんへ

今回の報道については.若手記者が担当していたことが多かったという印象を持っ

た｡そこで.皆さんに次のことをお伝えしたい｡

まず.皆さんは.自己実現のため.夢の実現のため.その他それぞれの思いを胸に

報道の世界に入ったのだと思う｡報道の世界をR指したときのその思い.まさに自ら

の r原点｣ を見つめ直し.どんなときにでも忘れず.そして思い返して欲しい｡

次に.自分はどのような観点にたって報道をしようとしているのかという自分の立

ち位恒をしっかりと持って欲しい｡これは.取材をする以前の.記事を番<以肘のあ

なた自身が虫垂であるということである｡報道写弗の世界で膏われることだが.何処

に向けてシャッターを押すのかは.シャッターを押す以肋に決まっている｡できあが

った写典の意味は,すでにシャッターを押す以前から決まっているのである｡その人

の思想,婆勢がそこt=現れるのであるから｡

このことは報道写真家に限らず.報道に関わるすべての人に当てはまることである｡

徹底的に自分を磨いて欲しい｡

この点については,報道写兵家であり.その後日本にホスピスを最初に紹介した岡

村昭彦氏の名前を挙げておきたい｡
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そして.｢組織に埋没するな.フリーランスとrL,て生きろ.有番きで仕事をするな,

記事を掲載しない勇気を持て.上司とナンカしてでも自分の考えを通せ｡｣ と首いた

い｡その意味は.もうおわかりでしょう｡

最後に.報道は.人を青ばせもし.脇つけもすることを.改めて肝に銘じて欲しい｡I
一皮報道により傷ついた人は.謝罪紀事が出たところでその儀事は回復するものでは

ない｡報道は.事実を正癌に伝え.そのことによって社会をよりよい方向に進ませる

ことが使命である｡今回ならば.干どもをいじめから守り.いじめの再発防止のため

に.社会を動かすことだろう｡

あなたの行った取材.あなたの紳いた記事はどうだったのだろうか?

若手記者緒君の奮闘を期待する｡
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本件中学校の保穎者の皆さんへ

本件中学校の2年生A君の自死という､あってはならない事態の中で.保鰻者の皆

様は.数 の々思いを寄せられたことだと思います｡ご心労いかばかりかと,お察しし

ます｡思春期という多感な時期のチビもたちを育てておられる皆様を思うと,心痛む

ものがあります｡

この間.本件中学校の子どもたちへの聴き取りに際しては.保韓者の皆様には.そ

の必要をご理解いただき,ご協力いただきましたこと.厚く御礼申し上げます｡

とりわけ.聴き取らせていただいた千ともたちに付き添って下さいました保縛者の

方々には.皆様のご協力があってこそ.より真相究明に近付けたのではないかと思っ

ております｡

第三者委員会の聴き取りに.最抑ま戸惑いの気持ちを持たれたことだと思います｡

しかしながら.聴き取りを終えるころには.干どもたちも打ち解けられました｡チビ

もたちに r第三者委員会に望むことは｣と尋ねたとき.｢聴いてくれて.ありがとう

ございます｡第三者委員の皆さん,頑張ってください｣とのお.膏薬をいただきました｡

さて.本番負会は,事卦 =向き合い,共の解決の方向は何かと探ってまいりました.

完壁な調査や報告というものを期待しつつも,そこまで到達できていないもどかしさ

も抱えています｡ しかしながら.それぞれの委員が自らの仕事を調整し.出来る限り

の調査を行ってきました｡

こう-してここに.本件中学校が多<の岡地を克服し.安心して子どもが学習できる

塊となるだ.めの提言を出すことが出来ました｡ 是非とも.保超音の皆様には.私たち

が等書出した捷宵をお読み頂き.安心して干どもが学習できる場となる学校締りに参

加して頂きたいと願っております｡ シ

本件中学校は.過去にも田津な一時期がありましたが.見事にその困難を克限して

きました｡今回も.チビもたちや教職乱 保輯者の皆様が.知慮と力を出し合い.相

互の倍額回掛 =努め.干どもが安心して通える学校を作りあげていかれるものと倍じ

ています｡

録あって.第三者番負として皆様方の学校作りのお手伝いをさせていただきました

ことに感謝申し上げ.提言をお届けする富来といたします｡

■
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生徒の皆さんへ

私たち要員全員は､生徒の皆さんが辞いたアンケートを読む作某から始めました｡

そのアンケートには,A君の死を防げなかったということに対する強い自殺の念や同

級生の行為を告発することになることへの抵抗感といった感情の中で.一生懸命沓い

ている姿が思い浮かびました｡私たちを含めた大人は皆さんが滑った事実に誠実に向

かうべき政務があると感じました｡そして.私たち委員は全力を傾注して作業をして

いこうと決意しました.

皆さんが勇気を番って事実を繕ったことをどうか縛りに思って<ださい｡人は弧で

も失政や過ちを犯します｡しかし.人はその失敗からRを背けてはいけないのです｡

失敗を兵争に見つめ.何故失敗したのか.それをしないためにどうしたらいいのかに

ついて考えることによって,人や社会は成長していくと思います｡失敗を見つめるた

めには,失敗の内容つまり事実を冷静に見つめなければなりません｡

亡くなったA君の命は帰ってきません｡残された皆さんだけでなく私たち大人も含

めA君の死を無駄にしてはならないという使命があると思います｡そのためには.A

君に何があったのかという事実を知ることから始めなければなりません｡

かつて.A君と同じように命を絶ったチビもたちが多くいます｡中にはいじめが原

因ではないかと言われたものの.原因不明とされてきた事件も少なくありません｡

しかし.A君については.皆さんが事実を勝ってくれたために.それが解明の拠り

所となり.今日この報告啓を完成させることができました｡皆さんの括った事実t_i

多くの教訓や再発防lL熊の提割 こつながりました｡

どうか皆さんが事実を括ったことを後悔しないでください｡皆さんはA者の死を無

駄にしないために最も大切な貞献をしたのだから｡

事実を知ることは他にも鹿要な効用があります｡

一つは.A君の迫族の再生の力になるということです｡遼族の方々は今でも時間が

LLまった状態でA君の死を受け入れられず.これからどのように次の一歩を歩むべき

か判らない状態だと思います｡確かに.A君に起きた出来事を知ることは新たな悲し

みや苦痛を生み出すかもしれません｡しかし.深い愛情で繋がった家族は.事実を知

ることによって.不幸に見舞われた音族の一人の苦痛を共有することによって.初め

て潔い自費の念の横から脱することができるきっかけをつかむのです｡そして.その

死が.社会全体がより改葬する方向で教訓を生み出すことを理解したとき.新たな一

歩を踏み出すことができるようになるのです｡これがA君の名番の回復です｡

次に.事実の解明は.いじめを行った子どもたちの将来にとって大きな役割を果た

すものと思います｡今は無理でも将来自分たちの行為を冷静に客観的に見つめること

によって初めて自分たちの行為の意味を理解できるようになると思います｡人はだれ

でも斑任を回避しあるいは不合理な非斑や巾偏から防御的となります｡A君の死以後
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のマスコミやインターネットでのプライバシーを授昏した僻報の氾荊削ま異常でした｡

こうした混乱の中で,彼らが冷静に自らの行為を見つめ直すことは不可能だったと思

います｡しかし.もう少し時間が経って落ち着いた時に改めて事実を振り返ることは

彼らにも是が非でも必要です｡その時に皆さんが括った事卦 ま‥彼らにとって亀重な

価値を持つと確信しています｡

以上のように.皆さんが兵喪を誇ったということはかけがえがないほど重要なこと

なのです.このことが皆さんに縛りを持ってほしいと求めた億抱です｡これからも皆

さんの人生は続きます｡その過程には当然舌先もあると思います｡その時にどうか冷

静に群発を見つめ進むべき方向を決めることの虫垂性を思い出してほしいと思いま

す｡

最後にもう'-つのお顧いは.大人たちの現状に鑑みると.学校からいじめを無(す

ことは容易なことではな<.萌気をもって事実を括った皆さんが.将来.知恵と勇気

を得た大人として.学校からいじめを無くすための取り組みをしてほしいと期待して

います｡
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最後に一成果と限界

本妻月会の下には.膨大な究科が収集された｡事件直後に実施されたアンケート

このアンケー トを下に敦良によって生徒に対し行われた聴き取りメモ.教員たちが生

徒指導の必要から日常的に記したメモなどで.私たちは.こうした焚料の読み込み.

分析件兼から始めた｡こうした資料は事実解明の突破口として大いに役だった｡次に.

教員,生徒.殺鼠 校長,持串主事.教育長,スクールカウンセラー.迫族ら延べ5

6人の聴き取りを行いながら.前記のメモ記載の事実の共偽などを検討しながら作菜′
を進めた.その調査はただ単に事実関係の経路だけでな(.教員や生徒その他の人た

ちが.本件について何を感L'て何を考えたか.本件のような不幸を如何に防止できる

のかについても可能な限り締り合おうと努めた｡本香魚会は聴き取りに応じてくれた

人たちの思いや悩み.考えをくみ取って報告辞を作成しようと考えたのであった｡こ

こに.本番月食の聴き取りに応じていただいた皆様に心からお礼を申し上げる｡

こうして徐々に典まって<る情報をもとに.本妻貝会は.相識を亀ねた｡決して独

断的にならず.お互いの立場を尊重しながら建設的な誠曲となるよう努めた｡こうし

てできあがったのが.この報昏音である｡

しかし.本番貝会の調査活動に限界があったことも淀めざるを得ない.典相に迫る

ために考えうる関係者を挙げて全員から聴き取りしようとしたが.特に希望する生徒

全員から聴き取りできたわけではなかった｡また.本委員会の立ち上げは.事件から

約 1年後で.その立ち上げの遅さは調査の正確性に鮮管を与えたことは否定できない｡

また.異常なまでのマスコミの報道は.時に委員会の調査活動の盛大な支障となった｡

さらに.市及びいじめたとされるチビもらを被告とする民事訴訟が提起され法廷で争I
いとなっていた｡また.腎寮による捜査も同時に進行していた｡こうした状況は委員

会の活動に少なからず影辞した｡

しかし.そうした状況の中でも関係者の皆さんは本委員会の調査の申し出に積極的

に応じていただいた｡.そして.記憶の限りの串実や申渡な意見をいただいた｡委員全

員の再発防止への熱い思いに共感していただいたのかもしれない｡

冒頭でも述べたとおり.本番艮会は.個別の関係省の斑任の追及を目的とするので

はな<.事実の究明に徹底し.いじめの港定及び自死の原因の考察をするとともに.

そこから問題点を抽出し.そして.その問題点を克服するための再発防止兼を提首す

ることであった｡

ところで,本番員会の活動は様々の方に支えられた｡先ず,大津市コンプライアン

ス推進室の西村和利室長をはじめとした事務局の方々に感謝申し上げる｡土日祝日の

会議や夜遅<までの全強にも常に立ち合っていただき.また.日程銅盤など.垂員の

要求に献身的t=応えていただいた｡彼らのサポー ト無しには本委員会は存続できなか

った｡また.大量の情報処理.報告番の完成などのために特別にお戯いした4名の桐
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密且の皆さんの屯理作業の迅速さと正確さが調査括動の進展に大いに喪献した｡改め

て感謝申し上げる｡

今後.この報告宙が様々な人たちに検討され様々な評価がなされると思うが.私た

ち重点は批判は対し謙虚に耳を傾け..私たち香員がさらなる成長をしたいと考えてい

る｡そして.ここに記した再発防止に向けての提言が学校教育の現場で生かされ.い

じめで自死する子どもが無くなるだけでなく,学校で学ぶ子どもたちが平穏な環境の

中で,人として円満な成長を遂げていけるようになることを切に望むところである｡
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委員 ･調査員名称

大津市立中学校におけるいL'めに関する第三者調査妻艮会

委 月

横山 ~ 廉 く香魚長 ･元裁判官 ･弁埠士 ･大阪弁拍士会所属)

渡部 青春 (副委員長 ･弁碑士 ･兵辞県弁硬士会所吊)

尾木 直樹 (法政大学教授)

桶谷 守 (就都教育大学数授)

西林幸三郎 (大阪芸術大学教授)

松浦 昏満 (和歌山大学教授)

調査員

土橋 央征 (弁輯七 ･大阪弁鰻士会所吊)

藤原 航 (弁種士 ･大阪弁埴土会所属)

田村 由起 (弁拡士 ･大阪弁唱七会所属)

池田 雅則 (兵庸県立大学准教授)

〟 ●-

溌料 1

■l■tj⊥1ヨi - t■I

8月25日 1Eg)金地

8月26日 軒2回_垂ZEE

〇月1日 斑料仕 分け
9月7E3 誉喪協 EB

〇月17日 茄3回金放
9月20日 4回金 紙 現 地 視察

8月23日 集阜匝会府

10月2日 聴き取り
10月5日 聴き取り
10月8日 聴き取り
10月7日 き取り

10月14日 溝8回会EB

10月23日 聴き取り
ー0月24日 聴き取り
10月25日 聴き取り
10月28日 罷7回重税 屯き取り
11月1日 聴き取LJ
日月2日 吐き取り
日月3日 聴き取り
11月4日 聴き取り
11月6日 !窟8回金税 聴き放り
11月7日 聴き取り
11月〇日 レクチャー

11月 13日 聴き放り
11月18日 レクチャー
11月23E3 聴き取り
11月29日 聴き取り
12月1日 聴き取り
12月2日 !荘9回金訊 聴き取り
12月4日 聴き取り
12月6日 聴き取り

12月ー3日 聴き取り
12月 16日 第 10回金一取

12月21日 聴き取り
12月22日 妨 11回金一酌

12月23日 放き取り
12月24日 聴き取り
12月30日 打 合せ

1月2El -打 合せ

t月5日 晩 放り l 打合せ
1月11日 也き取り
1月13日 】挽き取り
1月14日 聴き坤LJ
1月15日 牧き】放り
1月20lヨ !許12回虫n 聴 き取り
1月25日 打合せ

1月26日 也書取 り 一 打 せ
1月27日 吐き取 り ] 打合せ
1月28日 打 合せ

1月28日 打合せ
1月30日 打 合せ

1月31日 市 長 ′ヽ のj振合
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黄料2

1 1ヽl

貿料3

拝啓

10月になり.秋の気配を日増しに感じる今月この頃です｡

この度は.第三者調査委員会の調査にご協力頂き.ありがとうございます｡

私たち委員は,皆さんの協力を得て.･どのようなことが起こっていたのかを明らか

にした上で.今後若い人が自ら命を絶ってしまうようなことが起こらない社会を作る

ために懸命に頑弱っていきたいと思っております｡ .

今回の調査は.以前提出頂いたアンケー ト 学校の先生に許して頂いたことをもと

に,さらにお話をお伺いしたいと考えております｡

そのため.皆さんには,以前どのようなことを訴■していたのかを思い出して頂きた

いので.学校に擢出して損いたアンケー トあるいはお話し頂いた際の内容をまとめた

メモをお送りいたします｡

お父さん.お母さんと相赦されても全(岡幽有りませんので.送付しました宙桁を

改んでおいてください｡

皆さんから海瀬をお伺いする際には.皆さんが今悩んでいることなどもお超し頂

普.私たち委員にお手伝いできることをお括LLたいとも思っております｡いろいろ

な思いをお話し頂けたら嬉しいです｡

皆さんにはつらい思いをさせてしまうことになり,申し訳ありません｡

よろしくお願いいたします｡

平成 24年 月 日

生徒の皆様

敬具

大津市立中学校におけるいじめに関する第三者調査重点会

重点長 横 LIJ 巌
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読売新聞社 御中

平成 24年 12月26日

大津市立中学校ヒおけるいじめに関する

第三者調査香色会

魚貝盛 儀 山 鹿

Bt新聞社の記事掲載について (抗議)

時下､益々ご晴梓のこととお者び申し上げます｡

さて.去る平成24年 12月23日の典社朝刊に掲載されました r自殺といじめ困

果関係明示へ 大津 ･第三者委報軽部｣の記糾=つきまして､その中に ｢生徒へのい

じめが自殺に結びついたとする内容を最終報告新 二明示する方針を決めた｡｣.また.

r各委員は終了後.取材に対し､報告啓では,加唇音とされる同級生3人による執行

など.少な(とも9件の行為を列挙し.自殺との因果関係がわかるよう立推したいと

の考えを示したこ｣との掲載がありますが､当番見会の全強の中で.この様な決定が

行われた事実はな<､また.各垂負が重点会終了後.取材に対して考えを示した事実

もありません｡

よって.本件記事につきましては､事実と大きく追うものであります｡

この様な事実でない作為的とも思われる報道は､本妻且会の店轍を損ね.調査活動

に重大な支障をきたすものであり､蹴塾t=抗醸するとともに記事の撤回及び謝罪を求

めます｡

なお,12月28日までにご回答いただきたくお願い致します｡
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声 明 文

平成25年 1月7日

資料4

大津市立中学校における

いじめに関する第三者調査委員会

委員長 横 山 巌

読売新聞社による事実でない記事の掲載について

∫

-昨年.12月23日付けの改発新聞に掲載された r自殺といじめ因森閑係明示へ

大津 ･額三者委報告昏｣の記事の中で.■｢生徒へのいじめが自殺に結びついたとする

内容を虚終報告番に明示する方針を決めた｡｣.また.｢各蓉負は終了後.取材に対.し.

報告啓では.加密着とされる同級生3人による暴行など.少なくとも9件の行為を列

挙し.自殺との因果関係がわかるよう立証したいとの考えを示した｡｣との記事が掲

載されました｡当番見会は.この記事が事実と異なるとして,文部で親尭新聞社に抗

論するとともに同記事の撤回と謝罪を求めました｡しかし.これに対する読売新聞社

の回答は.'de事は複数の委員らに取材した内容と独自lR材に基づ(ものとして.当委

員会の申し出を拒絶するものでした｡

この回答は乗に残念なものといねざるを得ません｡

当番局舎として.｢生徒へのいじめが自殺に結びついたとする内容を最終報告番に

明示する方針を決めた｡｣ことはありません｡また.各素見が.■香色会終了後の取材

に対して,欄 昏番では.加容者とされる同級生3人iこよる暴行など.少なくとも9

件の行為を列挙し..自殺との因果関係がわかるよう立証したいとの考えを示した｡J

とコメントした事実も由りません｡改元新聞社の記事は明らかと虚偽のものでありま

す｡

-当番月余は.本件に開し報道が過熱していることに鑑み.過去の禎数のブリーフィ

ングにおいて,記者の方 .々に対し.冷静な報道.特l=.事実の解明を旨とする当委員

会の活動に十分に配慮していただきたいとお願いしてきました｡しかし,この度の統 一

充新聞社の報道は,当委員会のマスj三への借頬を完全に裏切るものでした｡矧 こ.

この報道により当香色会の調査活動に重大な支障を生じたことをここに明らか.にし

ておきます｡

各泰郎ま.本件のような悲惨な串案の再発防止を願って.懸命に調査活動をしてい
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ますが,調査活軸が終盤を迎えた時期に.このような記事が掲載されることによる好

守を考えた場合.全国的に好帝のある託充新聞社の報道姿勢に強い柱間を持たざるを

得ません.

私たちは引き続き第三者機関として職責を全うする薪存でありますが.改めてマス

コミ各社に対し.長井と見放に則った報道をお願いする次第です｡
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